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水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１６号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第18 議案第１７号 平成２７年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１８号 平成２７年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１９号 平成２８年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２１号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３号 平成２８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２４号 平成２８年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２５号 平成２８年度名寄市後
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期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２８年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２８年度名寄市水

道事業会計予算

日程第21 議案第２８号 専決処分した事件の承

認について

日程第22 議案第２９号 名寄市財産の交換、譲

与、無償貸付等に関する条例の一部改

正について

日程第23 議案第３０号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の策定について

日程第24 議案第３１号 新市建設計画の変更に

ついて

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

ついて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２７年第４回定例会付託議案第２

号 名寄市空家等対策協議会条例の制

定について

日程第４ 平成２８年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市簡易水道事業の名

寄市水道事業への統合に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市議会基本条例の一

部改正について

議案第３号 名寄市パブリック・コメ

ント手続条例の一部改正について

日程第７ 議案第４号 行政不服審査法の全部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例等の一部改

正について

日程第９ 議案第６号 名寄市議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について

議案第７号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第８号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第10 議案第９号 名寄市立食肉センター条

例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 平成２７年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第12 議案第１１号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第13 議案第１２号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第１３号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第15 議案第１４号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１６号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第18 議案第１７号 平成２７年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１８号 平成２７年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１９号 平成２８年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計予算
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議案第２１号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３号 平成２８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２４号 平成２８年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２５号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２８年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２８年度名寄市水

道事業会計予算

日程第21 議案第２８号 専決処分した事件の承

認について

日程第22 議案第２９号 名寄市財産の交換、譲

与、無償貸付等に関する条例の一部改

正について

日程第23 議案第３０号 名寄市過疎地域自立促

進市町村計画の策定について

日程第24 議案第３１号 新市建設計画の変更に

ついて

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告

ついて

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２８

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２４日まで

の２５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

４日までの２５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２７年

第４回定例会付託議案第２号 名寄市空家等対策

協議会条例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） おはよ

うございます。平成２７年第４回定例会付託議案

第２号 名寄市空家等対策協議会条例の制定につ

いて、委員会の審査の経過並びに結果について御

報告を申し上げます。

委員会は、昨年の１２月２４日及びことし１月

２０日の２回開催し、慎重に審査を進めました。

第１回では、本件は市民の皆さんの強い関心分

野であり、市議会においてもこれまでに１０回以

上の一般質問を受けてきたが、今後法律に基づい

て行うこととなりました。条例案は全１０条で構

成され、対策協議会を設置する条例であり、空家

等対策の推進に関する特別措置法第７条の規定に

基づいて対策協議会を設置する内容となっている

と説明を受けました。

第２回では、提案をされた条例案中第８号の正

誤表の確認を行った後質疑を行いました。委員か

らは、条例案中第４条の協議会は委員１０人以内

となっているが、金融機関は入るのか。庁内検討

委員会の作業でいろんな危険家屋についての判断

基準のたたき台は出ているのか。どの段階で出る

のか。当初から空き地等の管理について今回の空

き家等に含まれるか。法第６条第２項の空き家等

対策計画について、協議会の中ではどのように列

記するのか。市民説明はどのように進めるのか。

法第１５条の国、道における財政措置については、

名寄市の取り組みにおいてどうなるのか。今回の

条例提案は市民部担当だが、全国的には建築、都

市計画等の部署での担当が多く、所管事務等から

妥当なのかという他の関連職場との連携等、多岐

にわたる質疑が行われました。これに執行者側か

らは、金融機関の協議会への参入は現時点で予定

していないが、金利政策上連携していく。計画の

たたき台は庁内検討委員会で策定するが、建築や

福祉等と連携する部分もあるので、整理したもの

を計画にのせていき、５月に協議会を設置した段

階で意見反映をしていただき、完成させたい。そ

して、パブリックコメントで市民周知に取り組む。

空き地等の管理は、担当業務としてあるので、特

定家屋を含めて対応する。空き家等対策計画に記

載する方法は、市民の皆さんにとってわかりやす

い形で計画をつくりたい。財政措置は、基本的に

交付税措置と聞くが、社会資本整備総合交付金の

活用もある。ただ、代執行に対する措置はないと

聞いている。他のまちでは、建物担当係が所管し

ているところが多いというのが事実である。これ
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は、縦系統でいえば上川総合振興局の担当は建築

課であり、そちらのほうからかなり頻繁に情報提

供があり、さらに国土交通省が控えているという

ことで、情報提供の量としては多い。別ルートで

特別交付税の情報が総務省ルートで来ていないか

期待しているが、今のところ来ていない現状であ

る。庁内検討委員会の中では、除却の制度をどう

するのか、空き家バンクは市で持つのが正しいの

か、リフォームについても市民部でやるのか、そ

れとも経済担当でやるのかということで議論を深

めながら、移住、定住の関係や総合戦略とも若干

関係する部分が発生してくるので、庁内検討委員

会の中でしっかりと議論を尽くして取り組んでい

きたいと考えているとの答弁がありました。

その後採決の結果、平成２７年第４回定例会付

託議案第２号 名寄市空家等対策協議会条例の制

定については、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定をしました。

以上、委員会の報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２７年第４回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第４ これより平成２８年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２８年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成２８年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

私が、市長として２期目の任を担わせていただ

いてから、間もなく２年を迎えることとなります。

この間、多くの市民の皆様や企業、関係機関・

団体などと連携し、御協力をいただきながら、政

策課題の解決に正面から取り組んでまいりました。

今後におきましても、官民の連携や自治体間の連

携など、地域が一体となってのまちづくりを進め

てまいります。

さて、我が国の経済状況は、経済財政政策の推

進により、雇用・所得環境が改善するなど緩やか

な回復傾向が続いていますが、中国をはじめとす

るアジア新興国などの景気減速の影響が懸念され

ています。

また、財政状況については、平成２８年度末に

おける公債残高の見通しが約８３８兆円、公債依

存度が３ ６パーセントにも及び、国と地方を合

わせた長期債務残高が約 ０６２兆円、対ＧＤＰ

比で２０５パーセントとなるなど、極めて深刻な

状況となっています。

このようなことから、国では、「経済財政運営

と改革の基本方針２０１５」いわゆる「骨太の方

針」において、社会保障制度を持続可能なものと

し、財政を健全化するため、政府はもとより広く

国民全体が参画する社会改革として、「経済・財

政一体改革」を断行することとしています。

このような状況の中、地方においては、本年度

中に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定

されることとなり、平成２８年度からは、具体的

な事業を本格的に推進する段階に入ることとなり

ます。
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国においても、情報支援や人的支援の拡充を図

るとともに、新型交付金などの財政支援を行うこ

ととしていますが、地方創生の原動力はそれぞれ

の地方の「情熱」であります。

本市においても、昨年１０月に、総合戦略を策

定したところであり、今後は各施策を着実に推進

していく必要がありますことから、市民の皆様と

ともに知恵を出し合いながら地方創生の取組を深

化させてまいりますので、一層の御理解と御協力

を賜りますようお願いいたします。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「民間会社的発想での行財政運営」

についてです。

今後は、人口減少や普通交付税の段階的な縮減

などにより、さらに厳しい財政状況となることが

想定されるため、職員一人ひとりが強いコスト意

識を持ち、計画的かつ効率的な行財政運営を進め

ていくとともに、自らの創意工夫により政策提案

ができるよう、職員の資質の向上を図り、市民の

皆様に信頼していただける市政運営に努めてまい

ります。

二点目は、「さらなる市民参加とよりわかりや

すい行政運営・情報公開」についてです。

本市においては、これまでも、名寄市自治基本

条例に基づき、まちづくり懇談会やパブリック・

コメントの実施などにより市政への市民参加の推

進に努めてきています。

昨年、自治基本条例の施行後５年目を迎えたこ

とから、市民で構成する有識者会議を設置し、条

例の規定について検討を行ったところ、条例の改

定は必要ないものの、条例を市民に浸透させるた

めの取組や自治を促すための取組に是正の余地が

あるとの答申をいただいたところです。

本市としましては、答申の内容を踏まえ、条例

の普及啓発やわかりやすい情報発信に努めるとと

もに、まちづくりへの市民参加を促すため、対話

型の議論を促進するなど、市民主体のまちづくり

を推進してまいります。

三点目は、「地域の宝・財産・特色に徹底的に

こだわったスケールの大きなまちづくり」につい

てです。

昨年は、農産物の販売高が農協合併以来の最高

額を記録したことに加えて、市民文化センターＥ

Ｎ―ＲＡＹホールが開館となり、市民会館と比べ

４倍以上の来客数となったほか、市立総合病院に

日本最北となる「救命救急センター」を設置する

など、市民の福祉の向上や「明るく元気なまちづ

くり」が一歩ずつ着実に前進していることを実感

することができた年でありました。

本年は、名寄市立大学において、開学１０周年

を迎え、社会保育学科の新設と保健福祉学部の再

編、さらにはコミュニティケア教育研究センター

を新設するなど、魅力ある大学づくりをさらに推

進することにより、本市にまた新たな財産が加わ

ることとなります。

今後も、このような自然の恵みや先人が残して

くれた財産をさらに磨いて、名寄ならではのまち

づくりを進めてまいります。

本年は、旧風連町と旧名寄市が合併して１０年

という大きな節目を迎える年であります。また、

第２次の総合計画をつくり上げる年でもあります。

私は、開拓以来、先人たちが築いてきたそれぞ

れの地域の歴史と文化を受け継ぎ、人のつながり

や絆を尊重しながら、前に進んでいきたいと考え

ております。そのためには、市民の皆様との対話

と連携に加えて、「市民力」を付け加えさせてい

ただきたいと思います。

私は、名寄市民の力は本当に素晴らしいという

ことを常々感じております。この市民一人ひとり

の力を結集した「市民力」を活かして、「オール

なよろ」によるまちづくりを全力で進めてまいり

ます。

平成２８年度の予算編成

次に、平成２８年度の予算編成について申し上
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げます。

国の平成２８年度予算編成の基本方針は、平成

２８年度は「経済・財政再生計画」の初年度にあ

たることから「デフレ脱却・経済再生」と「財政

健全化」の双方をともに前進させること、また、

少子高齢化という構造的な問題について正面から

取り組むことにより将来への安全を確保し、誰も

が生きがいを持って充実した生活を送ることがで

きる「一億総活躍社会の実現」に向けた取組を進

めるという基本的な考え方のもとに、昨年１１月

２７日に閣議決定されました。

地方財政対策については、地方が地方創生など

の重要な課題に取り組みつつ、安定的な財政運営

を行うことができるよう、地方交付税などの一般

財源総額が確保され、地方財政計画の規模は東日

本大震災を除く通常収支分で、前年度比約 ６パ

ーセント増の約８５兆 ６００億円となりました。

また、一般財源総額では、前年度比約 ２パーセ

ント増の６１兆 ７９２億円となりました。

このうち地方交付税は、交付税の別枠加算が、

地方税収の動向などを踏まえ、平時モードへの切

替えの観点から廃止されたものの、地方財政計画

に計上された「重点課題対応分」に対応した算定

経費の創設などから前年度とほぼ同額の約１６兆

００３億円となり、地方の実情に一定の配慮が

なされたものとなっています。

こうした中、本市の平成２８年度各会計予算は、

人口減少社会を見据えながら、持続可能なまちづ

くりを進めていくためにも総合計画及び総合戦略

を着実に取り組むことなどの基本的な考え方のも

と、また、平成２７年度における地方創生加速化

の補正予算などとあいまって、今後の総合戦略に

おける施策展開も考慮し、予算編成をいたしまし

た。

主な事業については、ハードでは北斗・新北斗

公営住宅建設事業、名寄東小学校校舎改修事業、

風連中央小学校校舎・屋内運動場など改築事業、

大学図書館建設事業、東児童クラブ整備事業など

を、また、ソフトでは障がい者の相談支援の中核

的な役割を担う基幹相談支援センター事業のほか、

総合戦略の推進として、子育て世帯の経済的支援

を目的とした乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、

深刻な農業者の高齢化や担い手不足に対し、農業

労働力確保に向けた調査を実施する農業補助労働

力確保事業などの事業を盛り込みました。

これにより、一般会計の予算案は、前年度比

９パーセント増の２３４億 ９２７万５千円とな

りました。

また、６つの特別会計予算案は前年度比 ０パ

ーセント減の８４億 ０８２万１千円、企業会計

予算案は前年度比 ２パーセント増の１２８億

５４９万２千円、全会計の総額では前年度比 ２

パーセント増の４４７億 ５５８万８千円となり

ました。

財源調整として、財政調整基金で６億 ５９６

万１千円の取崩しを、また、老朽化した公共施設

設備の更新などに係る事業の財源として、公共施

設整備基金で１億８千万円の取崩しを計上しまし

たが、今後の起債償還に備え、減債基金の積み立

てを行い、将来の財政健全化を視野に入れた予算

を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組みながら、健全な

財政運営に努めてまいります。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

次に、第２次総合計画の策定について申し上げ

ます。

第２次総合計画の策定にあたっては、これまで

も、関係団体との意見懇談会をはじめ、市民ワー

クショップやタウンミーティングなど、広く御意

見を伺うとともに、昨年１２月には、総合計画策

定審議会を設置するなど、市民の皆様の計画づく

りへの参画の場の確保に努めてきています。

今後、まちづくりの基本理念や基本目標、主要

施策などについて具体的な検討を進めていくこと

となりますが、策定審議会において議論を重ねて
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いただくことはもとより、市議会の場においても

十分に御審議をいただくなど、市民の皆様と市が

一体となって、ともに本市の将来像を描いてまい

りたいと考えています。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

住みよい地域社会を築くための基盤である町内

会については、協働のまちづくりを進める上で最

も重要な組織であり、これまでも財政的・人的支

援や加入促進に向けた啓発など積極的な支援に努

めてまいりました。今後とも、町内会連合会との

連携のもと、町内会の活動に対する継続した支援

を行ってまいります。

また、単位町内会の枠を超えた活動などについ

ては、地域連絡協議会に取組をいただいています

が、地域特性を生かした活動の助長に向け、地域

の自主性と自発性を尊重しながら支援するととも

に、第２次総合計画において、市民と行政との協

働によるまちづくりを促進できる組織となるよう

検討を行ってまいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

名寄市男女共同参画推進条例については、市議

会での御審議を経て、昨年１２月に制定したとこ

ろであり、本年４月からの施行に向けて、条例の

周知に努めているところです。

平成２８年度は、条例の推進に関する基本的な

計画を策定することとしており、男女共同参画推

進委員会をはじめ、市民の皆様の御意見を伺いな

がら検討を進めてまいります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

地方自治体の情報システムに対する外部からの

攻撃や、個人情報の漏えい・流出などのリスクに

対応するため、国は、高度なセキュリティ対策の

実施計画をまとめ、情報ネットワークを抜本的に

強化するよう全国自治体に求めています。

本市においては、昨年１２月に国が示したセキ

ュリティ対策の強化に取り組み、より強固な態勢

で個人情報の保護に努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイに交換学生を、友好都市ロ

シア連邦ドーリンスク市に訪問団をそれぞれ派遣

することとしており、より強い交流の絆が育まれ

るよう支援してまいります。

また、台湾との交流では、中学生による野球を

通じた交流や高校生の教育旅行の受入を行うなど、

国際感覚豊かな青少年の育成や交流人口の拡大に

努めてまいります。

国内交流については、東京都杉並区、山形県鶴

岡市藤島地域との交流において、子どもを含めた

人的交流や特産品販売など、さらに充実した交流

となるよう推進してまいります。

特に、鶴岡市藤島地域との交流では、姉妹都市

提携２０周年を記念して訪問団を迎える予定です。

ふるさと会については、本市からの情報発信と

相互の情報交流に努めるほか、人的交流や会員拡

大などの支援を通じて、活動の充実が図られるよ

う連携を強化してまいります。

交流居住の推進については、現在「お試し移住

住宅」を２棟供用していますが、より多くの移住

を希望する方々に本市の住みよさを実感してもら

えるよう名寄地区の市街地に新たに「お試し移住

住宅」を整備し取組を進めてまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

平成２３年９月に、２市１１町村による「北・

北海道中央圏域定住自立圏」を形成し、この間

「定住自立圏共生ビジョン」に基づき連携事業を

推進してきました。

「定住自立圏共生ビジョン」の期間は、平成２

４年度から２８年度までの５年間としていること
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から、平成２８年度において、本市とともに中心

市である士別市と共同し、近隣町村との協議や圏

域の関係者で構成する「共生ビジョン懇談会」で

の検討を行いながら、平成２９年度を初年度とす

る新たな共生ビジョンの策定を進めてまいります。

次に、天塩川周辺１１市町村で構成する「テッ

シ・オ・ペッ賑わい創出協議会」について申し上

げます。

「住んでよし訪れてよしの天塩川王国」を実現

するため、地域づくり人材に資する研修会や、首

都圏での移住フェアへの出展などのほか、木製マ

グカップ「天塩川ククサ」を天塩川ブランドとし

て発信するなど、北海道遺産である天塩川を軸と

した広域連携と交流人口の拡大に努めてまいりま

す。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

毎年３月に「新・名寄市行財政改革推進計画

（後期実施計画）」を改訂し、推進項目の見直し

や追加を行ってきましたが、当推進計画が平成２

８年度までの計画であることから、平成２８年度

においては、新たに平成２９年度以降の推進計画

を策定して引き続き効率的な行政運営に取り組ん

でまいります。併せて、公共施設の使用料の見直

しなど、公平・公正な受益者負担について改めて

検証し適正化を図ってまいります。

また、組織のスリム化や世代交代により、職員

の人材育成が急務になってきていることから、

「新・名寄市人材育成基本方針」に基づき、職員

研修の充実と人事管理制度の確立などに取り組み、

職員の意識改革や資質向上のため、職種・職階に

応じた研修や政策形成能力の養成に向けた取組を

進めていくとともに、平成２８年度においても、

（財）地域活性化センター、北海道経済産業局、

北海道への職員派遣を継続し、知識・経験豊富な

人材の育成に努めてまいります。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”

健康の保持増進

次に、健康の保持増進について申し上げます。

全ての市民が生涯を通じて、健やかで質の高い

生活を送るために、健康寿命の延伸と健康格差の

縮小を実現することが重要となっています。

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」に基づき、生活習慣病の発症予防と合併症

や症状の進展による重症化予防を徹底し、乳幼児

期から高齢期まで生涯を通じた健康づくりを推進

してまいります。

また、本年１０月に、本市で開催を予定してい

る「第４８回がん予防道民大会」において、がん

予防に対する正しい知識とがん検診の重要性につ

いて普及啓発を図ってまいります。

さらに、市民の主体的な健康づくりを促進する

ため、引き続き「なよろ健康マイレージ事業」を

実施してまいります。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談を通して、妊娠期から乳幼児期まで切

れ目ない支援体制の充実を図り、安心して子ども

を産み育てる環境づくりに努めてまいります。

感染症予防については、予防に関する正しい知

識の普及啓発や予防接種の充実を図り、感染症予

防の推進に努めてまいります。

地域医療の充実

次に、地域医療の充実について申し上げます。

市立総合病院については、平成２８年度の診療

体制は、新たに旭川医科大学から麻酔科に常勤医

師を派遣いただける予定となっており、さらに充

実した診療体制が可能となる見込みです。

また、６人定員で募集を行った初期臨床研修医

については、マッチングシステムで決定された５

人の１年次研修医を採用する予定です。

新名寄市病院事業改革プランについては、現在、

策定検討会議において議論を行っているところで

すが、道が策定作業を進めている地域医療構想の

調整会議における議論経過も踏まえながら、３月

末の原案策定、６月公表に向けて、引き続き準備

を進めてまいります。
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高額医療機器の整備については、昨年８月に指

定を受けた救命救急センターの機能充実・強化を

図るため、血管造影装置を増設し、４月からは２

台体制で稼働できるよう準備を進めているところ

です。

院内保育所改築事業については、昨年の入札に

おいて不調となりましたが、以前から要望のあっ

た２４時間保育に対応し、人材の確保、離職防止

及び復職支援を推進するため、本年、改めて改築

事業に取り組みます。

今後も道北第３次保健医療福祉圏の地方センタ

ー病院として、医療スタッフの人材確保に努める

とともに、圏域内の限られた医療資源を最大限に

活用して、引き続き地域の病院や診療所と連携し、

診療・看護体制の充実を図ってまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、昨年１０月に地域子育

て支援センター「ひまわりらんど」を開設し、子

育て環境の向上を図りました。

平成２８年度は、ファミリー・サポート・セン

ター事業の実施に向けて準備を進めており、さら

なる子育て環境の向上に努めてまいります。また、

子育て世帯の経済的支援として、乳幼児紙おむつ

用ごみ袋支給を実施し、４月以降速やかに対象者

へ配布できるよう対応してまいります。

幼児教育・保育については、平成２７年４月か

ら施行された「子ども・子育て支援法」に基づき、

今後も、新制度へ移行希望を持つ市内施設に対し

て支援してまいります。

また、平成２７年度からスタートした「名寄市

子ども・子育て支援事業計画」については、引き

続き計画に盛り込まれた事業の実効性の確保に努

めてまいります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

平成２９年度から始まる「第２次名寄市地域福

祉計画」の策定については、福祉懇談会でいただ

いた市民の皆様の御意見を踏まえ、名寄市保健医

療福祉推進協議会地域福祉部会において審議を進

めてまいります。

また、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金

受給者などを支援する年金生活者等支援臨時福祉

給付金事業、並びに消費税率の引き上げに際し、

低所得者への影響を緩和する臨時福祉給付金事業

については、速やかに給付できるよう準備を進め

てまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２７年度からスタートした「名寄市第６期

高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に

基づき、医療・介護・予防・住まい・生活支援が

包括的に確保される体制である「地域包括ケアシ

ステム」の構築に向けた取組を進めてまいります。

本年１月、様々な事業所及び団体で構成される

「名寄市生活支援等サービスネットワーク会議」

を設置し、情報共有や連携強化、方針策定などを

行うほか、地域包括ケアシステムを構成する「予

防」及び「生活支援」の充実に向けて協議を開始

しています。

また、本会議での議論を踏まえ、本市では、平

成２９年４月から取り組む「介護予防・日常生活

支援総合事業」の整理・検討を行い、団塊の世代

が７５歳を迎える平成３７年に向けて、地域の支

え合いと高齢者に対する効果的な支援などの体制

づくりを進めてまいります。

施設関係については、特別養護老人ホームしら

かばハイツの西棟ボイラーの改修工事を行ってま

いります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

本年４月に、地域における障がい者の相談支援

の中核的な役割を担う機関として「基幹相談支援

センター」を設置し、身体、知的、精神、発達障

がいなどの相談支援業務を、ワンストップで総合
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的・専門的に行ない、障がいのある方々が生活し

やすい環境づくりを進めてまいります。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

廃棄物処理については、ごみの発生抑制と減量

化を図るとともに、環境問題も含め新たな社会シ

ステムの構築に向けた３Ｒ運動の推進が重要とな

っています。

資源化に向けた取組では、資源集団回収事業、

段ボールコンポスト、古着や廃食用油の拠点回収

のほか、使用済み小型家電回収の推進と分別指導

などの啓発活動を継続してまいります。

広域最終処分場の建設については、現在、浸出

水処理施設建設工事及び埋立処分場実施調査設計

業務に着手しており、平成２８年度から埋立処分

場造成工事に着手してまいります。

消防

次に、消防について申し上げます。

防火対策については、建物火災による死者の９

割が住宅で発生しており、そのうち７割が高齢者

であることから、一般住宅や高齢者世帯の防火訪

問を実施し、町内会、自主防災組織、消防団など

との連携協力により、住宅用火災警報器の設置と

適切な維持管理、家庭における出火防止対策など

を行い、火災による死者の発生抑止に努めてまい

ります。

消防体制については、近年、様々な自然災害が

発生していることから、消防団との連携を密にし、

迅速で確実な出動体制の充実を図ってまいります。

防災対策の充実

次に、防災対策の充実について申し上げます。

近年、自然災害が激化する中、防災対策につい

ては「減災」の考え方に基づき、自助及び地域の

共助力の向上を中心に、防災対策を進めてまいり

ます。

特に、昨年９月の関東東北豪雨による災害によ

り、国土交通省による「避難を促す緊急行動」が

全国で取り組まれていることから、本市において

は、関係機関と連携した防災活動などを通して防

災力向上に努めるほか、本年６月２５日に開催が

予定されている天塩川水系天塩川総合水防演習の

訓練を通して、防災意識の高揚、自主防災組織に

よる自助、共助力の向上及び公助による連携強化

を図ってまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

痛ましい交通事故の防止に向け、市民一人ひと

りが交通安全ルールや、思いやりのある交通マナ

ーを遵守されるよう、関係機関・団体などと緊密

に連携しながら、市民の交通安全意識の高揚を図

ってまいります。

また、通年運動をはじめ、４期４０日間の期別

運動及び２期２０日間の特別運動や、児童・高齢

者を対象とした交通安全教室など、交通事故の根

絶に向け幅広い運動を展開してまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全安心な市民生活のため、関係機

関・団体などとの連携により、犯罪防止に向けた

運動を推進するとともに、名寄市安全安心地域づ

くり推進協議会、安全安心円卓会議において、地

域の状況把握・情報交換に努めるほか、青色回転

灯装備車及び公用車による啓発活動を進めてまい

ります。

また、適正に管理されていない空家については、

ごみ飛散などにより周辺住民に与える住環境の悪

化などが懸念されることから、安全安心な住環境

の確保を目指し、名寄市空家等対策協議会を設置

し、「名寄市空家等対策計画」の策定や特定空家

の認定などについて、御意見をいただきながら、

空家対策を総合的かつ計画的に推進してまいりま

す。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。
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近年の情報通信技術の発展と機器及びサービス

の急速な普及により、広範化、複雑化する相談内

容への対応に向け、消費生活相談員の資質向上を

図り、適切な相談業務に努めるとともに、高齢者

を狙う特殊詐欺や悪質商法に関する啓発活動と迅

速な情報提供を引き続き進めてまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１０戸の建設、新北斗団地２棟８戸の全面

住戸改善、１２棟４３戸の既存公営住宅の解体及

び平成２９年度事業の実施設計を予定しています。

市営住宅環境整備事業については、風舞団地３

棟２４戸の長寿命化改善工事を実施するほか、西

町団地１棟４戸の解体や平成２９年度着手のノー

スタウンなよろ団地の実施設計を予定しています。

また、公営住宅の延命化を進め、安全安心な既

存ストックの有効活用を図るため、「名寄市公営

住宅等長寿命化計画」の見直しを行ってまいりま

す。

さらには、地震から生命と財産を守るため、耐

震診断、耐震改修に対する補助制度について、広

く市民に周知してまいります。

都市環境の整備

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園については、長寿命化計画に基づき老

朽化した遊具などの改修を行い、安全安心な遊び

場や憩いの場を確保してまいります。

また、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り事

業」については、２年間にわたり、通学路の防犯

灯のＬＥＤ化を実施しました。今後は、更新数の

確定など事前調査を行い、ＬＥＤ防犯灯の整備を

進めることで、歩行者の安全安心の確保と管理コ

ストの抑制を図るとともに、なよろ市立天文台を

はじめ天体観測環境の改善に努めてまいります

上水道・簡易水道の整備

次に、上水道・簡易水道の整備について申し上

げます。

水道事業については、安全な水を安定供給する

ために、緑丘浄水場導水管の更新と、老朽管更新

事業として４路線の老朽管を更新するほか、配水

管網整備事業として２路線を整備してまいります。

併せて漏水調査を継続することにより、有収率

の向上を図ってまいります。

また、簡易水道事業統合計画により、平成２８

年３月３１日をもって簡易水道事業を廃止し、平

成２８年４月１日に水道事業に統合する準備を進

めており、関係条例案について、本定例会に提出

させていただきます。

なお、統合事業としての名寄・風連間の送水管

布設については、平成２８年度で完成予定となっ

ています。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道・個別排水の整備について申し上

げます。

下水道事業については、平成２８年度において

名寄下水終末処理場における沈砂池機械設備の更

新に着手してまいります。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境向上のため、合併浄化槽１２基の

設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路の整備について申し上げます。

継続路線では、西４条仲通をはじめ北１丁目通

のほか３路線の整備を行うとともに、舗装路面の

老朽化が進む幹線道路の２次改築として、風連東

８号北線の舗装改築工事を継続し、安全で円滑な

交通の確保に努めてまいります。

橋梁については、長寿命化計画に基づき平成３

６年度までの１０年間で修繕を計画している２６

橋のうち、「南大橋」の修繕工事を実施するほか、

実施設計及び近接目視点検を行い、利用者の安全

安心の確保と快適な道路サービスの提供に努めて

まいります。

総合交通体系

次に、地域公共交通について申し上げます。

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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本年度で実証運行を終える「なよろコミュニテ

ィバス」については、平成２４年度の運行開始か

ら、この間、乗継の改善やダイヤの見直し、時刻

表の配布などによる利用促進を図り、利便性の向

上に努めてまいりました。

今後、これまでの実証運行結果を踏まえ、最終

的な課題を整理の上、バス事業者に引き継いでま

いります。

また、ほかのバス路線についても、利用状況や

地域の実情に応じ、利用しやすく効率的な公共交

通を確保できるよう、多様な交通手段の可能性も

含め、調査検討を行ってまいります。

次に、総合交通体系について申し上げます。

現在整備が進められている北海道縦貫自動車道

「士別剣淵～名寄間」については、その役割を最

大限に発揮できるよう、現在着手している区間の

早期完成はもとより、「士別市多寄町～名寄市

間」の早期着工について、市民期成会や関係団体

と連携を図りながら関係省庁などに対して強く要

請してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、雪を活かし雪に強いまちづくりの推進に

ついて申し上げます。

冬の快適な生活環境の確保や生産活動を維持す

るために、車道の除雪については４４７キロメー

トル、排雪については１４９キロメートルの実施

をそれぞれ予定しています。

また、車道の幅員を確保するために積上除雪を

実施するとともに、スリップ事故防止対策として

危険個所への砂の散布を行ってまいります。

さらに、市道及び私道除排雪助成事業、排雪ダ

ンプ助成事業の継続や雪堆積場の確保など除排雪

水準の向上に努めてまいります。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

を継承し、利雪・親雪の取組を推進するため、名

寄市利雪親雪推進市民委員会との連携はもとより、

庁内検討委員会による施策の検証を行いながら取

組の周知を図ってまいります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

国においては、昨年３月に閣議決定された「食

料・農業・農村基本計画」において、農業や食品

産業の成長産業化を促進する「産業政策」と、多

面的機能の維持・発揮を促進する「地域政策」と

を両輪として農政改革の推進を図るため、経営所

得安定対策の推進、多面的機能支払制度の推進、

農林水産物・食品の輸出拡大、６次産業化の促進

などの方針が示されました。

また、ＴＰＰ「環太平洋経済連携協定」が大筋

合意に至り、将来的な輸入農産物にかかる輸入枠

の拡大・関税などの引き下げが示される一方で、

重要品目を中心に再生産可能となるよう、成長産

業としての力強い農林水産業をつくりあげるため

の対策を講じる必要があるとしています。

このように農業・農村を取りまく環境は大きく

変化しており、本市としては、地域の特色と財産

を生かした持続可能な農業を目指し、第２次「名

寄市農業・農村振興計画」の策定に取り組むとと

もに、「人・農地プラン」に基づき、地域におけ

るこれからの農業経営について検討し取組を進め

てまいります。

また、ＴＰＰ「環太平洋経済連携協定」につい

ては、農業を基幹産業とする本市にとって将来的

に大きな影響が予想されることから、北海道をは

じめ関係市町村や農業団体などと連携し対応して

いくとともに、経営感覚に優れた担い手の育成や

地域の強みを生かしたイノベーション支援事業な

ど、国が示す制度を十分検討し取り組んでまいり

ます。

担い手の育成・確保については、第一期の地域

おこし協力隊が本年で任期を終えることから、就

農に向けた支援に取り組むとともに、引き続き今

後の隊員の就農モデルについて検討するほか、農

業青年のニーズに応えられるよう取組を進めてま

いります。
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また、優良農地の確保と耕作放棄地の解消につ

いては、国の制度を十分検討し、関係機関・団体

との連携、生産者との話し合いを通じて、名寄の

特色を生かした担い手育成支援策や産地づくりを

推進してまいります。

さらには、総合戦略の推進として、海外への輸

出や原産地呼称管理制度をはじめとする名寄産農

産物・加工品のブランド化や６次産業化に取り組

むほか、農繁期における労働力不足への対応とし

て、市内に潜在する労働力や他産業の状況を調査

し対策を検討してまいります。

食育の推進については、第２次「名寄市食育推

進計画」に基づき、市民・地域・行政・関係機関

や団体との連携により、情報提供や安全安心な農

産物の地産地消を推進してまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２８年産米の配分については、前年比 ４

８パーセント増の１万 ８９８トンとなり、内訳

では、もち米１万 ３１４トン、うるち米 ５８

４トンの配分となりましたが、自主的取組参考値

が示されたため、最終的に１万 ８７６トンの配

分となっています。今後とも、配分数量に基づく

良質米の生産に向けた取組を進めてまいります。

また、経営所得安定対策制度については、産地

交付金の有効活用など、関係機関・団体と協力し、

農家経営の安定に努めてまいります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「多

面的機能支払交付金事業」について申し上げます。

中山間地域直接支払交付金は、名寄及び風連地

域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不利

地における営農の継続と集落での共同取組活動が

行われており、第４期対策の２年度目となる平成

２８年度は、名寄地域 ２０１万円、風連地域

４３９万円がそれぞれ交付される見込みとなって

います。

多面的機能支払交付金は、農地維持及び資源向

上取組支援として９活動組織に１億 ２３０万円、

施設の長寿命化に取り組む２活動組織に４６６万

円が交付される見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

高い技術に根ざした体質の強い地域農業を目指

し、関係機関・団体・農業者が連携し、引き続き

営農技術指導体制の確立、地域適応試験及び実証

試験圃の設置、土壌診断などに取り組んでまいり

ます。

また、薬用植物振興については、カノコソウの

栽培や出荷とともに、名寄市薬用植物研究会や関

係機関と連携して新たな品目の栽培試験に取り組

んでまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

エゾシカ対策については、引き続き実施時期を

早め、被害防止に努めるとともに、アライグマ対

策についても駆除に向けて関係機関・団体と連携

し取り組んでまいります。

ヒグマ対策については、広報なよろなどによる

市民への注意喚起はもとより、関係機関・団体と

の連携のもと、ヒグマの生態状況や対応策に関す

る情報収集を行い普及啓発するとともに、箱わな

を２基増設して予防と安全対策を強化してまいり

ます。

また、本年３月から、道による「ヒグマ対策技

術者育成のための捕獲」の区域が拡充され、本市

も対象となったことから、地元猟友会の技術伝承

が図られるものと期待しています。

次に、畜産の振興について申し上げます。

円安の影響により、飼料穀物や配合飼料などの

生産資材価格の高止まりは続いており、酪農・畜

産経営は依然として厳しい状況にあります。

このため、飼料の自給率や生産性の向上を図る

ため、関係機関や団体と連携し、経営安定に向け

た取組を進めるとともに、市営牧場の整備による

育成環境の改善に取り組んでまいります。

また、名寄市立食肉センターについては、国か

らの食肉卸売市場として認定を受けることでさら

なる利用向上と生産者負担の軽減を図り、畜産振

興による地域経済の活性化、雇用拡大に努めてま
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いります。

なお、関係条例案について、本定例会に提出さ

せていただきますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

を図るため、農業生産基盤の整備、保全事業を推

進してまいります。

国営事業では、「国営施設機能保全事業」風連

地区として、引き続き御料ダム、風連ダム、日進

頭首工の補修及び機器更新、幹線用水路の施設補

修が平成３３年度まで実施されます。

道営事業では、「道営水利施設整備事業」忠烈

布地区として、引き続き忠烈布ダムの長寿命化対

策事業が平成２９年度まで実施されます。また、

新規に天塩川第５支線地区として、幹線用水路の

長寿命化対策事業が実施されます。

「道営農地整備事業」では、引き続き名寄東地

区及び風連東第１地区と第２地区の基盤整備が実

施され、新規に風連東第３地区の基盤整備が実施

されます。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

林業・林産業については、依然厳しい市場状況

にあるものの、森林については、地球温暖化の抑

制など多面的機能を有する貴重な財産として、健

全な育成が必要となっています。

市有林については、国の補助事業を活用して、

計画的な間伐と主伐、再造林を進め、自然環境と

市有財産の保全に努めてまいります。

また、民有林についても、名寄市森林整備計画

の基本方針に基づき、良好な森林育成の推進に向

けて、関係機関・団体と連携のもと森林経営計画

を推進するとともに、低コスト化森林施業に向け、

国や道の助成制度の活用に加え、市としても間除

伐や造林に対する支援を行ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業の振興について申し上げます。

「名寄市中小企業振興条例」に基づく各種中小

企業支援制度については、これまでも随時見直し

を行ってまいりましたが、中小企業を取り巻く新

たな課題も生じていることから、支援制度の見直

しと、それに伴う同条例の改正について、中小企

業振興審議会に諮問し、本年１月８日に答申をい

ただきました。また、総合戦略においては、「創

業」などの新たな施策を登載しているところです。

今後、審議会からの答申や総合戦略の施策をも

とに、中小企業が抱える課題の解決に向け、議会

にお諮りしながら、条例及び支援制度の改正を進

めてまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

昨年１２月末におけるハローワークなよろ管内

の雇用情勢については、月間有効求人倍率が ０

４倍で、前年同月比 ０７ポイント減、３ヶ月連

続して前年同月を下回っています。

職業別では、建設土木技術、運転業務、看護師

・福祉関連で人材不足が続く一方で、一般事務、

軽作業員関連の職が不足しており、求人と求職の

ミスマッチが続いています。

市内建設業関係者から、特殊技能労務者の高齢

化や若年後継者不足が深刻な問題となっており改

善についての要望をいただいていることから、今

後、中小企業振興条例に基づく支援制度の改正を

はじめとした雇用対策を進めてまいります。

一方、昨年１２月末における高等学校新卒者の

就職内定の状況については、就職希望者は１７１

人で、前年比 ９パーセントの減、そのうち管内

就職希望者は９２人で、前年比１ ４パーセント

の減、それに対し管内求人数は８２人で、前年比

９パーセントの減となっています。

また、就職内定者数は１５６人で、前年比 ６

パーセントの減となりましたが、就職内定率は前

年比 ０ポイント増の９ ２パーセントとなって

います。
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大学・高校などの卒業生の就職対策についても、

関係機関や団体、学校関係者などと連携しながら、

求人の要請や開拓などの取組を進めてまいります。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

平成２４年３月に策定した名寄市観光振興計画

については、現在検討を進めている第２次総合計

画に併せて平成２８年度に見直しを行う予定であ

り、現行計画の検証、観光を取り巻く環境の変化

を踏まえ、改善や新たな視点での方策を検討して

まいります。

なお、観光振興は、地域の魅力を高めるととも

に、交流人口の拡大により、地域経済の活性化な

どに寄与することから、今後とも市内イベントの

充実はもちろんのこと、着地型観光や外国人観光

客の受入体制の整備などについて、広域的な視点

を持ちながら観光関係組織と連携し取組を進めて

まいります。

スキー場及び温泉・宿泊施設の老朽化に伴う改

修・拡張などについては、安全安心な施設運営の

ため、計画的な補修や整備などを行うとともに、

本年度中に温浴施設などの整備に係る方向性を示

してまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

地域文化の継承と創造

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市文化芸術振興条例の施行及び市民文化セ

ンターＥＮ―ＲＡＹホールの開館から２年目を迎

えることから、条例のさらなる市民周知を図り、

助成事業による支援を推進するとともに、事業企

画委員会と連携の上、様々なジャンルの鑑賞事業

を実施するなど、芸術・文化の継承と、地域文化

の創造の振興を推進してまいります。

大学教育の充実

次に、名寄市立大学について申し上げます。

保健福祉学部の再編による社会保育学科の開設

については、学科設置の届け出を終え、教職課程

の認定を受け、近日中には指定保育士養成施設の

指定を受ける予定となっています。

所属教員の教授会承認も終了し、４月からの受

入に向けて万全の準備を進めており、第１期生の

入学を教職員一同心待ちにしております。

また、道北地域研究所と地域交流センターを統

合して新設する「コミュニティケア教育研究セン

ター」については、規程の整備を終えており、学

部教育と合わせて、教育、研究、地域貢献の３つ

を柱に据え、本市はもとより、道北地域における

知の拠点となるような取組を進めてまいります。

次に、施設整備については、社会保育学科を中

心とする新棟の基本設計を本年度中に終了し、平

成２８年度においては、４月から実施設計を実施

し、年度後半に建設工事に着手してまいります。

また、平成２９年１月に完成予定の新図書館に

ついては、平成２９年度の供用開始に向け、運営

形態の検討を進めるとともに、学生に対する学修

支援や地域住民の皆様の利活用など、ソフト面の

充実を図ってまいります。

次に、開学１０周年記念事業について申し上げ

ます。

平成２８年度は、平成１８年４月の開学以来、

１０周年を迎えることから、５月２８日の記念式

典の開催に向けて、学内に実行委員会を設置し、

準備を進めているところです。

生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成２８年度から本市で開催する「ＪＯＣジュ

ニアオリンピックカップ全日本ジュニアスキー選

手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会（ノルデ

ィック種目）」については、関係団体と連携を図

りながら実施してまいります。

また、冬季スポーツを中心とした各種大会や合

宿の誘致については、合宿誘致に関わる組織を設

立し、大会出場選手、合宿者や監督・コーチなど

の受入体制を整え、交流人口の拡大に向けた取組



－18－

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

を推進してまいります。

なお、なよろ健康の森クロスカントリーコース

は、ＦＩＳ公認コースとして毎年各種大会が開催

されており、平成２８年度においては大会運営に

欠かせない圧雪車の更新を行ってまいります。

さらに、平成３２年（西暦２０２０年）の東京

オリンピック・パラリンピック競技大会における

「ホストタウン構想」において、本市では台湾を

相手国として第一次登録の決定を受けています。

今後は、これまでの台湾との交流実績を生かし、

名寄市全体で事前合宿の受入や選手との交流を行

うなど、具体的な交流事業を推進し、地域の活性

化につなげてまいります。

青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

放課後児童クラブについて、南児童クラブでは、

新たな専用施設での運営となり、３教室での受入

体制をとりながら安全性を確保するなど、きめ細

かな運営を行ってまいります。

また、長年の懸案事項であった名寄東小学校区

内への放課後児童クラブについては、平成２８年

度中の開設に向け準備を進めてまいります。これ

により、市街地区の小学校区毎にそれぞれ１カ所

の放課後児童クラブ、学童保育所を設置すること

となり、児童の安全面の確保や子育て支援を図る

ことができるようになります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２８年度の市政

執行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成２８年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） Ⅰ はじめに

平成２８年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げます。

現在、国においては、第２期教育振興基本計画

のもと、教育改革を着実に進めております。

このような中、昨年１２月、中央教育審議会で

は「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた

学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方

策について」の答申において、未来を創り出す子

どもたちの成長のために、学校のみならず、地域

住民や保護者等も含め、社会総がかりで教育の実

現を図ることの重要性を指摘したところです。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画のもと、「自立」と「共生」の基本理念の実

現に向けて、社会で活きる実践的な力の育成や豊

かな心と健やかな体の育成など、重視すべき基本

目標を掲げ、具体的な教育施策の推進に努めてお

ります。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ、

新名寄市総合計画後期基本計画の主旨を受け止め、

「心豊かな人と文化を育むまちづくり」を教育・

文化・スポーツ分野における基本目標として関係

部局や関係機関、団体等との連携を図り、市民の

期待と信頼に応える教育行政を推進してまいりま

す。

以下、平成２８年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

新年度の学校教育については、平成２８年度名

寄市学校教育推進計画に基づき、学習指導要領の

理念である「生きる力」を育てるために、学校と

家庭、地域が一体となった教育活動の推進を目指

し、次の５つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力の育成に努めてま
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いります。

このため、教育改善プロジェクト委員会の取組

を一層充実してまいります。具体的には、児童生

徒に基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、

思考力、判断力、表現力等を育むため、各学校の

学習規律を確立するための取組の共有化、各教科

のねらいの明確化と言語活動を適切に位置付けた

指導の充実、ＩＣＴの効果的な利活用に係る調査

研究・授業実践の推進、家庭学習の充実などを図

ってまいります。

特に、新年度は、平成２４年から取り組んでき

ました教育改善プロジェクト委員会の５年計画の

最終年度となることから、平成２９年度以降は、

現在の教育改善プロジェクト委員会の研究グルー

プを再編し、第２次の活動計画を立案してまいり

ます。

また、児童生徒の学習意欲や主体的に学習に取

り組む態度を育むため、天文台や市民文化センタ

ーＥＮ―ＲＡＹホール、学生支援員等の地域の教

育資源を積極的に活用してまいります。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、実

践指定校の名寄小学校と近隣実践校である４つの

小学校及び４つの中学校が連携して、基礎学力保

障の取組、本事業の道内外アドバイザーによる教

育講演会の実施、他地区の実践指定校の視察等の

取組を推進してまいります。

このほか、平成２６年度から名寄中学校を拠点

校として取り組んできました道教委の「ほっかい

どう学力向上推進事業」が最終年度となることか

ら、新年度は学習内容の確実な定着や家庭学習の

充実を図る取組等を積極的に進めてまいります。

今後も、教育改善プロジェクト委員会の取組と

道教委の指定事業である「学校力向上に関する総

合実践事業」や「ほっかいどう学力向上推進事

業」を連動させながら市内の小中学校が一体とな

った学力向上の取組を推進してまいります。

国際理解教育については、外国人英語指導助手

を配置して効率的な派遣方法を工夫したり、小学

校外国語活動については、道教委の指定事業を受

け、外国語活動巡回指導教員を配置するなどして

教員の指導力向上と授業改善に努めてまいります。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動等を効果的に推進してまいります。また、

児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標

の実現に向かって学び続けることができるよう、

上川版キャリアノートを活用するなどして、教育

相談や進路指導等の充実に努めてまいります。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育については、道徳

の時間を要として、家庭や地域社会との連携を図

りながら学校の教育活動全体を通じて推進してま

いります。

また、新学習指導要領の内容を視野に入れなが

ら、指導のねらいに即して、問題解決的な学習や

道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り

入れるなど、指導方法の工夫に努めてまいります。

さらに、地域の先人や文化等を題材とした教材

の効果的な活用により道徳の時間の改善に努めて

まいります。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールについて

は、児童生徒の豊かな情操を養うため、学校の文

化的行事等で積極的に活用されるよう促してまい

ります。

読書活動については、全ての小学校に学校司書

を配置し、子どもたちが読書に親しむことができ

る環境を整えるなどして、学校図書館を活用した

教育活動を支援してまいります。

生徒指導については、教師と児童生徒との信頼

関係を基盤として指導体制を充実させ、家庭や地

域社会及び関係機関等と緊密に連携して進めてま
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いります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて取組を強化してまいります。また、「名

寄市小中学校いじめ防止サミット」については、

名寄市小中学校のいじめ防止宣言の内容が児童生

徒に確実に定着するよう取組の充実を目指してま

いります。

なお、いじめについては、「いじめの問題の実

態把握及びその対応状況等調査」、不登校や非行

等については「児童生徒の問題行動等生徒指導上

の諸問題に関する調査」を実施し、早期発見、早

期解消に努めるとともに、中学校に配置しており

ます心の教室相談員による教育相談の実施や、教

育相談センターの教育推進アドバイザー、教育専

門相談員等との連携により対応してまいります。

携帯電話などの利用による問題行動、薬物乱用

防止などについては、生徒指導連絡協議会や関係

機関、家庭と連携しながら対応してまいります。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ことが大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくりの「１校１実践」の取組や

「早寝、早起き、朝ごはん」運動等の充実に努め

てまいります。

また、スキー、カーリングなど地域の教育資源

を生かした活動や、チームチャレンジなどの地域

行事への積極的な参加を促進してまいります。

さらに、全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果を踏まえ、課題解決に向けた実技講習会を

実施したり、体育の授業の工夫改善を図るなど体

力向上の取組を一層充実させてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校における食育の推進については、児童生徒

の発達段階に応じ、食に関する正しい知識や望ま

しい食習慣などを身に付けることができるよう指

導の充実に努めるとともに、栄養教諭の専門性を

生かし、給食の時間をはじめとする特別活動、関

連する各教科などにおいて、教育的な効果を引き

出すよう取り組んでまいります。

学校給食で使用する食材は、安全性を第一とし

ながら、生産者や関係団体と連携を図り、新たな

食材をはじめ可能な限り地元の農畜産物を積極的

に活用し、地産地消の拡大に取り組んでまいりま

す。

名寄市立大学が毎年実施する給食経営管理実習

生受け入れでは、栄養教諭や給食センター職員に

よる、栄養学科学生への講義や調理場での実習な

ど、引き続き大学と連携を図ってまいります。

学校給食センターは、改築後２４年を経過して

おり、施設や厨房機器が老朽化していることから、

施設の整備・更新を年次的に且つ効果的に進め、

安全・安心で美味しい学校給食の提供に努めてま

いります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るため、名寄市立大学との協定によるティー

チング・アシスタント事業を有効に活用したり、

特別支援教育学習支援員を増員するとともに、相

談内容に応じて市立大学や小中学校の専門的知識

を有する教員を派遣するなど、特別支援教育専門

家チームによる巡回教育相談の充実に努めてまい

ります。

名寄市特別支援連携協議会では、名寄市の特別

支援教育について共通理解を図り、効果的な取組

を進めるため学校等の管理職や転入職員対象の研

修会を実施したり、幼稚園や保育所、学校、関係

機関等との情報交流の促進に努めてまいります。

また、個別の支援計画「すくらむ」の普及促進

を図るため、学校等におけるリーフレットを活用

した啓発活動を充実するとともに、様式や内容等

の改善に向けて検討を進めてまいります。

（４）安全・安心な教育環境の整備
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次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全・安心な教育環境づくりについては、校区

ごとに組織しています安心会議など、地域住民や

関係機関と連携を図りながら、交通安全指導や安

全マップを活用した指導に努めてまいります。ま

た、「地域１１０番の家」の協力や登下校時の見

守りなどを通して、地域ぐるみで不審者への対応

を行ってまいります。

名寄南小学校の校舎等の改築については、最終

年次として旧校舎等の解体工事と屋外運動場の整

備を行います。併せて築後２４年を経過した名寄

東小学校の改修工事を実施してまいります。また、

風連中央小学校の校舎等の改築に向け、基本設計

に引き続き実施設計に取り組んでまいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、教育改善プロジェクト委員会による全小中

学校共同で行う研修会や中堅教職員のマネジメン

ト力を高める研修会などを通して進めてまいりま

す。

さらに、学校力向上に関する総合実践事業や教

育改善プロジェクト委員会の取組を全小中学校に

効果的に波及させる観点から、名寄市教育研究大

会や名寄市教育研究集会の内容をより一層充実さ

せてまいります。

また、服務規律の保持については、教職員一人

一人が使命感や倫理観を持って職務を遂行できる

よう、道教委からの各種通知や服務規律ハンドブ

ック等を活用して校内研修を進めてまいります。

学校評価については、各学校が年度の重点教育

目標の達成状況等について評価する自己評価と、

保護者や地域住民等が学校の自己評価の結果につ

いて評価する学校関係者評価を実施、公表して学

校運営の改善に生かしてまいります。また、学校

の年度の重点教育目標と学校職員評価の自己目標

を関連させるなどして、円滑な学校運営を推進し

てまいります。

学校間の連携については、児童生徒の交流はも

とより、指導内容や指導方法等についても十分に

連携を図ってまいります。また、智恵文小学校、

智恵文中学校における小中一貫教育の実現に向け、

学校が地域コミュニティの核となるような学校づ

くりの取組を支援してまいります。

２ 社会教育の重点施策の展開

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

新年度の社会教育については、平成２８年度名

寄市社会教育の重点施策に基づき、市民の皆様が

生きがいのある人生を送ることができる生涯学習

社会の実現を目指して、次の５つの重点的な取組

を進めてまいります。

（１）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます。

新年度の市民講座では、生活課題や地域課題な

ど市民の学習ニーズの把握に努め、趣味の講座に

とどまらず、住民自らが課題を掘り起こし、解決

に向けた取組を調査研究していく講座についても

道民カレッジと連携しながら実施してまいります。

また、新たなグループやサークルの組織化及び

活性化のための支援事業「ジャックの豆事業」の

奨励、さらには、既存団体への支援及び協力等を

行いながら、市民が自主的な学習に取り組めるよ

う努めてまいります。

風連地区については、中心交流施設である「ふ

うれん地域交流センター」を核として、地区の各

種団体と連携しながら地域振興を推進するととも

に、風連公民館を活用した生涯学習事業の円滑な

推進と施設の有効利用に努めてまいります。

市立名寄図書館については、子どもからお年寄

りまですべての人たちが生涯にわたって、知的情

報や地域情報を、いつでも自由に得られる施設と
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しての役割を果たしてまいります。

「第２次名寄市子どもの読書活動推進計画」に

ついては、新年度がその最終年度にあたることか

ら、ワーキンググループ及び検討委員会を立ち上

げ、第３次計画の策定に取り組んでまいります。

また、家庭での読書活動を支援するため、「年

齢別おすすめ本リスト」の作成や、読み聞かせボ

ランティアとの協力により、図書館内外での読み

聞かせ会の開催など、より良い読書環境づくりに

努めてまいります。

学校との連携では、学校での読書活動の支援と

して、北海道立図書館が行う市町村支援事業の活

用や、ブックトークなどの事業を推進し、本の魅

力を伝え読書への興味へとつなげる活動に努めて

まいります。

なよろ市立天文台については、新年度において

も、本市の地の利を生かした天文教育普及活動や

情報発信を推進し、市民をはじめ、道内外、海外

からの利用者拡大に努めてまいります。

東京都杉並区との交流事業では、移動天文台車

を派遣した観望会と名寄の星空資料を活かした天

文授業を実施いたします。また、インターネット

回線等を利用した、天文に関する情報発信や講演

会の中継についても取り組んでまいります。

北海道大学との連携については、ピリカ望遠鏡

を利用した学校教育に活用できる教材作成や研究

観測、平成２３年度から実施している「小学生に

よる小惑星発見プロジェクト」や新天体捜索等、

宇宙に対する夢や好奇心を育て、幅広い年齢層に

も利用していただけるよう努めてまいります。

協定に基づく交流事業としては、国立天文台石

垣島天文台との交流はもとより、平成２７年度に、

新たに交流協定を結んだ台北市立天文科学教育館

と、天文に関するグローバルな情報交換や南北の

地理を生かした共同観測などをとおして連携を図

ってまいります。

また、５年目となる「きたすばる星と音楽の集

い実行委員会」による星祭りや音楽イベントの内

容を更に充実させ、より多くの市民や全国の方々

に利用していただけるよう情報発信に努めてまい

ります。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

名寄市文化芸術振興条例が施行され２年目を迎

えることから同条例のさらなる市民周知を図り、

芸術・文化の継承、地域文化の創造の振興と、同

条例に基づく助成事業の推進などに努めてまいり

ます。なお、名寄市全体の文化芸術振興を図るた

め、引き続き見識者を文化芸術アドバイザーとし

て委嘱いたします。

新年度においても、優れた芸術文化を鑑賞する

機会の提供として、芸術文化鑑賞バスツアーを実

施するとともに、昨年５月に開館いたしました市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを活用した様

々なジャンルの鑑賞事業を事業企画委員会で協議

し実施してまいります。また、市民が芸術文化を

体験・発表する場として、市民文化祭と連動しな

がら生涯学習フェスティバルを開催いたします。

北国博物館については、開館から２１年目とな

り、これからも地域に根差した活動として、本市

に関する収蔵されている資料などを分かり易く発

信してまいります。

新年度は、「道北の湿原」をテーマに特別展を

開催します。秀峰ピヤシリ山頂に広がるピヤシリ

湿原を中心に、その成り立ちや植生、道北に分布

する湿原などを紹介してまいります。

また、名寄のアイヌ文化伝承者「北風磯吉」の

肉声テープを入手したことから、その内容と名寄

地方のアイヌ文化についての展示、昭和４０年頃

の街並みを懐かしむ写真展などを計画しておりま

す。

その他に、関連団体の作品や集積された歴史的

資料の活用、道内博物館との連携などをとおして、

郷土の歴史や自然を紹介してまいります。学校教

育との連携では、社会科、理科の調べ学習や体験
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学習の教育資源としての活用などに対する支援、

協力をしてまいります。

文化財については、新たに発行した北国ブック

レット「名寄・風連の文化財・史跡」を活用して、

理解と関心を高める取組を推進してまいります。

（３）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

「早寝早起き朝ごはん」をはじめとする子ども

の基本的な生活習慣の定着を支援するため、幼児

と就学児の親を対象とした家庭教育支援講座を実

施するなどの家庭教育支援事業を進めてまいりま

す。

また、北海道教育委員会が取り組んでいます

「家庭教育サポート企業制度」につきましても、

さらなる拡大に向け市内事業所への普及啓発を行

ってまいります。

（４）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成３２年（西暦２０２０年）に、東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会が開催されるこ

とに伴い、国内全体でスポーツに対する関心が高

まっています。

本市では、国が取り組んでいる「ホストタウン

構想」において、台湾を相手国として第一次登録

が決定しております。今後は、これまでの交流を

生かし、名寄市全体で事前合宿の受入や選手との

交流を行うなど、具体的な交流事業を推進し、地

域の活性化につなげてまいります。

また、「市民のスポーツ環境・意識調査」にお

いても、スポーツや運動の必要性と継続性、機会

や場の創出の大切さが指摘されていることから、

新年度においても引き続き市民皆スポーツを目指

して、スポーツ施設の整備や改修など環境整備に

努めます。

長年の歴史を持つ憲法記念ロードレースについ

ては、第６４回を迎える本年の大会より、なよろ

憲法記念ハーフマラソン大会に名称を変更し、市

内はもとより市外からも多くの方が参加いただけ

るよう、大会の周知、宣伝に努めてまいります。

また、一流選手による実技指導等のセミナーや

アスリートとの交流事業、スポーツ推進委員等に

よるニュースポーツの出前講座などを引き続き実

施し、スポーツ人口の拡大や技術の向上を図って

いきます。

さらに、体育協会、地域スポーツクラブなどと

協力して、スポーツ団体の充実や指導者の育成・

確保、各種スポーツ大会の支援などにも努めてま

いります。

平成２８年度から本市で開催する「ＪＯＣジュ

ニアオリンピックカップ 全日本ジュニアスキー

選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会（ノル

ディック種目）」については、関係諸団体と連携

を図りながら実施してまいります。

また、冬季スポーツを中心とした各種大会や合

宿の誘致については、合宿誘致に関わる組織を設

立し、大会出場選手、合宿者や監督・コーチなど

の受入体制を整え、交流人口の拡大に向けた取組

を推進してまいります。

風連地区については、スポーツ施設を安心して

安全に利用できる環境を整えるために修繕等を行

っており、新年度は、風連Ｂ＆Ｇ海洋センター・

プールの老朽化に伴う上屋シートの掛け替え、プ

ール鉄骨・プール槽の塗装などを行い、地域住民

のさらなるスポーツ振興を図ってまいります。

（５）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

新年度も児童生徒が自然の中で学ぶ野外体験学

習事業「へっちゃランド」、友好交流都市である

東京都杉並区の児童との「都会っ子交流」、さら

には、平成２４年度から始まりました杉並区の小

学生との冬季の自然体験交流事業を引き続き実施

いたします。

また、子ども会育成連合会などと協力して、様

々な体験事業や育成者研修等の事業に取り組み、

青少年の健全育成や育成環境の整備に努めてまい
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ります。

「名寄市成人式」については、本年から市民文

化センターＥＮ―ＲＡＹホールを会場に新たな取

組で実施しており、平成２９年も実行委員会を中

心に趣向を凝らした内容で開催してまいります。

なお、本年の記念品については、新成人に対し愛

知県の陶器企画製造会社「玉善」様から恒例の干

支の置物、また「名寄ロータリークラブ」様から

は筆記具、実行委員会からは市内菓子店の銘菓詰

め合わせを成人式に出席された皆様に贈呈してお

ります。

名寄市児童センター、風連児童会館については、

自由来館型の施設として安全安心な居場所となる

よう施設運営の充実に努め、子どもたちが遊びや

スポーツ、様々な体験ができるよう各種行事を企

画し、子どもたちの健全育成を図ってまいります。

放課後児童クラブについては、保護者の仕事と

子育ての両立を支援するとともに、放課後におけ

る児童の安全安心な居場所として施設運営の充実

や環境整備を図り、児童の健全育成に努めてまい

ります。

風連児童クラブでは、隣接する風連児童会館を

効果的に利用しながら運営を行ってまいります。

南児童クラブでは、３教室での受け入れ体制に

なるなど、新たな専用施設での対応となりますが、

安全性に十分配慮するなどのきめ細かな運営を行

ってまいります。

民間学童保育所に対しては、児童の安全安心な

居場所となるよう環境整備、運営に対して必要な

支援をしてまいります。

長年の懸案事項であった名寄東小学校区内への

放課後児童クラブについては、平成２８年度中の

開設に向け準備を進めてまいります。これにより

市街地区の小学校区ごとにそれぞれ１箇所の放課

後児童クラブ、学童保育所が設置することとなり、

児童の安全面の確保や子育て支援を図ることがで

きるようになります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が児童生徒の健全な育成に大きな

影響を及ぼすことから、各町内会からの推薦指導

員と共に巡視活動を行い、青少年の問題行動の未

然防止や適切な指導を行ってまいります。また、

市内小・中・高等学校・関係機関との協力で青少

年表彰、青少年健全育成標語の取組を実施し、青

少年健全育成の啓発に努めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについては、教育専門

相談員が電話や面接等で相談に応じてまいります。

また、ひきこもりの解消や日中相談できない方の

ために夜間相談日を設けて対応してまいります。

相談内容により学校との連携が必要となりますの

で、各小中学校との情報交換に努めてまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。不登校は本人だけの問題では

なく、学校や家庭を含む様々な要因が複雑に絡み

合って生じる傾向にあります。教育推進アドバイ

ザーを中心に学校や関係機関との連携に努め、相

談体制の充実を図ってまいります。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

本事業は、平成２４年度より、小学４年生から

中学３年生までを対象に児童センター、市民文化

センター、ふうれん地域交流センターを会場にし

て本格実施してまいりました。

これまで、児童生徒の「自ら学び自ら考える

力」を育むなど所期の目的を達成し大きな成果を

上げてきたところです。新年度も、地域の教育経

験者などを活用し、自学自習の充実やテーマ学習

の工夫を図り、児童生徒にとって有意義な教室と

なるよう努めてまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２８年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお

ります。

この自覚のもと、推進してまいりました児童生

徒に「生きる力」を育む取組が実を結び、今年度

は、北海道教育実践表彰の学校表彰において名寄

小学校の「学校力向上に関する総合実践事業」の

取組が、また、教職員表彰において名寄小学校の

教諭の学力向上に向けた学校の協働体制づくりの

取組が高い評価を得て、その栄誉に輝きました。

さらに、上川管内教育実践表彰においても、名

寄太鼓保存会が半世紀にわたる地域文化の伝承の

取組や太鼓の指導を通した青少年の健全育成の取

組が高い評価を得て、その栄誉に輝きました。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に、

学校、家庭、地域社会との連携を深めながら、本

市の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいり

ます。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成２８年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１号

名寄市簡易水道事業の名寄市水道事業への統合

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市簡易

水道事業の名寄市水道事業への統合に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

名寄市簡易水道事業は、平成２１年度に提出を

した簡易水道事業統合計画書に基づき、平成２８

年度を目途に水道事業へ統合し、基盤強化を図る

ための具体的な事業展開を行ってまいりました。

このたび統合のための簡易水道施設改修事業、資

産調査が完了し、事業変更届についても北海道と

の協議が順調に進んでおり、水道事業への事業統

合準備が整ったことから、平成２８年３月３１日

をもって簡易水道事業を廃止し、平成２８年４月

１日から水道事業への統合を行うための条例整備

が必要となりましたので、関係条例を一括して改

正、廃止をするために本条例を制定をしようとす

るものでございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１号は、委員会付託

を省略し、直ちに採決することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市議会基本条例の一部改正について、議案

第３号 名寄市パブリック・コメント手続条例の

一部改正について、以上２件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市議会

基本条例の一部改正について、議案第３号 名寄

市パブリック・コメント手続条例の一部改正につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

平成２６年６月の行政不服審査法の全部改正に
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伴い、平成２８年４月１日施行の名寄市情報公開

条例の全部を改正する条例が平成２７年１２月１

日に公布をされたことから、名寄市情報公開条例

の条例番号を一部改正する必要が生じ、条例番号

及び条項の改正並びに規定文言の整理を行おうと

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第３号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 行政不服審

査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

平成２６年６月の行政不服審査法の全部改正に

伴う平成２７年１２月１日公布、平成２８年４月

１日施行の行政不服審査法の全部改正に伴う関係

条例の整備に関する条例に関して、審理手続等の

際における審理員及び行政不服審査会等に対する

文書等の写しの求めに関する手数料の額等につい

て政令が示されたことから、本条例において手数

料の額及び減免の規定を整備をし、国の手数料と

整合を図ろうとするものでございます。

次に、地方税法に基づく固定資産評価審査委員

会における審査に関する規定並びに手数料の額及

び減免に関する規定等について、国から条例の準

則が示されたことによる一部改正のほか、その他

関係条例における審査請求に関する規定の整備を

行おうとするものでございます。

また、行政不服審査法の罰則規定との整合を図

るための関係機関との調整結果により、名寄市情

報公開条例の全部を改正する条例の一部を改正し、

行政不服審査法の施行日前に整備をしようとする

ものでございます。

以上、よろしく御審議をくださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例等の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市人事

行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、地方公務員法及び地方独立行政法人法

の一部を改正する法律、行政不服審査法及び学校

教育法等の一部を改正する法律並びに地方公務員

災害補償法施行令の一部を改正する政令が平成２

８年４月１日からの施行をされること等に伴い、

名寄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例、名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

及び名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職

員の公務災害補償等に関する条例の必要な改正を

行おうとするものでございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正について、議案第７号 名寄

市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて、議案第８号 名寄市教育委員会教育長の

給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部改正について、以上３件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について、議案第７号 名寄市特別職の職

員の給与に関する条例の一部改正について、議案

第８号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２７年第４回定例会で御議決をい

ただいた一般職員の勤勉手当の改正と同様に、平

成２７年度人事院勧告に基づき議員及び特別職の

期末手当の額の改定を行うために、これら３本の

条例を改正をしようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額等を改定す

る際には、名寄市特別職報酬等審議会の意見を聞

くこととされておりますが、同審議会から本年２

月１７日に平成２７年度人事院勧告に基づき一般

職員に準じて改定を行うことが適当であるとの答

申書の提出を受け、このことを踏まえて今回の改

正を行うものでございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第６号

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。議案第６号外２件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第７号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

お諮りいたします。議案第８号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第９

号 名寄市立食肉センター条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市立食

肉センター条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本市は、これまで本条例に基づき市立食肉セン

ターにおいて地域産業の振興と畜産流通の振興を

図るために道北地区一円を中心に畜産資源を受け

入れてまいりましたが、農林水産大臣から認定を

受けた食肉卸売市場ではないため、黒毛和牛を中

心とした肉用牛を出荷する生産者が租税特別措置

法による減税措置を受けられない状況にございま

す。このことにより同センターへの肉用牛の受け

入れは少なく、平成２５年度から新施設として竣

工した同センターの稼働率は平成２６年度におい

て約７０％となってございます。本件は、同セン

ターを農林水産大臣から認定を受けた食肉卸売市

場とすることにより肉用牛の受け入れ増加が見込

まれ、同センターにおける経営の安定化が図られ

ることはもとより、出荷生産者の輸送コストの軽

減や生体輸送のリスク回避など地域畜産業への支

援策となります。このような状況を踏まえて、農

林水産大臣から認定を受けた食肉卸売市場となる

ための申請を前提として本条例を改正をしようと

するものでございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。
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日程第１１ 議案第１０号 平成２７年度名寄

市一般会計補正予算（第５号）を議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成２７

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでござい

まして、歳入歳出それぞれ９億９１６万 ０００

円を減額をして、予算総額を２３２億 ７８１万

０００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして一般管理事業費のうち秘書管

理事業費で台湾南部地震災害見舞金３０万円の追

加は、２月６日に発生をした台湾南部地域での大

地震に対し支援を行おうとするものでございます。

同じく２款総務費におきまして地方創生加速化

事業費のうち北北海道インバウンド促進事業費２

８７万 ０００円の追加は、美深町、下川町と連

携をして台湾からの教育旅行の誘致や観光客の誘

客に向けた取り組みにより地域の活性化を図ろう

とするものでございます。

６款農林業費におきまして中山間地域等担い手

収益向上支援事業補助金３５万円の追加は、国の

ＴＰＰ関連対策として収益性の高い作物の導入を

図る担い手等の取り組みの支援をしようとするも

のでありまして、同額を道支出金で計上しており

ます。

１０款教育費におきまして名寄南小学校校舎・

屋内運動場等改築事業費 ６８３万 ０００円の

追加は、名寄南小学校屋外運動場整備事業などを

平成２８年度当初予算から前倒しで実施をするこ

とから事業費を増額しようとするものでございま

す。

同じく１０款教育費におきまして名寄市立大学

教育・研究機能向上事業費４００万円の追加は、

コミュニティケア教育研究センターにおいて地域

の政策課題に対し官民連携による調査研究のほか、

卒業生の意向調査を実施をしようとするものでご

ざいます。

同じく１０款教育費におきまして冬季スポーツ

拠点化推進事業費 ０８４万 ０００円の追加は、

冬季スポーツ合宿の受け入れ、金メダリスト指導

者の招致による指導体制の構築により冬季スポー

ツの拠点化を実現をし、冬季スポーツを軸とした

まちづくりを推進をしようとするものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を図ったほか、１月末の収

納状況等から判断をして使用料及び手数料などで

必要な調整を行うものでございます。

１１款地方交付税におきまして普通交付税で３

億 ５５４万円の追加は、本年度算定をされまし

た普通交付税の金額の確定に伴い予算を計上しよ

うとするものでございます。

１９款繰入金では、財政調整基金及び公共施設

整備基金の繰入金を減額し、収支の調整を図ろう

とするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業５棟目ほか３件の予

算を変更しようとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、プレハブ借上料（年金生活者等支援臨時福祉

給付金事業）ほか３件の追加をし、ピヤシリフォ

レスト・ピヤシリシャンツェ指定管理委託料ほか

２件で債務負担行為額の変更をしようとするもの

でございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、情

報セキュリティ強化対策事業の追加、事業費の確

定に伴い町内会活動支援事業ほか２９件の変更、

東５号線道路舗装改築事業の廃止をしようとする

ものでございます。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年
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度内に完了しない自治体情報セキュリティ強化対

策事業ほか５件を繰り越ししようとするものでご

ざいます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足の説明をさせていただきま

す。

初めに、歳出から御説明をさせていただきます。

議案第１０号の２８、２９ページをお開きいただ

きたいと思います。２款総務費、１項３目情報化

推進費で自治体情報セキュリティ強化対策事業費

９８８万円の追加につきましては、地方自治体

の情報セキュリティー対策を抜本的に強化する必

要があることから予算を計上しようとするもので

ありまして、財源といたしましては国庫支出金及

び起債をそれぞれ７３０万円ずつ計上させていた

だいております。

次に、３４ページ、３５ページをお開きいただ

きたいと思います。３款民生費、１項１目社会福

祉総務費で年金生活者等支援臨時福祉給付金事業

費１３０万円の追加につきましては、所得の低い

高齢者を対象といたしました年金生活者等支援臨

時福祉給付金の支給に対し、今年度必要な事務経

費について予算計上をさせていただこうとするも

のでありまして、同額を国庫支出金で計上させて

いただいてございます。

次に、４６、４７ページをお開きいただきたい

と思います。６款農林業費、１項２目農業振興費

で強い農業づくり事業費 ０１０万円の追加につ

きましては、道北なよろ農業協同組合の実施いた

しますバレイショ集出荷施設の整備事業に対する

補助金につきまして補助対象経費がふえたことに

伴い補正しようとするものでございます。財源と

いたしましては、同額を市債で計上させていただ

いております。

次に、５０ページ、５１ページをごらんいただ

きたいと思います。同じく６款農林業費、２項１

目林業振興費で有害鳥獣・ヒグマ等対策事業費２

１万円の追加につきましては、本市が北海道より

ヒグマ対策技術者育成のための捕獲地域に選定を

されましたことから、その活動に要する経費につ

いて補正をさせていただくものでございます。

次に、歳入について御説明を申し上げます。恐

れ入ります。お戻りいただきまして１８、１９ペ

ージをお開きいただきたいと思います。１８款寄

附金 ２４８万 ０００円の追加につきましては、

既に予算化されたものを除きまして２月８日まで

に寄附採納された一般寄附、ふるさと納税寄附金

などを予算計上するものでございまして、寄附者

の意向に沿いまして公共施設整備基金、地域振興

基金、地域福祉基金、文化センター大ホール基金

にそれぞれ積み立てるほか、図書館資料整備事業

費の財源として充当させていただくものでござい

ます。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点かお伺いをしたい

と思います。

まず最初に、３１ページの総務費の企画振興費、

地域おこし協力隊事業費がマイナス４９１万 ０

００円になっています。この地域おこし協力隊の

方々の応募といいますか、そういった部分を今後

どのようにお考えなのかお聞かせをいただきたい

と思います。

それから、３款民生費、３５ページです。年金

生活者等支援臨時福祉給付金事業費です。ここで

今のところわかる範囲でお知らせをいただきたい
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のですが、対象者数がどのくらいになっているの

か、それからプレハブも借りたりということなの

ですが、対応する職員の数がわかればお知らせを

ください。

それから、民生費の４１ページです。生活保護

費の生活保護扶助費が ４５６万 ０００円マイ

ナスになっています。このマイナスになっている

中身についてお知らせください。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私のほうから地域お

こし協力隊の関係と今後の考え方についてお話を

させていただきたいと思います。

平成２７年度中３回の公募をさせていただいた

のですけれども、面接、採用の通知をさせていた

だきましたけれども、３件ともその後辞退が出る

ということで、そういった状況で実質２７年度の

採用がなかったという状況でございます。それで、

大阪等のそういった地域おこし協力隊の説明会と

か出席をさせていただきまして、今回募集の中で

１名が募集をされて、今度面接をするという予定

になってございます。いずれにしても、地域おこ

し協力隊３年で任期が切れるということでござい

ますので、その後の、名寄市の場合就農目的とい

うことで考えさせていただいていますので、そこ

らのアフターケアというか、土地の部分を含めて、

今後そういった部分も含めて公募などをしていく

のが必要なのかなということで、今現在検討をさ

せていただいている最中でございますので、よろ

しくお願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

年金生活者等の臨時給付金についてであります

が、対象の人数として考えておりますのが ００

０名程度ということでございます。また、事務の

執行体制でありますけれども、社会福祉課の職員、

正職といいますか、３名、それと臨時職員２名、

それから実施本部立ち上げますので、他部からの

応援体制も整えながら対応してまいりたいという

ふうに考えております。

生活保護費のマイナス、減額の分でありますが、

主に医療扶助の部分について減額となっておりま

す。たまたま大きな高度医療等を受けられる方が

いらっしゃいますと月額１００万円程度の医療費

がかかりますので、その辺も見込みまして当初予

算組みをしておりましたが、その部分が減額とな

ったということでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 地域おこし協力隊、今

後新規就農ということで対応していきたいという

お話でした。新規就農者もここ何年間見せていた

だくと、ほかの周辺の地域から比べると、私は名

寄のところは多くいらっしゃるのかなというふう

に思っています、新規に入ってきていただいてい

る方々。こういう方々にもっと名寄に来ていただ

いて、やっぱり一緒に安心、安全な農産物をつく

っていただくということに積極的にかかわってい

ただきたいというふうに思っていますので、また

いろんな場面で、今名古屋とおっしゃいましたか、

そこまで行ってこられたというようなお話でした

ので、直接行くことも大切でしょうけれども、ホ

ームページなどでのＰＲも含めて積極的に取り組

んでいただきたいなというふうに思っています。

名寄の魅力のところでは、先ほどの市長の執行方

針の中でも随分語られていましたけれども、それ

は名寄に住む私たち市民にとっても魅力たくさん

持っているという部分ですので、そこをもっと積

極的に発信していただいて、名寄に来ていただく

ということに取り組んでいただきたいというふう

に思います。

それからあと、年金生活者等支援臨時福祉給付

金事業費です。これ今回国の取り組むことなので

すけれども、年金暮らしの方々にいろいろお話を

聞くと、３万円いただけるのは非常にうれしいけ
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れども、もっとほかに使い方がなかったのかとい

うような、そういうような厳しい言葉もあります

し、もう私はこういうところに使うのではなくて

やっぱりもっと子育てのところに使ってほしいの

だというような、そういう高齢者の方々の意見も

あります。ですから、今回対応される職員さん３

名プラス２名、またそれぞれの課から応援もとい

うことだったのですけれども、多くの皆さん方が

大変な思いをしながらでも、やはり次世代への思

いというのも強く持っていらっしゃるし、そして

有効な使い道をしてほしいのだというふうな思い

というのは強いと思うのです。だから、そういう

方々に適切な対応をしていただくことを非常に強

く私は思っています。この年金生活者の事業を行

うに当たって、臨時福祉給付金だとか、それから

子育て世代臨時給付金なんかがなくなる中での対

応ですので、そういった部分での思いも強く出る

のだなというふうには思っています。ですから、

対応のところをしっかりと行っていただきたいと、

そういうことを求めたいと思いますし、その辺に

ついてもし今お考えがあればお聞かせをいただき

たいと思います。

それからあと、 ０００名近くいらっしゃる方

々に漏れのないような対応も必要かなというふう

に思っていますので、その点についてももう一度

お聞かせください。

それから、生活保護費ですけれども、扶助費、

医療扶助を毎度お聞きすると高額医療者の方々が

お亡くなりになったりとかということでマイナス

が出てきているようなのですけれども、今全国的

には生活保護受給者がふえている中でのマイナス

になると、どうしても水際でお断りしているので

はないかというようにちょっと勘ぐってしまいま

す。そういうことのないような対応をしていただ

きたいなということは常々私も言っているところ

なのですけれども、そういった部分についてお考

えがあればお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 地域おこし協力隊の

関係につきましては、情報につきまして議員おっ

しゃるとおりやっぱり少し創意工夫して、ちょっ

と目を引くような形でさせていただければという

ふうに思いますし、新規就農者の関係につきまし

ては現在担い手育成センターの中で今後の施策に

ついて検討もさせていただいていますので、それ

らを踏まえて対応してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 臨時福祉給付金

ですけれども、消費税の部分の臨時給付金はまだ

２８年度もございますので、子育ての部分がなく

なったということでございます。

それと、臨時給付金の部分につきましては、３

月中にも本部立ち上げまして準備万端整えまして、

４月から受け付け開始ということでございますの

で、漏れなく給付できますように努めてまいりた

いというふうに考えております。

また、子育ての部分につきましては、これ臨時

給付金につきましては国の政策なものであります

ので、この部分については粛々とお配りさせてい

ただきたいと存じておりますけれども、そのほか

高齢者ですとか、子育ての部分については市とし

てもできるだけの子育て支援施策これまでもやっ

てきておりますので、今後ともその充実に向けて

取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、生活保護の部分でありますけれども、議

員からもこれまでも御質問、御意見いただいてお

りますとおり、必要な方に適切に給付してさしあ

げるという対応、親切な相談体制を整えるという

ことは本当に引き続き努めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、御理解願います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、取り組んでいただきたいと思うの

ですが、生活保護申請のところで、ある自治体で
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は申請書をなかなか手渡してもらえないと。申請

する段階で手渡してもらえないということも耳に

することがあります。ですから、まずは御本人の

申請することですので、そういったところら辺で

ストップかけないといったところも含めて、引き

続き受給される方々への寄り添った対応をしてい

ただくことを求めて終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第１

１号 平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成２７

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして保険

給付費の伸びによる追加及び年度末における事業

見込みによる事業費の調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ ６２２万 ０００円を減額をし、

予算総額３７億 ０４２万 ０００円に、直診勘

定におきまして診療収入などが増額になったこと

から一般会計繰入金の減額など費目間の調整を行

うものであり、歳入歳出それぞれ２５４万 ００

０円を減額し、総額を２億 ６５８万 ０００円

にしようとするものでございます。

補正の主な内容について保険事業の歳出から申

し上げます。１款総務費では人件費で総額５４８

万 ０００円を減額をし、２款保険給付費では一

般被保険者高額療養費の増額のほか退職被保険者

に係る医療費の見込みによる減額などにより総額

で２４３万円を追加をし、６款介護納付金では納

付金の額の確定により３０万 ０００円を減額を

し、７款共同事業拠出金では拠出額の確定により

０７８万 ０００円を減額をし、８款保健事業

費では決算見込みにより総額で２０８万 ０００

円を減額しようとするものでございます。

次に、保険事業の歳入について申し上げます。

２款国庫支出金では各種補助金の確定に伴い総額

５３万 ０００円を減額をし、３款療養給付費等

交付金では変更決定額の通知に伴い ０１２万

０００円を減額をし、４款前期高齢者交付金では

交付金の確定に伴い１１万 ０００円を減額をし、

５款道支出金では各種補助金の確定に伴い総額５

３万 ０００円を減額をし、６款共同事業交付金

につきましては交付額の確定により ７７０万

０００円を減額をし、８款、一般会計繰入金では

保険基盤安定繰入金及びその他一般会計繰入金で

総額 ７２９万 ０００円を増額をし、９款繰越

金では前年度繰越金の最終補正額として ５４８

万 ０００円を追加しようとするものでございま

す。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で３３０万 ０００円を、

２款医業費では医療用器械器具費等で１１万 ０

００円をそれぞれ減額をし、３款施設整備費では

医療機器等の備品購入費等で８７万 ０００円を

追加しようとするものでございます。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で８４７万 ０
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００円を、２款使用料及び手数料では３０万 ０

００円を、３款道支出金では電源立地地域対策交

付金で２７万 ０００円を、５款諸収入では１４

３万 ０００円をそれぞれ追加をし、４款繰入金

の一般会計繰入金で １８３万 ０００円を、６

款市債では事業の確定により１２０万円をそれぞ

れ減額をし、調整を図ろうとするものでございま

す。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

２号 平成２７年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 平成２７

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ１億 ８５８万円を減額をし、予算

総額を２３億 ８１３万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容につきまして歳出から申し上げます。

１款総務費では職員数の減員に伴う職員給与等を

５００万円、２款保険給付費では居宅介護サー

ビス費及び施設介護サービス費等の給付実績の減

少に伴い１億 ３５０万円をそれぞれ減額しよう

とするものでございます。

また、３款地域支援事業費においては、厚生労

働省通知、地域支援事業実施要綱の改正により、

事業名の新設、統合等が行われたことに伴い、当

市の予算においても各事業名の変更、統合、予算

のつけかえ等を行うものでございます。なお、３

款地域支援事業費全体としての事業費総額に変更

はございません。

４款基金積立金では、平成２６年度決算剰余金

を介護給付費準備基金に積み立てるために９９２

万円を追加をしようとするものでございます。

歳入につきましては、保険給付費の減額に伴い

４款国庫支出金、５款支払基金交付金及び６款道

支出金をそれぞれ減額をしようとするものでござ

います。

８款繰入金におきましても保険給付費の減額に

伴い介護給付費繰入金を減額をするとともに、職

員給与費等の減額に伴い職員給与等の繰入金を減

額をしようとするものでございます。

また、９款繰越金では、平成２６年度決算剰余

金の繰り越し分として７２７万 ０００円を追加

しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。
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議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

３号 平成２７年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 平成２７

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に年度末における各費目の調

整を行うものでありまして、歳入歳出それぞれ１

億２６７万 ０００円を減額をし、予算総額１１

億 ４２７万 ０００円にしようとするものでご

ざいます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、下水道終末処理場設備である

スカム貯留槽の改修費用の追加とあわせ各事業費

の確定に伴う各費目の調整により総額で ７７４

万 ０００円を減額しようとするものでございま

す。

２款公債費では長期償還還元金を４１３万 ０

００円、長期債償還利子を４９０万 ０００円、

３款諸支出金では国庫返納金を５万 ０００円、

消費税を５８３万 ０００円それぞれ減額をしよ

うとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では下水道事業受益者負担金を２４万

０００円、２款使用料及び手数料では使用料の

減少により１０７万 ０００円、３款国庫支出金

では事業費の確定により ９３１万円、４款繰入

金では一般会計繰入金を ０７３万 ０００円、

６款市債では事業費の確定により １３０万円を

それぞれ減額をし、収支の調整を図ろうとするも

のでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでござい

ます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

４号 平成２７年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２７

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ６１０万 ０

００円を減額をし、予算総額を ３１４万 ００

０円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により５５
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６万 ０００円を、２款公債費では長期債償還利

子で４３万 ０００円を、３款諸支出金では消費

税で１０万円をそれぞれ減額しようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。４款諸収入

では消費税の確定等により２０万 ０００円を追

加をし、１款分担金及び負担金では３６万 ００

０円を、２款使用料及び手数料では８１万 ００

０円を、３款繰入金では１９２万 ０００円を、

５款市債では３２０万円をそれぞれ減額をし、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

５号 平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２７

年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものでありまして、歳入歳出それぞれ３４０

万 ０００円を減額し、予算総額を ７３３万

０００円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では事業費の確定に伴う調整により１８

７万 ０００円を、２款公債費では長期債償還利

子で１５２万 ０００円をそれぞれ減額しようと

するものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では水道使用料で３９万 ０００円を

追加をし、給水工事手数料で３万 ０００円を減

額し、２款繰入金では一般会計繰入金で３７６万

０００円を減額をして収支の調整を図ろうとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

６号 平成２７年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）を議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成２７

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１１万 ００

０円を減額し、予算総額を３億 ８２８万 ００

０円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、事業の決算見込みにより総額１１万 ００

０円を減額しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、歳出減に伴い１１万 ０００円を減額しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

７号 平成２７年度名寄市病院事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成２７

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、各種業務委託について債

務負担行為の設定をしようとするものでございま

す。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして入

院患者数の減少により入院収益で３億 ３０９万

０００円を減額をし、医療相談収益の増等によ

りその他医業収益で ６６２万 ０００円を追加

しようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

医師確保対策に要する経費等で ９３５万 ００

０円を追加をし、他会計負担金で周産期医療に要

する経費等で１億 ５８１万 ０００円を減額し

ようとするものでございます。

次に、特別利益におきまして退職手当債務の精

算による退職給付手当引当金繰入額の戻入等で

３４４万円を追加をし、収益の総額を９２億 ３

４９万 ０００円にしようとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で市立病院において看護師等の採用が予定を下回

ったこと等により１億 １７３万 ０００円を、

経費で東病院診療交付金等の減少により ９３１

万 ０００円をそれぞれ減額しようとするもので

ございます。

次に、医業外費用におきまして支払利息及び企

業債取扱諸費で利率見直し方式にて借り入れた企

業債利息の減少で８２８万 ０００円を、雑支出

で控除対象外消費税の減少により９７４万 ００

０円をそれぞれ減額しようとするものでございま

す。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で ７６６万 ０００円を追加をし、費用の総額

を９６億 ３６３万 ０００円にしようとするも

のでございます。
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次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして負担金で建設改良に要す

る経費で ６４６万 ０００円を追加をし、総額

を９億 ５９９万 ０００円にしようとするもの

でございます。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして施設費で院内保育所改築

事業で２７６万 ０００円を減額をし、総額を１

２億 ６９９万 ０００円にしようとするもので

ございます。

なお、資本的支出の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補填をするものでござい

ます。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品で ０２０万

０００円を、燃料で １４７万 ０００円をそれ

ぞれ減額をし、総額を９億 １５２万 ０００円

にしようとするものでございます。

次に、各種業務委託に係る債務負担行為につい

て申し上げます。市立病院巡回警備業務、放射線

管理業務等の委託について、それぞれ期間及び限

度額を設定をしようとするものでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

８号 平成２７年度名寄市水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成２７

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、給水収益で１４１万円の増額、

その他特別収益で ０５６万 ０００円の増額等

により計 １７８万 ０００円を追加をし、総額

を６億 ３４５万 ０００円にしようとするもの

でございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で ８０７万 ０００円を

減額をし、総額を６億 ７８７万 ０００円にし

ようとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では ２４２万 ００

０円を減額をし、総額を３億 ２５５万 ０００

円に、また４款資本的支出では ３１６万 ００

０円を減額をし、総額を５億 １８８万 ０００

円にしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

９号 平成２８年度名寄市一般会計予算、議案第

２０号 平成２８年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２１号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２２号 平成２８年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２３号

平成２８年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２４号 平成２８年度名寄市

食肉センター事業特別会計予算、議案第２５号

平成２８年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２６号 平成２８年度名寄市病院事業会計

予算、議案第２７号 平成２８年度名寄市水道事

業会計予算、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成２８

年度名寄市一般会計予算及び議案第２０号から議

案第２７号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、一括して提案の理由を申し上げ

ます。

各会計予算案は、平成２７年１１月２日付市長

訓令に基づき、人口減少社会を見据えて持続可能

なまちづくりを進めていくために、総合計画及び

総合戦略を着実に取り組むことなどの基本方針に

沿って予算を編成いたしました。

一般会計予算案は、前年度比 ９％増の２３４

億 ９２７万 ０００円となりました。大学図書

館建設事業や名寄東小学校校舎改修事業等の大型

事業を計上をしたほか、基幹相談支援センター事

業や総合戦略の推進として子育て世帯の経済的支

援を目的とした乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、

深刻な農業者の高齢化や担い手不足に対応し、農

業労働力確保に向けた調査を実施をする農業補助

労働力確保事業などのソフト事業を計上したとこ

ろでございます。また、収支不足を補う財政調整

基金の取り崩し額は６億 ５９６万 ０００円を

計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

８年度国民健康保険特別会計外５特別会計の予算

総額は、前年度比 ０％減の８４億 ０８２万

０００円となっております。増減の大きなものは、

介護保険事業特別会計のサービス事業勘定・名寄

分で老朽化した施設の改修を平成２７年度で計上

していたため１ ８％の減、サービス事業勘定・

風連では指定管理委託料の増や老朽設備の改修予

算計上などの影響により２ ４％の増となってお

ります。食肉センター事業特別会計では、食肉セ

ンター施設整備事業費の増により９ １％の増と

なりました。また、簡易水道事業特別会計につき

ましては、平成２７年度をもちまして会計廃止と

なります。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

２％増の１２８億 ５４９万 ０００円となり

ました。病院事業会計で院内保育所改築工事費の

増等により ３％増の１１４億 ６９１万 ００

０円、水道事業会計では平成２８年度から簡易水

道事業が水道事業に事業統合することに加えて拡

張事業費や施設整備費の増により１ １％増の１

３億 ８５７万 ０００円となっております。

以上によりまして、平成２８年度全会計の予算

総額は前年度比 ２％増の４４７億 ５５８万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議をくださいますようお願いを申し上げ

ます。
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〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１９号外８件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号外８件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしま

した。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第２

８号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２８号 専決処分

した事件の承認について、提案の理由を申し上げ

ます。

マイナンバー制度の導入に伴い、平成２８年１

月から各種手続に個人番号の記載が必要となりま

したが、平成２７年１２月１８日付総務省通知に

より一部の手続において個人番号の利用の取り扱

いを見直す方針が示され、その対象となる手続に

既に条例改正の議決を受けている市民税及び国民

健康保険税の減免規定が含まれておりました。国

の考えでは、当該通知に従い、自治体の条例等を

根拠とするものは当該根拠規定を速やかに改正を

し、原則としてこれら取り扱いの変更を含めたも

ので平成２８年１月１日から適用することが適当

であるとされました。

本件は、このことを踏まえて減免規定から個人

番号の定めを削除すること及び文言整理等を行う

ため、既に議決をいただいている名寄市税条例の

一部改正する条例及び名寄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について平成２７年中にそ

れぞれ一部改正する必要が生じたことにより、地

方自治法第１７９条第１項の規定により一括して

専決処分を行いましたので、地方自治法第１７９

条第３項の規定に基づきこれを報告し、承認を求

めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） マイナンバー制度です

けれども、この対応に私たち住民一人一人はもち

ろんのことなのですけれども、自治体の皆さん方

も業務に対応する方々も本当に大変な思いされて

いるなというふうに思っているのです。今回専決

処分されたということなのですけれども、１月の

広報の中ではマイナンバーの記載が必要になりま

すということで大々的に広報にお知らせしていま

す。市民の方々、こんなに本当に全部にマイナン

バーが必要なのだろうかということで、やっぱり

驚いています。それが一部必要でない部分も出て

きたということです。これから本当に詐欺の問題

もありますし、不安がいっぱいの市民の皆さんに

どのように説明をされていこうとしているのか、

その部分についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今後のマイナンバー

関係の周知の方法ということなのですけれども、

具体には現在マイナンバーカードの交付を行って

おります。およそ ４００件程度名寄市内からは

申請があって、現在５００件程度御本人のほうに

お渡しをしているという状況になっております。

以前１２月の議会の中で質問いただきました。

２００件程度個人通知カード、こちらのほうが来

たのですけれども、現状では ２００件が２７０

件程度まで減ってございます。国のほうの定めの
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中では、３カ月程度保存をして、あとは焼却とい

うか、廃棄をしなさいということなのですけれど

も、個人番号が、マイナンバーがわからないと今

後困る場面も出てくるのではないかということで、

施設や何かの入所の関係で恐らくとりに来られな

い状況なのかなと思っていますので、連絡をとり

ながらマイナンバーを個人様宛てにお知らせをし

たいというふうに考えております。

それ以外につきましては、今回の１２月の末ぐ

らいに総務省のほうから通知があったのですけれ

ども、いずれにしましてもちょっと手続が大変だ

ということで、総務省の通知はこれが大変だから

もう少し個人様の負担を軽くしなさいということ

で、急遽１２月の末に来て１月１日から変えなさ

いということで、間に合わないということで今回

専決処分させていただきましたので、御理解をい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） カードが発行されてい

るお届けできない部分の数も今お知らせいただき

ました。私は、マイナンバーを記入をしなければ

手続ができませんよというお知らせが広報でされ

ているのだけれども、今回のように今部長がおっ

しゃったように大変な混乱している中でマイナン

バー記載するのがきっと先送りになるのだろうと

思うのですけれども、今はしなくてもいいよとい

うふうなことだということですよね。それをやは

りこういうここの部分についてはしなくてもいい

のだよというのを市民の皆さんにきちっとお知ら

せしなければならないと思うのです。そのお知ら

せをどのようにされようとしているのか、カード

をつくる、つくらない以前にやっぱりそこの番号

がどういうふうに使われるのかわからない。詐欺

の問題も出てきていますので、そういった不安を

拭い去るための御説明も含めて、今この制度がい

ろいろ言ってみれば混乱状態ですよね、すると言

ったのをちょっと待てということなわけですから。

そういうことをどのように市民の皆さんにわかり

やすくお伝えしていただけるのかどうか、その部

分をお聞きしたかったのですが、よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 失礼をいたしました。

いずれにしましても、今後税の分野、社会保障の

分野を中心にしてマイナンバーは必ず記載をしな

いとだめだという方向でいくのだというふうに思

っております。今質問あったのですけれども、大

変混乱をしている状況だというふうに正直感じて

おります。ですから、一定程度整備をして、必要

なものですよということで広報等を通じてお知ら

せをしていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 昨年から何度もお話し

しましたけれども、やっぱり丁寧なわかりやすい

御説明をよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は承認することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第２

９号 名寄市財産の交換、譲与、無償貸付等に関
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する条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号 名寄市財

産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

平成１８年の地方自治法の一部改正により、地

方公共団体が所有する財産に関し地方自治法第２

３８条の４第２項及び第７項の規定を適用する場

合に限り原則貸付禁止等とされている行政財産の

貸し付け等について範囲が拡大をされたところで

ございます。

本件は、普通財産の貸し付けのほか、行政財産

はその用途または目的を妨げない限度において貸

し付けまたは使用が許可されることから、公益性

の高い活動を担う地方公共団体、関係機関などに

対し市の財産及び物品を無償で貸し付けまたは使

用させることに関し規定の整備を行い、災害時及

び平常時の備えのために柔軟に対応しようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第３

０号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の策定

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３０号 名寄市過

疎地域自立促進市町村計画の策定について、提案

理由を申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、

法の失効期限が平成２８年度から平成３２年度ま

での５年間延長されております。今般市議会議員

協議会、北海道との協議を経て計画がまとまりま

したので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第

１項の規定に基づき市議会の議決を求めるもので

ございます。

なお、計画の概要につきましては総務部長より

説明させますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、本過疎計

画の概要について申し上げます。

本過疎計画は、法の延長期間と同じく平成２８

年度から３２年度までの５年間を計画期間として

策定するものでありまして、財政上の優遇措置を

活用するため、現行の第１次総合計画に登載され

ています事業、過疎債の活用が見込まれる事業な

どを主な内容としまして計画に登載をしておりま

すが、実施に当たりましては本年度策定作業を進

めております第２次総合計画における議論や、あ

るいは優先度を踏まえ、事業の厳選を図ってまい

りたいと考えてございます。

次に、本計画の内容につきましては、目次にあ

りますように１の基本的な事項から１０のその他

地域の自立促進に関し必要な事項までの１０項目

で構成をしてございます。また最後に、事業計画

における過疎地域自立促進特別事業分、いわゆる

過疎債ソフト事業分の一覧表を添付させていただ
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いているところでございます。

まず、１、基本的な事項、１ページから１０ペ

ージにかけてでありますが、ここでは過疎の状況、

人口及び産業の推移と動向、行財政の状況など現

状と課題を明らかにし、過疎からの脱却、地域の

自立促進の基本方針、計画期間について記述をし

てございます。

次に、２、産業の振興、計画の１１ページから

２０ページにかけてでありますが、ここでは農業、

林業、商業、工業、観光開発などにつきまして現

状と問題点及びその対策を記述してございます。

計画登載事業では、基盤整備における農業関係で

水利施設整備事業など４事業、同じく林業関係で

市有林造林事業など２事業、経営近代化施設で穀

類乾燥調製貯蔵施設の１事業、商業関係で中小企

業特別融資預託事業の１事業、観光またはレクリ

エーションでピヤシリスキー場整備事業など２事

業、ソフト事業であります過疎地域自立促進特別

事業で食育推進事業費、中小企業振興事業費など

７事業、その他で中山間地域等直接支払交付金な

ど２事業、合わせまして１９事業を見込んでござ

います。

次に、３、交通通信体系の整備、情報化及び地

域間交流の促進、計画書の２１ページから２６ペ

ージでございますが、道路、交通、情報化、地域

間交流の促進について現状と問題点及びその対策

を記述してございます。計画登載事業では、道路

関係で西４条仲通道路改良舗装など７事業、電気

通信施設など情報化のための施設で地域イントラ

ネット設備等更新事業など３事業、道路整備機械

等でカット排雪事業など５事業、ソフト事業で除

排雪支援事業など５事業、合わせまして２０事業

を見込んでございます。

４、生活環境の整備、計画書の２７から３５ペ

ージにかけてでありますが、上水道、簡易水道、

下水道、廃棄物処理、消防、救急、公営住宅など

につきまして現状と問題点及びその対策を記述し

てございます。計画登載事業では、水道施設で水

源開発整備事業など７事業、下水処理施設で公共

下水道整備事業など２事業、廃棄物処理関係で広

域ごみ処理施設整備事業の１事業、公営住宅関係

で公営住宅等計画策定事業など４事業、ソフト事

業で廃棄物処理対策事業など６事業、合わせまし

て２０事業を見込んでございます。

続きまして、５、高齢者等の保健及び福祉の向

上及び増進、計画書の３６ページから４１ページ

の部分でございますが、保健、高齢者福祉、児童

福祉、母子等福祉、障害者福祉につきまして現状

と問題点及びその対策を記述してございます。計

画登載事業では、高齢者福祉施設でしらかばハイ

ツボイラー設備更新事業の１事業、ソフト事業で

除雪サービス事業など５事業、合わせまして６事

業を見込んでございます。

６、医療の確保、計画書の４２ページ、４３ペ

ージでございますが、ここでは市立総合病院を中

心とします地域医療につきまして現状と問題点及

びその対策を記述してございます。計画登載事業

では、市立総合病院施設整備事業など２事業、ソ

フト事業といたしまして地域医療確保対策事業な

ど３事業、合わせまして５事業を見込んでござい

ます。

次に、７、教育の振興、計画書の４４ページか

ら５１ページにかけてでありますが、幼児教育、

学校教育、大学教育、社会教育などにつきまして

現状と問題点及びその対策について記述をしてご

ざいます。計画登載事業では、学校教育関係では

義務教育施設整備事業など３事業、集会施設、体

育施設関係では名寄ピヤシリシャンツェ整備事業

など３事業、ソフト事業として文化スポーツ振興

事業など７事業、その他で市立大学整備事業など

２事業、合わせまして１５事業を見込んでござい

ます。

８、地域文化の振興等、計画書の５２ページか

ら５４ページでありますが、ここでは芸術文化の

振興、文化財の保護、保全活動の推進についてそ

れぞれ現状と問題点及びその対策について記述を
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させていただいてございます。計画登載事業では、

ソフト事業といたしまして市民文化振興事業など

２事業を見込んでございます。

次に、９、集落の整備、５５ページから５６ペ

ージでございますが、集落整備につきまして現状

と問題点及びその対策を記述してございます。計

画登載事業といたしましては、ソフト事業として

自治活動支援事業の１事業を見込んでございます。

最後に、１０、その他地域の自立促進に関し必

要な事項としまして、５７ページ、５８ページの

部分でございますが、交流人口の拡大、名寄市立

大学の充実と振興、定住の促進について現状と問

題点及びその対策を記述してございます。

以上、５年間での合計では８８事業を見込んで

ございます。

以上、説明とさせていただきます。御審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第３

１号 新市建設計画の変更についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３１号 新市建設

計画の変更について、提案の理由を申し上げます。

平成２４年６月に東日本大震災による被害を受

けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

の一部を改正する法律が施行され、被災地以外の

市町村においても合併特例債の期間が合併後１０

年から５年延長されたことから、合併特例債の有

効活用を図るために新市建設計画の期間及び財政

計画の変更について市町村の合併の特例に関する

法律第５条第７項の規定に基づき市議会の議決を

求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 議案第３

２号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３２号 名寄市職

員の給与に関する条例等の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度人事院勧告に伴う給与制
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度の総合的見直しについて及び平成２７年度人事

院勧告に基づき行政職給料表及び医療看護職給料

表並びに単身赴任手当についての改正を行うもの、

また地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

を改正する法律が平成２８年４月１日から施行さ

れることに伴い、必要な改正及びその他文言の整

理を行うものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２６ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２７年１２月１日午後２時

３０分ごろ、名寄市西３条南１０丁目の市道にお

きまして健康福祉部所管の公用車が直進走行して

いる際に左側前方で発進しようとして停車をして

いる相手方車両に接触をし、破損したものでござ

います。過失割合は本市が１００％であり、相手

方車両の修理代として本市が３万 ２９０円を負

担をすることで示談が成立をし、和解したところ

でございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１日から３月１０

日までの１０日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１日から３月１０日までの１

０日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時２０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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署名議員 佐久間 誠

署名議員 山 田 典 幸

平成２８年２月２９日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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平成２８年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年３月１１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２８年３月１１日（金曜日）第１回３月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 浜 田 康 子 議員

１０番 川 口 京 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

加藤市長の市政執行に関して外４件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） おはようございます。

市政クラブ・新緑風会の大石健二でございます。

これより会派を代表して大項目５件について質問

を行います。

最初に、加藤市長の２８年度市政執行方針の市

政推進の基本的な考え方から、順次お聞きをして

まいります。この市政推進の基本的な考え方は、

加藤市政２期目の所信表明の中でも掲げられてい

ますが、ちょうど２期目の中間点に当たる２８年

度において、民間会社的発想での行財政運営によ

り市民の信頼の置ける市政運営が具体的にどのよ

うに結実しているのかお聞かせ願います。

次に、名寄市は来る３月２７日で風連町との合

併１０年の節目を迎えます。市のホームページに

は、この合併を祝う記念式典を初め、数多くの記

念冠事業が掲載されています。この合併による市

制施行１０年の歩みを顧みて、これから新市建設

にどう反映していくのかお考えをお伺いいたしま

す。

続いて、第２次総合計画の策定についてお聞き

いたします。同計画の策定に当たっては、昨年１

２月に総合計画策定審議会を設置、これまでに市

民ワークショップやタウンミーティング、関係団

体との意見懇談会など市民の計画策定への参画に

努めてきています。新たに策定される第２次総合

計画の構成、まちづくりの課題、基本理念、基本

目標など、その考え方についてお伺いをいたしま

す。

次に、２８年度当初予算と取り組みから、予算

案の概要と基本的な考え方についてお伺いをいた

します。国の平成２８年度予算案は、経済再生と

財政健全化の実現を掲げて、一般会計総額９６兆

２００億円で、過去最大を更新しますが、本市

においても一般会計で２３４億 ９００万円の過

去最高を更新しています。国が経済再生と財政健

全化の両立と実現を掲げた予算となっていますが、

本市における予算案の概要と基本的な考え方につ

いてお伺いをいたします。

同じく名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に関する事業についてお伺いをいたします。名寄

市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、昨年１０

月策定されましたが、当初予算として平成２８年

度が創生総合戦略を反映させた最初の予算となり

ます。この新年度予算の中で名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略に関連した事業の概要等につ

いてお伺いをいたします。

同じく地方創生加速化交付金についてお伺いを

いたします。国は、平成２７年度補正予算事業と

して、人口減少対策の後押しと一億総活躍社会の

実現に向けた緊急対策として、地方創生加速化交

付金を創設いたしました。予算総額は ０００億

円としていましたが、地方戦略の取り組みについ

て先駆性を高め、レベルアップの加速化を図ると

するこの地方創生加速化交付金獲得に向けてどの

ような取り組みを行ってきたかお伺いをいたしま

す。

同じく地域経済活性化に関する予算についてお

伺いをいたします。国の経済財政再生計画が進む

中、景気の回復傾向が伝えられていましたが、こ
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こへきて政府金融機関の新たな金利政策などによ

り、景気の後退感が色濃いものとなってきていま

す。名寄市議会、市政クラブ・新緑風会では、市

内企業がさらに発展して地域経済がより活性化す

ることを重視した議会、議員活動を行っておりま

すが、新年度予算に地域経済活性化という点で着

目したときにどのような政策が盛り込まれている

のかお伺いをいたします。

同じく本市の健全財政の取り組みについてお伺

いをいたします。本市の平成２８年度予算は、人

口減少社会を見据えながら、持続可能なまちづく

りを進めていくために、総合計画及び総合戦略を

着実に取り組むことを基本に据えています。しか

しながら、一方で新年度からの地方交付税の合併

算定がえの段階的な縮減、今後予想される大規模

な普通建設事業や公共施設、公共インフラの老朽

化への対応、人口減少、少子長寿化による福祉関

係費や社会保障費の増加、市税収入の落ち込みな

どが懸念されています。健全財政を維持していく

ためには、歳出を抑制するか、あるいは新たな財

源により歳入確保を図っていかなければなりませ

ん。そこで、平成２８年度予算編成に際して、懸

念材料が山積する中で健全財政維持のためにどの

ような取り組みを行うのかお伺いをいたします。

次に、高齢者事業から、介護待機者急増の対策

についてお伺いをいたします。要介護の高齢者で

介護が必要にもかかわらず、介護職員の不足で介

護施設では新たに入所者や利用者を受け入れるこ

とができず、手厚い介護を受けることができない

介護待機者が名寄市内でも急増しています。この

介護職員の不足は、公的施設や民間施設を問わず

に慢性的に発生しており、いずれも入所者や利用

者の定員割れが生じており、早急な対応策が求め

られています。この介護職員不足の現状と市の取

り組みについてお伺いをいたします。

同じく高齢者の食育と健康管理についてお伺い

をいたします。近年下流老人や老後破産という衝

撃的な活字やタイトルが躍るテレビや雑誌の企画、

著作物を見聞する機会がふえてきています。端的

な例としては、配偶者との死別や入院加療などさ

まざまな事情により、収入減や突発的で大きな支

出増など、生活設計の歯車が大きく狂い始め、一

転して苦境に陥るというものです。こうした収入

減と支出増により、生活費のうち最も切り詰めら

れていくのは食費です。この食費の切り詰めによ

り、低栄養状態に陥り、生活習慣病を初め内臓疾

患や廃用症候群、虚弱化を招来し、ひいては認知

障害などの老化を早めることなどが懸念されてい

ます。高齢者の食育と低栄養に対する市の取り組

みと今後の対応についてお伺いをいたします。

次に、北海道縦貫自動車道士別多寄町―名寄間

の早期建設着工についてお伺いをいたします。平

成２６年８月８日に国交省において北海道縦貫自

動車道士別多寄間の建設工事の凍結が解除され、

事業再開を受けて開発局による未着工区間の調査、

測量に加え、用地費や工事費の予算計上も視野に

入れているとの報道に接していました。現在の進

捗状況と正式着工に向けたその後の取り組みにつ

いてお伺いをいたします。

次に、活力ある商工振興策から、商店街の活性

化への取り組みについてお伺いをいたします。２

０１３年４月のオープン以来、３年目を迎える駅

前交流プラザよろーなの利活用が高まる中で、長

く停滞、沈滞を余儀なくされている市街地の商業

集積地を核とした商店街活性化についてどのよう

な施策と構想を計画、準備されているのか、これ

までの経緯と今後の対応策についてお伺いをいた

します。

同じく環太平洋経済連携協定、ＴＰＰ対策から、

基幹産業等への影響とその対応についてお伺いを

いたします。２０１０年３月にアメリカなど８カ

国で始まったＴＰＰ交渉も５年越しで大筋合意に

達し、本年２月４日に１２カ国による協定書の署

名式が行われました。政府がＴＰＰの署名を前に

取りまとめた経済効果の試算によると、ＧＤＰを

約１４兆円押し上げる効果があるとする一方、農
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林水産物の生産額は最大で １００億円減少する

としています。名寄市においても平成２３年２月

にＪＡ試算で農業生産額が８０億円から３４億円

に減少すると試算をしていますが、名寄市の基幹

産業を守る今後のＴＰＰ対策への取り組みについ

てお伺いをいたします。

次に、観光振興計画についてお伺いをいたしま

す。２８年度で終息する第１次総合計画後期計画

の観光分野のアクションプランとして２４年度に

スタートした名寄市観光振興計画は、この２８年

度で５年目を迎えようとしています。３３年度の

目標年度の中間点を迎えるに当たり、今後５カ年

の後期計画の見直しに加えて、これまでの４カ年

にわたる事業整備期間、事業展開期間の成果と課

題、また成果の継承などについて、今後の事業展

開に向けた展望についてお伺いをいたします。

次に、教育施策の名寄市立大学の中長期の展望

から、新学長への期待についてお伺いいたします。

新年度より名寄市立大学、短期大学部それぞれに

新学長が就任されます。設置者として２００６年

に市立大学開学以来１０年が経過する中で、初の

２学長による大学運営について、設置者としての

期待感についてお伺いをいたします。

また、２８年度より社会保育学科の開設、次年

度開設予定の新図書館など、文字どおり１０年を

節目に大きく転機を迎えようとしている名寄市立

大学の中長期の目標及び展望についてもあわせて

お伺いをいたします。

教育行政執行方針から、教科書選定、採択の過

程についてお伺いをいたします。教科書選定、採

択方法は、義務教育である小学校、中学校、中等

教育学校の前期課程及び特別支援学校の小中学部

の教科書については義務教育諸学校の教科用図書

の無償措置に関する法律によって定められていま

す。名寄市内各小学校及び中学校等で授業に供さ

れる、採択されるまでの経緯について御答弁をお

願いいたします。

同じく教育行政から、早寝早起き朝御飯の生活

習慣についてお伺いをいたします。執行方針の家

庭教育の推進では、子供の基本的な生活習慣の定

着を支援するため、幼児と就学児の親を対象とし

た家庭教育支援講座の開設実施で、家庭教育支援

事業を進めていくとしています。新年度の学校教

育計画に基づく学習指導要領の理念、生きる力を

育てるためには、学校と家庭、地域が一体となっ

て行う教育活動の推進が望ましく、早寝早起き朝

御飯の生活習慣はまさにその根幹をなすものであ

り、学校と家庭、地域が一体となって行う家庭教

育支援事業の推進についてお伺いをいたします。

市民の声から、最初にことし冬の除排雪事業の

中間総括についてお伺いをいたします。ことしの

冬は、旭川気象台の観測データによりますと、３

月２日現在で累積降雪量は７１８センチ、平年値

１７３センチの平年比１０１％となっており、積

雪の深さは１２０センチで、平年比１３８％とな

っています。数値だけ見ますと意外な感じもいた

しますが、実態は例年にない寒波で雪が解けずに

圧縮されているため、実際の積雪深と計測深とは

異なるようでございます。昨年の冬から積み上げ

除雪が行われておりますけれども、交差点などで

は視界が遮られるため、車両の先端部が走行車線

まで突出し、接触事故の懸念や冷やりとするケー

スが相次いでいます。ことしの冬は、年明けから

２月中旬以降は連日のように降雪があり、きょう

以降も大雪に見舞われる可能性も高く、予断を許

さない状況が続いていますが、いまだシーズン中

とはいえ、ことしの冬の除排雪対策をどのように

総括をし、来シーズンの除排雪対策に反映してい

くのかお伺いをいたします。

また、ことしの冬は屋根の雪おろし作業や落雪

などにより、死傷事故がかつてないほど発生して

います。予断は許さないものの、寒さのピークは

過ぎたと見られ、今後は寒気が一気に緩んで起き

る屋根雪の落雪で歩行者も巻き込まれるなどの事

故も懸念されています。こうした雪おろし、落雪

による死傷事故を防止する未然の対策についてお
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伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。大

石議員から大項目５点にわたっての御質問をいた

だきました。大学を除く教育行政以外に係るとこ

ろをまず私から答弁をさせていただきます。

大項目１、市政執行に関して、小項目１、市政

推進の基本的な考え方から、初めに市政推進の基

本的な考え方の具現化について申し上げます。私

は、一昨年の５月に２期目の市政運営に当たって

の所信として３つの政治姿勢を申し述べさせてい

ただき、その第１に民間会社的発想での行財政運

営として、職員全体に市民は顧客、市民は主役と

いう意識を共有し、親切で丁寧な住民サービスを

行うとともに、コスト意識、現場重視の姿勢の徹

底を図ることを申し上げました。この間他の機関

への職員派遣や接遇、政策形成などに関する研修

を実施をし、職員の能力の向上を図るとともに、

人口減少社会が急速に進展をする中で持続可能な

自治体運営の確立を目指して、公共施設等総合管

理計画の策定を進めるほか、不断の行財政改革の

推進に努めてまいりました。また、市のホームペ

ージの刷新やフェイスブックの活用、タウンミー

ティング、ワークショップの開催などにより、市

民と行政との情報共有と市民参加の促進に努める

とともに、私自身がトップセールスマンとして精

力的に本市の魅力を発信をし、台湾など東アジア

の交流を初め、国内外との交流を拡大してまいり

ました。これらの取り組みにより、効率的で親切

丁寧な行政サービスの提供や本市の知名度の向上

が徐々に図られてきているものと考えております

が、まいた種が花を咲かせるにはいま少しの時間

を要するものもありますことから、任期中に実を

結ぶことができますように、引き続き全力で市政

を推進をしてまいります。

次に、合併からの１０年を顧みてについて申し

上げます。平成１８年３月２７日に新名寄市が誕

生してから本年で１０年目を迎えることとなり、

今月２７日には新市建設に係る功労者や交流自治

体、市民の皆様にも御参加をいただき、市制施行

１０周年記念式典をとり行うこととしております。

市民の皆様とともに、これまでの足跡を振り返り、

先人たちが築いてきたまちづくりや伝統、文化な

どの一層の発展に向けて気持ちを一つにしてまい

りたいと考えております。

さて、合併当時旧風連町、旧名寄市については、

国が進める構造改革により多くの小規模自治体と

同様、老朽化した公共施設の改修や新規事業への

取り組みも困難となるなど、非常に厳しい財政状

況にあったことから、合併による地方交付税の算

定がえや交付税算入率の高い地方債の活用、組織

のスリム化などによる市財政の健全化や新規事業

の推進による市民福祉の向上、また地方分権に対

応できる行政組織の確立を図るため、熟慮を重ね

た結果、大変重い決断をされたものと認識をして

おります。合併後におきましては、新名寄市総合

計画を市政運営の基軸として、それぞれのまちが

持っていた文化や伝統を守りながらも、新市とし

て市民生活の向上を図るための新たな基盤等の整

備や市民と行政との協働による市民主体のまちづ

くりを推進をしてまいりました。それぞれが１０

０年を超える歴史を持つ自治体同士の合併であっ

たことから、１０年の期間では解決されず、今後

に残された課題についても認識をしており、その

取り組みはいまだ道半ばであるものと受けとめて

おりますが、市民の皆様が新しいまちになってよ

かったと感じられるよう、今後におきましても明

るく元気なまちづくりに全力を傾けて取り組んで

まいります。

次に、第２次総合計画の策定に関しまして、第

１次総合計画の成果と課題について申し上げます。

平成１９年３月に合併後最初の総合計画として新

名寄市総合計画を策定をし、自治基本条例の制定

や北・北海道中央圏域定住自立圏の形成、精神科

病棟の改築や救命救急センターの設置など、市立
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総合病院の医療機能の充実、乳幼児医療給付事業

の独自拡大やひまわりらんどの整備など子育て支

援の推進、モチ米など名寄産農産物や加工品のブ

ランド化にも取り組むとともに、駅前交流プラザ

よろーなや道の駅、市立天文台の整備、風連本町

地区の再開発、学校施設の計画的な整備に取り組

むほか、市立大学の図書館、講堂の整備、短期大

学部児童学科の４年制化と保健福祉学部の再編強

化、市民文化センター大ホールＥＮ―ＲＡＹを整

備するなど、「自然の恵みが人と地域を育み市民

みんなで創る心豊かな北のまち・名寄」の実現に

向けてさまざまな施策を推進をしてまいりました。

総合計画の実施計画全体では、計画登載事業の進

捗率が約９３％であり、計画の着実な推進が図ら

れるとともに、第１次総合計画の基本指標である

人口においても現時点で総合計画の推計人口を上

回る人口規模であり、計画策定時の想定と比べて

人口減少を抑制できていると考えております。一

方で、関係者となお一層の協議を要することや財

源の確保を要するなどの理由により、地域自治区

の創設や図書館の改修などについては未実施であ

るほか、市役所庁舎や消防署庁舎の整備のあり方、

公共施設やインフラ施設の維持更新などの課題に

ついて、第２次総合計画の策定に向けて検討を進

めていく必要があると考えております。

また、第２次総合計画の策定に向けた基本的な

考え方についてでありますが、計画の構成につき

ましては安定性と実効性をあわせ持つ総合計画と

するため、長期的な視点から、本市が目指す都市

像や目標等を明らかにする基本構想、社会経済情

勢の変化に柔軟に対応するため、中期的に具体的

施策を定める基本計画、基本計画の施策を具現化

するための事務事業を定め、短期間で必要な見直

しを行う実施計画、この３層構造とするほか、計

画期間につきましては行政課題への的確な対処と

選挙公約を反映した政策展開を図るため、前期２

年、中期、後期４年の１０年間といたします。

なお、御質問のありましたまちづくりの課題や

基本理念、将来像、基本目標などといった基本構

想については、現在総合計画策定審議会において

御議論いただいているところでありまして、今後

さらに議論を重ねていただきながら整理をしてい

ただくことになりますが、人口減少や少子高齢化

の進展、地域経済の低迷、地域コミュニティーの

あり方、地方分権や地方創生の推進など社会経済

情勢の変化を捉えて、これからの時代に対応でき

るものとしてまいりたいと考えております。

第２次総合計画の策定に当たりましては、これ

までも総合計画策定審議会はもとより関係団体と

の意見交換会、タウンミーティングの開催など積

極的に市民の計画づくりの場の確保に努めてきて

おり、今後も市民の皆様と市が一体となって計画

づくりを進めてまいります。

次に、小項目２の平成２８年度当初予算案と取

り組みから、まず予算案の概要、基本的な考え方

についてお答えをいたします。さきに公表されま

した２７国調人口の速報値においても本市の人口

は前回調査から ５３１人減の２万 ０６０人と

なり、この結果からも人口減少は避けられない課

題の一つであります。そうした中、平成２８年度

予算は、人口減少社会を見据えて策定をした人口

ビジョン及び名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略を推進し、名寄市に住んでいてよかったと言

えるまちづくりを進めていくためにも、総合戦略

５つの柱を着実に取り組むスタートの年と位置づ

け、予算編成をいたしました。とりわけ総合戦略

策定の際に大きな議論ともなりました人づくり、

子育て環境を含めた教育については、大学や義務

教育施設の整備、ファミリーサポートセンター事

業、乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業などの子育

て支援に関する予算として計上をさせていただき

ました。基幹産業、農業については、新規事業と

して農業補助労働力確保事業などの事業を盛り込

みました。また、平成２７年度における地方創生

加速化の補正予算と相まって、冬季スポーツ拠点

化推進事業など今後の総合戦略の施策展開も考慮
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し、予算を計上させていただいているところであ

ります。いずれにいたしましても、平成２８年度

予算は地方創生への本格的な事業展開へ移る重要

な予算であり、地方創生の取り組みを進化をさせ

てまいりたいと考えております。

次に、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に関する事業についてでございます。本市におき

ましては、昨年１０月に産業振興、定住人口、交

流人口拡大、子ども・子育て、地域連携の拡大、

市立大学の機能強化、この５つの柱とする名寄市

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をし、人

口減少克服に向けた取り組みを推進をするとした

ところでございます。各分野の施策を推進するた

めに平成２８年度当初予算案において、産業振興

に関する分野では新たな農業労働力の発掘とミス

マッチの解消、名寄産農産物のブランドの確立、

原産地呼称管理制度の導入、農業の担い手確保を

図るための取り組みを推進をするとともに、定住

人口、交流人口の拡大に関する分野においては市

街地でのお試し移住住宅の提供、ノルディック種

目のＪＯＣジュニアオリンピックカップを開催を

するなど、交流人口の拡大を図ってまいります。

また、子ども・子育てに関する分野においてはフ

ァミリーサポートセンターの開設、おむつ処理に

要する有料ごみ袋を支給するなど子育て支援の充

実を図るほか、地域連携の拡大に関する分野にお

いてはポラリスネットワークの運用など連携事業

の推進、市立大学の機能強化に関する分野におい

ては市立大学保健福祉学部の再編に伴う施設改修

や大学図書館の建設を実施をするなど、市立大学

の教育研究機能の強化を図ってまいります。今後

におきましても総合戦略の着実な推進を図るため、

国の財政支援などを活用しながら事業を推進をし

てまいります。

次に、地方創生加速化交付金の獲得についてで

ございます。国においては、地方版総合戦略の取

り組みの先駆性を高めて、レベルアップの加速化

が図られることにより、地方における安定した雇

用創出、地方への新しい人の流れ、まちの活性化

など目に見える地方創生を実現するために、平成

２７年度補正予算において地方創生加速化交付金

を創設したものでございます。この交付金は、官

民連携、地域間連携、政策連携、この３つの連携

の要素を含む総合戦略に位置づけられた先駆的取

り組みが対象事業となっておりまして、他の自治

体のモデルとなる事業を採択をすることとしてお

ります。また、申請事業数は１市区町村２件まで

を目安としながら、複数の地方公共団体が広域に

わたり連携する地域間連携事業については別途申

請が認められていることになっております。本市

におきましては、３月下旬に予定をされている事

業採択を目指し、内閣府と繰り返し協議を行った

上で、官民が連携をして冬季スポーツ大会、合宿

の開催誘致を推進するとともに、リレハンメルオ

リンピック金メダリストであります阿部雅司氏を

招致をし、冬季スポーツの拠点化を図り、交流人

口の拡大を目指す冬季スポーツ拠点化推進事業と

名寄市立大学にコミュニティケア教育研究センタ

ーを設置をし、地域社会の課題解決に資する調査

研究を行うとともに、卒業生の地元定着化を促進

をする名寄市立大学の教育研究機能向上による地

方創生促進事業、この２事業を単独事業として申

請をしております。さらに、東京都杉並区と連携

をして、地方への新たな人の流れをつくる都市と

地方の連携による移住・交流促進事業と下川町、

美深町と連携をして台湾をターゲットに教育旅行

の受け入れなどを行い、インバウンドの促進を図

る北・北海道インバウンド促進事業の２事業を地

域間連携事業として申請をしているところでござ

います。

次に、地域経済活性化に関する予算について申

し上げます。日本銀行旭川事務所が２月２２日に

公表した道北地域の金融経済概況では、道北地域

の景気は個人消費等の回復におくれが見られるが、

基調的には持ち直しているとされ、また旭川財務

事務所が３月２日に公表した道北経済レポートで
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は、管内経済は一部弱さが見られるものの、持ち

直していると総括判断をされております。しかし、

市内企業においては個人消費の弱さなどからいま

一歩景気回復に足踏みが続いていると感じており

ます。そうした中、地域経済活性化に着目をした

政策予算から主な事業を申し上げますと、１つ目

の視点は地域おこし協力隊事業や移住促進事業、

さらには北・北海道インバウンド促進事業や観光

交流推進振興事業など市外から人の流れを呼び込

む事業の展開により、交流人口や移住、定住人口、

海外観光客の増加が見込まれ、その効果は地域経

済に対し、大きな影響があると考えております。

２つ目の視点は、本市の基幹産業である農業であ

ります。農業の活性化は、地域経済にも大きな影

響を与えることから、例えば薬用作物推進事業や

農産物ブランド確立事業などにより、収益性の高

い農業経営や地域の特色を生かした農業に対し支

援を行い、地域の産業を元気づけていきたいと考

えております。最後に、３つ目の視点として、商

店街等活性化関連補助金や商業指導育成対策事業

など、商業の振興に寄与し、魅力ある商店街づく

り、中小企業などの経営基盤の強化に支援をし、

市内経済の振興を図っていこうとする考えでおり

ます。今後におきましても総合戦略を着実に展開

をしていくことが地域経済の活性化につながるも

のと考えておりますので、制度が整った事業から

議会に御相談をさせていただき、実施化を目指し

てまいりたいと考えております。

最後に、財政健全化の取り組みでございます。

本市の平成２８年度一般会計予算案は、前年度比

９％増の２３４億 ９２７万 ０００円、過去

最高の予算規模であります。継続事業であります

大学図書館建設事業や名寄東小学校や風連中央小

学校といった義務教育施設の改修、改築事業など

の大型事業を初め、認定こども園施設整備など子

ども・子育てに関する事業や総合戦略の具現化に

向けた事業について予算を計上させていただいた

ことが大きな要因となっております。平成２８年

度予算編成の過程では、第１次後の計数整理の一

般会計の収支差額で約１９億 ０００万円でした。

その後財政課長、総務部長、副市長査定を経て、

一般会計の収支差額は約１６億 ０００万円とな

りましたが、例年にない歳入不足であったため、

非常に厳しい予算査定となりました。そのため、

公共施設の老朽化への対応では著しく老朽化が進

み、利用者等の安全、安心の面から早急な対応が

必要と思われるもの以外は優先順位をつけ、先送

りできるものは先送りさせていただきました。ま

た、物件費などについても過去の決算数値を確認

をしながら、より一層の歳出の抑制を図ったとこ

ろです。

歳入においては、平成２８年度より本市の重要

な財源であります地方交付税において、合併算定

がえの段階的な縮減が始まることから、今までの

ような伸びを見込むことはできませんので、各担

当部署において特定財源の掘り起こし、国、道支

出金の状況について繰り返し指示を行いまして、

誤りのない歳入の確保に努めたところであります。

結果、公共施設の老朽化対策として、公共施設整

備基金、財源対策として財政調整基金を繰り入れ

をさせていただき、加えて新年度は備荒資金組合

超過納付金を支消させていただくことで収支の調

整を図ったところであります。今後数年間は大学

の新棟や義務教育施設の改修など大規模な普通建

設事業が続くことが想定をされ、本市の今後の財

政運営はより厳しさを増すものと考えられます。

引き続き将来を見据えての歳入の確保や真に必要

な事業の厳選、公債費の適正な管理などを実施を

し、健全な財政運営を維持をしてまいります。

大項目２、市政運営に関して、小項目１、高齢

者対策事業からの①、介護待機者の背景とその対

応策についてでございます。厚生労働省は、団塊

の世代が７５歳以上になる平成３７年度に必要な

全国の介護職員は２５３万人の見通しで、現状の

増員ペースのままでは３８万人不足するおそれが

あると推計をされております。また、北海道にお
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いては需要見込みが約１０万 ９００人に対して

供給見込みが９万 ５８０人で、約１万 ３２０

人が不足をすると言われております。名寄市が指

定管理を行っております社会福祉法人名寄市社会

福祉事業団が運営をする特別養護老人ホームにつ

いて、その入所状況を申し上げますと、清峰園で

は入所定員１００名に対して９０名の入所、しら

かばハイツにおいては入所定員８０名に対し７０

名の入所となっており、合わせて２０名分のベッ

ドが介護職員が不足していることにより定員を充

足させられない状況であると報告を受けておりま

す。また、両施設の待機者の状況でありますが、

２施設合わせて２７５人となっておりますが、両

施設を重複で申し込んでいる方が８４人いらっし

ゃることから、実質待機者は１９１人、うち名寄

市民が１８２人となっております。市内の実待機

者の待機場所では、自宅の方が３６名で、施設や

病院でお待ちいただいている方が１４６名という

内訳でございます。

名寄市社会福祉事業団では、平成２１年度から

国の介護職員処遇改善交付金を受けて介護職員の

処遇改善を図っているところであります。また、

定員充足に向けた不足している介護職員の確保に

つきましては、随時ハローワークを通じて募集を

行っておりますが、応募がない状況でありまして、

平成２７年度につきましては介護職員の採用試験

も３回実施をしたと報告を受けております。介護

職員の不足につきましては、名寄市社会福祉事業

団だけの問題ではなくて、市内の事業所の共通の

課題でもありますので、今後市内の関係事業所と

の打ち合わせの場を設定をして、国や北海道の人

材確保に関する新規事業などの情報共有を図りな

がら、連携をした取り組みを進めてまいりたいと

考えております。

②の高齢者の食育と健康管理についてお答えい

たします。国の第２次食育推進基本計画では、６

５歳以上の高齢者について健康上の問題で日常生

活に影響のある者の割合がおおむね４分の１とな

っていること、日常生活において単身世帯や経済

的にゆとりが少ないほど欠食をしているというこ

と、流通や交通網の弱体化で食料品等の買い物が

困難な状況に置かれている買い物難民が６００万

人と推定をされていることなどから、高齢者の身

体機能や生活機能の維持ができるよう食育を推進

をするとともに、その支援、環境整備等を促進を

することとされております。高齢者の食育とは、

高齢者の食生活にかかわる行動をよりよいものに

変えていく推進活動でありまして、生活満足を向

上させ、ひいては健康で心の豊かな社会へ変える

ことにつながるものであります。

名寄市においては、健康の保持、増進を柱に市

民一人一人が生涯を通じて心身ともに健やかに生

活ができるように、若い世代からの継続した健康

づくりの働きかけを行っておりまして、高齢者に

対しても特定健診の受診勧奨や生活習慣の改善が

必要な方への健診事後における栄養相談、各地区

における栄養相談や老人クラブ、高齢者学級での

栄養、料理教室に保健センターの管理栄養士が出

向いて指導、支援を行っております。地域包括支

援センターにおいては、経済的な問題や病気、認

知症によって、これまでとは変化し、生活に支障

が見られる方の情報について地域包括支援センタ

ーで相談を受けた場合、訪問等により実情の確認

を行うとともに、適切な支援につなげております。

食生活や低栄養によって生活に支障があった場合

は、訪問介護員による自宅での調理や買い物の支

援、民間事業者が実施をしている配食サービスの

利用を活用する等のサービスや病院が起因してい

ることが考えられる場合には、医療と連携を図り、

受診につなげる等の支援を行っております。また、

高齢者の生活にかかわっている方に御参加をいた

だき、情報を共有し、課題解決ができるよう地域

ケア会議の開催や生活の変化に早期に気づくこと

ができるよう地域見守りネットワーク事業等の取

り組みを行っており、今後もネットワークの拡充

を図り、早期に対応ができるように努めてまいり
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ます。

次に、小項目２、北海道縦貫自動車道士別市多

寄町―名寄市間の早期着工に関してから、現況及

び課題と今後の対応について申し上げます。北海

道縦貫自動車道士別市多寄町―名寄市間１２キロ

について、平成２６年８月の事業再開の決定以後、

旭川開発建設部により地元住民に対する道路計画

説明会や事業説明会が開催されるとともに、測量

設計が行われております。また、平成２８年度に

おいても引き続き測量設計や用地買収、物件補償

などが予定されていると聞いておりまして、早期

着工に向けて着実に事業が進捗をしているものと

認識をしております。本市といたしましては、本

高規格幹線道路は観光の振興や産業、経済の活性

化のみならず、救急医療の高度化、安定化などに

必要不可欠なインフラでありますので、引き続き

士別市多寄町―名寄市間の一刻も早い着工及び完

成に向けて関係期成会や各種団体等の連携を密に

して、国会議員、関係省庁に対し強く要請をして

まいります。

大項目３、経済産業施策に関して、小項目１、

活力ある商工業振興施策等から、商店街等の活性

化の取り組みについてお答えを申し上げます。市

では、平成２２年度から本年度まで都市機能の強

化と市街地の整備によるにぎわいと活力あるまち

づくり、公共交通機関の充実などによるアクセス

しやすく利便性の高いまちづくりなどを目標に掲

げ、都市再生整備計画を定め、社会資本整備交付

金事業を活用をし、駅前交流プラザよろーなの設

置を初め、老朽化したアーケードの改修、市内循

環コミュニティバスの運行経路及び運行時間等の

改善による名寄地区商店街のアクセス改善など、

中心市街地の活性化に向けた利用しやすい環境整

備に取り組んでまいりました。また、各事業所に

対しては、中心市街地への商業集積を図るために、

都市計画区域の商業地域内で取り組む設備投資な

どへの取り組みに対して、市単独事業として中心

市街地近代化事業など大きなインセンティブを措

置する支援も行ってきたところです。平成２５年

にオープンをいたしました駅前交流プラザよろー

なは、今年度から管理運営を民間団体に指定管理

をされ、人が集まり、人がくつろぐという視点に

おいてはさまざまなサービスの提供に取り組んで

いただいておりまして、にぎわいづくりについて

は一定の成果が出ておりますが、もう一つの視点

である周辺商店街との連携によるにぎわいづくり

によるよろーなから商店街への人の流れをつくる

方策については、さらなるアイデアと取り組みが

必要でありますので、関係機関及び周辺商店街な

どと検討を進めてまいります。

中心市街地活性化については、全国的にさまざ

まな取り組みが行われておりますが、自治体が主

体的に整備をする計画や民間のノウハウを活用し、

公と民が連携をして公共サービスの提供を行うＰ

ＰＰなどの事例がございます。現在民間が先行し

て中心市街地活性化のあるべき姿についての勉強

会や先進地の視察などの取り組みが始められまし

たので、財政状況も勘案しながら、関係団体と連

携し、検討を進めてまいります。一方、中心市街

地を初めとする事業者数については大きく減少す

る中、店舗を減らさない取り組みが求められてお

ります。このことからも現在の店舗支援事業など

の既存の支援制度を利用しやすく見直しを図ると

ともに、新たに市外からの創業、起業するもの、

既存事業を次の世代へ事業継承を促すきっかけづ

くりに対する新たな支援を創設するなどの活性化

策に取り組んでまいります。

小項目２、環太平洋経済連携協定、ＴＰＰ対策

からを申し上げます。環太平洋経済連携協定につ

いては、昨年１０月の大筋合意を受け、国及び道

から農業分野における影響について公表されまし

た。国においては、国内の生産額計約６兆 ００

０億円のうち ３００億円から １００億円が減

少すると試算をしております。道では、道内農林

水産物の生産額は全体の３から４％に当たる４０

２億円から５９８億円程度目減りするとの試算を
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公表しておりまして、特に酪農、畜産での影響が

大きいものとしております。名寄市においては、

現在それらを参考に影響額において調査研究をし

ているところであります。影響を受ける主なもの

を申し上げますと、小麦についてはマークアップ、

輸入差益の引き下げにより外国産小麦の販売価格

が低下をすることに伴って、国内産価格の低下が

想定をされております。てん菜については、チョ

コレートなどの加糖調製品の関税引き下げに伴い、

国内精製糖の価格低下が想定をされております。

牛肉や牛乳については、関税引き下げによる輸入

牛肉の価格低下により競合する乳用種を中心に販

売価格の低下、チーズ等の乳製品における関税引

き下げ低下に伴い、競合する国内産のチーズ等の

価格低下、価格下落が想定をされております。今

後は、引き続き分析を行い、影響額等について算

出をしてまいりたいと考えております。

今後の取り組みについてですが、北海道におい

ては昨年１２月にＴＰＰ対応への基本的な考え方

が示されたところであります。この中では、１、

生産力、競争力の強化、具体的には酪農、畜産の

強化、産地収益力の強化、生産基盤の充実強化な

どが挙げられます。２つ目には、多様な担い手の

育成、こちらは新たな担い手の確保や農業労働力

の確保など、３つ目には国内外の食市場へのチャ

レンジ、道産牛肉の販売力の強化でありますとか、

輸出拡大に向けた試験運送、６次産業化等、これ

らが柱となっているところであります。市におい

ても農業者への情報提供として本年２月の農業セ

ミナーにおいてＴＰＰ協定大筋合意と今後の道北

農業を演題として、市立大学の清水池先生に講演

をいただいたほか、事業としては基盤整備事業、

畜産クラスター計画の充実、輸出拡大に向けた取

り組みや新規で労働力の確保に向けての調査研究

により施策の検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。今後も名寄市の地域産業が再生産可能と

なり、持続的発展をしていくことができるように、

国の施策を有効に活用していきながら、北海道を

初め関係市町村はもとより、生産団体と連携をし

ながら取り組みを進めてまいります。

大項目３、経済産業施策の小項目の（３）、観

光振興計画からについてお答えをいたします。名

寄市観光計画は、新名寄市総合計画後期計画の観

光分野におけるアクションプランとして向こう５

年間の具体的な戦略を定めていることから、平成

２９年度にスタートする名寄市総合計画第２次に

基づく見直しを次年度に行いますが、まずは今月

観光振興計画の戦略事業について行政と関係組織

による内部評価をスタートしたところであります。

内部評価を終えた後は、観光振興計画の見直しに

係る市民委員会を設ける予定でありまして、客観

性と透明性の確保からも外部評価を実施をしてい

ただくとともに、市民の視点での意見や助言をい

ただく中で見直しに向けた作業を進めてまいりた

いと考えております。

なお、名寄市観光振興計画がスタートをするこ

とに伴い、官民の枠を超えてオール名寄体制での

事業展開を図るために、平成２４年５月に名寄市

観光交流振興協議会を設立をいたしましたが、本

協議会は本市のほかなよろ観光まちづくり協会、

風連まちづくり観光、ＪＡ道北なよろ、名寄商工

会議所、風連商工会等で構成をされ、観光振興計

画に沿った広範囲な事業推進に力を注いでまいり

ました。これまでも本協議会の構成団体以外の方

々にもさまざまな観光事業に御協力をいただきな

がら取り組んでおりまして、キャラクター活用事

業では市民などに愛される観光キャラクターを目

指して名寄市立大学の学生の協力により、なよろ

うのラインスタンプを作成をいたしました。また、

ひまわり観光事業では、ＪＡ道北なよろ青年部が

育てた苗をひまわりボランティアが植栽をするほ

か、名寄産業高校の生徒が道北サンピラーパーク

のひまわり畑でひまわりカフェを開くなど、事業

の実施に当たりこれまで多くの市民、関係団体に

御協力をいただいております。次年度の見直しに

当たっては、より一層の協力関係を築くことによ
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り、成果の向上を図ることや訪日外国人旅行者数

が急増するなど現行計画策定後の状況変化を踏ま

えた戦略の見直しなどが課題になると認識をして

おります。

次に、大項目４点目の教育政策に関するうちの

小項目１、名寄市立大学の中長期の展望からにつ

いて申し上げます。名寄市立大学は、昭和３５年

に名寄女子短期大学として開学後５６年経過をし、

また平成１８年の４大開学後１０周年を迎えます。

５月２８日には、１０周年の記念式典を開催をす

る予定で現在準備を進めているところであります。

青木紀現学長の平成２７年度末の退任に伴う今回

の学長選挙により、大学保健福祉学部では佐古和

廣氏が、短期大学部では寺山和幸氏がそれぞれ新

学長に就任をすることとなりました。お尋ねの新

学長に期待をする大学運営については、名寄市立

大学が今後ますます発展をするように両学長が協

力をし合って学内運営に取り組んでいただくこと

を期待しているところであります。

次に、中長期の展望について申し上げます。市

立大学を取り巻く環境は、我が国の１８歳人口が

２０１８年ごろから減少する２０１８年問題、旭

川市の公立大学構想、新設のコミュニティケア教

育研究センターの充実、地域とのさらなる協働、

卒業生の地元定着化、新棟建設を含めた施設整備

など本学として多くの課題を抱えております。今

後は、これらの諸課題を解決をして、大学間競争

に勝ち残り、ケアの未来を開く名寄市立大学が１

０年先、２０年先も発展をしていけるように、平

成２８年度中に名寄市立大学の将来計画を策定を

し、計画策定の中で中長期の展望を示してまいり

たいと考えております。

大項目５、市民の声から、小項目１、今冬の雪

害と除排雪対策についてお答えをいたします。初

めに、除排雪事業の中間総括について申し上げま

す。今年度の初雪が１１月２１日に観測をされ、

１月１９日降った雪が３３センチと最大で、２月

２３日には最大積雪深１３６センチとなりました

が、年明けから雪が降り続けたことにより、累積

降雪量は３月６日現在で７２６センチとなってお

りますが、おおよそ平年値で推移をしているとこ

ろであります。

除雪に伴う除排雪作業につきましては、１２月

２４日から幹線道路の排雪を一般体制で開始をし、

積雪状況を確認をして３月５日で終了をいたしま

した。この間排雪ダンプの運搬台数も１万 ８０

０台の計画に対して１万 ７００台の実績となっ

ており、おおむね計画どおりでございました。ま

た、１月７日から生活道路の排雪を３班体制でス

タートし、全路線を３月３日に終了をいたしてお

ります。排雪作業に当たっては、現場に応じての

構成として、多少変わりますけれども、排雪機械

と一般の構成機械は大型ロータリーが１台、タイ

ヤショベルが２台、グレーダーが１台、排雪ダン

プが１１台から最大１６台と交通誘導員が５名、

これで１班として進めております。通常では、幹

線道路の排雪に１班、生活道路は２班として進め

て、幹線道路の排雪が完了してから生活道路を３

班体制ということで進めております。今冬は１２

月まで降雪が少なく、年明けから連日の降雪によ

り１月からの降雪量が平年並みとなった状況であ

りまして、近年の降雪状況の変化に対応した除排

雪体制として、除雪機械や作業員の増強は現時点

では難しいと判断をしているところであります。

今後は、本年度の降雪パターンや積雪状況に対応

できる除排雪の検証を行うとともに、次年度につ

いては除排雪に対する市民周知を継続して進め、

除雪業者を初めとする関係機関と協議を行い、快

適な冬の道路環境の整備を行ってまいります。

次に、屋根の雪おろし対策についてであります

が、今シーズンの降雪の状況につきましては、気

象庁の統計によりますと１２月は前年に比べて少

なかったものの、年明けて１月、２月の降雪量が

例年に比べて非常に多く、融雪期における事故に

注意を呼びかけているところであります。屋根の

雪おろし作業中や除雪作業中の事故発生状況につ
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きましては、名寄消防署が雪による被害で救急搬

送した方は本シーズン７名で、うち死者が１名、

重症が３名、軽症が３名となっております。屋根

からの落雪や除雪作業による事故防止対策につき

ましては、安全な服装で命綱をつけることや気温

が高くなる午後は屋根の雪が緩むために注意をす

ること、雪おろしは１人で行わず、２人以上もし

くは家族や隣近所に声をかけるなど、命を守るた

めに十分な備えをすることが必要となります。今

後におきましても広報や新聞紙面を活用しながら、

雪おろしや除雪作業中の注意点など適切な時期に

事故防止についての呼びかけを行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目４、

教育政策に関して、小項目（２）の教育行政執行

方針から、まず教科書選定過程等についてお答え

いたします。

教科書の採択については、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律を初めとした関

連法令によりその方法、手続が定められ、採択権

者である市町村教育委員会等の判断と責任により

十分な調査研究に基づき、適正かつ公正に行われ

ることになっております。北海道の場合、２４の

採択地区となっておりまして、上川は旭川市を除

く２２市町村で構成する第６地区教科用図書採択

教育委員会協議会において共同採択をすると、そ

ういう手法をとっております。調査委員会は、採

択地区内から校長、教頭、教諭、学識経験者など

教科ごとに５名程度が選出され、調査員となり、

文部科学省から認定されましたいわゆる検定本を

調査研究し、それぞれの検定本の特徴などを含め、

その調査結果を採択教育委員会協議会に報告いた

します。調査に当たりましては、まず１つ目に学

習指導要領に基づいて正確、適切に取り扱われて

いるか、系統的な反復学習や繰り返し学習、他教

科との関連する内容などがどのように取り扱われ

ているかなど題材の取り扱いや程度にかかわるも

の、２つ目には生徒の学習意欲を高める工夫がな

されているかなど、使用上の配慮等にかかわるも

の、３つ目には地域の実態や学年の発達段階に応

じて系統的、発展的に組織されているかなど、内

容の構成や分量にかかわるものであります。以上

３つの観点に基づいて調査が行われ、協議会に答

申することとなっております。次に、採択教育委

員会協議会では、調査委員会委員長からの調査結

果の説明を受けて協議し、科目ごとに同一の教科

書を採択いたします。最後に、それぞれの市町村

教育委員会において採択教育委員会で採択された

教科書について教育委員会議に諮り採択する。以

上のような手順によって教科書は採択されること

になっております。

次に、家庭教育の推進から、早寝早起き朝御飯

の生活習慣についてお答えいたします。本市の児

童生徒におきましては、ゲームやインターネット

をする時間、朝食の摂取率などの生活習慣にはい

まだ課題が見られ、子供たちの確かな学力を育む

ために望ましい生活習慣の定着を図ることがます

ます重要になっております。このような現状を踏

まえまして、社会教育においては親子のコミュニ

ケーションや触れ合いを重視した家庭教育支援事

業を実施してきております。本事業においては、

子育て支援センターと連携し、未就学児を対象に

した早寝早起き朝ごはん体操などを行う親子ふれ

あい体操や家庭教育支援講座における子育てに関

する専門的な知識や経験を持った方の講演会の実

施、さらに市内の幼稚園内に開設していただいて

いる家庭教育学級事業の支援などを行っていると

ころでございます。このような事業を通して早寝

早起き朝御飯を含む生活習慣の重要性について啓

発に努めてきているところでございます。

本年度からは、子供の生活習慣づくりの推進事

業といたしまして、名寄子供朝活事業を既存の事

業と連携し、実施をしております。これは、子供

の生活習慣が乱れがちな長期休業期間に午前中の

時間を利用し、保護者と子供が一緒に体を動かし、
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食事をつくり、食べ、学習または体験活動を行う

といったプログラムを組み込んだ事業で、具体的

には夏期休業期間のへっちゃＬＡＮＤ２０１５で

実施いたしました。今月末の春休みには、春休み

英語クラブで実施する予定でございます。これは、

子供一人一人が社会で生きる実践的な力を育成す

るために、その基盤となる学習習慣、運動習慣を

含む望ましい生活習慣を身につけることが重要で

あるとの認識のもと、事業計画を実施しているも

のであります。このように社会教育におきまして

は、子供一人一人の社会で生きる実践的な力の育

成を目指し、その基盤となる望ましい生活習慣を

身につけることが重要であるとの認識のもと、家

庭教育支援事業の充実に努めております。

次に、学校教育における取り組みについてお答

えいたしたいと思います。まず、各学校において

は児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食

習慣などを身につけるために、例えば小学校２年

生の学級活動では朝御飯を食べると眠気を覚ます

ことができること、５年生家庭科では朝食を食べ

ることによって学習や活動のための体の準備がで

きることを学習するなど、児童生徒の発達段階に

応じた食に関する指導の充実に努めております。

また、平成２６年度に名寄市教育改善プロジェク

ト委員会において児童生徒のよりよい育ちのため

に従来の家庭で取り組む５つのポイントを見直し

まして、家庭で取り組む７つのポイントを作成い

たしました。これを受け、各学校においては学校

便りや参観日の懇談等で児童生徒が朝食をしっか

り食べることなどの基本的な生活習慣を身につけ

ることができるよう各家庭での取り組みをお願い

しているところであります。

さらに、本年度は学校教育と社会教育が連携し、

北海道学力向上推進事業、子供の生活習慣づくり

推進事業、北海道の子どもたちの学力について考

える会ｉｎなよろを開催いたしました。本事業に

は、市内社会教育関係者、ＰＴＡ、安心安全会議

の方々など１６５名に参加いただきまして、旭川

赤十字病院小児科部長の講演に加え、家庭で取り

組む７つのポイントの成果と課題について話し合

うワークショップにおいて、朝食摂取状況等の生

活習慣について意見交流を行い、児童生徒の望ま

しい生活習慣の定着や学力向上等に地域が一体と

なって取り組む機運を高めることができました。

教育委員会といたしましては、早寝早起き朝御飯

等の生活習慣を確立することは、本市の児童生徒

の継続的な課題であり、生きる力を育てるための

重要な視点と捉えております。今後も学校と家庭

の連携を深めながら、家庭で取り組む７つのポイ

ントの浸透や名寄子供朝活事業の充実を図るなど

しまして、社会教育と学校教育が一体となって児

童生徒の早寝早起き朝御飯等の望ましい生活習慣

が身につくよう取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

与えられた時間の中で再質問を行ってまいりたい

と思います。最初の質問どおり、順番が入り繰り

があろうかと思いますけれども、あらかじめ後先

になることを御承知願いたいと思います。

それではまず最初に、加藤市長の市政執行方針、

市政推進の基本的な考え方に対してお伺いをいた

します。先ほどの御答弁では、基本的な考え方の

うち民間会社的発想での行財政運営についてお答

えをいただきました。市政執行方針の中には、今

回これまでの市民の皆さんとの対話と連携という、

これに加えて新たに市民力という言葉が付加され

ていました。新たに付加された市民力という言葉

について、市民の皆さんにおわかりになるように

改めて御説明をいただければと思いますが、よろ

しいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） この間市政を推進させて

いただく中で、これまでも市民の皆さんとの対話

と連携ということを、そのことによっての協働の
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まちづくりということを非常に念頭に置いて、ま

た意識して推進をさせていただいたつもりであり

ます。そんな中でここ近年では、いろんな芽が出

てきているなというふうに思っています。地域の

中においては、最北のこの地でワイナリーをつく

ってみようという若い方たちが出てきていたりだ

とか、さらにはスポーツの分野において特出する

成果を上げるような方たちが出てきていると。さ

らには、冬の寒い季節においても、また寒い季節

だからこそ、知恵を絞って新たな農業産品に取り

組みをし、全国的に知名度を上げている方等々、

この間本当に私は市民の皆さんの力には驚かされ、

その市民の力を改めてすばらしいなというふうに

感じているところであります。この市民の皆さん

の力をさらに我々は引き出していくことで、市民

一体となった、また力強いまちづくりの推進がで

きるのでないか、そんな昨今のそうした状況を受

けて、私なりに感銘を受け、またそのことにみん

なが自信を持って、誇りを持って、さらにみんな

でまちづくりを進めていきたい、そんな願いと思

いを込めまして、そうしたお話をさせていただい

たところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

した。これからも新たな潜在的な能力、スキルを

持った市民の皆さんが登場して、市長が期待され

る市民力というものが大いに発揮されることを願

ってやみませんが、次の合併１０年を顧みてとい

う、合併１０年についてお聞きをしてまいります。

平成の合併は、風連町と名寄市が間もなく１０

年目を迎えるということになるのですけれども、

少し趣旨をひもといて言いますと、昭和の合併と

いうのが出てきます。智恵文村と名寄町が合併し

たのは１９５４年だと。昭和２９年８月に合併し

て、その２年後に、１９５６年４月の市制施行と

いうふうになって初めて名寄市という、道内で２

１番目の市制施行というふうになりました。昭和

の合併の智恵文村と名寄町が合併からことしの８

月で６２年目、市制施行からちょうど６０年目と

いうことになります。この合併は今日の名寄市の

礎になるだろうなというふうに思うのですけれど

も、今回風連町と名寄市が合併から１０年目を迎

え、冠事業や式典がホームページに掲載されてい

ますけれども、昭和の合併で名寄市の礎を築いた

智恵文村との合併についても市制施行６０年とい

うまことに節目の年数にもなりますので、いろん

なパンフレットあるいはしおりなど発行されるの

だろうと思うのですけれども、智恵文村の市制施

行の６０年というのもあわせて風連町の合併１０

年というタイトルのところに併記することは可能

かどうか、ちょっとお伺いをしてみたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２０分

再開 午前１１時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回風連地区と名寄地区

が合併して新たな１０年ということでの市制施行

１０年ということでの式典ということでございま

す。議員の思いや、ちょっと今外しておりますけ

れども、山田議員等も初め、智恵文地域の皆さん

の思いは十分理解をしているつもりでありまして、

今後ともそれぞれの地域がお互いの地域性をしっ

かりと理解して、また尊重しつつ、それぞれが調

和した中で名寄市の発展に努めていきたいと、そ

んなみんなが思いを持てる式典にできればという

ふうに考えておりました。ぜひ御理解いただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、続いてい

ただいている資料だとかホームページを拝見する

と、合併１０年、祝う催しが非常に数多く企画も

されています。その中でプリントアウトすると、

風連町と名寄市の合併１０年の歩みを記録した年
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表は作成されているのですけれども、今回名寄市

と風連町の合併に至るまではかなり濃密な１０年

の足跡だなというふうに考えるのですけれども、

年表のみならず、１０年の足跡を記録するような

市史の編さんというのをお考えにあるかどうかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １０年の市史ということ

で改めてつくるという予定はございませんけれど

も、今まさに総合計画を策定をしていく中で、こ

れまでの１０年の歩みを振り返って、これからの

１０年を展望していくという中においてしっかり

とそれまでの経過を市民みんなで胸に刻みつつ、

新しいまちづくりに邁進をしていきたいものだと

いうふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。１０

年の歩みをある程度の期間の中で市史としてまと

めていくことがいつの日か、今の名寄市史という

ものはかなり年数を経ていますので、陳腐化して

きていることもあるのだろうと思いますので、い

ずれの機会に市史の編さんというのも事業として

起こってくるだろうと思うのです。その間資料が

散逸しないように、ある程度のタイムスパンでま

とめておくことも必要だろうと思ったので、あえ

てお聞きをしました。

それでは、第２次総合計画策定についてお伺い

をいたします。お話では、従来どおり基本構想、

基本計画、実施計画の３層構造というふうになっ

ていると。予定をしているというお話でございま

した。計画期間は約１０年というふうに予定をし

ていると。あとは、具体的な内容、中身について

は今後議会とも相談をしていきたいということで

すので、ぜひその機会を捉えて、また再度こうし

た場で御意見を伺っていきたいなというふうに考

えております。

あと次に、介護待機者についてお伺いをいたし

ます。先ほど市長のほうからもるる現状について

お話がございました。待機者数、あるいは重複し

ている、そういったことも含めて数字的な御説明

もございましたが、非常に根本的な御質問で恐縮

なのですけれども、なぜ介護職の人材が不足して

いるかという端的な理由というのはいかがでござ

いますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これは、名寄市だけでな

くて、先ほども申し上げたとおり北海道内あるい

は全国的な課題であろうということであります。

国も処遇改善の施策を打ち出しているということ

だとすると、やはり仕事に対しての見合いという

か、報酬というものに対してがなかなか理解をさ

れていない。あるいは、仕事そのものがもうちょ

っと魅力的なものだということを国民あるいは地

域の皆さんがまだまだ理解をされていないという

ところに要因があるのではないかなというふうに

思います。全体として今就業者数がどこの業種も

減少しているという中でありますので、全体とし

ての問題ではありますけれども、とりわけ介護職

に関してはそうした課題があるのかなというふう

に捉えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） おっしゃるとおりだ

ろうと思うのですけれども、確かに賃金が低い、

あるいは休みがとりにくい、仕事がきつい、社会

的評価が低い、今おっしゃったとおりだろうとい

うふうに考えるのです。ただ、国の介護職の対応

というのか、ちょっと私抜き書きしているのです

けれども、どうも即効性というか、特効薬にはな

りづらいなと。かなり多くの時間が必要だなとい

うふうに考えます。介護福祉士の上位資格となる

認定介護福祉士だとか、いろいろやっていくには

時間がかかり過ぎるなという感じがするのですけ

れども、今外国人というのでしょうか、わかりや

すい言葉で言うとＥＰＡ介護士という、経済連携

協定でそういった介護職を目指してくる外国人の

方、主にインドネシアやフィリピン、そういった
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ところから介護士として働きたいという要望を持

って入国されてくるという、こういうＥＰＡ介護

士の受け入れというのは名寄市でも可能なのでし

ょうか。現実的に可能なのかどうか、もしその辺

のお考えがあればお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ＥＰＡ介護士という言葉

なのですね。今外国人の介護士の参入障壁が大分

下がってきているというお話は聞いておりますし、

また東川町さんでしたか、いわゆる外国人を語学

学校やって、その後そうした職につきたいという

か、そうしたことに導いていきたいみたいな方向

性も考えているようなお話もお聞きをしたことが

あります。当然外国人の方であっても日本語をし

っかりとお話ができて、同じようなサービスが提

供できる方であれば、人材としては採用するとい

う可能性はあるのかもしれませんけれども、外国

人をいざ採用するに当たっていろんな障壁がある

のかもしれません。そこまでは、ちょっと私もま

だ承知しておりませんし、もし補足あったら説明

してほしいのですけれども、まだそうしたところ

まで検討はしていないという段階でありますので、

今議員からも御指摘をいただきましたので、そう

した可能性についてもぜひ研究はしてまいりたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 名寄市で大体風連、

名寄で合わせて約２０人ぐらいの受け入れができ

ていないと。定員割れ、ユニットの閉鎖というこ

とですけれども、民間のほうでも約２０人ぐらい

の介護職の不足によって受け入れができない。約

４０人から５０人近い要介護者が入所できない、

あるいは利用できないということになっているよ

うです。また、私も新聞等でしかわかってはいな

いのですけれども、介護職の平均給与というのが

普通の全産業の賃金と比べると１０万円ぐらい低

いというような、そんな数字もございますので、

市長がおっしゃっているように処遇改善というの

はかなりある意味で即効性があるのかもしれませ

んし、特効薬になる可能性もあるのだなというふ

うに考えていますので、介護職あるいは人材の確

保、養成、そういった観点でぜひとも取り組んで

いただきたいというふうに考えています。

次に、経済産業施策から、商工振興等について

お伺いをいたします。御答弁の中に駅前交流プラ

ザよろーなについてお話がございました。この事

業は、お話しのとおり社会資本整備総合計画の中

の基幹事業である都市再生整備計画事業の中で取

り組まれた。期間がおっしゃっていたように２２

年度から２７年度までの６年間ということなので

すけれども、この計画期間が２７年度で切れると

いうことです。この計画期間中は、中心市街地の

活性化の中で目玉になっていた３・６地区の市街

地再開発というのがございましたけれども、ただ

ここでは都市再生整備計画の期間内での事業完結

が見込めないということで、平成２４年でしたか、

たしか見送られた。除外されたという経緯がござ

います。今回改めて３・６地区のほうを見て回っ

たのですけれども、建物がなくなっていたり、除

却されていたり、撤去されたりして、当時とはい

ささかさま変わりしてきているなということもご

ざいます。以前は、地権者と建物の持ち主の権利

の問題でかなり複雑なところがあったというよう

なお話もございましたけれども、今改めて３・６

地区について見回したときに、果たして再開発事

業としての復活、あるいは再開して協議を重ねる

ということが果たして可能かどうか、この点につ

いてお伺いをいたしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 前回の都市再生整備計画

の中での中心市街地活性化、さらには３・６地区

の再開発事業については、いろんな要素があって

断念せざるを得なかったということがあろうと思

います。その一つには、やはり地権者の皆様のそ

うした意思統一が図れないであろうというような
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こともあったかと思います。その中でそうした障

壁が前回のときに比べたら除外はされてきている

ということはそのとおりだというふうに思います。

一方で、やはり主役になるのは商業者さんであっ

て、その地域に住む商業事業者さんであり、地権

者さんであるというところが熱い思いで盛り上が

ってくるということがまずは第一になるのだろう

というふうに思います。その中でまた改めて今そ

うした機運が高まっているということは理解して

おりますし、当然名寄市も３・６地区の中に公用

地を所有しているということもありますので、先

ほども申し上げましたとおり、そこはそうした計

画が今先行的に進んでいるということも踏まえて

しっかりと連携をして、財政の状況もありますの

で、そうしたことも勘案しながら協議を進めてま

いりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

答弁の中に民間で主導的にまちづくりで成功し

ている自治体を見ていくと、民間が主導になって

役割、旗振りをやって活性化している自治体の例

についても触れておられたなと思うのですけれど

も、私も市長が民間の出身で、経営者として辣腕

も振るわれていたなという思いがあるのですけれ

ども、いろんな事業だとか、そういったものに取

り組むときには、経営資源である人、物、金、情

報というものを投入をして、ちょっとおくれてい

る事業や、あるいは新規に取り組む事業というの

にいろんなものを投入して取り組むという、そう

いう経営的な実態がございますけれども、民間的

な、民間のほうが主導的に、あるいは先導的に旗

振りをやっているという中で、これに呼応する形

でやはり自治体もそういった人材の投入があって

もいいのかなというふうに思うのです。決して今

の営戦だとか経済部がどうのこうのということで

はなしに、少し沈滞、停滞を余儀なくされている

名寄市の中心市街地活性化にとどまらず、商工業

の振興という観点から見て、ここはひとつ人、物、

金、情報も集中して投下していいかなというふう

に考えるのですが、民間会社的発想で市長はどの

ようにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市政を推進するに当たっ

て、外部有識者の皆さんからあらゆるところで、

そのポイント、ポイントで御指導をいただく、あ

るいは場合によっては招致をしていくだとかとい

うことは非常に大事な視点だというふうに思いま

す。今回の中心市街地、とりわけ３・６地区の再

開発ということになってくると、これがある程度

やりたい、こうしたことがやりたい、具現化して

きたときには、非常に専門性の高い分野になって

くると。そうしたところでは、専門性の高いコン

サルティングという言い方がいいのか、そうした

投入も相談をしながら進めていく、このことは検

討していかなければならないというふうに思いま

す。加えて、名寄市においても一昨年でしたか、

シティーマネージャーに準じるような、国から人

を招致するような事業に手を挙げて採択にはなら

なかった経過もありますけれども、引き続きそう

したことも国に対しては要請をしていき、いろん

な人材の力を幅広く活用して、今後とも市政の運

営を推進していくという考え方については議員の

おっしゃるとおりだというふうに思いますし、継

続してそうしたことを模索していきたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ぜひお願いをしたい

というふうに考えております。

それでは次に、名寄大学についてお聞きをした

いというふうに考えております。市長、最初の立

起のときにたしか短大の児童学科の４年制という

のを公約に掲げておりました。２期目のちょうど

中間点で有言実行の偉業をなし遂げたのだなとい

うふうに改めて敬服する次第なのですけれども、

今回新たに市立大学と短期大学にそれぞれ学長が

誕生されたということでございます。今後中長期
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の目標について策定をされていくということでご

ざいますけれども、今の名寄大学というのは保健、

福祉、医療に特化をした大学となって、資格取得

系の大学だろうというふうに言っても差し支えな

いかなと思うのですけれども、今後の１８歳人口

の減少も含めて、今の現行の保健、医療、福祉に

特化した人材養成をさらに発展をさせて、例えば

医療技術系の分野、理学療法士、作業療法士、い

ろいろあろうかと思います。そういった分野にま

で学部、学科の構成、再構成というような、中長

期の中では出てこないかもしれませんが、計画と

して温めている余地があるのかどうか、ちょっと

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 理学療法士や作業療法士

といった医療技術職に関しての学科、カリキュラ

ムの拡大ということを設置者として考えていると

いうことは今のところございません。中長期の中

で、あるいは将来的に見てそうした人材養成とい

うことが名寄市立大学の理念として理にかなって

いるのか、地域性としてどうなのか、あらゆる角

度から、これはその中長期の計画の中で検討の議

題の一つには今議員からもお話しいただきました

ので、させていただくことはやぶさかでないとい

うふうに思いますけれども、それがどうなのかと

いうのはちょっと今のところ私も判断しかねると

ころでありますので、御理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 新年度から新たに学

長が２人制になるということでございます。市民

の皆さんと近い距離の中で大学があるように願っ

てやまないのですけれども、ぜひとも佐古氏ある

いは寺山両学長と市長と３人による鼎談を、ある

いは定期的に市民との距離感を縮めていこうとい

う狙いからも、それぞれの学長がお持ちである所

信について表明をしていただいて、大学としてお

二人が目指す大学運営についてお話を聞く機会を

早期に、３人ですから鼎談という形でも何でも結

構ですから、ぜひ開催をしていただいて、身近な

大学として市民と距離を縮めていただきたいなと

いうふうに考えております。

次に、教科書の選定、採択について御質問させ

ていただきます。先ほど教育長のほうからるる御

丁寧な御答弁をいただきました。一回聞いた経緯

ではなかなか難しいなと思うのですけれども、た

だ単に教科書というのは未来を担う子供たちのさ

まざまな可能性を引き出して、行く行くは人間と

して育っていくための貴重な糧となっていくもの

だろうというふうに考えています。ただ、それゆ

えにどんな教材が子供たちにとって学ぶ教科書な

のかということは、親御さんにとっても非常に重

大な関心事だろうというふうに考えています。た

だ単に道教委のほうで、１月末であったなと思う

のですけれども、教科書会社が検定中の教科書を

教員に見せて意見を聞き、謝礼金を支払っていた

という、ちょっと初めて聞いたときにはよくわか

らないというのがございましたけれども、じっく

り読んでいきますとしてはいけないことだという

ことがわかりました。北海道では、４８９人の教

員の方が今回そういう謝礼もしくはそういったも

のをいただいていいたという、不確定な情報で大

変申しわけないのですけれども、都道府県別で北

海道が一番多かったというような記事も読んでご

ざいます。差し障りない程度で結構なのですけれ

ども、このうち名寄市ではどのような該当者数と

いうのがあるのかどうか、個人の情報にかかわら

ない程度で数字がわかればお教えいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御指摘の件について

でございますけれども、平成２６年度の教科書発

行者によって、採択の公平性、透明性に疑念を生

じさせかねない行為が行われたという事案があっ

たことから、今御指摘のありましたように検定中

の教科書を閲覧させて謝金として現金を渡したと
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いう、そういう問題について、文部科学省が出版

会社からデータの提供を受けまして、各都道府県

に調査を指示したものでございます。今現在道教

委で道内関係分を調査中でございまして、そんな

経過から現時点での答弁はちょっと控えさせてい

ただきたいと。よろしく御理解願いたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

かなりデリケートな部分もあるのかなというふ

うに考えますけれども、今教育長のほうからお話

があったように、文科省、道教委のほうから、今

回市教委にはどの程度の指示、依頼というのが来

ているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどからもお話しし

ていますように、調査の内容につきましては検定

中の教科書を閲覧させて、そして謝金として現金

を渡したと。その事実の確認をしているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。そう

いう調査を今市教委のほうでも行っているという

ニュアンスでお聞きをしました。

今回の教科書謝礼問題については、当然名寄市

の教育委員会の会議においてもこういう経緯があ

ったのだという、教育委員の皆さんにはお知らせ

をされているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 教育委員さんのほうに

もその概要についてはお知らせをしているところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

私教育委員会のほうの教育委員会議の会議録と

いうのを毎回見ているのですけれども、ただ２７

年度は２７年４月までしか掲載されていなくて、

残りは全くホームページのほうに登載されていな

いと。いつの時点で教育委員の皆さんに会議とし

て、議案として、題材としてお知らせをしたのか

というのが４月までしか載っていないものですか

ら、なかなか把握ができないというところでもご

ざいました。未登載の部分については、２７年度

も今月で終わりですので、会議録についてはぜひ

おくれないように掲載をしていただきたいなとい

うふうに考えています。

非常にデリケートな部分ですので、お答えでき

ないということもございましたけれども、続いて

早寝早起き朝御飯についてお聞きをしてまいりま

す。先ほど社会教育と学校教育の観点、両面から

お話をいただきました。学校教育のほうでは、い

ろんな父兄との連絡ツールも使って、学校便りだ

とか、そういった観点からも朝食をとるのだよと。

朝食をとることの重要性についても認識を深めて

もらっているというようなことでございました。

また、社会教育のほうは、親子の触れ合いだとか、

あるいはへっちゃＬＡＮＤ、いろんなイベントや

集いなどを通して朝食をとることの重要性につい

て認識を深めてもらっているというお話ではござ

いましたが、ただ数字捉まえているかどうかわか

りませんけれども、現実に朝の朝食をとらないで

登校している児童生徒というのはいるのです。た

だ、こういうふうに教育長もおっしゃっていたよ

うに、朝食をとらないで登校する生徒というのは、

学力・学習状況調査の中で拝見すると成績上位の

グループというのは朝食をとる子供が、ほぼ９０

％朝食をとっていると。成績の悪いグループとい

うふうに、これ私が言っているわけではないので、

教育長の所管するその学力・学習状況調査の中で

書いてあるのですけれども、そこは８割方朝食は

とっているけれども、残り２割は朝食をとってい

ないという数字が出ています。だから、朝食をと

らないという子供たちは学習力が落ちる、あるい

は集中力が足りない、いろんなことでそういうこ

とになるのだろうと思うのですけれども、現実と

して学校に朝食をとらないで登校される子供につ
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いてはどのような対策というのが考えられるでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 朝御飯を食べないで学

校に来ている子供たちの学校での取り組みの状況

ということでございますけれども、子供たちが各

家庭においてしっかり朝御飯を食べるということ

は、成長期に必要なエネルギーを摂取することだ

けではないと思っております。１日を元気に活動

するために必要な生活習慣の一つだと受けとめて

いるところでございます。今お話にもありました

けれども、各学校では全国学力・学習状況調査の

結果、これはもちろんですけれども、独自調査な

ども実は学校ごとに行っておりまして、朝御飯を

食べずに登校している子供たちの様子を捉えて声

かけをしたり、朝御飯を食べていない状況や原因

を把握しているところでございます。また、家庭

訪問をするなどいたしまして、保護者との連携を

図って、朝御飯を食べることの大切さというので

しょうか、そういうものを話し合ったり、あと朝

御飯を食べさせて登校させていただきたいという

ような働きかけなど、各学校できめ細かな対応に

努めているというところでございます。早寝早起

き朝御飯だけなくて、子供たちの望ましい生活習

慣を確立するためには、やっぱり家庭での取り組

みを充実させていくことが極めて大事だと考えて

おります。したがいまして、教育委員会といたし

ましては、学校が家庭と連携を図りながら、子供

たちが朝御飯をしっかりと食べる習慣を身につけ

るよう今後も努めていきたいなと思いますし、ま

た朝御飯を食べていない原因は保護者だけの力で

改善することが困難な場合もあろうかなと思いま

すので、そんな場合は学校だけで解決しようとす

るということではなくて、児童センターですとか、

健康福祉部のほうでも対応をやっていますので、

連携を図りながら対応するよう学校のほうに支援

してまいりたいと、そんなふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今小野教育長のほう

で後段のほうで述べられたとおり、確かに朝食を

食べないで登校する児童生徒はそれぞれなりの事

情を抱えているのだろうなというふうに思います。

ただ、今おっしゃっていたように学校教育で、あ

るいは家庭教育、社会教育の中で訴えていくとい

うことなのですけれども、そういったさまざまな

事情を抱えている方こそが意外と声が届きにくい、

手が届きにくいという。改善に時間がかかるよう

に私思うのですけれども、先日社会教育のほうで

講演会あるいは講座が開かれまして、私たまたま

参加をさせていただきました。そこで北海道家庭

教育サポート企業制度というのを短い時間でした

けれども、御説明をいただきまして、その後ちょ

っと御担当の方とお話をしたのですが、今名寄は

１６社締結をしているというお話です。見ていく

と、食品会社あるいはスーパーというのはないの

ですけれども、よそ様の自治体を見ていくとスー

パー、ホテル、食料品卸、いろんな業種、業態の

方がいらっしゃるのだなというふうに思ったので

すが、そこの御担当の方に例えば消費期限、賞味

期限を１週間なり１０日なり残して、その具材、

商品を持ち寄ってフードバンクみたいのを構成を

して、朝食をとらない欠食をしている児童生徒に

供するという、北海道サポート企業制度の中で取

り組んでいくことは可能ですかというふうにちょ

っと聞いてみたのです。そうすると、私どもとし

ては強制力を持ってお願いすることはできないに

しても、協定を結んだ企業同士の話し合いの中で、

商品、食品、資材を持ち寄ってさまざまな事情で

食品をとれない児童生徒に供することは可能だろ

うというようにお話をされていました。ただ、そ

れをやれとは言えないので、本州のほうでは子供

食堂というような取り組みもやっているところも

あるというふうにお話を聞いたものですから、ぜ

ひとも朝食をとらない児童生徒に効果的に食事を

とっていただいて、授業に集中力を増して、学力

を身につけていただくという一歩踏み込んだ取り
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組みもいいのかなというふうに考えるのですけれ

ども、ちょっと今突然申し上げてなかなかお考え

もまとまらないかなと思うのですけれども、こう

いった取り組みについてはいかがでございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 子供食堂というのは全

国的にぽつぽつ出始めてきているところではない

かなと思いますけれども、今御指摘のように突如

言われましたので、教育委員会でやることなのか、

他の部局でやることなのか、他の部局と連携して

やることなのか、ちょっと今の段階では判断しか

ねますので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、除排雪、

雪おろしについてお伺いをしてまいりたいと思い

ます。

ことしは、２月の中旬以降だなと思うのですけ

れども、連日のように雪が降りました。毎日のよ

うに雪かきに追われたなという、そういう思いで

ございます。雪の降り方によって除雪と排雪タイ

ミングが合わないで、排雪はいつ来るのだという、

こういうクレームも、多分担当原課のほう、ある

いは部局のほうにはそういう電話も鳴り響いてい

たのではないかなというふうに想像にかたくない

のですけれども、ただ本通といいましょうか、条

通というか、そういったところはまだしも、仲通

の東西南北というのがなかなか除排雪が行き届か

ないで、かなり道路の両サイドに雪がたまってい

ました。私もちょっと懸念するなというふうに思

ったものですから、消防署に問い合わせて、降雪

期の名寄市における火災状況をちょっと聞いてみ

ました。そうすると、雪が降り始めて発生した火

災というのは３件だということです。１つは、初

期消火ですぐ消しとめたという、大事には至らな

かったという家屋の火災です。残り２件は、建設

機器の車両火災ということで、まことに名寄市の

防火思想というのが行き届いているのだというふ

うにおっしゃっておりましたけれども、ただ名寄

の場合、たまたまですけれども、火災が出火して

いないのかどうかわかりません。消防署あるいは

そういったところの防火思想が徹底しているのか

どうか、その辺もちょっと確認するすべはないの

ですけれども、ただ名寄消防署には物すごく大き

な消防車があると。水嶺というのだそうですが、

全長７７５センチ、車幅が２４９センチで車高が

３メーター３２センチということで、水嶺という

消防自動車があるのだそうですけれども、万が一

のときの火災出火時に出動して、最小半径で降り

積もった峡谷になっているような、車が１台通る

のが可能なところの除排雪道路で、果たして出入

りできますかねと言うと黙ったままでございまし

たけれども、こういった雪の降り方によって消防

車の乗り入れや消火活動に支障が出るのではない

かという危惧する声をどのようにお考えになって

おられますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 除排雪の質問に関しては、

この後の一般質問でもたくさん出ると思うので、

中村部長も準備していると思いますが、基本的に

はいわゆる町中は排雪１回ということであります

けれども、しかし緊急車両が通れないということ

はやっぱりゆゆしき問題でありますので、そうし

たところはしっかりそれぞれ点検を重ねながら、

小型のロータリーとか一定の幅員を確保するとい

うようなことは点検をしながらやっているつもり

でありますし、また市民からそうした声があって

指摘をする場合には現場に出向いて確認をし、場

合によっては対応していくということをさせてい

ただいているつもりでありまして、今後ともそう

した対応で、できるだけというか、そういった緊

急車両の通行には支障のないような除排雪体制を

しっかりとやっていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 積み残した質問につ

いては、この後一般質問あるいは予算議会のほう

で、予算特別委員会のほうで同僚議員のほうから
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お願いをしたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

平成２８年度市政執行方針について外４件を、

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 御指名をいただきま

したので、市民連合・凛風会を代表して質問を申

し上げたいと思います。

きょうは、あの３月１１日、東日本大震災発生

と東電福島第一原発事故から丸５年、改めて忘れ

てはならない地震、津波、自然災害と原発事故で

犠牲になった人たち、そして被災された皆さんに

哀悼の誠とお見舞いを申し上げるところでござい

ます。私たちは、いつまでも忘れてはならないこ

とを伝えていきたいというふうに思います。

私は、この５年間に３回福島県に訪問いたしま

したが、そのうち１回、一昨年８月に社民党の全

国議員団研修で視察に行ってきました。中１日は

国会議員団や現地双葉町、半澤副町長を先頭にバ

ス３台を連ね、荒廃したままの町を通り、東電福

島第一原発の５００メートルまで接近し、現地視

察を行いました。眼下に大型クレーンや原発が遠

望できる大熊町在宅介護支援センター前で下車を

して現状の報告を受ける予定でありましたが、毎

時１５マイクロシーベルトと線量が高く、急遽数

キロメートル戻り、無人の双葉町庁舎前で説明を

受けました。駅前にある傾いたアーケード型の看

板、原子力郷土の発展豊かなエネルギーを横目に、

半澤副町長から取り返すことができない原発事故

の悲惨さや苦悩を聞くとともに、いつまでも福島

を忘れないでほしいに胸が詰まる思いでした。

さて、加藤市長も２期目も後半に入ります。一

見順調のように見えますが、２万 ０００市民の

評価はどうなのか。今のところ私もデータは持ち

合わせてはおりません。多くの市民にとって、こ

れからも名寄に住み続けたいと思い、安心感、満

足感が高まり、結果として住民福祉向上の果実が

積み重なっていれば幸いでございます。新年度は、

通常の年とは違った１年となるのではないでしょ

うか。超少子高齢化社会、人口減少、合併１０年

後の地域文化の創造、ＴＰＰ大筋合意問題や消費

税増税と地域経済、農業への影響、農業を初め建

設、福祉、医療等広範囲にわたる人材や雇用確保

等の難題が待ち受けています。その鍵は声なき声

にどれだけ寄り添うことができるのか、そのため

にも執行者も議員、議会もそれぞれの役割と責任

を自覚をし、切磋琢磨しなければならないと思い

ます。以下５点について御質問を申し上げます。

平成２８年度市政執行方針と基本姿勢について。

１つに、安倍政権と名寄市政へのかかわりについ

てでありますが、安倍政権によるアベノミクスの

影響、ＴＰＰ大筋合意、原発再稼働、憲法違反の

安保法制等が地域経済や平和行政に与える影響に

ついて、名寄市長としての評価、見識をお伺いを

いたします。

２つ目には、市政執行方針の基本姿勢について、

市政推進の基本的な考え方で３点お示しされてお

りますが、それらを実行することで新年度はもと

より５年後、１０年後、市民に対し具体的な安心

感、満足感、信頼感を高めるための背骨となる基

本的な考えをお聞かせをいただきたいと思います。

３つ目には、今後の財政展望についてでありま

すが、執行方針にもあるとおり国、地方の長期債

務残高 ０６２兆円、対ＧＤＰ比２０５％、公債

費、公債依存度が３６％と極めて深刻な状況下に

おいて、平成２８年地方財政計画を踏まえた名寄

市の今後の中長期財政展望をお伺いをいたします。

大きな２つ目、市民が主役のまちづくりについ

て。１つ目は、合併１０年後の住民自治確立につ
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いてでありますが、合併１０年後の名寄地区、風

連地区、智恵文地区等自治区のあり方及び各地区

を母体とする名寄市全体の住民自治の青写真をど

のように描いているのか、またどのような制度を

具体化しようとしているのか、考え方をお聞きを

したいと思います。

２つ目には、市民力、職員力についてでありま

すが、いつの時代でも市民力、職員力の向上は必

須であります。市長中心の対話と連携だけでも限

界があるのではないでしょうか。どのように一体

感を持って市民力や職員力向上にアプローチをし

ていくのかをお伺いをいたします。

今後の負担とサービスのあり方について、新年

度は今後の名寄市を展望するときに市民に対しど

のようなサービスと負担のあり方等について指示、

提示をするのか、基本的な考えをお伺いをいたし

ます。

大きな３点目、保健、医療、福祉行政について

でありますが、１つに子ども・子育て支援につい

て、今後の子ども・子育て支援施策、例えば医療

や保育、保健衛生等の施策の拡充に向けた基本的

考えについてお伺いをいたします。

２つ目には、障害者、高齢者福祉及び介護保険

等についてお伺いいたします。障害者、高齢者福

祉施策の拡充に向けての基本的な考えと介護施設

の現状と課題についてお伺いをいたします。

３つ目には、信頼、安心の医療体制についてで

ありますが、名寄市立病院の年度末決算の見通し

と診療報酬改定の動向について、患者さん中心の

医療の現状と課題についてお伺いをしたいと思い

ます。

さらに、地域医療構想を踏まえた名寄市立病院

等の役割機能と策定中の新名寄市立病院事業改革

プランの論点についてお聞かせをいただきたいと

思います。

４つ目は、新たな国民健康保険制度についてで

ありますが、平成３０年から国保都道府県化につ

いて、北海道と名寄市の役割、市民の影響につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

大きな４つ目でありますが、経済、建設行政に

ついて。１つには、地域経済に必要な人材、雇用

確保と安定した公共工事確保について、地域経済

を支える人材、雇用確保の現状と安定した公共工

事及び有効な支援策についてお聞かせをいただき

たいと思います。

２つ目には、名寄の冬を楽しく暮らす条例と除

排雪体制の見直しについてでありますが、今冬の

市民の声及び条例の趣旨を踏まえた抜本的な除排

雪体制整備についての基本的な考えについてお伺

いをいたします。

３つ目には、ＴＰＰ大筋合意の影響と農業振興

についてでありますが、ＴＰＰ大筋合意による名

寄市農業への影響と今後の農業振興の課題につい

てお伺いをいたします。

４つ目には、にぎわいと商工業等の振興につい

て、中心街のにぎわいと中小企業振興条例改正に

向けた主要な論点についてお答えをいただきたい

と思います。

また、次代を担う若い人たちの起業、この現状

と課題及び支援施策についてお尋ねをしたいと思

います。

５つ目には、公契約条例制定に向けた今後の取

り組みについてお答えをいただきたいと思います。

大きな５番目、最後になりますが、教育行政に

ついて。１つに、教育行政執行方針の基本姿勢に

ついて、学校教育施策推進における建設投資を除

く教育予算の推移及び教職員の環境改善の取り組

みをお伺いをいたします。

さらに、特別支援教育の現状と課題についても

お伺いをするところであります。

２つ目、教科書採択の現状と課題については、

午前中のやりとりもございますので、この壇上に

おいて割愛をさせていただくことを御了解いただ

きたいと思います。

最後になりますが、名寄市立大学の当面の課題

について、今後の大学経営と交付税単価等の見通
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しについて、あるいは保健福祉学部再編議論当時

と取り巻く環境の変化があればお答えをいただき

たいと思います。

また、直近の学生応募、就職の入り口、出口の

関係でありますが、その傾向と地元定着に向けた

基本的考えや今後の施策展開についてお伺いをい

たします。

また、地域の知の拠点として位置づけられるコ

ミュニティケア教育研究センターの役割について、

市民にもわかりやすく説明をお願いをしたいと思

います。

最後、保健福祉学部完成後の大学自治と設置者

の基本的な役割についてお尋ねをして、壇上にお

ける質問を終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 熊谷議員から大項目５点

にわたって御質問をいただきました。大学を除く

教育行政以外に係るところをまず私から答弁をさ

せていただきます。

大項目１、平成２８年度市政執行方針について、

小項目１、安倍政権と名寄市政のかかわりについ

てでございます。我が国の経済は、アベノミクス

の第１ステージの取り組みであります大胆な金融

政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略から成る３本の矢の経済財政政策により、

デフレ脱却、経済再生に向けて大きく前進をして

きておりますが、現状においては企業収益は過去

最高水準にあるものの、設備投資や賃金は十分に

は回復しておらず、地方においても経済の好循環

の影響が十分に行き渡ったとは言えない状況にあ

ると認識をしており、またＴＰＰ交渉の大筋合意

については、農業を基幹産業としている本市とし

ては農業の存続にかかわる重要な案件であると認

識をしております。国においては、アベノミクス

第２ステージとして希望を生み出す強い経済、夢

をつむぐ子育て支援、安心につながる社会保障と

いう新３本の矢を掲げ、強い経済を実現し、少子

高齢化に正面から取り組むとしており、平成２７

年度補正予算と２８年度予算案において一億総活

躍社会やＴＰＰ関連政策大綱の実現に向けた施策

が反映をされているところであります。私として

は、ローカルアベノミクスの推進を含め、こうし

た目標が着実に実施をされ、地域の活性化や暮ら

しの安心が確保されることが重要であると考えて

おりますし、消費税増税や原発再稼働、集団的自

衛権の行使につきましては我が国の社会保障やエ

ネルギー政策、安全保障上の極めて重要な問題で

ありますので、引き続き国における審議を始め、

国民の声を十分に聞きながら政策を推進をしてい

ただきたいと考えております。

次に、小項目２、市政執行方針の基本姿勢につ

いてでございます。人口の減少や少子高齢化の進

展、地域経済の低迷、地方分権や地方創生の推進

など、地域を取り巻く社会経済情勢が大きく変化

をする中で、本市においても厳しい市政運営が余

儀なくされると考えております。このような情勢

のもと、健全な財政運営を基調に基礎自治体とし

て調和のあるまちづくりを進めるにためには、よ

り計画的かつ効果的、効率的な市政運営に努める

とともに、民間の発想力とスピード感を持ちつつ、

地域の資源と特性を生かした取り組みが必要不可

欠であると考えており、そのため平成２８年度の

市政推進の基本的な考え方として、民間会社的発

想での行財政運営、さらなる市民参加とよりわか

りやすい行政運営、情報公開、地域の宝、財産、

特色に徹底的にこだわったスケールの大きなまち

づくりの３点を掲げさせていただきました。この

３つの考え方は、私の政治姿勢の基本であります

ので、今後もこの考え方を根底に据えるとともに、

現在策定を進めております第２次総合計画はまさ

に本市の１０年後の姿や基本理念を市民の皆様に

お示しするものでありますので、この計画を政策

の基本としながら、市民の皆様との協働のもと、

明るく元気なまちづくりに全力を傾注してまいり

ます。

小項目３、今後の財政展望についてお答えをい
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たします。国の財政事情は、平成２８年度末には

主要先進国中最悪の水準である対ＧＤＰ比２０５

％程度となる見込みで、極めて深刻な状況にござ

います。こうした厳しい財政事情のもと、平成３

２年度までに国、地方をあわせた基礎的財政収支

の黒字化に向けて昨年６月に閣議決定をした経済

財政運営と改革の基本方針２０１５、いわゆる骨

太の方針２０１５における地方行財政改革におい

ては、地方の一般財源の総額について平成３０年

度まで、平成２７年度地方財政計画の水準を下回

らないよう実質的に同水準を確保すると注記をさ

れ、地方財政に一定程度の配慮がなされました。

その結果、平成２８年度の地方財政対策は、地方

が地方創生などの重要な課題に取り組みつつ、安

定的な財政運営ができるように地方の一般財源総

額について前年度 １兆円上回る６１兆 ７９２

億円となりました。このうち地方交付税は前年度

と同程度の１６兆 ００３億円となりましたが、

別枠加算については地方税収の動向などを踏まえ

廃止となっております。こうした中、本市の平成

２８年度一般会計予算案は、前年度比 ９％増の

２３４億 ９２７万 ０００円となり、過去最高

の予算規模となりました。これは、大学図書館や

名寄東小学校や風連中央小学校といった義務教育

施設の改修、改築事業などの大型事業を初め、総

合戦略の具現化に向けた事業について予算を計上

させていただいたことが大きな要因でございます。

御質問いただきました本市の今後の中長期財政

展望ですが、歳出では社会保障関係費の増加が見

込まれることに加えて、今後数年間は大学の新棟

や義務教育施設の改修など大規模な普通建設事業

が続くことが想定をされるとともに、総合戦略の

進化を目指し、新たな財政需要も考えられるとこ

ろであります。一方、歳入では、人口減少や少子

高齢化に伴い市税収入の落ち込み、さらには本市

歳入の重要な財源である地方交付税の段階的な縮

減など、本市の今後の財政運営はより厳しさを増

すものと考えられます。市の貯金である基金につ

いては、平成２７年度末現在で約７５億円、備荒

資金超過納付金については約２７億円ではありま

すが、市の借金である市債の残高は平成２６年度

より増加をしている状況であります。こうしたこ

とから、今後は将来を見据えて真に必要な事業の

厳選を行い、また事業の実施に当たっては特定財

源の掘り起こしなど財源の確保を十分に検討をし

なければなりません。さらには、公共施設等総合

管理計画を策定をし、公共施設の適切な維持管理

を行っていく必要があります。さきにもお答えを

しましたとおり、骨太の方針２０１５では平成３

０年度までは地方の一般財源を確保すると注記は

されているものの、それ以降につきましては国の

財政事情により地方への厳しさが増すことも考え

られますので、国の動向には十分注視をしながら、

現在策定中の第２次総合計画や総合戦略の各施策

を着実に推進をしていくためにも、引き続き事業

の効率化を図り、基金や公債費について適正に管

理をし、将来世代に過大な負担を引き継がないよ

うに財政健全化に努めていかなければなりません。

大項目２、市民が主役のまちづくりについて、

小項目１、合併１０年後の住民自治確立について

を申し上げます。新市誕生以来、本年で１０年を

迎え、この間まちづくりの中心的な担い手である

町内会や単一町内会では解決ができない課題に連

携して対応する地域連絡協議会の活動などに対す

る支援を行い、市民と協働によるまちづくりを推

進をしてまいりました。今後の住民自治の確立に

つきましては、現在第２次総合計画策定に向けた

審議を行っているところですが、その審議に向け

多くの市民から多角的な意見をいただくため、市

民ワークショップのほか、町内会長からのアンケ

ート調査や聞き取りなどを実施をし、さまざまな

意見や課題を伺っているところです。今後の審議

の中でそれらの意見を参考としつつ、地域の特性

を踏まえながら、住民と行政が協働して地域を支

えていく仕組みづくりについて、地域と行政の役

割を明確にするとともに、地域が求める自治組織
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のあり方について検討をしてまいります。

小項目２、市民力、職員力について申し上げま

す。私は、かねてより市と民間との連携、市民と

の対話、さらには近隣市町村との連携により、地

域を挙げてのまちづくりを今後進めていかなけれ

ばならないと申し述べさせていただいております。

これは、市民や民間団体としっかりと膝を交えて

対話をし、連携した中での官民が一体となった施

策の推進、こうしたことが市に求められていると

いう考え方からでございます。そのためには、ま

ず職員力を上げることが重要であると考えており、

職員の資質を向上するために、他の機関への職員

の派遣や接遇、政策形成などに関する研修を実施

をしているところであります。また、議員御指摘

のとおり、私のみならず市の職員それぞれが市民

の皆様と対話をし、連携することは、市政の推進

に当たり最も基本的なことであると考えておりま

すことから、職員全体に市民は主役であるとの意

識と職員みずからが現場に足を運んで問題の解決

を図る、現場重視の姿勢の徹底を図っております。

一方、市民の皆様の郷土を愛する気持ちや豊か

な発想と行動力、共助の精神などは、本市にとっ

て非常に大きな力となるものであり、この力を結

集した市民力をまちづくりに生かしていきたいと

考えておりますことから、今後におきましてもよ

りわかりやすい情報発信に加え、外部人材の活用

による市民議論の活性化やワークショップ形式等

による対話型議論の場の提供など市民力の向上を

図るための取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。本市は、自治基本条例の理念に基づき、

市民と市の協働のもと市民主体のまちづくりの実

現を目指しており、市民力と職員力の向上に努め

ながら、オール名寄の体制で明るく元気なまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。

小項目３、今後の負担とサービスのあり方につ

いてでございます。負担とサービスのあり方につ

いては、この間施設使用料の見直しや補助金、負

担金等の見直しにおいて検討した経過がございま

す。特に施設使用料については、旧市町の考え方

を踏襲をしており、施設の有料、無料の統一と特

例的な扱いについては廃止をしてきたものの、新

市としての統一した基準の設定が課題であると認

識をしておりまして、現在国が予定をする消費税

の値上げもにらみながら、平成２９年４月の新基

準導入に向けて作業を進めているところでござい

ます。施設使用に関する市民負担については、厳

しい財政状況の中で多様化する市民ニーズに対応

し、施設を適切に維持するためには、利用者に応

分の負担をお願いをすることは不可欠であり、本

年度オープンをしたＥＮ―ＲＡＹホールにおける

使用料の検討がその先駆けになるものと考えてお

ります。基本的な考え方としては、施設のランニ

ングコストをベースに施設の性質と用途から区分

を設けて、利用者に負担をお願いをする割合を定

め、施設を振り分けて適用することで、旧市町間

の格差を解消した新市の統一基準になると考えて

おり、市民にとって公平、公正の確保につながる

ものと考えております。あわせて使用料の減免措

置や冷暖房料の基準の統一化を図るとともに、使

用料の値上げの程度によっては経過措置等の導入

も検討材料と考えております。

なお、現在データの整理及び検討の途中でござ

いますので、詳細については改めて議会に御相談、

お諮りをしながら、新たな基準を定めてまいりま

す。

大項目３、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、子ども・子育て支援についてお答えをい

たします。当市の子ども・子育て支援につきまし

ては、平成２７年第１回定例会におきまして御承

認をいただきました名寄市子ども・子育て支援事

業計画を柱に、この１年間実践をしてまいりまし

た。この計画は、子ども・子育て支援法が本格施

行されたことに伴い策定をしたものですが、この

中でも国の財政的支援が受けられる地域子ども・

子育て支援事業を中心に子育て環境のさらなる充

実、拡充を行ってまいりました。平成２７年度の
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成果といたしましては、名寄市地域子育て支援セ

ンターひまわりらんどを開設することができまし

た。このことは、子育て世代の市民には大変大き

な前進であったと思います。現在この施設をさら

に有効活用していただけるよう、施設の持つ機能

の充実を図るために、保健センターの保健師や名

寄市立大学と連携をするための調整を行っている

ところであります。

ひとり親支援といたしましては、名寄市ひとり

親支援に関する寡婦控除のみなし適用の運用を定

める要綱を策定をし、昨年９月１日から適用して

おり、名寄市特定教育、保育施設等に関する利用

者負担額、病後児保育事業、一時保育事業、延長

保育事業において支援体制の充実を図ったところ

であります。平成２８年２月２４日には、延べ９

回目の名寄市子ども・子育て会議を開催をし、各

事業の進捗状況を報告をさせていただき、了承い

ただいたところであります。現在は、さらに地域

子ども・子育て支援事業を拡充、実践をするため、

ファミリーサポートセンター事業の実施に向けて

準備を進めており、当市子育て環境はさらに充実

をしていくと考えております。

今後の当市における子ども・子育て支援の充実、

拡充についてですが、乳幼児については公設保育

所の老朽化が進んでおり、建てかえ、統合も視野

に検討していかなければならない時期になってお

ります。この件につきましては、地域総合計画で

も事業として掲載をする予定となっておりますの

で、市民の意見を聞きながら、また民間活力が最

大限導入できるよう支援も視野に入れ、一時保育

や子育て支援事業など公設保育所の役割や配置を

検討していかなければならないと考えております。

予防接種対策につきましては、予防接種法に基

づき伝染のおそれがある疾病の集団発生及び蔓延

を予防するため、またはかかった場合の病状の程

度が重篤になることを予防するために、子供の定

期予防接種を公衆衛生の見地から実施をしてきて

ございます。平成２８年４月からは、これまで北

海道は日本脳炎ウイルスを媒介をするコガタアカ

イエカが道内には生息をしていないことから、日

本脳炎の予防接種を行う必要がないと認められる

区域に指定されておりましたが、現在は道外や海

外に行き来をする機会がふえていることなどから、

日本脳炎に係る区域指定が解除されたことに伴い、

当市においても新たに日本脳炎予防接種を定期予

防接種として実施をしてまいります。また、現在

Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種化についても厚

生労働省の予防接種基本方針部会で承認をされ、

平成２８年１０月からの導入に向け、法令、通知

等の改正作業が進められてきております。安全な

ワクチンであってもごくまれに重篤な副反応が起

こる可能性も伴いますので、医療機関の協力を得

ながら有効かつ安全な予防接種が実施できるよう

に接種体制の構築や周知等に努め、予防接種施策

を円滑に進めてまいりたいと考えております。今

後も名寄市子ども・子育て支援事業計画の基本理

念でありますここで育って、ここで育ててよかっ

たと言えるまちづくりを目指して施策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

小項目２、障害者、高齢者福祉及び介護保険事

業等についてお答えをいたします。初めに、障害

者の福祉施策の拡充に向けての基本的考え方につ

いて申し上げます。本市の障害者の福祉施策につ

きましては、平成２７年３月に策定をした第４期

名寄市障害福祉実施計画に基づいて実施をしてい

るところであります。本市の現状といたしまして

は、社会資源や障害福祉サービスが充実してきて

いる状況がありますが、国が示している地域生活

支援拠点の整備を今後進めていく際には、緊急時

の短期入所の受け入れなどのまだ十分には整備が

されていない面の検討を行うようにし、障害のあ

る人が住みなれた地域で安心して暮らしていくこ

とができる地域づくりに引き続き取り組んでいき

たいと考えております。

次に、高齢者の福祉施策につきましては、高齢

者保健医療福祉計画、介護保険事業計画に登載さ
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れているものだけでも種類及び内容が多岐にわた

っております。従来から行っております認知症施

策につきましては、平成３０年から事業を開始す

る認知症初期集中支援推進事業の準備として、関

係職員の研修及び関係機関との体制構築に向けた

検討の開始、また従来実施をしておりました認知

症サポーター養成講座では小中学校での開催を予

定をするなど、認知症についての正しい知識と理

解を深めるための取り組みや早期診断、早期対応

に向けた支援体制の構築を推進してまいりたいと

考えております。今後も名寄市高齢者保健医療福

祉計画、介護保険事業計画の基本目標であるみん

なで助け合い、健康で安心して暮らせるまちづく

りに向けた高齢者施策を推進をし、高齢者が可能

な限り住みなれた地域においてその有する能力に

応じ、生きがいと尊厳を持って自立した日常生活

を営むことを支援をしてまいります。

介護施設の現状につきましては、名寄市が指定

管理を行っております社会福祉法人名寄市社会福

祉事業団の現在の入所状況を申し上げますと、清

峰園では入所定員１００名に対し９０名の入所、

しらかばハイツでは入所定員８０名に対し７０名

の入所となっており、合わせて２０名分のベッド

が介護職員が不足していることにより定員を充足

させられない状況との報告を受けているところで

あります。また、定員充足に向けた不足している

介護職員の確保につきましては、随時ハローワー

クを通じて募集を行っておりますが、応募がない

状況であり、平成２７年度につきましては介護職

員の採用試験も３回実施をしたと報告を受けてお

ります。介護職員の不足につきましては、市内の

事業所共通の課題と考えておりますので、今後市

内の関係事業所の打ち合わせの場を設定をして情

報の共有を図りながら、連携をした取り組みを進

めてまいります。

小項目３、信頼、安心の医療体制についてお答

えをいたします。市立総合病院の本年度の決算見

通しについては、ことし１月末実績からの推測に

なりますが、現在のところ約４億円の赤字を見込

んでおります。平成２６年度決算と比較をいたし

ますと、入院、外来収益を含む医業収益では３億

０００万円ほど増収となっておりますが、人件

費で２億円、診療材料費等で１億円ほど支出がふ

えており、昨年度の会計制度の改正や旧精神科病

棟の除却費等といった特殊要因を差し引いた実質

損失と変わらない決算となる見込みでございます。

主な要因の一つといたしましては、救命救急セン

ターの取得による収支が考えられます。救命救急

センター取得のため、年度当初から医師、看護師、

看護職員等の人員配置をふやしたり、医療機器の

整備を行うなどの費用をかけておりますが、本稼

働までには準備期間が必要であり、救命救急セン

ターの高い診療報酬を得られる施設基準の取得が

昨年１０月であったことから、支出に見合う収入

を得ることができなく、収益が伸び悩んだ要因と

なっております。

次に、平成２８年度の診療報酬改定についてで

ありますが、医師らの技術料に当たる本体部分は

４９％の引き上げ、医薬品や材料の価格である

薬価部分は ３％の引き下げとなり、診療報酬全

体での改定率は ８４％の引き下げとなりました。

今回の改定では、地域包括ケアシステムの推進と

医療機能の分化、強化、連携に関することや重点

的な対応が求められる医療分野を充実することな

どの４つの視点で改定が行われており、市立病院

の収益に最も関係する部分としては、７対１入院

基本料の算定基準の一つである患者の重症度、医

療、看護必要度の割合が現在の１５％から２５％

に引き上げられることであります。市立病院にと

っては非常に厳しい内容でございますが、他の改

定内容も十分に精査をし、この地域における市立

病院の役割も考えながら、収支バランスのとれた

病院経営となるように引き続き収益の確保と支出

の抑制に努めてまいります。

次に、患者さん中心の医療についてであります

が、これは市立病院ほか多くの医療機関が基本理
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念として掲げておりますが、長い医療の歴史の中

で医師の指示に従う時代から自分の治療に主体的

に参加をし、選ぶ時代に変化をしてきたことのあ

らわれでございます。病院の立場からは、さまざ

まな治療法のメリット、デメリットを説明をし、

科学的根拠に基づいた医療を提供し、患者さんの

立場からは自身でも情報を得て、できるだけの理

解の上で治療方法の選択をしていただくというこ

とでございます。市立病院においては、医師を初

め多くの医療スタッフがこうした理解のもとで日

々診療に当たっておりますが、地域の医療機関の

状況から多くの診療科が多忙をきわめる中で、個

別には十分な対応とならないケースもあり、定期

的に患者満足度調査などを行いながら、傾向の把

握に努めているところでございます。今後は、さ

らに役割の明確化も図られていくことになります

ので、市立病院を御利用いただく患者さんのほか、

圏域の住民の皆様に対しても御理解を深めていた

だけるよう関係機関と協力をしながら進んでまい

りたいと考えております。

次に、地域医療構想を踏まえた市立病院の役割

と現在策定中の新名寄市病院事業改革プランにつ

いてでありますが、北海道が策定作業を進めてい

る地域医療構想の中では、病床機能の分化及び連

携を推進をしていくことが必要とされているとこ

ろであるとともに、２０２５年における病床機能

区分ごとの必要量が示されてきており、上川北部

圏域における高度急性期の必要病床数は２９２床

となっております。これは、市立病院の稼働一般

病床数と同数であり、これからも引き続き道北に

おける地域医療の拠点施設としての役割が強く求

められることになると思われますので、救急医療

並びに高度急性期及び急性期医療を提供できる体

制の整備を目指してまいります。

また、現在策定中の新名寄市病院事業改革プラ

ンにおいても国が示したガイドラインに基づき、

地域医療構想を踏まえた役割の明確化を含む４つ

の視点に立った改革が求められております。医療

機能の面では、先ほど申し上げましたとおり今後

も高度救急医療体制のより一層の充実を図ってま

いりたいと考えておりますし、広域連携の面では

圏域内のプライマリーケアを担う診療所や開業医

と慢性期医療を担う病院等と役割を分担をし、医

師派遣事業や道北北部連携ネットワークシステム、

通称ポラリスネットワークを活用しながら、地域

連携の実現のために取り組んでまいりたいと考え

ております。

新ガイドラインの中では、経営の効率化などに

よりプラン策定期間の平成３２年度までの黒字化

も求められているところでございます。目標の達

成は容易ではないと考えておりますが、医師を初

めとする医療スタッフを適切に確保し、必要な医

療機能を備えた体制を整備をすることで、地域住

民が安心して生活ができる医療提供体制の整備と

持続可能な病院経営を目指してまいりたいと考え

ております。

大項目３、小項目４、新たな国民健康保険制度

についてです。昨年５月に国保の都道府県化が明

記をされた持続可能な医療保険制度を構築するた

めの国民健康保険法等の一部を改正する法律が成

立をし、平成３０年度から国民健康保険の財政運

営の責任主体が市町村から都道府県に移行をし、

都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営

のための中心的役割を果たすこととなりました。

一方、市町村は被保険者の資格管理、保険料の賦

課、徴収、保険証の発行、医療費の適正化に向け

た保健事業など地域におけるきめ細やかな事業を

引き続き担ってまいります。これらの役割分担の

もと、都道府県は市町村ごとに年齢調整後の医療

費水準や所得水準を考慮して納付金の額を決定を

し、その納付金を納めるために必要な標準保険料

率を市町村に提示公表をいたします。市町村は、

これを参考に保険料の賦課、徴収を行うこととな

ります。

また、今回の改革では、財政支援の拡充による

国保の基盤強化が図られ、これに伴い国保加入者
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の保険料の負担軽減やその伸びの抑制が可能とさ

れており、平成２７年度には保険者支援として低

所得者対策に約 ７００億円の予算措置があり、

名寄市においても約 ６００万円の交付を受けま

した。さらに、平成３０年度からは財政調整交付

金の実質的増額、自治体の責めによらない要因に

対する財政支援、保険者努力支援制度など合わせ

て約 ４００億円の財政支援が予定をされており、

保険者努力支援制度につきましては特定健診や後

発医薬品の使用割合などが評価項目となっており

ます。平成２８年度から前倒しで実施をされる予

定であります。北海道から示される標準保険料率、

納付金の額、保険者努力支援制度などにつきまし

ては、一定程度考え方が示されてはおりますが、

具体的な仕様や数値はまだ示されていない状況で

ありまして、特に納付金につきましては国保加入

者の保険料への影響が懸念されることから、引き

続き情報収集に努めるとともに、加入者の負担が

過大なものとならないように注視をしてまいりま

す。

大項目４、経済、建設行政、小項目１、地域経

済に必要な人材確保と安定した公共工事確保につ

いてお答えをいたします。本年１月末のハローワ

ーク名寄管内の建設業に係る技術者の有効求人倍

率は ８３倍となり、求人数５３人に対し求職者

が６人という状況で、建設業に係る作業員につい

ては有効求人倍率 １７倍となり、求人数３８人

に対し求職者１２名という状況であり、建設業で

は技術者、作業員とも依然として人手不足の状況

が続いております。中小企業に対する支援制度見

直し議論の中でも、建設業関係者からは人材を募

集しても応募がない実態や採用しても一定期間で

離職をしてしまうなどの声をお聞きをいたしまし

た。このような状況を踏まえ、人材確保策として

これまでも新卒者を含む若年採用者に対する実践

的な教育訓練への支援を行ってきておりますが、

今後不足することが予測される各種技能者を確保

するための人材育成に対する支援の拡充、さらに

は雇用対策として市内のみでは賄い切れない労働

力を市外から確保するための対策が求められてい

ることから、これらを改善するための施策につい

て現在検討をしております。

また、安定した公共工事の確保について、全国

的には東日本大震災の復興や東京五輪などハード

事業による財政出動が日本経済を牽引する役割を

果たしており、北海道内でも公共事業量が増加傾

向にございます。名寄市が行う公共工事に関して

は、駅前交流プラザよろーなや市民文化センター

ＥＮ―ＲＡＹホールなど大型事業と並行して市民

生活に密着した道路整備等については国の社会資

本整備総合交付金等有利な財源を活用し、一定の

水準で発注規模の確保を行ってきております。ま

た、全国的に高度成長期以降に集中的に整備をさ

れた道路、橋梁、公営住宅などの長寿命化計画に

基づいた安心、安全な施設整備につきましても、

新たな事業として実施をしてきておりますが、国

からの補助金や交付金については名寄市の要望額

に対して満額の配分となっていないことから、計

画的な事業実施について難しい部分もございます。

引き続き今後も地元企業の発注機会を確保すると

ともに、国、道に対しても名寄市が実施をするイ

ンフラ整備に係る予算の割り当てと長寿命化対策

のさらなる支援について要望し、安定した公共工

事の確保に努めてまいります。

小項目２、名寄の冬を楽しく暮らす条例と除排

雪体制の見直しについてでございます。現在の除

排雪体制の見直しにつきましては、除排雪担当部

局はもとより市民の皆さんの意見も参考にしてい

ただき、分析、研究を行っているところでござい

ます。これまでも除排雪の手法については、平成

２２年度から交差点の拡幅排雪、平成２５年度か

らは雪の堆積が可能な場所での積み上げ除雪によ

る道路拡幅と幹線道路の排雪回数を増加しての幅

員整備によって、緊急車両やバス路線の確保など

新たに取り入れまして、一定の成果を上げており

ます。除排雪作業は、その年の降雪頻度や降雪量
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によっては早朝の新雪除雪の作業が最優先されま

す。今シーズンのように連日の除雪がある場合に

は、排雪や他の作業におくれが生じるなどの現状

を踏まえた中、市民から多い要望でありますシー

ズン１回の生活道路の排雪を複数回実施をしてほ

しい、また新設のかき分け除雪により発生をする

間口の置き雪の処理を行政で対応してほしいなど

の課題解消のために、今後もさらに新たな手法に

ついて試行策などを含めて実施をしてまいりたい

と思います。抜本的な体制の再整備等を早急に図

ることは難しいとは思いますが、冬期間の市民生

活の環境改善に向けて鋭意努力を重ねております

ことに御理解、御協力をお願いをいたします。

小項目３、ＴＰＰ大筋合意の影響と今後の農業

振興についてでございます。環太平洋経済連携協

定については、昨年１０月の大筋合意を受け、国

及び道から農業分野における影響について公表さ

れました。国においては、国内の生産額計約６兆

０００億円のうち ３００億円から １００億

円が減少すると試算をしております。道では、道

内農林水産物の生産額が全体の３から４％に当た

る４０２億円から５９８億円程度目減りをすると

の試算を公表しておりまして、特に酪農、畜産で

の影響が大きいとしてございます。名寄市におい

ては、現在それらを参考に影響額において調査研

究をしているところであります。影響を受ける主

なものを申し上げますと、小麦についてはマーク

アップの引き下げにより、国内産価格の定価が想

定をされております。てん菜については、チョコ

レート等の加糖調製品の関税引き下げに伴い、国

内精製糖の価格低下が想定をされております。牛

肉や牛乳についても関税引き下げにより影響を受

けることが想定をされております。引き続き分析

を行い、影響額等について算出をしてまいりたい

と考えております。この間市議会においても反対

決議や意見書が採択をされておりますので、その

内容を十分に考慮して、生産団体はもとより北海

道や関係市町村と連携をし、取り組んでまいりた

いと思います。御理解をいただければと思います。

次に、今後の農業振興上の課題につきましては、

策定中の総合計画や農業振興計画で明らかにすべ

く検討しておりますが、現在生産者へのアンケー

ト調査や地区別懇談会等で御意見をいただいてい

るところであります。また、昨年１０月に策定を

いたしました名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略において近々の課題を明らかにしたところで

あります。この中でも農繁期における労働力不足

が課題となっていることから、労働力確保に向け

ての調査研究に取り組み、労働力の確保に向けた

方策を検討してまいります。

また、市内農業者の高齢化により、担い手の確

保対策は重要な課題と認識をしており、新規就農

者や後継者対策の施策に向けては現在名寄市農業

担い手育成センターの中で検討し、第２次の農業

・農村振興計画に必要な施策を反映させていくべ

く取り組みを進めているところでございます。名

寄市においては、近隣に比べて一定の後継者は確

保されており、元気な若手農業者も多いことから、

市の単独事業はもとより国などの事業の有効活用

を含めて検討しながら、持続可能な農業の推進に

努めてまいります。御理解をお願いをいたします。

小項目４、にぎわいと商工業等の振興について

でございます。名寄地区中心街におきましても空

き店舗の減少に歯どめがかからず、名寄商工会議

所が実施をした商店街経営動向調査においても約

６７％の事業者において後継者がいない状況でご

ざいます。中心街ににぎわいを創出するための対

策の一つとして、商店街にさまざまな業種の店舗

があり、買い物やそこに行くことにより楽しみが

感じられる雰囲気を抱かす商店街づくりも中心街

のにぎわいを創出をするための取り組みの一つと

して重要であると考えております。そのためにも

中小企業者の自主的な努力を基調としつつ、空き

店舗を減らすため、行政側からのきっかけづくり

としての誘導策を実施をすることが必要であり、

その方向づけとして、まず既存店舗の経営を継続
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をしてもらうために、国が少額の設備投資に対し

ても支援をすることとなったことから、本市にお

いてもこれに連動して補助要件のハードルを国の

事業並みに下げて、さらに市内各業者については

国の事業を積極的に活用してもらって、事業が採

択された場合は上乗せの支援をするなどが必要で

あり、関係団体からも要望が来ております。また、

空き店舗を減らすために新たに中心街での営業を

始められるための誘導策として、既存支援策の対

象業種枠の拡充、さらには市内外から中心街での

創業を促すなどの取り組みが考えられますが、い

ずれにしても金銭的な支援だけでなくて、情報提

供、経営相談、国などの申請事業など関係機関が

連携した多岐にわたるサポート体制を確立するこ

とも側面的な支援として不可欠であると考えてお

ります。

今回の支援制度の見直しに伴う中小企業振興条

例の改正に係る主な考え方については、総合戦略

の主目的である人口減少に歯どめをかけるため、

取り組むべき具体的な施策の一つとして、市外か

ら本市において新たに創業する移住者などの既存

の対象であった市内で事業を営む中小企業者以外

の者にも施策的に対象とすること、また後継者が

不足をする中、事業継承についても相談業務を含

めて支援が必要あること、また技術者などの人材

の育成確保、不足をする雇用確保など行政が一定

の誘導をすることにより、それらの改善のきっか

けづくりを行うための具体的な施策について現在

検討を進めております。

起業及び創業の現状については、毎年四、五件

の起業、創業の実績がありますが、市内で事業を

営んでいる事業者以外は既存制度には支援メニュ

ーがなくて、本市において創業等を促すためにも

制度設計が必要となっております。一方、国の制

度では創業に係る助成がございますが、平成２７

年度から産業競争力強化法に基づく創業支援事業

計画を策定及び認定を受けなければ申請者が創業

を行う市町村において国の支援を受けることがで

きなくなりました。このことから、本市において

は既に創業支援事業計画を策定をしている旭川市

を含む１市３町の計画に名寄市を含めた道北５市

が加わる形で変更申請をし、昨年１０月２日に認

定を受けたところでございます。このことからも、

本市においては創業に係る市独自の支援制度が確

立をされた場合に、国の事業とあわせて支援を受

けることも制度設計によっては可能となることか

ら、インセンティブが高い本市独自の移住施策と

しても提供することができることになります。こ

のような状況も踏まえて、移住施策等も含めた複

合的な効果を生み出す創業支援についても検討し

ていきたいと考えております。

小項目５、公契約条例制定に向けた今後の取り

組みについてでありますが、本市においては平成

２５年１２月１６日に名寄市公契約に関する指針

を定めてございます。本指針では、市が締結をす

る公契約において公平、公正で透明性の高い入札

と契約を実施をし、品質の高い適正な履行を確保

した上で、地域経済の発展と安心して働ける労働

環境の確保を実現することを目標に具体的な措置

を明確化してございます。これらの内容について

は、毎年４月に開催をしております建設業者説明

会の場などを活用し、周知、指導を行っておりま

す。また、公共工事においては、施工現場におけ

る労働環境の改善に向けて平成２７年４月から全

ての工事に提出が義務づけられた施工体制台帳に

基づき、監督員による労務体系の内容確認と現場

管理の一層の徹底を行っており、その運用に当た

っては庁内連携のもと現場指導に当たっておりま

す。さらに、適正な賃金水準の確保につきまして

は、建設工事を初め各業務における予定価格の積

算や仕様書作成を適正に行うよう業務担当職員に

周知をし、発注担当者への意識づけと現場管理の

徹底をさらに進めているほか、入札参加資格基準

への社会保険の加入要件についても実現可能な方

策を調査研究中であり、引き続き進めてまいりま

す。



－80－

平成２８年３月１１日（金曜日）第１回３月定例会・第２号

なお、条例の制定については、道内自治体では

条例化に至っている例が現在までないことから、

条例化に対する課題の検証も必要と考えておりま

す。今後も指針に基づく取り組みを基本としなが

ら、庁内での情報共有と連携のもと、事業所を初

め関係機関との相互理解を深め、調査研究を重ね

てまいりたいと考えております。

大項目５、教育行政について、小項目３、名寄

市立大学の当面の課題について申し上げます。初

めに、保健福祉学部再編の議論当時、一昨年の名

寄市立大学再編構想調査特別委員会での審議当時

との環境の変化について、地方交付税の見通しを

含めて申し上げます。まず、地方交付税の平成２

７年度学生１人当たりに措置される単価について

は、保健福祉学部が１９７万 ０００円、短期大

学部が６０万 ０００円でした。当時の特別委員

会に提出をした今後の収支見通しでは、平成２６

年度の単価、これは学部１９９万 ０００円でし

た。これを基本に毎年２％の減少率で試算をして

おりましたが、減少率は１％となったということ

です。

なお、今後も収支見通しについては、毎年２％

程度の減少率で試算を行う予定であります。

次に、当時との取り巻く環境の変化については、

１点目として入学料の減額改定が挙げられます。

総務文教常任委員会の審議を経て、昨年の第３回

定例会で入学料減額の条例改正を議決をしていた

だきましたので、引き続き全国、全道から優秀な

受験生確保を目指してまいります。２点目として、

旭川市における公立大学設置構想が挙げられます。

新年度の旭川市予算に調査費が計上をされており

ますので、注意深く見守っていくとともに、より

一層魅力ある大学づくりに努めていく必要がある

と考えております。

次に、平成２８年度の入試志願状況について申

し上げます。昨年１１月に実施をした推薦入試は、

４学科合わせて７５名の募集に対して１８８名応

募がございました。うち４９名が新設となる社会

保育学科の志願者で、社会保育学科を除く３学科

計では前年比８名の減となりました。また、先月

２５日に実施をされました一般入試前期では、４

学科合わせて９６名の募集に対しまして３６０名

の応募がございました。うち６３名が社会保育学

科で、社会保育学科を除く３学科計では前年比５

９名の減となりました。

なお、社会保育学科の志願者の内訳については、

短期大学部児童学科では１割に満たなかった道外

の志願者が一般前期入試においては３割を超える

状況となっております。平成２７年度卒業生の就

職内定状況については、３月１日現在看護学科、

児童学科においては就職希望者の１００％、栄養

学科においては８ ８％、社会福祉学科において

は８ ６％、４学科合わせて９ ４％となってお

ります。なお、名寄市内への就職者は、合計で１

４名となっております。

次に、卒業生の地元定着に向けた取り組み、施

策展開などについて申し上げます。市立総合病院

の看護師確保を目的に平成２５年に大学と病院合

同の検討会議を設置をし、情報交換、指導者研修

会並びにナースカフェ等の取り組みを重ねており

まして、新年度は市立総合病院で６名を採用する

予定となっております。

また、新たな施策の展開といたしましては、１、

ハローワークなどとの連携を強化する人材定着化

推進会議の設置、２、市内に就職を希望する４年

生に対して助成をする地域定着促進修学資金助成

事業、３、市内の事業所等に就職をした学生に対

して家賃等を助成をする定住促進住宅助成金事業

などを総合戦略に登載をして実施を予定をしてお

ります。

次に、新年度に開設をするコミュニティケア教

育研究センターについては、これまで産業振興な

ど地域貢献の役割を担っていただいた道北地域研

究所と市民と大学との交流、連携などの役割を担

ってきた地域交流センターを組織統合して新たに

設置をするものでございます。新センターでは、
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教育、研究、地域貢献を３つの柱に据えて、名寄

市はもとより定住自立圏など道北地域の知の拠点

となるような取り組みを進めてまいります。

なお、市民の皆さんに対するセンターの役割や

事業内容については、４月以降に広報やホームペ

ージを通してわかりやすく説明をしてまいりたい

と考えております。

次に、学部再編後の設置者の基本的な役割など

について申し上げます。平成２８年度からの社会

保育学科設置による保健福祉学部の再編により、

子供から高齢者までケアのあり方を幅広く研究す

ることができる学科構成となりました。市立大学

を取り巻く環境は、我が国の１８歳人口が２０１

８年ごろから減少する２０１８年問題、旭川市の

公立大学構想、新設のコミュニティケア教育研究

センターの充実、地域とのさらなる協働、卒業生

の地元定着化、新棟建設を含めた施設整備など本

学として多くの課題を抱えております。今後は、

これらの諸課題を解決をしながら、将来の目指す

べき指針である名寄市立大学の将来計画を策定す

る必要があります。平成２８年度中に将来計画を

策定をいたしますので、設置者としての考え方に

ついては計画策定の中でお示しをするとともに、

今後は大学当局との懇談の場を定期的に設けるな

ど円滑な大学運営に努力をしてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私のほうからは、大項

目５、教育行政について、小項目（１）、教育行

政執行方針の基本姿勢についてお答えいたします。

まず初めに、学校教育施策の推進における教育

予算の推移についてでありますが、名寄南小学校

の改築事業など大型事業に取り組んできておりま

すので、支出全体に占める比率は大きくなってお

りますが、学校運営に必要な経費や各学校に配分

される予算、いわゆる学校配当予算については大

きな変動はありません。また、教職員が自費で教

材を購入し、授業で利用しているのではないかと

いう指摘もいただいていることから、学校への配

当予算の根拠となる例年実施している各学校から

の予算要求ヒアリングについては、それぞれの学

校の要望事項を管理職と事務職員だけで積算し、

要望するのではなくて、教職員全体の要望をまと

め、優先順位を示しながら予算要望するよう取り

扱いを変更し、その旨を各学校に指示し、学校配

当予算の積算をしてきているところであります。

次に、教職員の教育環境の改善についてであり

ますが、本年度の教育職員の時間外勤務等の縮減

に向けた重点取り組み事項等の取り組み状況調査

によると、道教委として時間外勤務等の縮減に向

けて取り組みを推進している修学旅行等の勤務時

間の割り振り変更など、変形労働時間制の導入や

定時退勤日、時間外勤務等縮減強調週間の設定、

また中学校における部活動休止日の設定などにつ

いては各学校において制度の趣旨について理解が

なされ、これらの制度の活用が徐々に広がってい

る状況にありますが、依然として日常的な業務に

おいては教職員の時間外が恒常的に行われている

現状にあります。４定でもお話ししましたように、

このような状況を踏まえ、教育委員会としても現

在教職員の勤務実態について独自の調査を実施し

ているところであります。この調査については、

各種制度についての認識度や取得することが可能

な状況にあるのか、また時間外勤務の縮減に向け

てどのような対応が必要なのかなどについても調

査をして対策を検討しながら、今後の時間外勤務

時間の縮減等の取り組みを積極的に進めていきた

いと考えております。

次に、本市における特別支援教育の現状と課題

についてであります。本市の特別支援教育の推進

は、平成１７年度文部科学省の特別支援教育体制

推進事業、推進地域の指定を受けたときに始まり

ます。その後今日まで関係機関の組織や体制が整

備され、本市の特別支援教育も徐々に充実してま

いりました。しかし、一方で教職員の入れかわり
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や活動のマンネリ化などさまざまな要因により、

例えば名寄市特別支援連携協議会などの活動や関

係機関相互の連携などが十分に機能されていない

など、本市の特別支援教育の推進状況にさまざま

な問題点が指摘されるようになりました。このよ

うなことから、昨年度より本市の特別支援教育の

問題点を洗い出しながら、一つ一つ改善に努めて

いるところであります。例えば今年度は、幼稚園、

保育所、小中学校、高校、就労支援機関、団体が

特別支援教育に係るそれぞれの課題を共有し、解

決を図るため、名寄市特別支援連携協議会の専門

委員会の組織を拡充し、情報交流の活性化を図り

ました。また、本市の特別支援教育の現状と課題、

今後の取り組みの方向性等について共通理解を図

るとともに、教職経験に応じた資質向上のため、

初任者や転入者、初めて特別支援教育に携わる教

職員を対象としたり、学校や関係機関の管理職な

どを対象とした研修会を実施いたしました。

一方、小中学校の特別支援学級の状況を見ます

と、昨年度と比べ全体では在籍する児童生徒は１

割程度ふえております。したがって、ますます一

人一人の児童生徒の障害の実態等に応じた指導内

容、指導方法を工夫することが求められており、

緊要な課題となっております。教育委員会といた

しましては、障害のある児童生徒への指導のあり

方について適切な助言を提供するため、各学校に

は道立特別支援学校によるパートナーティーチャ

ー派遣事業や道立特別支援教育センターによる巡

回教育相談、本市特有の名寄市特別支援教育専門

家チームによる巡回相談の積極的な活用を促して

まいります。また、通常の学級には学習進度が著

しく遅い児童生徒やある教科が極端に苦手であっ

たり、周囲とコミュニケーションがとれなかった

りするなど、特別な支援を必要とする児童生徒、

いわゆる困り感を抱えている児童生徒がおり、こ

れらの児童生徒への個別指導を一層充実すること

も課題であります。このため、道教委の児童生徒

支援加配教員や市教委の特別支援教育学習支援員、

名寄市立大学との協定に基づくティーチングアシ

スタント派遣事業による学生支援員を十分に活用

し、各学校において複数の指導者、支援員による

一層きめ細かな指導体制を整えることができるよ

うサポートしてまいります。

さらに、授業においては、例えば聞いてもすぐ

忘れるなど聴覚系の認知に困難を抱えている児童

生徒には大事なことは文字で書いて示す、また書

いた文字が重なるなど視覚系の認知に困難を抱え

ている児童生徒には桝のあるノートを使用させる

などの支援を取り入れることにより、その他の児

童生徒にもわかる、できる授業、つまりユニバー

サルデザインの視点を取り入れた授業へと改善を

図るよう進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ答弁をいた

だきましてありがとうございます。

再質問に当たって、冒頭も申し上げましたけれ

ども、この１年も含む５年、１０年のこれからの

ことを考えるときに、私的には最も重要なテーマ、

課題はやっぱり超少子高齢化への対応でないかと

考えております。まさにこれに関する各施策を集

中をすることによって、市民の安心や信頼をどう

高めていくかということにつながるのではないか

と思いますが、これにかかわってまず１つは、午

前中もやりとりのあった社会福祉事業団の関係で

お聞きをしたいと思うのですが、現状の状況、人

材が足りない、職員が不足をしている、ベッドが

あいているという関係等について、課題について

は、私ども会派も現場で働いている人たちの皆さ

んの苦悩や状況を事前に聞いておりますから、数

字の違いはございません。ただ、市長であると同

時に事業団の理事長ですよね、加藤市長は。この

現状に至っている認識というのは、どのぐらいの

時点からこういう状態であるかということについ

て御理解をいただいているのか、まずお答えをい

ただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 介護職員が満たされない

ことによってベッド数が出ないというか、稼働率

が１００になっていないという状況は、これは一

気に出てきたわけではなくて、徐々に徐々にこう

なってきたというふうに承知をしていますけれど

も、ここ何年かというか、この一、二年ぐらいの

状況でこのことが拡大していったというふうに認

識をしているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も所管の常任委員

長をやっていますけれども、同様の認識ではいた

のです。昨年もちょっと常任委員会で現状につい

てもお尋ねをしたのですけれども、あの施設がで

きているスタートの時点からそういう兆候はもう

既にあったという現場の声なんかもあったりして、

私どもも市長、理事長でもありますから、そうい

う共通認識が現場とのずれがやっぱりあったなと

いう感じがしているのです。急に１年、２年でそ

うなるわけではなくて、やっぱり現場労働の過重、

あるいはもちろん介護士さんが極端に数字が落ち

ているというのは最近の傾向なのかもしれません

が、トータルとしてベッドを全部利用している段

階でも、それの兆候は既に出てきているという認

識でありましたから、市長も６年たって、理事長

ももちろん６年ですね。これまで理事会の中でそ

ういう議論をお聞きになったことないのか、改め

てお聞きしたいのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 具体的に欠員が出る兆候

が設置時からあったということに関しての議論と

いうのは、理事会では承知はしておりますけれど

も、当然職場環境が現場は非常に厳しい状況の中

で日夜御苦労されているという状況については、

その現場の状況も踏まえて理事会の中でそうした

事案、事例やそうしたことに関する議論は定期的

に行われていたというふうに承知をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 発注側というか、委

託側の名寄市長、加藤剛士さん、受ける側の指定

管理者の理事長の加藤剛士、このことについての

是非論は別にいいのですけれども、発注する側も

しっかり監督指導は、指定管理者制度導入時点で

もいろいろ私ども議論をしましたけれども、受注

する側の指定管理者としても施設を有効に、しか

し市民サービスに応えるという観点からすれば、

それぞれの役割というのは大きなものがあるわけ

なのですが、もうそういう認識は共通認識として

やっぱり弱かったのではないかというふうに私は

思っているのです。早くに気がついていれば、確

かにきついということもありますけれども、賃金

も他の業種から比べれば相当、大石議員の言葉を

かりれば１０万円は少ないというような話も含め

て、あるいは預ける側の家族もその要求、要望は、

在宅にいるようなイメージを想定をしながら、過

重なものを当然求めてくるというようなことで、

やっぱり役割そのものが相当負荷がかかっている

なというふうに思っていますけれども、改めてあ

した、あさってということになりませんけれども、

理事会を緊急に招集してでも善後策、社会的な全

国的な問題だから遅々として進まなくてもやむを

得ないのかなという感じがあるのかもしれません

が、新たな決意としてお答えをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ここ一、二年というか、

直近の期間に関して非常に欠員が厳しい状況にな

ってきているということについては、理事会でも

議論をさせていただいているところでありまして、

昨年は１２月の理事会において一定の給与改善の

新規採用に関しての規定改正も行っているところ

であります。また、今後は例年１０月ごろに実施

をしている職員採用試験を９月に行い、新卒の確

保に努めていくだとか、平成２８年度に事業団の

ホームページを開設をして、職員採用情報の発信

をさらに強く行っていくなど努力をしていきたい
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というふうに考えております。いずれにいたしま

しても、議員お話しのとおり、３月に１度理事会

を開催をさせていただいて、この現状について改

めて共通認識を前回でもお話をしていますけれど

も、改めて図らせていただいて、さらなる対応の

改善、進化に努めていきたいと思います。

あと、大石議員のところでもお話しさせていた

だきました。これは、我々事業団だけの問題でな

くて、市全体の介護職にも影響してくる問題とい

うことでありますので、この辺に関しては我々事

業団だけでいいということではなくて、全体の事

業者さんとの連携もしっかりと密にとりながら、

改善策をこれからも検討していきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もちろん責める一方

では、そういう認識はございませんけれども、ま

ず事業団がその気になって、課題、原因がもう明

らかなわけでありますから、現場の声も拝聴しな

がら一歩でも二歩でも、せっかくあるユニットご

とのベッドがあくことがないよう、そして待機数

は実質約２００人近く、ダブった人を除いても百

九十何ぼというふうに数字が出ておりますので、

最大限の努力を、保健福祉部そのものも新たな国

の急に決めることが勝手にどんどんどんどん出て

きて、その対応に追いついていかないという職場

の現状もあるのでしょうけれども、しっかり市長

を先頭に重要課題としてまず取り組んでいただき

たいと思うのですが、希望する働き手の中には、

若い人も資格を持っておられたりしているのです

けれども、このことについてはこれ１つ聞いて終

わりますけれども、やっぱり子育て中の方も、ど

うしても２４時間勤務ですから、子供をどうする

かと、深夜。たまたま市立病院が１年おくれで夜

間保育の本格的な取り組みに入りますけれども、

企業会計との関係はございますけれども、本当に

そういう面では民間の事業所も含めて、子ども・

子育て支援法が変わっていますので、あらゆる保

育施設の可能性を探ることも、条件をつくるとい

うことも重要かなというふうに思いますが、突然

の質問ですけれども、どのようにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 事業団職員の中でも子供

がいて、夜勤だとかも含めて２４時間の対応を求

められると。そのときにそうした施設が市立病院

がこれから計画していくであろう院内保育所での

受け入れも含めて検討できないかというふうなこ

となのでしょうか。このことに関して、院内とい

うことでの縛りがあるのかどうなのか、ちょっと

技術的なところ調べないとわかりませんけれども、

いずれにしても市内にも民間の受け入れる保育所

もございますので、その辺のところはよく職員の

皆さんとそうした該当する方にそういう要望があ

れば、しっかりと現場の声をよく聞きながら、対

応できるものはしていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） このことについては、

私どもの会派にも浜田議員という専門家がいます

ので、改めてまた具体的なテーマを持って御質問

させていただきますので、誠意ある答弁をお待ち

をしているところでございます。

もう一つ、少子高齢化の関係では、子ども・子

育ての関係の、かねてからしつこいようですけれ

ども、現状の若い人たちの所得状況を見たときに、

まさに名寄においても２００万円以下、やっと共

働きでということですけれども、それにしても一

番気になるのはやっぱり子供の健康状態、病院に

かかる、あるいは保育所、幼稚園に預けるお金が

高額だという。それは、国や、あるいは名寄市独

自でも緩和策はやっているのですけれども、トー

タルとして働きやすい環境づくりの支援というの

は非常に重要かと思いますけれども、市長の答え

は大体いつも市立病院も２４時間でやっているし、

あれもこれもやっているけれども、トータルとし

て判断してくれということですけれども、なかな
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かやっぱりそういうことではスピード感ないので

ないかというふうに考えておりまして、予算との

関係はございますけれども、改めて医療費の完全

無料化、あるいは保育所、幼稚園等の支援につい

てのお考えを聞いておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 子供、小児の医療費の独

自削減といいましょうか、独自支援に関しては、

御案内のとおり平成２６年８月に名寄市において

は幼児については完全無償と、小学生については

入院無償ということで、かなり大きく踏み込んで

改善をさせていただいたということで、まだ１年

半ぐらいの経過ということでありますので、この

推移をよく見守っていきたいと思います。先ほど

もお話ししたとおり、その間２５年末から子ども

・子育て会議を実施をさせていただく中で、いろ

んな要望がありまして、我々としてはそれをかな

りきめ細かく詰めさせていただいたつもりであり

ます。２７年度、新年度から新たに子ども・子育

て支援制度が始まりまして、公定価格も設定をさ

せていただいて、その中においても相当所得の低

い層に対して、あるいは所得層が固まっていると

ころの階層に対しては、かなりきめ細かく料金設

定をさせていただいて、国の示している基準ある

いはほかの自治体と比べても非常にそうした世帯

に対して優しい設定をすることができたというふ

うに我々としては自負しているところであります。

引き続き子育て支援に関しては、力を入れてまい

りたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 加藤市長６年、私高

齢者問題や子ども・子育て支援の関係、後退して

いるというふうには思っておりません。前には向

いていただいているのでしょうけれども、今、国

会でも大変大きな話題になっています、ちょっと

言葉が過激ですけれども、保育園落ちた、日本死

ねという。保育所の関係は、名寄については公立

保育所あるいは官民そろって一定の受け皿として

確保されていますから、このようなことはないか

というふうに思いますけれども、それだけせっぱ

詰まっているということの裏返しではないかとい

うふうに思っています。安倍総理大臣もにわかに

またそれはもう何とかやるみたいな話しして、次

から次と新しいことは言うけれども、本当に地方、

全国的にそういう状況をすぐさま展開をされると

いう状況ではないことについては非常に残念です。

高齢者、子育て関係については一回おきまして、

総計とか執行方針関係で市長に、これも突然の話

で答えにくいかもしれませんけれども、市長は１

５年後、２０３０年、６０ぐらいになるのですか。

そうですね、１５年後というと。何をやっていま

すかということについてお答えをいただきたいの

ですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 健康で元気であり続けた

いというふうには思いますけれども、今名寄市の

ために粉骨砕身頑張っているところでありまして、

どのような立場にあってもこの私が生まれ育った

地域のために何かお役に立てることがあれば頑張

りたいというぐらいですか、そういうふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私は、そのころはも

う８０を超えていまして、今市長が言ったような

形で本当に健康寿命が少しでも延びて、趣味のい

ろんなこともやりながら、年金や教育や医療には

余り不安がなくて、ぜいたくはしなくてもいいけ

れどもという、そういう素直な気持ちでいるわけ

なのですけれども、今突拍子もないことを聞いた

のは、御存じですよね。これは、既に第１次総計、

第２次の総計のワークショップの関係でどなたが

聞いたかわかりませんけれども、６０人ぐらい集

まった皆さんにそういう問いかけをしているので

す。そのときに地域のコミュニティーのつながり

だとか、幸せでどんな楽しい生活を想像するかと

いうようなことのやりとりがいろいろあったもの
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を私もちょっといただきまして、お尋ねしたので

すけれども、１５年後、まさに今２万 ０００で

すから、想定では２万 ０００台ぐらいの、人口

も落ちるという状況なのですけれども、お互いに

そういう幸せ感を念頭に置きながら頑張らなけれ

ばならないのですが、市長も一生懸命やっていた

だいているのですけれども、ピラミッドに例えれ

ば上部構造の上のほう、いろいろ交流だとか、観

光交流だとか、さまざまな新しい事業、台湾だと

かということでやっておられまして、私も交流人

口の拡大に期待感を持ってもおりますけれども、

それと比較をして生活に直結するような、ピラミ

ッドでいえば下がどっしり裾野が広がって、生活

や医療や福祉や教育や年金だとか、そういう基盤

づくり、これ国の制度そのものにも非常に問題が

あることは原因はしているのですけれども、そう

いうことにもしっかりやってほしいと。市長のや

りたい、何をやりたいのだろうかと、加藤市長は。

加藤市長の市政の背骨はどこにあるのですかとい

う市民の声もいただくのですけれども、市長の感

想ございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一言で言えば、市民一人

一人が自分らしくこの地域で幸せに生きていく、

そうした地域を実現することに尽きるのではない

かというふうに思います。そのためにいろんなサ

ービスを提供するでしょうし、明るく元気な雰囲

気をつくるための施策も行うでしょうし、経済の

活力を出していかなければならない。その中でで

も、どこかでもお話をしましたけれども、今回の

総合計画や総合戦略の議論の中でもやっぱり最後、

とどのつまりはその地域に住む人がいかに輝くか

で、その人が生き生きとしていくか、そのことに

よって次代にもその地域をつないでくれる人が生

まれてくると、こういうことだというふうに思い

ますので、改めてそうした人が輝くまちづくりを

これからも進めていきたいというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もちろんあれもやり

たい、これもやりたいということで、財源を新た

につくるか、あるいは不要なものをやめるという

ことは余りたくさん見当たらないかもしれません

けれども、いずれにしても財源の枠が国の今の制

度にかなり拘束をされているというか、規制をさ

れているという状況ですから、一気にいかないこ

とについては理解をするものでありますけれども、

どうか地方がもっともっと使い勝手のいい生活に

密着した事業、制度化について、市長もまだ若い

ですから、全道市長会の先頭に立って、ぜひ国に

も物をしっかり言うと。頭を下げるばかりではな

くて、この地域でいけば今津さんにでも佐々木さ

んにでも要請をしていくことが、一般的な要請は

頻繁に会って、もう会いたくないくらい会ってい

るのでしょうけれども、新たなことをやっぱり求

めていく、転換をさせるということについての行

動をしっかりやっていただければなというふうに

思います。私流に憲法の理念をしっかり２４条や

ら２５条やら含めて、それはやっぱり地域の政治

に生かしてほしいなというふうに考えていますの

で、強く求めておきたいと思います。

ＴＰＰのほうにちょっと入りたいと思いますが、

これも午前中にやりとりあったところではあるの

ですけれども、何かしらもう大筋合意がこの国会

で５月末をめどに決まって、影響のある部分は対

策に走っているような雰囲気があるような気がし

て気になっているのですけれども、市長答弁いた

だいたとおり、３年前議会でも名寄ばかりではな

くて、オール北海道が党派に関係なく国会決議を

守れということで一致してきたわけであります。

今初めて情報が少ない中、国会審議が始まって、

私も非常に気になるというのは、当然基幹産業、

農業ですから、名寄は文字どおり。ここが崩れる

と、いわゆるまちづくりが壊れるということに匹

敵をするわけなのですが、国会決議について地方

から見た首長として、国会決議を守られたかどう

かという御認識はどうでしょうか。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 国会決議を守られたかど

うかということについては、私がそこまで深く考

えを持ち合わせておりませんし、大事なことは大

筋合意を受けて、今地域の基幹産業は農業であり、

この地域の農業をどう守っていくかということに

尽きるのだろうというふうに思っています。その

中で改めて今地域の課題をしっかりと分析をして、

そこに足りない部分に関しては積極的に道や国に

働きかけをしていく。あるいはそれぞれの団体と

連携をして要請をしていくと。さらには、名寄市

独自の施策をしっかりと展開を進めていくという

ことが大事なのだろうというふうに考えていると

ころでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 新聞報道で地元を代

表する道議会議員がＴＰＰ大筋合意を見たが、将

来的には市場規模が広がると考えるものの、特に

農産物、畜産物の関係なんかについて触れておら

れたのは聞いていると思いますけれども、あとは

対策をしっかり打つことだということなのですけ

れども、市場規模がというのは、農業の市場規模

がどう、それは輸出しやすくなるということの利

点はあえて挙げればあるやに聞こえてくるのです

けれども、そう簡単ではないのではないかという

ふうに。名寄、智恵文地区が畑作中心で、まだ風

連も名寄も畑作やっている方もおられますけれど

も、小麦一つとっても販売価格が下がるだけとい

う程度の認識かどうか、もう一度お聞かせいただ

きたいのです。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 安全性の問題であります

とか、いろんな課題はあるのかというふうに思い

ます。昨年ですか、イタリアでミラノ万博行って、

北海道の方やいろんな方も行っていて、その中で

名寄市の観光大使である星澤幸子先生がそこに行

って、改めて強く感じたことは、ヨーロッパでも

北海道という感じが通じると、こういうことであ

ります。ＴＰＰが起きることによって、逆に世界

が北海道の食料品を買いあさっていくのでないか

というような怖ささえ感じたというお話をしてお

りました。いろんな見方はあるかもしれません。

しかし、どう捉えていくかによっては、私はいろ

んなチャンスもあるというふうに思っていまして、

いかにこの地域の農業を守っていくか、あるいは

付加価値を高くして販売をしていくかということ

には、あらゆる角度から知恵を絞ってみんなでこ

こを乗り越えていきたいというふうに考えている

ところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も勉強不足ですけ

れども、先般の道新、３月７日の十勝の農業者の

報道がございました。名寄ももちろん小麦をつく

っていますけれども、小麦は３種類か４種類の輪

作体系でジャガイモだとかビートとか構成をされ

ていますから、そういう面ではあらゆる農産物に

影響があったり、あるいは裏わざが何かたくさん

この協定書面には隠されていまして、協定発効後

は４年間はもう絶対秘密厳守だと。何出てくるか

まだわからない。あるいは、関税廃止の前倒しが

幾つかもうニュージーランドやオーストラリア含

めて、カナダですか、アメリカも含めてですけれ

ども、前倒しの場が事前に用意をされているとか、

やっぱり簡単ではないのではないかと。諸対策は

しなければ、もうそれは決まった段階では。しか

し、今やることは諸対策のことももちろん並行し

て考えなければならぬけれども、それは北海道や

全国的に自給率の問題やら、トータルで農業政策

を考えていかなければならぬけれども、並行して

やっぱり国会決議を守れということについて、私

は声を高らかに上げるのは今のこの時期しか、３

月、４月、５月しかないような気がするのです、

国会と並行して。それについての決意ございます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既にもう大筋合意を見て
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いるということでありますから、そこのところを

今高らかに声を上げていくということがいいのか

どうかというのは、そこはいろんな見方があると

いうふうに私は思います。大事なことは、やっぱ

りしっかりと情報を分析をして、今この農業をど

うやって守っていくのかということをみんなで考

えていくこと、このことに尽きるのではないかと

いうふうに私は考えておりまして、そこに向けて

ぜひ総力を結集していきたいというふうに考えて

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私先ほど全道市長会

でトップを切ってでもぜひというのは、単なる使

い勝手の予算とかだけの話ししたわけではなくて、

やっぱり国に物をしっかり言うということについ

ても、加藤市長はこれだけ怒っているぞというこ

との変化は、それは国会議員も何年に１回ずつ選

挙があるわけですから、十分一定の効果があるの

ではないかというふうに思っています。単独で走

れとは言いませんけれども、改めて声の出せる時

期にしっかり戦っていただきながら、名寄の基幹

産業、農業をこれまで以上に、それは輸出でもさ

まざま６次産業の具体化でももちろん並行してや

ることはたくさんありますけれども、腰を入れて

やっていただきたいというふうに思いますけれど

も、求めておきたいと思います。この件は終わり

ますので。

それで、次は市民とともにまちづくりの関係、

市民が主役のまちづくりについて求めておきたい

と思うのですが……

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員、途中ですけ

れども。

熊谷議員の代表質問の途中ですが、ここで一旦

代表質問を中断いたします。表示板の時計をとめ

てください。

〇議長（黒井 徹議員） 去る平成２３年３月１

１日１４時４６分に発生いたしました東日本大震

災から５年を迎えることになります。ここで、犠

牲になられました方々に哀悼の意を表し、本議会

として震災発生の時刻に合わせて黙祷をささげた

いと思います。

時間が来ましたら、私の発声で御起立を願い、

黙祷を始めたいと思いますので、御協力のほどお

願い申し上げます。若干時間を待ちたいというふ

うに思います。

御起立願います。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 黙祷終わります。

御着席ください。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員の代表質

問を再開いたします。

熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 次に、市民力、職員

力、あるいは市民が中心のまちづくりの関係で市

長にお答えをいただきたいことがございます。

自治基本条例との関係ですが、市長、職員で大

学にいる渡部晃洋さんは御存じですね、もちろん。

自治基本条例をつくるということで、合併協議で

決まって、それ以降市役所の中にも検討会議つく

って、ちょうど市長の在任６年と、これ施行して

から６年、そしてそれ以前にもちろん作業されて、

「自治基本条例における「参画と協働」の意義」

という小論文が、自主論文が出ているのですが、

読まれたことありますか。読んでいませんか。後

からぜひ、いい内容だなというふうに思っていま

すので。こんな優秀な職員が市役所の中にたくさ

んおられるものですから、職員力、即戦力になる

方がたくさんおりますので、それをどう動かすか

というのはやっぱり市長自身の采配によるところ

でないかと思いますが、いわゆる自治区の話にま

た戻りますけれども、この基本条例に基づいて。

今現在小学校区単位で名寄、風連、智恵文、いろ

んな形でありますけれども、それぞれ熱心に取り
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組んでおられる協議会、本当にコミュニケーショ

ンを深めながら、いろんなイベントとか取り組み

をやられておりますけれども、この延長線、非常

に敬意と感謝も申し上げるところなのですが、こ

れをどんどん続けることではお互いにつながりが

しっかりしていくということはございますけれど

も、制度としてこの延長線に市長描いているよう

なことはございますか、自治区の関係について。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 第１次の総合計画におい

ても地域自治区を展望する旨の計画がうたわれて

おりましたけれども、なかなか思うようにはいっ

ておらない現状だということは先ほどの大石議員

のお答えでもさせていただいたというふうに思い

ます。先ほどワークショップのお話もしていただ

きましたけれども、その中でも、あるいは先般こ

の分析に対してコンサルティングでいろんな地域

の先ほどのアンケートも含めた分析をいただいた

ところでありますけれども、まだまだ地域連絡協

議会、やっぱりその協議会によって温度差がある

ということは現実だというふうに思います。一方

で、今のところまだそれぞれの町内会で順調に町

内会活動をしているという意見が結構多いと。し

かし、将来を展望してみると不安が多いというと

ころはかなり多いということだと思います。その

ことに加えて、この１０年間自治区を見据えてそ

れぞれの連絡協議会で試行錯誤しながらとはいい

ながらも活動を続けてきて、非常に活発な自治活

動をやっていただいている連絡協議会も出てきて

いるということは現実でありまして、この１０年

間は決して無駄ではなくて、そうした地域連絡協

議会がしっかりとある程度知名度も得てきたし、

将来的に町内会が担えない活動をそこで担ってい

ただける可能性のある自治組織に昇華してきてい

る段階ではないかというふうに思っています。ま

さに次の総計はここが大きなテーマとなるところ

であるというふうに思いまして、この辺はしっか

りと市民議論をしていく中で、新たな自治組織と

いうのがいかなるべきであるのかというのはぜひ

議論していただいて、２次計画の大きな柱の形に

していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） この１０年間本当に

各地域の協議会、東地区だとか南地区だとか、風

連地区も含めて、それぞれの先頭に立っていただ

いている皆さんのいろんな努力について、当然こ

れからもそういう面では広げていただければとい

うふうに思っていますけれども、それとはまた別

にあえて、これまでも何回か言ったような気がい

たしますけれども、やっぱり市民力、例えば私の

うち、玄関の前の道路雪がどっとあっても、これ

は自分の道路だと思って、まずは自分の中に入れ

込んで、それから片づけるという、ほとんどの人

がそういう努力をされていると思うのです。これ

は、市の道路だから雪持っていけという人も、そ

れは中にいるかもしれません。それはそれぞれの

健康状態だとか、置かれた状況によって考え方が

変わるのですけれども、今名寄市の市民税、やや

３０億円ですよね、橋本副市長。２９億円から３

０億円ですね。１％、財源私もどのようにそれを

使われているかというのを全部調べたことないの

ですけれども、１％といったら ０００万円です

ね。今小学校区単位、豊西がなくなりますけれど

も、８地区とした場合に、単純平均で割ると、人

口だとか面積関係なく割ると３７５万円ぐらいで

す、 ０００万円割る８で。これを即実行できる

ということではないですけれども、やっぱり協議

会等で仮にこの地域に割り当てられた場合、もち

ろんいろんな条件がございますけれども、自分の

前のでこぼこだとか、あるいは除雪の助け合いだ

とか、災害であるとか、福祉だとか、さまざまな

ことを想定をしながら、自分のお金として地域の

中で考えながらどう使っていくかということを想

定をして、いろいろ演習をすることも一つの試み

かなというふうに考えていますけれども、どうお
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考えですか、市長。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれ今町内会やそれ

に準ずる地域においていろんな活動もお願いをし

たり、協働でまちづくりを進めている事例があり

ます、公園もその一つだし。例えば街路樹の問題

や道路の、庭の問題だとか、いろいろ多岐にわた

っていると思いますけれども、そうしたことがい

わゆる使い勝手が、任せる交付金みたいなことの

交付をして、そこの地域で工夫をしながら、みん

なで議論して何に使うかということを決めてやっ

ていくというのが自治区なのだろうと思います。

そうしたことになるのは望ましいことだし、すば

らしいことだというふうに思いますけれども、一

方でこれは地域が自発的にやはりそうしたことの

思いをぐっと高めていっていただく。地域のリー

ダー的な存在も含めて、そして地域で機運が高ま

らないとやはり難しいものだという、このことは

ずっと議論してきているというふうに思います。

まだまだ地域協議会の役割が見えないというよう

なアンケート結果が相当多い現実を考えると、ま

だそこに行くまでには途上なのかなというふうに

も思っていまして、ここはいま一度また地域の皆

さんと丁寧な議論の中で、新たな自治組織のあり

方というのは展望していきたいというふうに考え

ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私は、今これをすぐ

やれということで言ったつもりはございませんけ

れども、文字どおり市民力、職員力を上げていく

こと、名寄市をどう愛して、自分たちが考えて、

自分たちでまちをおさめるという感覚、もちろん

市長がトップリーダーとしていろんな知恵や行動

も含めて、対応も含めてやっていただかなければ

ならぬことについては当然ですけれども、そうい

う機会は職員には新たな負荷をかけることになる

かもしれませんけれども、やっぱり地域担当制の

問題と、いわゆる地域の協議会とそのまま連携す

るかどうかというのはあれですけれども、しっか

り検討するプロジェクトみたいのを立ち上げて、

内部検討を始めたらどうかというふうに思います

けれども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地域連絡協議会の活動を

さらに進化させていくとすると、当然地域担当制

という話も議論の中には出てくるかもしれません。

そのことも含めて、総合計画の中でしっかりと議

論をさせていただいて、やっぱり地域の皆さんと

丁寧な議論をすることがまずは大事だろうという

ふうに思います。その中でそうした展望が見えて

くれば、次にそうしたステップに行くことも検討、

あるいは可能性としても十分考えられるのではな

いかというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひ少し歯車を回す

ような、そういう面ではいいリーダーシップを発

揮していただいて、問題の投げかけをまたしてみ

ることも大切ではないかというふうに考えていま

すので、１０年、１１年目に向けて一歩踏み出し

ていただきたい。あるいは、総合計画の策定と並

行するものもございますけれども、ぜひひとつ芽

を出していただければなというふうに思います。

もう時間がないので、一部省きますけれども、

除雪、排雪の関係も言えば切りないぐらい、いろ

いろ中村部長も目に見えるような改善もしていた

だいていますので、安心はしているのですけれど

も、これについては触れません。触れないという

のは、この後名寄の町中、当然議員になってから

も穴あくぐらい見ている佐久間議員が抜本的な改

善に向けてまたいろいろ提案、提言をすることに

なっていますので、ぜひ前向きな答弁を期待して

おきたいと思います。

それで、もうあと５分ですね。１８分かと思っ

たら、あれ１８人だものね。教育関係に一気に飛

びますけれども、私も今手元に３年前に職員団体

がやった自費でどのぐらい負担をしているのかと
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いう１年間調査をした結果の数字を持っています。

一番多いのは、ふだんの授業に絡んでいる教材だ

とか、パーセントもあえて言いませんけれども、

修学旅行だとか運動会だとか、それぞれパーセン

テージは変わるのですけれども、それから２年半

ぐらいたっていますので、教育長はほぼこれはも

う完全にそういうことはないという自覚でよろし

いですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） その話を伺ったとき、

率直な気持ちといたしましてはあり得ないという

ような認識でおりました。ただ、これではまずい

と思いますので、再度校長等を通してそのような

ことが今後起こることがないように、各学校を支

援してまいりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 教員個々によっても、

なかなか金がない、金がないと校長さんも教頭さ

んも言うのでしょう、職場では。何ぼでもあるよ

とはもちろん言い切れないでしょうから。ただ、

こんなものいいかなということもあるでしょうし、

言いづらいから私的な金使ったままにしておくと

か、そういうことは散見をされるでしょうけれど

も、ぜひそういうことは学校現場管理職、職員も

含めてお願いをしていきたいというふうに思って

いますし、時間外労働等の関係についても、仕事

が現実にあるのに、子供がいるのに、時間になっ

て帰りますという先生は誰もいないと思うのです。

だから、何ぼ見かけの時間外労働を減らすことを

やっても、これはどんな職種でもそうだと思うの

けれども、帰れるような状態をつくるということ

は、具体的な今の仕事のあり方について４定でも

教育長も自覚をされておりますので、徐々に徐々

にしっかりミーティングやらコミュニケーション

を図りながら、お互いにやっぱり少しずつ改善の

方向に行くことがまた子供たちの知力、体力、精

神状態も含めて、一番基盤になるところを大事に、

先生を優先ということではないですけれども、そ

こにしっかり土台を置いた子供の教育を展開して

いただくことでより効果はあらわれていくのでは

ないかというふうに思っていますので、現状認識

包み隠さず、改善に向けて御努力をお願いをした

いというふうに思います。

１分しかございませんけれども、市長、最後に

お聞きしますが、これは国の政治の関係になるの

ですけれども、地方に非常に関係が深いというこ

とで、安倍首相は一億総活躍社会の実現へ、ＧＤ

Ｐ５００兆円、これはちょっと私どもには想像つ

かないことですけれども、出生率 ８％、介護離

職者ゼロという新３本の矢、中野道議もそうは言

っているけれども、なかなか地方でこれを実現す

るというのは容易でないなということも新聞でも

見ましたけれども、加藤市長として、地方の首長

として、その方向は私も否定しません。本当に現

実離れしているのでないのかという感じがしてい

るのですけれども、評価をいただいて、終わりた

いと思います、あと５１秒で。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） アベノミクスの新アベノ

ミクスだとか、地方創生だとか、新成長戦略、い

ろんな話題がいろんなところで出ておりまして、

何となく政策の方向性が本当に一貫しているのか

という、私もちょっと疑問を感じざるを得ないと

ころが正直ございます。しかし、地方創生という

ことは、これはある意味ではいろんなことを改め

て気づかせてくれたこともあったし、やっぱりさ

らに地域というか、市民と一体となってこのまち

のことを考えて、このまちを何とか持続可能なも

のにしていく、まちづくりをみんなで考えていか

なければならないという大きなきっかけにしてい

きたいというふうに私は思いますし、またそうす

るように職員も一丸となり、あるいは市民の皆さ

んとも対話と連携をしっかりと密にしながら、新

しい総合計画の策定に向けて大事な１年となりま

すので、熊谷議員も含めて議員の皆さんにも御指

導いただいて、節目の大きな１年にしていきたい

平成２８年３月１１日（金曜日）第１回３月定例会・第２号
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というふうに思っておりますので、ぜひよろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 会議規則第１０条の規

定により、明日３月１２日及び３月１３日の２日

間を休会といたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 浜 田 康 子

署名議員 川 口 京 二
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平成２８年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年３月１４日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議におくれる

旨の届け出がありました。１１番、山田典幸議員

がおくれるということでございます。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

国土強靱化地域計画の策定に向けた本市の取り

組みについて外２件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、順次質問をしてまいりたいと思います。

１番目に、大きい項目の１番目、国土強靱化地

域計画の策定に向けた本市の取り組みについてを

お尋ねをいたします。東日本大震災の教訓を機に、

平成２５年１２月に公布、施行されました国土強

靱化基本法では、その第４条において地方公共団

体の責務を明記するとともに、第１３条において

都道府県または市町村は国土強靱化地域計画を定

めることができると明記をされております。この

国土強靱化地域計画については、このたびどのよ

うな災害が起きても被害の大きさをそれ自体小さ

くできるため、安全対策に期待ができるとともに、

計画策定後は国土強靱化にかかわる各種の事業が

より効果的に、かつスムーズに進歩することが期

待できるものであります。国として、平成２７年

１月に国土強靱化地域計画に基づき実施される取

り組みに対する関係省庁の支援について決定をさ

れました。具体的には、国土交通省所管の社会資

本総合整備事業や防災・安全交付金があり、また

農林水産省所管の農山漁村地域整備交付金や、さ

らに安全交付金、また消防庁所管の消防防災施設

整備費補助金や緊急消防援助隊設備整備費補助金

など３２の関係府省庁の所管の交付金、補助金な

どにおいて支援が講じられるとともに、この交付

の判断において一定程度配慮されることになって

おります。

しかし、この国土強靱化計画の策定状況につい

ては、平成２８年１月７日現在で都道府県につい

ては計画策定済み１３道県で、予定を含めた計画

策定中が３２都府県であります。市町村において

は、計画済みが９市町村、予定を含む計画策定中

は２４市町村にとどまっております。北海道では、

札幌市と岩見沢市しか策定しておらず、いまだ多

くの市町村が国土強靱化地域計画の策定ができな

い状況にあります。昨年１１月１７日には、全国

市議会議長会において計画の推進を掲げたところ

でございますし、この国土強靱化地域計画の策定

について今後も発生するであろう大規模自然災害

等々から市民の生命と財産を守ることを最大の目

的として、災害が起きたときの事前の備えを効率

的かつ効果的に行う観点から、早急に策定を進め、

公表すべきと考えますが、理事者の御見解をお願

いいたします。

大きい項目２項目、地域で取り組むひきこもり

の社会復帰支援についてをお尋ねをいたします。

現役世代の不就労者、ひきこもり者の増加は、地

域の活性化を妨げるだけでなく、高齢家庭の負担

にもなっております。地域で就労できずに引きこ

もっている実態を調査し、支援の実施を求められ

ております。厚生労働省では、ひきこもりをさま

ざまな要因の結果として、義務教育を含む就学期

間や非常勤職員を含む就労や家庭外での交遊をし

ない等の社会的参加を回避すること、６カ月以上

にわたって行う、家庭にとどまり続ける状態で、



－95－

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

他者と交わらない状態で外出してもよいという定

義になっております。日本では、約２６万世帯に

上ると厚生労働省では平成２８年７月に推計して

おります。

また、近年ではひきこもりの高齢化が進んでお

ります。全国ひきこもりＫＨＪ親の会の調べによ

ると、ひきこもりを始める年齢が横ばい傾向にあ

るものの、平均年齢は４０から８０と上昇傾向に

あるそうです。最近では、一旦社会に出てから挫

折したことでひきこもり状態になる人がふえて、

高齢化にも拍車がかかっている状態です。また、

年齢が高くなるほど抱える家庭の負担が重くのし

かかり、支援が難しくなっている現状でもあるそ

うです。問題は、ひきこもりを抱える親が既に高

齢化しており、本来親の世代が受給するなど社会

保障の恩恵を受けている、年金を頼りにひきこも

りの生計をも助けているのが現状だそうです、世

代のはずが子供が社会復帰できない、また不就労

の状況が続き、果ては生活困窮に至るのではない

かという世帯がふえております。本市でのひきこ

もり、不就労者、不就学者の実態調査についての

お知らせをいただきたいというふうに思います。

また、本市在宅のひきこもり者、不就労者への

対策についてもお知らせをいただきたいと思いま

す。

各都道府県には、ひきこもり地域支援センター

を設置しております。第１次相談窓口を設け、支

援機関につなぐなど支援を行っておりますが、本

市の相談体制について御見解をお願いをいたしま

す。

３つ目、子育て応援アプリの推進についてをお

尋ねをいたします。平成２７年から子ども・子育

て支援新制度がスタートをされました。それに伴

い保育や育児を初めとするさまざまな子育て支援

に関する情報提供や相談、助言等を行う利用者支

援事業の実施が自治体に求められていることがき

っかけになり、各自治体が独自の支援事業を展開、

検討しております。昨今子育て家庭の家族形態や

就労形態が多様化する中、保育だけでなくさまざ

まな形の子育て支援が求められている中で、自治

体における支援事業も利用者ニーズに幅広く対応

する必要性を増してきていると感じております。

本市では、昨年１０月から地域子育て支援センタ

ーひまわりらんどの開設がされ、子育て家庭には

うれしい施設で、大盛況で運営をされております。

また、子育て世代の経済的支援で乳幼児紙おむつ

用ごみ袋支給事業、またファミリーサポートセン

ター事業等が進められているようですが、本市利

用者支援事業の取り組みの状況をお知らせをいた

だきたいと思います。

東京都世田谷区では、子育て世代に広く普及し

ているスマートフォンを活用した支援事業を行っ

ており、注目を集めております。平成２６年１０

月から多様化する子育て家庭のニーズに沿った情

報を提供するため、ツールのせたがや子育て応援

アプリをスタートさせました。核家族やひとり親

世帯の増加、名寄のように自衛隊家庭で地域のつ

ながりの希薄化などにより、保護者が孤立しがち

であることから、出産や子育てに対する不安、負

担が決して軽くありません。そこで、子育て世代

の多くが利用しているスマートフォンで時間や場

所にとらわれず、気軽に子育て支援に関する情報

を取得できるようにすることで、子育て世代の不

安感や負担の軽減を図ることができるアプリが有

効とされていることで導入がされました。アプリ

を通じ提供されるサービスには、おむつがえ、授

乳スペース、公園など施設を検索できる施設マッ

プ、子育て支援情報の申請、手続、情報を閲覧で

きる子育て支援ナビ、幼稚園、保育所施設など条

件に合わせた検索ができる保育施設ナビ、登録し

た子供の年齢、生年月日、住所などに合わせた健

診、予防接種のお知らせを通知できるお知らせ配

信機能などあり、妊娠期から小学生就学前の子育

て家庭を対象に情報を提供されているそうです。

また、政府では、児童手当、予防接種、保育所

の申し込み、健診、出生届、子育てサロン、奨学
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金などの子育てのサービスの手続を来年７月から

マイナポータルでネット化、一元化をスタートす

る予定であります。名寄もこのアプリと連動し、

子育て応援アプリの導入についての理事者の御見

解をお願い申し上げ、この場での質問を終わらせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） どうもおはようござ

います。ただいま高橋議員からは、大項目で３点

にわたり御質問いただきました。大項目の１につ

きましては私のほうから、大項目の２及び３につ

きましては健康福祉部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目１、国土強靱化地域計画の策

定に向けた本市の取り組みについて、小項目の１、

国土強靱化地域計画の策定について及び２の計画

内容の考え方についてあわせて申し上げたいとい

うふうに思います。平成２５年１２月、国土強靱

化基本法が制定、公布をされまして、翌２６年６

月には同法に基づき国土強靱化基本計画、アクシ

ョンプラン並びに地域計画策定ガイドラインが策

定をされました。これまでの防災、減災の範囲を

超えて強さとしなやかさを持った安全、安心な国

土の構築に向け取り組みを推進するものでありま

して、その基本方針として人命の保護が最大限図

られること、社会の重要機能の維持、被害の最小

化、迅速な復旧、復興が示されております。国で

は、国土強靱化地域計画の策定を進めるために、

先行自治体との共同による地域計画策定モデル調

査を経まして、現在までに全国で２９団体が策定

済みとなってございます。平成２６年度には、そ

のモデル団体の一つに北海道が選ばれまして、京

都大学、藤井教授の助言を受けて地域計画の検討

と策定が行われたところであり、当該地域計画に

は地域の実情やリスク、特性に応じた施策展開と

しまして、道内を６つの地区に分け施策展開の方

向性が示されたところでございます。

地域計画の考え方、進め方につきましては、リ

スク管理及びその評価を基本に、防災だけではな

く幅広い分野を対象といたしまして、それぞれの

分野ごとにリスクを洗い出し、優先する施策から

実行しまして、その評価を繰り返し行っていくと

いうことが示されてございます。対象となる具体

の施策といたしましては、道路や橋梁、河川など

のハード分野の施策に限らず、保健、医療やエネ

ルギーなどソフト施策も含まれるものとされ、市

政の各分野に広く関連するものでございます。ま

た、強靱化地域計画の位置づけには、あらゆる計

画の最上位計画とすることが示されているところ

でありますが、法におきましては義務的な計画と

しては位置づけがされていないところでございま

す。地域計画の策定に当たりましては、地域の実

情や特性に留意をしつつ、市の施策全般について

防災、減災の視点を横軸として整備する必要があ

り、これまでの防災対策や各個別の危機管理だけ

ではなく、市の施策全てのリスクに対しまして対

応する必要があるため、おのずと総合計画との関

係は密なものになると考えております。このこと

から、本市におきましてはさらに調査を進めると

ともに、道内他自治体の推移も注視しながら、当

面の間は北海道で策定をいたしました地域計画の

考え方に沿い、その考え方を参酌しながら総合計

画の進行管理に合わせて必要な施策を推進してま

いりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２と３について申し上げます。

初めに、大項目２の地域で取り組むひきこもり

の社会復帰支援について、小項目１のひきこもり

の実態調査について申し上げます。さまざまな要

因の結果として、就学、就労、人との交流など社

会的参加を回避し、家庭にとどまり続けている状

態であるひきこもりの実態については、平成１８

年度厚生労働省関係の調査によれば推計数として

全国に約２６万世帯、名寄市の人口比率に換算し
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ますと６５世帯となります。また、平成２２年の

内閣府の調査によれば、趣味などの用事のあると

きは外出することができる準ひきこもりを含めた

広義のひきこもりは全国で約７０万人、またコン

ビニなどには出かけることができるが、他者と交

わることなく、おおむね６カ月以上にわたってほ

とんど家から出ないという狭義のひきこもりは約

２４万人と言われ、こちらも名寄市の人口比率に

換算すると、広義のひきこもりは１８０人、狭義

のひきこもりは６０人となります。ひきこもりと

なる要因は、不安障害、適応障害、あるいは鬱病

などの精神疾患や発達障害などの生理学的要因を

初め、不安、恐怖などの心理的要因、友人関係、

学校、職場などへの不適応による社会的要因など

原因はさまざまであり、複雑に絡み合ってひきこ

もりという現象が生じていると言われております。

ひきこもりの問題については、世帯内においては

過保護や過干渉など親子間で共生関係が成立し、

問題視されないケースや家族がひきこもりを隠そ

うとする場合もあり、それぞれの世帯において非

常にデリケートな問題とされております。

名寄市では、各関係機関で対応する相談体制は

あるものの、推計による実態の把握にとどまって

おりますが、小学校から中学校の義務教育期間の

いわゆる不就学者はおりませんが、文部科学省の

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査では、本市においては平成２６年度に不登

校の状態であった児童生徒は１０名となっており、

主に担任の教諭が定期的に家庭訪問したり、電話

で様子を確認するなど学校と本人のつながりを断

たないように努めながら対応しており、教育相談

センターにおいても関係機関と連携して児童生徒

や保護者への対応、指導、相談などを行っており

ます。ひきこもりの実態調査につきましては、今

後は地域の実情に精通している民生委員児童委員

への聞き取りを行い、実態の把握に努めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目２の在宅のひきこもり者、不就労

者対策についてお答えいたします。ひきこもりは、

不就労による経済影響にとどまらず、年金受給者

と同居する事例もあり、本人だけではなく、その

世帯の生活も脅かす可能性があります。本人、家

族から相談を受けた場合、日常生活、社会参加、

経済的自立などの支援を行うことになります。生

活困窮者自立支援事業により本人の抱えている問

題や本人の希望などを整理し、支援を行いますが、

本人のひきこもりの状態によっては医療機関や保

健所との連携のもと、障害者の福祉施設や地域活

動支援センターを利用し、社会参加に向けた訓練

や就労のトレーニングなどを実施したり、また各

種ボランティア活動を利用した社会参加を進める

ことも必要と思われます。また、生活困窮者自立

支援事業の地域ネットワーク会議の構成団体でも

あるハローワークにおいて、障害者や就労から遠

ざかっている方の専門相談員が常駐しております

ので、本人の状況に応じた就労に結びつけ、経済

的自立を支援していきたいと考えております。

次に、小項目３の本市の相談体制についてお答

えします。ひきこもりについて、この地域におい

ては心の相談として名寄保健所が医師、保健師に

よる相談を行っているほか、教育機関や医療機関

など相談を受け、その後も支援を続けることので

きる機関もあり、また本市においても障害者総合

支援法、生活困窮者自立支援法により障がい福祉

係や保護係での相談を初め、地域包括支援センタ

ー、名寄市内の障害者福祉施設、社会福祉協議会

の生活相談支援センターが相談窓口となっており

ます。また、これらの関係機関は名寄市障害者自

立支援協議会や生活困窮者自立支援事業の地域ネ

ットワーク会議などで連携を図っておりますので、

複数の専門機関による多面的な支援や相談者のひ

きこもり状況や世帯でのニーズに適合する機関へ

つなげることが可能となっております。

また、厚生労働省では、ひきこもり対策推進事

業によりひきこもりの状態にある本人や家族を支

援するために、ひきこもりに特化した第１次相談
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窓口として、ひきこもり成年相談センターを都道

府県に設置しており、ひきこもり支援コーディネ

ーターがひきこもりの状態にある本人や家族から

の電話、メール、来所等による相談や家庭訪問を

中心とした訪問支援を行うことにより、早期に適

切な機関につなげる支援を実施しておりますが、

現在北海道では札幌市に１カ所のみ設置されてい

る状況です。今後は、必要時には北海道ひきこも

り成年相談センターとの連携を図りながら、セン

ターの専門的な助言、アドバイスをいただきたい

と考えております。ひきこもりの支援では、身近

な地域の相談窓口をふだんから市民向けに周知し

ていくことが必要となりますが、御家族などから

相談をいただいた場合については、当事者が相談

や治療場面に出向くことが難しい場合が多いこと、

あるいは相談や受診に踏み切れない当事者に対す

る一歩踏み込んだ取り組みが必要となりますので、

自立相談支援員や関係機関の専門職が連携して、

家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の相談支援

も必要と考えております。今後につきましても引

き続き関係機関と連携し、包括的な支援を実施し

ていきたいと考えております。

続きまして、大項目３の子育て応援アプリの推

進について、小項目１の利用者支援事業の取り組

み状況について申し上げます。利用者支援事業に

つきましては、昨年４月から利用者支援専門員を

１名配置し、地域子育て支援センターひまわりら

んどのオープンまでの間、こども未来係において

子育て中の親子の皆さんの各種手続や子育て関係

機関との連絡調整について研修を行ってまいりま

した。現在は、相談しやすい敷居の低い場所とし

て、ひまわりらんどにおいて子育てに関する幅広

い支援を行うコンシェルジュとして来所相談、電

話相談、メール相談に取り組んでいるところです。

相談内容では、幼児教育、保育施設の利用相談が

主なものとなっておりますが、今後とも子育て支

援に関する身近な相談窓口としての機能を十分発

揮できるよう努めてまいりたいと考えております。

また、施設の駐車場については、マタニティー

駐車スペースを確保し、安心して妊婦の皆さんが

駐車できるよう整備を行いました。このことにつ

いては、以前議員から御質問をいただいておりま

したが、本来障害者用駐車スペースには妊婦の皆

さんも駐車することが可能となっておりますが、

制度に対する認知度が低いため、妊婦の皆さんが

利用しづらいことが課題となっておりました。こ

のためひまわりらんどでは、当市の公共施設では

初めてマタニティーマークを導入させていただき

ました。これにより、施設利用者のマナー向上に

も大きく貢献しているところです。また、乳幼児

紙おむつ用ごみ袋の支給につきまして御提言をい

ただいておりましたが、本年４月から実施するた

め、新年度予算に計上させていただいたところで

す。今後とも子育て世代の皆さんに喜ばれるよう

事業の充実に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の子育て応援アプリの導入につ

いてお答えします。子育て世代に必要な情報に特

化したサイトを開設し、携帯端末等にアプリをダ

ウンロードしていただくことにより、利用者に適

した情報がプッシュ配信されるなどの機能を持っ

たシステムであると認識しております。現在全国

では、中核都市や政令都市などを中心に運用が始

まっております。情報の入手手段の拡大、子育て

世代に適した手法であると理解しておりますので、

今後実施しております自治体の運用等研究させて

いただきたいと考えております。

また、国においてはマイナンバーを活用し、子

育てサービスの手続をインターネットで一元的に

できるようにする方針を固めました。マイナンバ

ー用個人向けサイト、マイナポータルの中に子育

て関連の手続をまとめたコーナーを設置するとい

うことですが、政府においては本日３月１４日に

有識者会議を発足させ、具体的な議論を始めると

のことであり、現在は仕様等公開されておりませ

んので、今後情報収集に努め、さらに研究させて

いただきたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

時間も十分ありますので、ゆっくりやりたいと

思うのですけれども、強靱化は一番最後にさせて

いただいて、時間なくなったらやりませんけれど

も、後ろの地域のひきこもりの社会復帰の部分を

少し再質問をさせていただきます。今お聞きしま

したところ、平成２６年に教育上の不登校が１０

名おられたということです。その部分で教育相談

を中心に先生等が家庭に行って、その子たちの支

援をしてきたという状況だというように先ほどお

聞きしたのですけれども、学校でのいじめだとか、

そういう部分の１０名の方というのはどういう状

況。先ほど何か先生がどうのこうのと、聞き取れ

なかったものですから、１０名の方の内容という

のがどういうことで不登校になったのかというの

がわかればちょっと教えていただきたいなと思う

のですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 平成２６年度の文部

科学省の児童生徒の問題行動等生活指導上の諸問

題に関する調査で、名寄市では１０名ということ

で答弁をさせていただきました。名寄市の詳しい

状況についてはちょっと承知していない部分あり

ますけれども、北海道でこの調査に基づく調査結

果が出ている中におきましては、児童生徒の不登

校となったきっかけと考えられる要因として、不

安など情緒的な混乱、２つ目には無気力、そして

３つ目には小学校では親子関係、中学校では友人

関係というふうになっていますので、名寄市にお

いても同様なふうになっているかというふうに考

えております。ただ、いじめによる不登校につい

ては本市についてはありませんので、御報告をさ

せていただきたいと思います。そういった点につ

きまして、担任が中心となって初期対応を含めて

対応しているということで、先ほど答弁させてい

ただきました。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

次に、先ほどひきこもりの全国の状況を言われ

まして、完全ひきこもりが約２４万人、そしてそ

れにまつわる方々を含めると７０万ということで

言われて、名寄ではその推計で計算すると６５世

帯ぐらいいるのではないかと。そして、全くのひ

きこもりが６０人ぐらいいるのではないかと。そ

れを含めると１８０人ぐらいの人間が家に閉じこ

もる傾向の方がいるのではないかということで、

完全にいるというわけではない。私も１世帯の方

でそういう傾向の方を知っているものですから、

仕事ついて、２年で仕事をやめてしまって、それ

からずっと家で引きこもっている二十数歳の若い

子の親とちょっとおつき合いをしているものです

から、本当にやはり仕事でも家庭でも友人関係で

もということで、こういう方々が出るのだなとい

う部分で見ていきました。その中で先ほど生活困

窮者支援制度の中で、こういう方々を拾っていけ

る状況にならないのか。先ほど民生委員、地域包

括センターも含めた取り組みをやっているという

ふうに言われましたけれども、こういう事例では

そういう民生委員の方々、町内の方々からこうい

うひきこもりの方々がいるのだけれども、どうい

う対処をしたらいいのかという御相談や何かとい

うのは今発生することはないのでしょうか。親や

何かはそういう子供がうちにいるというのは見せ

たくないという方もおられるということを先ほど

言っていたのですけれども、親にしたら本当に働

き盛りの青年が家に閉じこもって仕事をしないと

いうこと自体がやっぱり自分がこれから年をとっ

ていく中で、自分が亡くなったときにこの子はど

うなるのだろうという思いの親も多いと思うので

す。障害者の親の方々と話してもそういう方々す

ごく多いです。私が、今自分がこの障害者の方々、

不就労の方々見ているのだけれども、自分はまだ
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年金で暮らしているからいいけれども、本当に自

分、両親が亡くなったらこの障害者、この不就労

者は大丈夫なのかという親はたくさんいるのです。

やっぱりそれをそういう民生委員だとか町内の方

々の相談、地域包括センターの方々への相談体制

というのがあると思うのですけれども、現状でそ

ういう相談はないのかどうか、ちょっとお知らせ

をいただきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えいたしま

す。

現在まで民生委員さん、町内会、また教育関係

者等から直接そういったような自宅にひきこもり

の方がいらっしゃるような御相談はございません

けれども、現在行っております生活困窮者自立支

援事業の中におきまして、今年度の相談件数が新

規で２月末現在で６６件ということでありまして、

そのうちの２件が引きこもりがちなケースという

ところで、２名ほどいらっしゃいます。その方に

つきましては、さまざまな御相談を通じた支援を

現在させていただいている最中でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 個人情報の関係もあ

りますので、これを町内会等々でやれといっても

厳しいと思うのですけれども、秋田の藤里町とい

うところがあるのですけれども、この藤里町では

平成１７年に地域福祉トータルケア推進事業で福

祉でまちづくりをということで、地域の福祉推進

に取り組んできているそうなのです。平成２２年

には在宅のひきこもり者、不就労者を対象に支援

する人もされる人もともに集える場所として、福

祉の拠点こみっとというところをオープンさせた

と。毎年こみっと感謝祭だとか、そういうところ

に障害者の方々、そして不就労者の方々に来てい

ただいて、人とのつき合い、またはそこのボラン

ティアをしてもらって、その対策をしているとい

うのです。そして、毎年２００名以上が参加して

いる。ひきこもり者、不就労者、障害者等が提供

する手打ちそばが自慢のお食事処こみっと、平成

２５年には香川県の讃岐うどんの技術研究を受け

て研究したこみっとうどんを提供しているそうな

のです。社会福祉協議会が事務所を務めるのです

けれども、シルバーバンク事業等々がこのこみっ

とを含めて支援されているのですけれども、その

中で地域の作業依頼に応じることで、ひきこもり

者だとか、そういう障害者の方々、不就労者の方

々が社会福祉に参加できるように軽い軽作業のお

仕事をしていただいて、お金を支援するという形

にしているそうなのです。藤里町では、平成２３

年にひきこもりの実態調査を町独自で行いました。

１５歳から５５歳の町民 ２９３人のうち１１３

が長期不就労者状態で引きこもっている状況が判

明、その８割は ７４％に上ったと。半数以上は

４０歳以上の方々の引きこもりがち、そしてひき

こもりの高齢化が明らかになってきたというので

す。

ひきこもりだとか不就労の部分というのを社会

の部分でいくと、やはり停滞させるという部分が

あると思うものですから、しっかりとやっぱり取

り組んでいただきたいというふうに思うのです。

先ほどなかなか不就労者の実態調査はできないと

言われたのですけれども、ぜひ実態調査を一回や

っていただいたほうが、私は名寄市のこれからの

発展のためにプラスの材料に、その方々を支援し

ていく部分も重要ですし、それのためにやはり行

政としてその状況をわかっていくのも重要かなと

思うのですけれども、この部分どのようなもので

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ただいま議員か

ら御紹介ありました秋田県の藤里町の部分であり

ますけれども、こちらは人口が ８００人程度の

ところということでありまして、その中で１０人

に１人の方がたしかひきこもりの傾向が……そう

ですね。済みません。というような、調査の結果、

１００名以上の方がひきこもりの状態であったと
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いうようなお話でありました。こちらでは、社会

福祉協議会を通じて学校のＰＴＡですとか、民生

委員さん、またこちらでは自治会みたいですが、

そういったところからの協力を得ながら実態調査

をされたというようにお伺いしておりますが、そ

もそもが介護支援専門員が高齢者宅にお伺いした

ときに、高齢者からうちに息子なりが引きこもっ

ているのだけれどもというような相談を受けて、

介護専門員が事実がわかって、かなり地域にいる

のだなということで調査が始まったとお聞きして

おります。今後当市におきましても、なかなかデ

リケートな問題なところはございますけれども、

まずは民生委員児童委員さんの皆さんから聞き取

りを、地域に精通されている委員さんから実態を

お聞きすることから始めさせていただきたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

先ほどの障害者基幹相談支援センターというこ

とで言われましたけれども、名寄にはこの障害者

基幹相談支援センターというのは存在するのか。

ある程度社会福祉士だとか保健師、精神保健福祉

士の専門家の職員が対応されて、そういう方々の

相談に応じていっていると思うのですけれども、

これから身体障害者、または知的、精神、発達障

害、そして難病の方々を含めてこの部分で見てい

かれるというふうに私は想像するのですけれども、

その状況をちょっと教えていただきたいなという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） この４月から開

設いたします基幹相談支援センターについてお答

えします。

社会福祉課内に配置をいたします障害者に関す

る相談支援を総合的、専門的に行う窓口でござい

ます。基幹相談支援センターにつきましては、専

門職員を２名配置をいたしまして、センター長を

合わせた３名体制で運営をしていく予定でござい

ます。開設時間につきましては、市役所の開設時

間と同じく８時４５分から１７時３０分を予定し

ております。また、ひきこもりの対応に関しまし

ては、本人の状態によりましては障害者福祉のノ

ウハウを活用した対応、また障害福祉サービスを

利用することが望ましい場合もあると考えており

ますので、このセンターが初期対応をしたり、ま

た関係機関と連携、つなぐ調整役を行ってまいり

たいと考えております。具体的には、電話相談、

面接相談のほか、家庭訪問を行うなど、本人や御

家族のニーズに柔軟な対応をとってまいりたいと

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

釧路にもこの機関もう設置されておりまして、

すごく充実した機関のように見させていただきま

した。その中で釧路のまちは、本当にもう障害者

の方々だとか、そういう方々に優しいまち、福祉

に優しいまちということで、今シンボルマークを

募集してやっているのです。本当にもうこういう

障害者だとか高齢者、そして子供たちにやはり優

しいまち、私は今回障害者の方と一般質問する意

味で、ちょっといろんな部分を話しさせていただ

きました。この障害者の基幹相談支援センターが

できるということで、すごく喜ばれておりました。

そして、本人は名寄は本当に障害者のためにすご

く苦労していた部分で充実した施策をつくってい

ただいていると感謝をされたのです。すごいなと

いうふうに思っておりまして、ぜひ釧路みたいに

そういう障害者に優しいまちのシンボルマークを

つくっていただいて、張っていただきたいなとい

うふうに思っております。それは、もし実現でき

ればやっていただきたいなというふうに思ってお

ります。

最後というか、先ほどアウトリーチというお話

をされていました。きっとアウトリーチというと、

普通の診療所や何かが患者さんが来られないので、
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自宅に行って診療するというのがアウトリーチだ

と私は思っているのですけれども、名寄市として

のひきこもりだとか地域包括センターでのアウト

リーチの対策というのはどういう対策をしていく

のか、ちょっとお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げましたが、自宅にとどまっておられてなかなか

相談窓口に来ることができないような方のために、

アウトリーチという家庭訪問の手法が大事だと考

えております。アウトリーチ支援、訪問支援につ

いては、事前の情報収集や当事者の了解を得るな

ど事前の準備には家族の御協力が必須であると考

えております。家族や関係機関との相談を継続し

ていく中で、支援者が訪問することをひきこもり

の当事者が納得あるいは希望している場合は有効

な訪問となりますが、当事者が訪問を拒否してい

る場合は訪問以外の支援の方法や家族に対象を限

定した訪問、これが必要となります。家族を対象

とした訪問を続けていくと、何回目かに御本人に

会うことができるというような状況も生まれてく

ると言われております。訪問支援は、関係機関の

専門職と連携いたしまして、当事者の本当の気持

ちを尊重しながら、医療機関への受診が必要とさ

れる方には速やかに治療が開始されるように、ま

た医療が必要でない事例では当事者の社会生活へ

の可能性を広げるための支援を提供する、さまざ

まな地域の社会支援へつなげることが重要と考え

ております。大事なことはステップ、丁寧に一歩

ずつ踏んでいくということだと考えております。

訪問支援を通しまして、ひきこもり当事者とその

家族の生活の質、ＱＯＬが少しでも改善するよう

今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いいた

します。

次に、子育て応援アプリの部分を再質問をさせ

ていただきます。先ほどのひまわりらんどの部分

の保育コンシェルジュの保育サービス、情報、相

談等々の部分言われておりました。今、国会では

保育所に入れないだとかという部分は何か出てい

ますけれども、名寄は待機児童がゼロということ

で安心してはおりますけれども、名寄の保育コン

シェルジュの方々、きっとコンシェルジュという

と子供が急に、自分自身が病気になって子供を預

けなければいけないだとか、そういう部分の相談

だとか、あと保育所に入れたいのだけれども、こ

の保育所があいていないからどこかないかいだと

か、自分は名寄でなく士別に勤務しているから途

中に保育所がないかだとか、そういう部分の相談

だとか、子育ての相談をされているように思うの

ですけれども、現状今私の孫も、孫の話はだめだ

と言われるのですけれども、孫があそこを喜んで、

もうしっかりと光名幼稚園終わった後に寄らさせ

ていただいております。今まで、孫の話しすると

長くなるのですけれども、ああいうところという

のは午前中で終わっていたのですけれども、今は

もう５時までということで、本当に２時半ぐらい

に、水曜日はお昼で終わってお弁当を持ってあそ

こに行って遊んでいるような状況でありますので、

大変有意義なところだなというふうに喜んでおり

ます。その部分でコンシェルジュの状況、相談状

況や何かがもしあればちょっと教えていただきた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 利用

者支援事業の実施のために、議員御質問いただき

ましたように、ひまわりらんどに配置しておりま

す子育てコンシェルジュにつきましての相談件数

と内容についての御質問かと思いますけれども、

オープン以来、先月になりますか、平成２８年２

月におきまして２２件の御相談を受け付けさせて

いただいております。議員御指摘のとおり、相談

がほとんど来所による相談でございまして、内容
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につきましては入園、入所、保育サービスにつき

ましてが１５件となっております。子育てにつき

ましての相談につきましては、ひまわりらんどの

相談件数として整理をさせていただいているとこ

ろでございまして、そのほか先ほどの答弁にもご

ざいましたが、電話相談やメール相談につきまし

ても受け付けをさせていただいているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。本当にひまわりらんどはすばらしい、やっぱ

り行政と子育てをするお母さん方とのつなぎのと

ころだと思うのです。あそこに行けば自分のこう

いう悩みは解決できるという体制をしっかり整え

ていただきたいなというふうに思います。

時間ももうなくなってきますので、次に先ほど

おむつ事業の部分、おむつ事業もしっかりと推進

していただきたいというふうに思います。４月２

７日に自分の３人目の孫ができて、楽しみにして

おります。

次に、先ほどファミリーサポートセンターのお

話をされました。おとといの新聞に西條につくら

れるという、すばらしい部分だというふうに私は

思います。このファミリーサポートセンターが西

條さんに入るということは、やはり先ほど言った

ように自分が緊急で何かやらなければならないと

きに預けられるという部分は本当に今まで子育て

していた方々に、私も何度も言わさせていただき

ましたけれども、期待されている部分なのだろう

なというふうに思います。子育て・親育ての会の

中にも本当にファミリーサポートの仕組みをしっ

かりとつくってほしいという部分の声がやっぱり

多い。２８人の方々がファミリーサポートセンタ

ーをつくってほしいという部分ですから、やはり

この西條さんでやるサポートが成功するというふ

うに私は思っておりますし、充実に向けてしっか

りと体制を整えていただきたいなというふうに思

います。その中で、その他の中であるのですけれ

ども、名寄市の子育て支援の情報を集約したもの

が欲しい。そして、子育てしにくいことがたくさ

んある。もっと子育てしやすいまちにしてほしい。

子育ての要望を市などに届ける場の設定が必要で

はないか。いろんなこういうお母さんたちの声が

あります。本当私は先ほど応援アプリの部分を言

わせていただいたのは、やはり今のお母さんとい

うのは、ママ、お母さんと言ったらいいか、ママ

と言ったらいいですか、みんなアプリでやってい

るのです。私はガラケー２台なのですけれども、

家族はほとんどみんなラインで情報をとり合って

いるのですけれども、私だけその中に入れないよ

うな状況なのです。でも、今の若いお母さん方、

ほとんどアプリを使っている状況です。そして、

その中で先ほど言ったように名寄というのは公務

員の方々が地方から来て、そして自衛隊さんや何

かは来てすぐというのはなかなか周りとの接点が

希薄化しているものですから、それにやっぱり対

応するために、または世田谷や何かというのはき

っと横の連携なんてほとんどああいう都会ですか

ら、ないですから、お母さん方はアプリで子供の

支援の情報をとっていると私は思うのです。すご

い情報のとり方だと言っていますので、お母さん

方はやっぱりしっかりそれにつながっているとい

うふうに思っていますので、先ほど研究していた

だけるということですので、しっかりと研究をお

願い申し上げます。

７月からは、国のマイナンバーを含めた部分で

子育ての情報や何かは出ると思うのですけれども、

申請や何かの部分が主だと思うのです。でも、や

っぱり名寄のそういうアプリを使って、名寄には

こういう授乳室がありますよ、おむつ交換室があ

りますよという情報というのは必要だと私は思う

のです。お母さん方が行ったときに、そういう交

換ができないだとか、こういう部分の相談はどこ

へ行ったらいいのだだとか、名寄のインターネッ

トを見てもある程度の情報は載っていますけれど

も、やはりなかなか情報をとるのが難しい部分も
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ありますので、研究をしっかりやって、７月の国

のマイナポータルも期待はしておりますけれども、

きっと名寄市の地域のことというのは入ってこな

いと思いますので、地域のことをやっぱり発信で

きる部分をしっかりとつくっていただきたいなと

いうように思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

最後に、国土強靱化の部分を質問させていただ

きます。先ほど部長から国土強靱化の部分ありま

すけれども、総合計画を含めた部分の対策が主に

なると言われておりました。行政は、やっぱり総

合計画を中心に進める部分が必要だというふうに

思いますし、私は重要だというように感じており

ます。今回の国土強靱化のインターネットでこの

ようにとらさせていただいて、見てみました。私

は、なかなか浅はかなものですから、関係省庁が

予算を支援していくと軽くここに書いてあるもの

ですから、うのみにしまして、これはやはり名寄

市として活用しなければいけないなという部分が

あったものですから、今回この質問をさせていた

だきました。でも、地域計画を進める部分では、

私はすごく重要な部分ではないかなというふうに

思っております。どのような地域等に起きても被

災の大きさ、それ自体を小さくできるのだと。ま

た、２番目は、国土強靱化を図る各種の事業によ

り、効果的かつスムーズに進歩する期待ができる。

また、関係省庁の交付金、補助金等による支援を

的確に実施できるという、ここの実施できるとい

う部分で私はもう真剣に、これはもう使わざるを

得ないなという部分で今回質問させていただいた

のですけれども、後からちょっとお聞かせくださ

い。

地域の持続的な成長を促すことができるという

部分があります。そして、先ほど総合計画の部分

で総務部長は言われておりました。私は、この強

靱化計画等含めて、耐震化も含めて総合計画今第

２弾をつくっていく中で、強靱化を進めていかな

ければならない部分、この予算をとれということ

ではなく、小学校にしたらここの部分はもう４０

年たっているから、耐震化でないから、総合計画

としてやっていかなければいけない部分、また橋

だとかトンネルは強靱化を含めて対策をしなけれ

ばいけないという部分があると思うのですけれど

も、総合計画の中でそこの部分数点、何カ所かは

まる部分があればお伝えいただきたいのとこの関

係省庁の交付金、補助金等による支援を適切に実

施されると書いてありますけれども、ここの部分、

正確に期待されるのか、余りされないのか、ちょ

っとお聞きしたいと思いますので、この２点をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま国土強靱化

に絡めて、大きくは２点だったかと思います。１

つは、国土強靱化を進めるに当たって総合計画と

の関連性ということでありますが、これは議員が

冒頭に言われたように、あるいは私も答弁の中で

言わせてもらいましたけれども、国土強靱化とい

う視点は、防災がどちらかというと災害が起きた

後の対応、どう避難するか、命を守るかと。それ

に比べますと、国土強靱化については災害が起き

る前にどれだけ被害を少なくできるかという、先

ほど申し上げたように、例えば議員も言われたよ

うにインフラの整備なんかもそうだと思います。

あるいは、災害が起きたときのエネルギー確保、

食料確保の関係、救急等の医療の確保を含めて事

前にどれだけの対応ができるかというところだと

思います。これは、非常に幅広い分野になります

ので、先ほど申し上げたようにやはり総合計画と

非常に密接な関係にならざるを得ないのだろうな

というように思っています。ただ、今回計画策定

そのものについてはかなり分野が広がるというこ

とと名寄市についてはどうしてもこれまで安全だ

ったということもありますので、この計画を策定

するにはかなり時間を要するだろうと思っていま

すので、当面についてはこの国土強靱化の考え方

について一定程度勘案をしながら、総合計画の中
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で進めていきたいと思っています。例えばインフ

ラ整備に当たっても、そういった視点から何が急

を要するのか、そういった部分も含めての議論に

なっていくのかなというふうに思っています。

それと、もう一点については、国が示した支援

策についての考え方、受けとめ方ということだと

思います。これは、今の総合戦略もそうですけれ

ども、国は従来縦割りの施策を進めてきたという

ことですけれども、近年については一つの政策を

各省庁横断的にという姿ができたのかなというよ

うに思っていますし、この国土強靱化については

そういう意味では国も前向きなのだろうなという

ふうに思っています。平成２７年度と２８年度の

関連予算を見ますと、概算要求ベースでいくと

２倍弱ですけれども、そういった要求がされると

いうことでありますので、国も一定の姿勢を示し

ているのだろうなというふうに思っておりますの

で、私たちも期待するところはございます。ただ、

国の書き方見ますと、交付決定に当たって一定程

度配慮するという、この言葉の意味するものが正

直私どももなかなか具体的に見えていないという

部分がありますので、ここの言葉の意味するとこ

ろについて引き続き調査研究をさせていただきた

いというふうに思っておりますので、ぜひ御理解

をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

市政推進の基本的な考え方について外３件を、

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） おはようございます。

通告順に従いまして、４項目にわたって質問をさ

せていただきます。

まず最初に、市政推進の基本的な考え方につい

て伺います。平成２８年度市政執行方針により市

政推進に当たっての基本的な考え方が示されまし

た。この中で言われている市民力を生かすやスケ

ールの大きなまちづくりなどについて、市民の皆

さんにわかりやすく具体的な説明が必要ではない

でしょうか。

そこで、伺います。１つに職員一人一人が強い

コスト意識を持つとはどういうことなのか、２つ

に市民主体のまちづくりとは、３つにスケールの

大きなまちづくりとは、４つに市民力を生かすと

はどういうことなのかお聞かせをいただきたいと

思います。

次に、台湾との交流について伺います。１つ目

に、今後の交流の方向性について伺います。中学

生の野球交流や農産物の交流が進められています

が、今後この交流がどのような発展を目指してい

くのか伺います。

２つに、語学指導等を行う外国青年招致事業、

ＪＥＴプロラムの活用についてであります。小中

学校で語学活動などの補助を行う外国語指導助手、

ＡＬＴ、国際交流に関連する部署などで翻訳、通

訳など国際交流活動を行う国際交流員、ＣＩＲ、

スポーツ指導を通して国際交流活動を行うスポー

ツ国際交流員、ＳＥＡ、これら３職種の語学指導

等を行う外国青年招致事業、ＪＥＴプログラムの

積極的な活用を求めるものですが、お考えを伺い

ます。

次に、風連日進、望湖台の自然を生かした取り

組みについて伺います。自然の恵みや先人が残し

てくれた財産をさらに磨いて、名寄ならではのま

ちづくりを進めると言われています。しかし、現

在名寄の自然の恵みを生かし切れているかという

と、生かし切れていないと言わざるを得ない状況

ではありませんか。

そこで、風連日進、望湖台の自然を生かした取

り組みについて次の提案をし、お考えを伺いたい

と思います。１つに、地域を生かした健康づくり

についてであります。ヘルスツーリズム、フット

パス、森林浴なども含めてのフットパス、農村セ

ラピー、農村風景と安心、安全なおいしい農産物

による農村セラピーが注目されつつあります。地

域固有の自然環境を利用した健康ウオーキングや
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地域固有の食材による健康食など、地域を生かし

た健康づくりについてお考えを伺います。

２つに、旧風連日進小中学校校舎の活用につい

てであります。こうした健康づくりの行動の拠点

に、そして休憩場所に活用をと考えるところです。

もちろん地元の皆さんとの話し合いや協力は不可

欠ですが、市としてのお考えを伺います。

最後に、学校給食費無料化の考え方について再

度伺います。１つに、学校給食に対する考え方に

ついてであります。１９５４年、学校給食法が制

定されました。２００５年、食育基本法が制定さ

れ、食育を生きる上での基本であって、知育、徳

育及び体育の基礎となるべきものと位置づけてい

ます。そして、２００８年６月には学校給食法が

制定以来初めて全面改定されました。学校給食の

普及、充実とともに、学校での食育の推進を図る

ことを目的とし、そしてその第２条で目標として

４項目から７項目へふやし、学校給食は教育の目

的を実現するためのものと位置づけられています。

こうした学校給食に対する考え方について伺いま

す。

２つ目に、子供の貧困に対する考え方について

であります。御承知のように、子供の貧困問題は

社会的に大きな関心事となっています。子供の貧

困は、子供の将来に大きくかかわります。社会全

体でこの問題に取り組まなければならないと考え

ます。子供の貧困に対する考え方についてお知ら

せをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 川村議員から大項目４点

にわたって御質問をいただきました。大項目１を

私から、大項目２、３を営業戦略室長、大項目４

については教育部長から答弁をさせていただきま

す。

市政推進の基本的な考え方について申し上げま

す。今定例会の冒頭に市政執行に当たっての私の

基本的な考え方として３点について申し上げまし

た。１点目は、民間会社的発想での行政運営につ

いて、職員一人一人が強いコスト意識を持つこと

の必要性を申し上げました。地方公共団体には、

住民の福祉の増進とともに最少の経費で最大の効

果を上げるということが求められておりますが、

費用対効果が明確になりづらい政策分野もあるこ

とから、民間と比べて総じて職員のコスト意識が

弱くなる傾向があるものと考えております。この

最少の経費で最大の効果を実現をするためには、

同じコストをかけるのであれば成果を最大にする、

同じ成果を出すのであればコストを最少にすると

いったように、職員一人一人が絶えずコストを意

識しながら、生産性を上げていくということが重

要であり、本市においても厳しい財政状況が続く

中、計画的で効率的な行財政運営を進めてまいり

ます。

２点目は、さらなる市民参加とよりわかりやす

い行政運営、情報公開について、市民が主体的に

まちづくりに参画することの必要性を申し上げま

した。自治基本条例においては、市政を含めて住

みよいまちを実現するために行われる市民活動全

体をまちづくりと定義しておりまして、多様化、

複雑化をする地域住民のニーズに的確に応えて、

よりきめ細やかなサービスを提供することで地域

の特徴を生かしたまちづくりを進めていくために

は、行政が主体となって行う公共施設の整備や福

祉サービスなどと市民が主体となって、あるいは

市民と行政との協働によって行われる身近な取り

組みが両輪となって機能をしていく、このことが

重要であると考えております。今後も市民の皆様

と市が知恵と力を出し合いながら、ともにまちづ

くりを進めてまいります。

３点目には、地域の宝、財産、特色に徹底的に

こだわったスケールの大きなまちづくりについて

申し上げました。本市には、自然が育み、先人た

ちが築き残してくれた有形、無形のすばらしい財

産が豊富にあり、作付面積日本一のモチ米や国内
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最大級の望遠鏡を有する天文台、雪質日本一のス

キー場など国内外に誇れる地域資源があると考え

ております。今後もこれらの魅力を最大限に発揮

をし、発信をし、杉並区や台湾などとのネットワ

ークを形成をしながら、国内外への情報発信の推

進や交流人口の拡大などに積極的に取り組み、地

域振興と市民が地域に誇りを持つことができるま

ちづくりを進めてまいります。

私は、これら３点の基本的な考え方に立って市

政を推進してまいりたいと考えておりますが、市

政を推進する上で市民の皆様の郷土を愛する気持

ちや豊かな発想と行動力、共助の精神などは、本

市にとって非常に大きな力となるものであります。

私としては、ぜひ市民の皆様にお力添えをいただ

きながら、オール名寄の体制で明るく元気なまち

づくりを進めてまいりたいと考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、台湾との交流について、小項目１、今後の

交流の方向性についてお答えいたします。

台湾交流につきましては、杉並区の御縁で平成

２５年１月に台北駐日経済文化代表処の羅副代表

らが来名した際、田中杉並区長も交え、意見交換

を行ったことを契機に、平成２５年度から名寄市

・台湾交流実行委員会を設置し、中学生野球交流

事業や教育旅行受け入れ事業などに取り組んでま

いりました。教育旅行受け入れ事業につきまして

は、これまでに台湾の高校生２３９名が来名し、

市内の高校生と交流するほか、本市の冬の魅力を

堪能しました。今後は、台湾国際教育旅行連盟を

初め、台湾の方々とじかに触れ合って築き上げま

したネットワークをさらに強化することで、人的

交流を中心とした友好関係を深めていきますとと

もに、国際感覚に富む人材育成に努めてまいりま

す。

また、昨年７月に設立しました日台親善協会で

は、１月に交流自治体中学生親善野球大会帰国報

告会にあわせましてまるごと台湾フェアを開催す

るとともに、２月に起きた台湾南部での地震の際

には市民などから義援金を受け付けるなど、台湾

との交流に対する市民周知に力を注いでいただい

ております。本市では、２月２２日から３月１６

日まで市内３カ所で行っております台湾の歴史や

教育旅行受け入れ事業などに関するパネル展示を

親善協会と共同により実施しておりますが、台湾

との交流について市民理解が深まるとともに、台

湾との交流が市民レベルで進むよう親善協会の活

動を支援し、より一層の親善協会との共同関係を

構築できるよう努めてまいります。

次に、台湾への経済交流に向けた特産品の販路

拡大については、もち米の里ふうれん特産館が一

昨年から参加した台湾のバイヤーが集まる商談会

への参加や台湾での試験販売を実施した結果、こ

としに入ってから２回台湾のデパートで自社商品

を販売しており、今月以降も引き続き台北市や台

中市などでの販売を予定しております。さらに、

昨年９月から１０月にかけまして香港そごうを会

場に開催された北海道秋の食と観光展では、ＪＡ

道北なよろ、もち米の里ふうれん特産館、名寄給

食センターの３者が参加するなど東アジア市場に

おける販路拡大への取り組みも進められておりま

す。本市といたしましても台湾交流がきっかけと

なって市内民間事業者の販路開拓、拡大の視点が

海外へ向けられ、新しい取り組みを行っていただ

いていることに対し、今後とも支援してまいりま

す。

続いて、小項目２、語学指導等を行う外国青年

招致事業、ＪＥＴプログラムの活用についてお答

えいたします。本市では、台湾からの教育旅行受

け入れにかかわる台湾の学校関係者との連絡調整

や本市を訪れる台湾の観光客への対応などのため、

今年度台湾出身者を一般職で採用いたしました。

この職員は、台湾での教育旅行の誘致活動や教育

旅行受け入れの際に通訳を行うことはもちろんの

こと、エフエムなよろにおきまして毎週放送され
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ている「台湾出会い旅」への出演や台湾の大学生、

リンゼイの高校生及び名寄市立大学の学生との意

見交換を企画するなど、台湾との交流が幅広い分

野で進むようさまざまな業務に従事しております。

また、台湾との交流につきましては、今後は広域

で行うことも視野に取り組みを進めているところ

でありますので、将来的には事業展開が大幅に拡

大した際には、ＣＩＲ、国際交流員の活用などに

ついて検討する課題の一つと考えております。

次に、合宿誘致推進事業に関しては、ＳＥＡ、

国際スポーツ交流員を含むＪＥＴプログラムの活

用については現時点では検討しておりません。特

定の競技種目の強化については効果的であると認

識しておりますが、導入に当たっては合宿の誘致

にとどまらず、生涯スポーツの振興、また学校や

関係機関と幅広い議論が必要になってくると考え

ております。今後は、総合戦略に基づくスポーツ

の振興や合宿誘致等の施策を推進する中で活用に

ついて調査研究してまいりたいと思います。

次に、大項目３、風連日進、望湖台の自然を生

かした取り組みについて、小項目１、地域を生か

した健康づくりについて、小項目２、旧風連日進

小中学校校舎の活用についてをあわせてお答えい

たします。ふうれん望湖台や風連日進湖畔は、緑

と水辺の両方の景観を兼ね備えた楽しく自然と触

れ合える公園であります。ふうれん望湖台自然公

園には、道道の北側の森林内に遊歩道がめぐらさ

れており、森林浴や季節の花木を楽しみながら健

康的に散歩を楽しむことができ、風扇館やコテー

ジなどを休憩所として活用することも可能で、キ

ャンプなどのアウトドアをしながら、森林浴を楽

しむことができますが、今年度はセンターハウス

の解体や利用が少なかったパークゴルフ場が廃止

されたこともあり、今後の利活用や整備の方向性

について地域の皆さんや関係団体と協議していく

こととしております。また、風連日進湖畔にも風

連日進レクリエーションセンターが設置されてお

り、周辺の農村公園とあわせてさまざまな活用方

法を考えることが可能であります。

旧風連日進小中学校校舎につきましては、現在

市の普通財産として管理し、体育館は体育施設利

用として開放するとともに、一部地域の方に御利

用いただいております。また、地域での風連日進

小学校跡地等検討委員会を設置して、市と有効活

用について検討しておりますが、具体的な活用方

法が決まっていない状況にありますので、現在は

申し出があればさまざまな事業等に利用していた

だいております。このことからも、これらの施設

についてはさまざまな利活用が考えられますので、

御提案いただいた内容も含めて地域や関係者の皆

様と考えていきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目４、

学校給食費無料化の考えについて、小項目１、学

校給食に対する考え方についてお答えいたします。

日本での学校給食は、明治２２年に現在の山形

県鶴岡市の仏教者が慈善事業として児童に昼食を

提供したことが始まりと言われており、欠食児童

の救済や就学率の向上を目的とし、全国に広がり

ました。戦後昭和２９年に学校給食法が制定され、

旧名寄市では昭和４１年から、旧風連町では昭和

４８年からセンター方式による給食の提供を始め

ております。学校給食は、成長期にある児童生徒

の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれ

た豊かな食事を提供することにより、健康の増進

と体力の向上を図るなど、栄養改善を主要目的と

しておりました。その後、平成１７年の食育基本

法の制定後は、食の大切さや食文化、マナー、栄

養バランス等食育を主要目的として食育の生きた

教材としての重要な役割を持つほか、日々の学校

生活の中での給食は気分の転換を図り、午後に向

けての活力を生み出す大切な時間であり、みんな

で一緒に食べる体験を通して好ましい人間関係を

育てるなど、学校教育において重要な役割を担う

ものであると認識しております。また、近年の学
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校給食では、地場農産物の使用拡大を初めとした

地産地消により、地域にとっても重要なものであ

ると考えております。

さて、大項目の質問でもありました学校給食の

無料化に対する考えですが、学校給食法第１１条

の規定により、学校給食の実施に必要な施設及び

設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する

経費は学校の設置者、いわゆる市の負担となって

おり、食材にかかわる経費は保護者負担と決めら

れております。学校給食の現状でありますが、平

成２６年度の給食費は１億 ０００万円で、１人

当たりの年間給食費は小学校で平均４万 ０００

円、中学校では平均５万 ０００円となっており

ます。道内でも子育て対策や若者の定住促進を目

的として、給食費の無料化、一部無料化を実施す

る自治体が見られている状況にありますが、無料

化については国の支援制度もなく、財源の確保が

できない中、毎年１億 ０００万円の負担は現在

の財政状況では極めて困難であると考えています

ので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、子供の貧困に対する考えにつ

いてお答えいたします。国においては、平成２５

年に子どもの貧困対策の推進に関する法律を制定

し、平成２６年には内閣府において「全ての子供

たちが夢と希望を持って成長していける社会の実

現を目指して」と銘打って子供の貧困対策に関す

る大綱を定めました。この大綱において子供の貧

困対策に関する当面の重点施策を幼児教育、義務

教育、高等学校、大学教育などの分野ごとに設定

し、取り組むこととしております。小中学校の義

務教育の分野においては、家庭教育や地域条件な

どに左右されず、学校に通う子供の学力が保障さ

れるよう少人数の習熟度別指導を取り入れたり、

児童生徒の感情や情緒面の支援を行っていくため

のスクールカウンセラーの配置を推進することと

しております。また、学校を窓口として貧困家庭

の子供たちを早い段階で生活支援や福祉制度につ

なげていくことができるよう福祉部門と教育委員

会、学校が連携を進めていくことが重要としてお

ります。本市においては、現段階でスクールカウ

ンセラーの配置には至っておりませんが、少人数

指導加配教諭を配置し、きめ細やかな指導に努め

るなど、教育現場における学力の保障に配慮して

おります。また、福祉部門と連携してケース会議

を持つなど、問題を抱えた子供やその家庭環境の

ありようなどについて協議し、対応していくなど

の手だてを今後も講じてまいります。また、子供

が皆ひとしく教育を受けられる権利を保障するた

めに、就学援助制度が設けられておりますが、今

後もこの就学援助制度を知らなかったことによっ

て不利益が与えられることがないよう周知の方法

を検討しながら取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。さらに深めて質問をさせていただき

たいというふうに思います。

まず最初に、市政推進の基本的な考え方であり

ます。私は、職員一人一人が強いコスト意識を持

つというところ、非常に強調されているなという

ふうにまず感じました。強いコスト意識を持って

いる。当然市長がおっしゃるように、最少の経費

で最大の成果をというのは否定しませんけれども、

やはりいろんな部分でそういった部分も必要な部

分はあるとは思うのですけれども、ただ民間会社

的発想、ここのところを余りにも強調され、先ほ

ど生産性を上げていくというふうにおっしゃった

かなというふうに聞こえたのですけれども、それ

であると市民の暮らし、福祉を守っていく地方自

治体としての本質とは少しかけ離れていくのでは

ないかというふうに私は感じています。民間会社

的発想ということになりますと、営利目的が強調

されかねないのかなというふうに、うがった捉え

方かもしれませんけれども、そんなふうに思う市

民もいるということであります。この点について
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再度お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 職員のコスト意識につい

て改めて再質問がありましたので、お答えいたし

ますが、今生産性ということもありましたけれど

も、何もこれ営利で収益を出すことだけが生産性

ということではなくて、最大の福祉の効果を示し

ていくために我々の職員が最高のパフォーマンス

を発揮する、こういうことも生産性の向上の中に

含まれるということであります。いずれにしても、

我々は限られた財源の中で、あるいは限られた歳

入の中でいかに効果的な住民福祉を実行していく

かということがまさに市民の皆さんから期待をさ

れているところであり、そのために議会議員の皆

様にも住民の皆さんの御意見を吸い上げて、時に

はチェックをし、提言もしていただきながら、両

輪でこの地方自治を進めていっているものだとい

うふうに理解をしておりますので、このことはし

っかりと念頭に置きながら、しかし議員がおっし

ゃるようにそのことで行政サービスの低下を招く

ということは絶対これはあってはいけないという

ことでございますので、評価に当たっての政策の

目標をできるだけ具現化をしていくということも

後の評価には大事なことだというふうに思います

ので、そうした観点も踏まえてしっかりと留意を

しつつ、今後とも行政運営に当たりたいというふ

うに思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今市長のほうから福祉

の効果を上げることなのだというふうなことが発

せられたかなというふうに思います。住民の福祉

を充実させていく、そのことが生産性を上げてい

くことになるのだというお話をいただきましたの

で、ここに私は思いを一緒にさせていただきたい

なというふうに思います。市民の皆さん方の中に

は、先ほど言ったような、そういうふうな捉え方

もあるということも受けとめていただきながら、

やはり本当に言葉だけが先歩いてしまうとそうい

ったことも出てくるのかなというふうに思います。

やっぱり福祉がなかなか充実してもらえないとい

うような思いというのは、非常に市民の皆さんの

中には根強くあります。例えばスケールの大きな

まちづくり、ここでは国内外に誇れる魅力を発信

していくというふうな市長のお話がありましたけ

れども、スケールの大きなというとハード面での

大きさをうたっているのではないかと、そんなよ

うなふうに受けとめる市民もいるわけです。ソフ

ト面ではどうなのだと。ソフト面での充実、この

大きさはどうなのだというふうな声も聞かれてい

るところでありますので、やはり住民の福祉を充

実させていく、そして福祉の効果を上げていくの

だといったところに力を尽くしながら、市政の推

進に励んでいただきたい、そのことを強く思って

いるところであります。

また、市民力を生かすということです。最後に

出されていました。さきの代表質問の中でも市民

力のことが取り上げられていましたけれども、や

はりそれぞれの市民の皆さん方の底力といいます

か、そういったものというのは私も敬意を申し上

げる部分たくさんあるかなというふうに思ってい

ます。ただ、そこを引き出す、これを本当に生か

していくためには、やっぱり行政がリードしてイ

ニシアチブをとっていく、このことが必要だろう

というふうに思うのです。そうした中でこそ、オ

ール名寄のまちづくりにつながっていくのかなと

いうふうに思っています。その点についてもう一

度お考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市民主体のまちづくりと

いうことで、さきの代表質問の答弁でもお話をさ

せていただきましたけれども、私は本当に名寄市

民の力、あるいは潜在的な能力というのはすばら

しいなというふうに改めてここ何年かで思うこと

がたくさんございまして、この力をさらに伸ばし、

引き出していくということがさらにこの地域の豊

かなまちづくりにつながっていくのだろうという
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ふうに確信をしています。行政がイニシアチブを

とるということなのか、そうしたきっかけを我々

がつくって、その住民自治をさらに盛り上げてい

くということなのか、いわば両輪だというふうに

思います。そうしたことで協働のまちづくりを進

めていきたいという考え方でありまして、引き続

き地域の皆さんがこの地域に愛情と誇りを持って

それぞれの隣人の幸せを願っていく、自分だけで

ない、公共心というのですか、そうしたものも養

っていく、そうした教育も含めてしっかりとこれ

からのまちづくりを進めていきたいというふうに

考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） もちろん両輪で、市民

とみんなで、おっしゃるようにオール名寄で市民

も行政もみんなで力を合わせながら、それぞれの

持っている力をたくさん出せる人は出しながら、

少ししか出せない人はそれなりに頑張りながら、

やっぱり名寄をよくしていきたい、その思いは同

じであります。その中で、やはりさっきも言った

ように言葉が先に走って、市民力を生かすのだ、

市民主体のまちづくりというふうになると、自助

で、市民がまずというふうな、そういう受けとめ

方をされてしまいがちかなというふうに私は思っ

ています。これから次の観光の問題も給食の問題

もそうなのですけれども、やはり自助だけではや

っていけない。やっぱり公助が、支えがあってこ

そ自助も発揮できる。そして、オール名寄でとい

う、私はそういうまちづくりに進んでいけば本当

に市民が主人公の名寄市になっていくのではない

かなというふうに考えておりますので、引き続き

そこのところに重点を置いていただきながら進め

ていただくことを強く求めて、次に移らせていた

だきたいと思います。

次に、台湾との交流についてであります。中学

生の野球の交流、そして教育旅行も２３９名に来

ていただいたというお話でありました。よろーな

でパネル展がされていますけれども、ここでも随

分市民の方々がのぞき込んでじっくり見ていらっ

しゃる姿を見ていると、少しずつ台湾交流が市民

の皆さんの中にも浸透してきているのかなという

ふうには思うのですが、しかしなかなかここに接

点のない方々にとっては何で台湾交流なのかなと

いうような思いというのは大きいかなというふう

に思っています。そういった広がりがなかなか、

一部にとどまっていないのかどうか、こういった

部分にちょっと懸念を感じているところでありま

す。引き続きＪＡだとか、そういった方々の民間

主導による物品販売の拡大をということでした。

再度具体的にどういった部分で進めていこうとし

ているのか、お考えがあればお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問があり

ました。市民にもっと台湾に対する周知というこ

との御質問でありました。先ほども答弁させてい

ただきましたように、昨年７月に民間団体の日台

親善協会という協会を民間主導で設立させていた

だいて、先ほどもいろいろ台湾フェアを行ったり

とか、現在パネル展も開催させていただいている

ところです。昨年できて、台湾交流自体が３年目

を迎えるということで、いろんな取り組みはさせ

ていただいておりますけれども、まだまだ市民に

全体的に広がるまではいっていないというのも当

然あると思います。ただ、先ほども答弁でありま

した台湾南部の地震の際に日台親善協会が市民に

対して義援金を募集したところ、金額的な部分は

あれなのですけれども、私個人的な部分を言わせ

ていただければ想像以上に義援金をいただいたと

いうことで、それらも含めて徐々にではあります

けれども、台湾に対する市民の関心といいますか、

そういったことが生まれてくるのかなと思ってい

ます。それぞれの周知の部分については、これは

継続は力なりでないですけれども、本当に地道に

いろんな部分について常に周知していくというこ

とが最終的には一人一人市民の関心というか、周
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知が広がっていくということで、これからも日台

親善協会とともにそういったＰＲ活動も含めて協

力をしていきたいと考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 常に周知をしていきた

いということでありました。本当に多くの市民の

皆さんに知っていただきたいなというふうに思っ

ています。

その中で、ＪＥＴプログラムの活用です。私も

詳しい中身よくわからなかったのですが、昨年東

川町に視察に行かせていただいて、そこで東川町

ではこのＪＥＴプログラムフルに活用していらっ

しゃいました。それをぜひ名寄市でも活用できな

いかということで、いろいろ勉強させていただい

たところであります。外国語指導助手、ＡＬＴに

ついては、今２名の方々がいらして、小中学校で

語学活動などの補助を行っていただいています。

このＪＥＴプログラム、総務省、そして文科省、

外務省と３省の協力のもとで推進されているとい

うことです。総務省のホームページを見てみます

と、ＪＥＴプログラム、外国語教育の充実を図る

とともに、地域レベルでの国際交流を推進するこ

とを目的としておると。２７年度で２９年目を迎

えると書かれてありました。世界最大規模の人的

交流プログラムであり、全国各地の地域における

国際化に寄与するとともに、参加者の皆さんは帰

国後も日本理解の促進に貢献しているというふう

にホームページで書かれていました。ＡＬＴでは、

既に活躍していただいていますから、その貢献度

はもう実証済みだというふうに思うのですけれど

も、しかし先ほど御紹介したＣＲＩ、国際交流員、

ここはさらに広めていく可能性もというような御

答弁があったかというふうに思うのですけれども、

やはり常に周知をしていく中で、外国の皆さん方

と接する機会、交流を身近に体験できる機会をふ

やすためには非常に有効ではないかなというふう

に考えているのですが、その点についてお考えを

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今ＪＥＴプログ

ラムに関しての御質問ということで、特にＣＩＲ

の国際交流員やＳＥＡ、国際スポーツ交流員の活

用ということでの御質問をいただきました。先ほ

ども答弁させていただきましたように、私どもの

ほう、本市といたしましては、台湾人の方を一般

職員に採用したということで、今その職員の部分

についてはフルに、当然のことながら教育旅行の

受け入れの際には通訳、いろんな部分でも頑張っ

ていただいています。また一方で、台湾の部分の

周知ということで、先ほども答弁ありましたエフ

エムなよろの番組の出演など、いろんな部分で活

躍していただいて、また私どもの担当としまして

は他の国際交流の担当もしていただいておりまし

て、それらと台湾との可能性もいろんな部分で取

り組んでいただいております。今後台湾の特にイ

ンバウンドも含めた部分については、本市だけで

は一定の限界があるということと教育旅行の受け

入れの際には向こうの先方のほうから高校生との

交流というのが必須課題としてされるということ

で、本市２校高校ありますけれども、それだけで

はそれぞれの高校のカリキュラムの問題もありま

すので、今後さらにそういった教育旅行の受け入

れを進めていくということで、当然のことながら

周辺町村との広域的な取り組みということも必要

になってきます。また、今回美深、下川と本市と

広域的なインバウンドに向けた事業というのも取

り組む予定をしています。その際にも美深、下川

町も教育旅行の受け入れも含めて、インバウンド

も含めてなのですけれども、農産物の海外輸出と

いうことも他の周辺町村も考えているということ

で、そういったことを具体的に進めていくとなる

と、当然のことながら国際交流員、ＣＩＲの活用

なども人材として入れていかないとなかなか、最

終的にいろいろな事業を進める上で先方の台湾と

のコミュニケーションが一番重要になってきます
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し、またいろんな台湾の方々のおつき合いの中の

人的な交流というか、やっぱり顔の見えるそうい

う交流することによって経済交流も発展につなが

るということも含めたら、そういったコミュニケ

ーションの円滑な活用という部分に含めてＣＩＲ

の活用も今後その状況によっては検討していかな

いといけないのかなということで現在考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今御答弁いただいたよ

うに、私も本当にそう思います。お一人の方、今

一生懸命いろんなところで活躍され、中国語講座

も開かれたり、あらゆる場面で御活躍をいただい

ていますけれども、やはり１人ではというような

思いがあります。それで、このＪＥＴプログラム

の中身、費用はどうなのだというようなことにな

るかなというふうに思うのですが、これは本事業

に係る報酬、旅費等の必要な経費については地方

公共団体の国際化、国際交流経費の一環として地

方交付税の基準財政需要額において所要の算入措

置を講ずるというふうになっていますので、色が

ついてきませんからわからないという部分もある

かもしれませんけれども、しかしこの基準財政需

要額に応じての交付税ですから、どのくらいにな

るかわからないのですが、ただ参考までに平成２

６年度では１人４７２万円というふうなことも紹

介されていますので、こうした部分でぜひ積極的

に活用して、多くの市民の皆さんに先ほどお話が

あったインバウンド促進事業、こういったことも

含めて、近隣の町村とも含めて力を合わせてでき

る方向に進めることができればなというふうに期

待しておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。

では次に、風連日進、望湖台の自然を生かした

取り組みについてであります。望湖台については、

センターハウスがなくなり、寂しくなってはいま

すけれども、豊かな自然がまだまだ残っていると

いうところでいえば、私はもっともっと活用して

いただきたいともう強く思っているのです。それ

とあと、風連日進の東生地区、ここも先ほど御紹

介したように農村セラピー、私自身があの地域に

行って空気を吸い、畑を眺め、雨竜地方を遠くに

眺め、心を癒やしてきたということを重ねてきて

いるものですから、ここを何としても活用してい

ただいて、多くの皆さんに知っていただいて、訪

れていただいてというふうな思いで今回取り上げ

させていただきました。

１つ健康に関することをちょっと御紹介したい

と思うのですけれども、これ平成２３年度なので

すが、健康日本２１の評価から、日常生活におけ

る歩数の増加、これもうたっていたのですけれど

も、達成していませんでした。肥満度、男性で２

１％、女性で１ ４％です。肥満の男性、４０

代で３ ６％、５０代で３ ６％というふうにな

っています。この年代を対象とした運動量を増加

させる取り組みが必要だというふうに思っていま

す。有酸素運動がいいというのは皆さん御承知の

とおりだと思います。生活習慣病に大きく効果が

出るという期待ができるというふうに言われてい

ます。また、そのほかに有酸素運動、生活習慣病

は認知症のリスクを高めるということですので、

散歩を楽しんでほしいという専門のドクターの所

見もあるところです。こういったところで活用し

ていただくと、生活習慣病の改善につながれば医

療費の抑制にもなるということで、いいことずく

めかなというふうに思っていますが、この点につ

いてお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 御提言をいただ

きました地域の自然を生かした健康づくりにつき

ましては、議員おっしゃいましたとおり森林浴で

すとか、あと田園地帯の風景を楽しみながら、心

身ともにリフレッシュして、健康の保持増進につ

ながるものとは考えております。市内には緑豊か

な自然がございまして、なよろ健康の森を初め、
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その自然を生かした公園等にはパークゴルフ場が

設置されたり、またウオーキングできるコースも

整備されております。健康づくりに適した条件が

多く存在しておりまして、実際に利用もされてい

るような状況でございます。市民の健康づくりに

つきましては、現在実施しておりますなよろ健康

マイレージやなよろ健康あるキングを通年して継

続した取り組みができるようなことが必要だと考

えておりまして、健康マイレージに取り組みを行

っていただいている方の大半がウオーキングが中

心ということであります。自宅周辺や道路、公園、

河川敷などが利用されておりまして、気軽に御参

加をいただいているというような状況であります。

課題といたしましては、先ほども申し上げました

が、冬期間誰もが安心してウオーキングができる

ような場所が少ないことから、次期総合計画にお

きましてそのような部分を検討していきたいとい

うふうに考えております。引き続き通年で手軽に

運動できるような場所の確保に努めてまいりたい

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 歩くことは有効だとい

うことなのですけれども、今お示しした風連日進、

望湖台の自然を生かして、そこでとれる農産物の

活用も含めて発展させる手だてはないものかとい

うことであります。町中で歩くことがだめだとい

うふうには思っていませんけれども、しかしせっ

かくの風光明媚な、そして自然豊かなこの地を活

用しながら、多くの皆さんに楽しんでいただき、

健康を維持していただく、そのことが必要かなと

いうふうに思っています。この点で言えば、名寄

大学があるわけですから、栄養科の先生方、また

看護科の先生方、こういった方々のお知恵も拝借

しながら、大いに宣伝効果は、宣伝していく中身

については豊かに膨らますことができるのではな

いかなというふうに思っています。また、トイレ

の整備なんかも必要かなというふうには思ってい

るのですけれども、そういった部分で風連日進小

中学校の校舎の利用、それからちょっと奥になり

ますけれども、東生福祉会館なども地域の皆さん

と協力も仰ぎながら、こういったところも利用さ

せていただければ、本当に地域の中で、自然の中

で健康を維持することができるのではないかなと

いうふうに思っています。執行方針の中で、観光

振興の中で観光振興計画、２８年度に見直しが行

われるというふうに書かれていますし、その中で

現行計画の検証、観光を取り巻く環境の変化を踏

まえ、改善や新たな視点での方策を検討していく

というふうに書かれていますので、ぜひともこの

部分も検討の中に入れていただいて、前向きに取

り組んでいただければということを強くお願いし

て、次に行きたいと思います。

学校給食費の無料化であります。私は、やっぱ

り学校給食というのは教育の一環であるというこ

とを強く申し上げたいというふうに思っています。

先ほども御紹介しましたように、２００８年に学

校給食法が全面改定されました。その目標の中、

健康福祉部長の御答弁の中にもありましたけれど

も、適切な栄養の摂取による健康の保持増進、日

常生活における食事について正しい理解を深め、

望ましい食習慣を養う、学校生活を豊かにして、

明るい社交性、協働の精神を養う、命や自然を尊

重する、そして食生活にかかわる人々のさまざま

な活動に支えられていることについて理解を深め、

勤労を重んずる態度を養う、伝統的な食文化につ

いても理解を深める、さらには食料の生産、流通

及び消費について正しく理解を導くというふうに

７項目になっているわけです。名寄の給食、地場

産品の活用が６割から７割というふうに言われて

いて、地域経済の発展も学ぶことができる。そし

て、給食を食べる中で子供たちの問題状況も食べ

るという側面からも見ていくことができるという

ふうなことではないかなというふうに思っていま

す。この学校給食、食事の提供だけではなくて、

学校給食は教育の一環だということを再度強調し

たいというふうに思います。前回御質問させてい
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ただいたときに、食費は個人の負担に帰すべきだ

というふうな御答弁をいただいていました。こう

いう学校給食、教育の一環である学校給食が食費

は個人の負担に帰すべきものという考え方が適し

ているのかどうか、適した考え方なのかどうか、

非常に疑問に感じています。この部分についてお

考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁しました

給食費の関係について、食材については保護者に

帰すものという部分について、適しているのかど

うかという御質問でありますけれども、前回の答

弁の中でも申し上げましたが、人間が生きるため

には衣食住、基本的な部分が必要でありまして、

その点につきましてはやっぱりきちんと保護者で

あったりも含めて負担をしていくべきものという

ふうに私も思っているところです。学校給食にお

きましても食材費については、そういった面では

保護者の負担に帰するものでありますし、ただそ

れに伴う運営経費についてはしっかり市の責務で

やるものというふうにも考えているところであり

ます。ただ、どうしても経済的な理由も含めて負

担ができない家庭においてはしっかりした支援策

もやっぱり講じる必要があるというふうに考えて

いますので、その点につきましては今後も引き続

きしっかり対応してまいりたいというふうに考え

ています。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 学校給食費の費用は今

部長がおっしゃったとおりで、運営に要する経費

のうち政令で定めるものは設置者の負担、運営に

要する経費以外に要する経費、食材等については

保護者の負担、こうなっていますけれども、設置

者である市が児童生徒にどのような学校給食を行

うか、どのくらいの予算を使っていくのかという

ことは決めることができると言えると思います。

前回の質問でも他市町の例を紹介させていただき

ました。第３子から無料にしたり、小学生は無料

になど、それぞれさまざまな取り組みをされてい

るのを紹介させていただいたところであります。

実は、先日３月１１日に政府が経済財政諮問会

議を開いて、安倍政権が掲げる名目国内総生産、

ＧＤＰ６００兆円の目標実現に向けた具体策を議

論しています。その中で民間議員から子育て支援

の柱として、学校給食を無料化するよう政府に提

言があったと報じられています。このように政府

の諮問会議の中でも議論されている状況にあって、

給食の食材費分が保護者が負担するというこれま

での常識として言われてきたことが変わり始めて

いると言っても過言ではないかというふうに思う

のですが、この点についてのお考えをお聞かせく

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今の学校給食費の無

料化に向けて、子育て支援の観点からというお話

がされたかというふうに思っております。前回の

質問の中で橋本副市長のほうから答弁をさせてい

ただきましたけれども、当然名寄市におきまして

も子育て支援策、定住人口の拡大含めて必要な重

大な施策で位置づけておりますので、その中で子

育て支援策として他自治体でも先ほど紹介しまし

たけれども、無料化だったり、一部の無料化とい

うことで実施している自治体がふえてきている状

況でありますので、名寄市においてもそういった

ことがどうなのか、制度設計も含めて今後研究を

していきたいということで答弁をさせていただい

ておりますので、そういった全体的な子育て支援

に対する施策の推進をどうしていくか、また先ほ

ど言いましたように年間１億 ０００万円の食材

費もかかるという状況がありますので、そういっ

た財政的な面からの検討も含めて今後研究をして

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 就学援助制度の積極的

な活用はもちろんなのですけれども、今教育に係

る費用が本当に大きくなって、子育てしている保
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護者の方々にとっては大きな負担になっています。

塾などへの負担、そして先々への教育費の増大、

進学の問題、奨学金の問題なんかも出てくるかと

思います。今給食費の増額も他市では言われてい

ます。消費税の負担増もあるという中で、本当に

子育てしている子育て中の保護者の皆さん方、苦

労されて子育てに励んでいます。こうした皆さん

方への支援ということでの学校給食費の無償化に

ついて十分に検討していただいて、前向きな御答

弁をいただけるように、また再度質問をさせてい

ただく機会をお願い申し上げまして、私の質問を

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

閉校後の利活用について外３件を、川口京二議

員。

〇１０番（川口京二議員） 議長の御指名いただ

きましたので、通告順に従いまして、質問をいた

します。大項目で４点について質問をいたします。

大項目１点目は、閉校後の利活用について伺い

ます。ことし３月に１０６年の歴史を持つ東風連

小学校と４２年の歴史を持つ豊西小学校がそれぞ

れ惜しまれつつ幕を閉じることになりました。小

項目１点目は、平成２６年９月に質問をいたしま

した豊西小学校について伺います。答弁では、文

部科学省が取り組んでいる「みんなの廃校」プロ

ジェクト等に登録し、全国から利用者を募る、維

持経費がかかることから建物を解体し、更地とし、

新たな活用方法が決まるまで市民ホールの臨時駐

車場や冬期の一時堆雪場にする、比較的利用価値

の高い屋内体育館だけを改修し、今後も利用して

いく、また市民ホールや浅江島公園とも隣接し、

環境的に恵まれた立地条件だから、さまざまな面

からの活用が考えられることも考慮し、庁内的な

活用法策を協議し、市民の意見を考慮して方向性

を出したいという答弁でした。庁内の協議は何回

行い、またどのような内容だったのかを伺います。

また、市民の意見はどのように伺い、どのよう

な意見があったのか伺います。

大項目２点目、防災について伺います。小項目

１点目は、防災訓練について伺います。今年度は

天塩川、名寄川同時決壊を想定した避難訓練や通

信途絶時の対応訓練などを実施しましたが、今年

度実施した各訓練の評価と課題についてお知らせ

ください。

また、次年度の訓練の目的と概要についてお知

らせください。

小項目２点目は、自主防災組織について伺いま

す。防災には、自助、共助、公助が重要だと言わ

れています。最近では、近助という言葉もでき、

向こう三軒両隣で助け合うことだそうです。行政

だけではできない部分もあり、自分や家族だけで

はなく、自分のまちや隣人は自分たちで守る意識

が大切です。そこで、共助を担う自主防災組織の

役割が大変大きいものと考えています。自主防災

組織の現状と今後の育成についてお知らせくださ

い。

小項目３点目は、防災マスターについて伺いま

す。北海道では、防災に対する心構えなどを多く

の人に知っていただくため、ボランティアにより

地域の防災活動に取り組んでいただいたり、災害

時には地域の防災リーダーとして活躍していただ

く北海道地域防災マスターの育成に取り組んでい

ます。多くの方が受講されており、町内会等で防

災研修を行ったり、講話を行ったり、さまざまな

活動をされています。名寄市の現状と活動状況に

ついてお知らせください。

小項目４点目は、避難所の資材確保について伺

います。避難所には、避難をされた方が不自由な

く避難生活が送れるようさまざまな資材等が準備
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されていると思いますが、現状をお知らせくださ

い。

大項目４点目、有害鳥獣について伺います。道

は、昨年１２月の発表でヒグマが１万６００頭と

発表しています。２０１２年度分の発表です。１

９９０年度 ８００頭で、２３年間で ８倍ふえ

たそうです。これは、高齢化によるハンターの減

少などによるものだと専門家は指摘しています。

また、熊の草食化も影響し、エゾシカがふえてい

るようです。小項目１点目は、エゾシカ、ヒグマ

の対策について伺います。

小項目２点目は、アライグマについて伺います。

北海道において、生息が確認された市町村は平成

１３年３月では８７、平成２７年３月では１４７

と全道で８０％以上の市町村で確認をされており

ます。急激に増加をしております。２５年度の道

の農産物被害は ０００万円とのことです。猫や

犬などペットを襲ったり、大阪では女性がアライ

グマにかまれた事例もあるそうです。原産地の北

米では、狂犬病やアライグマ回虫を初めとする感

染症の媒介が社会問題になっているようです。北

海道でも対策に取り組んでいるところもあります

が、市の対策についてお知らせください。

小項目３点目は、箱わなについて伺います。次

年度大型用の箱わなを２基ふやすと伺っています

が、小型用、アライグマ、キツネ用はどうなのか、

また現状をお知らせください。

小項目４点目は、カラスについて伺います。最

近カラスがふえているのではないかと思っていま

すが、カラス対策と駆除の状況をお知らせくださ

い。

大項目４点目、市道の歩道について伺います。

歩道は、高齢者や障害者、車椅子所有者等を含む

全ての歩行者にとって安全で円滑な移動ができる

ことが原則です。また、歩行者の快適な通行を考

慮して雨水等の適切な排水を十分考慮した対策を

行うものとすると道路構造令の歩道の一般的構造

に関する基準に記載されています。歩道を見ます

と、凹凸の激しい箇所や雨上がりのとき、そのた

めに雨水がたまっているところも散見されます。

小項目１点目は、整備の状況について伺います。

小項目２点目は、融雪時期の整備について伺い

ます。冬期の排雪によるバケットの影響かと思い

ますが、縁石が破損をしている状況を見かけます。

融雪と同時に歩行者もふえると思いますが、整備

はどのようにされているのか伺います。

小項目３点目は、点字ブロックについて伺いま

す。点字ブロックは、正式名称を視覚障害者誘導

用ブロックといいます。視覚障害者が足裏の感覚

で認識できるよう突起を表面につけて視覚障害者

を安全に誘導するために地面や床面に敷設されて

いるブロックのことをいいます。名寄市でも歩道

や商店の出入り口、公共施設など設置が進んでお

ります。点字ブロックのライン上にマンホールが

あり、地盤の沈下により段差が生じたり、点字ブ

ロックが欠損している箇所もあります。整備はど

のようにされているのか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川口議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目２につきましては総務部長から、大項目３の

小項目１から３につきましては経済部長から、小

項目４につきましては市民部長から、大項目４に

つきましては建設水道部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

大項目１、閉校後の利活用について、小項目１

の豊西小学校についてお答えいたします。豊西小

学校は、本年度をもって閉校となりますが、２月

２７日には学校関係者や地域関係者が集い、閉校

記念式がＥＮ―ＲＡＹホールにおいてとり行われ

たところであります。閉校後の利活用につきまし

ては、ＥＮ―ＲＡＹホールや浅江島公園に隣接し、

環境的に恵まれた立地条件にあることから、さま

ざまな活用方法が考えられ、庁内での議論はもち

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号
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ろん市民の意見も取り入れながら検討していきた

いとしてきたところであります。この間豊西小学

校閉校記念事業協賛会やＰＴＡの会合の中では、

校舎は耐震化されていないため、再整備をする費

用をかけて地域で活用するような状況にはない、

グラウンドはＥＮ―ＲＡＹホールの予備駐車場と

して利用できるのではないか、校舎東側の前庭に

は閉校記念碑を設置したことから、適正な管理を

お願いしたいなどという御意見がありました。ま

た、昨年開催されましたまちづくり懇談会では、

パークゴルフやゲートボール等を雨天時にもでき

る施設がないため、体育館と施設の一部を市民に

開放してほしいという意見も出されております。

また、庁内の議論経過については、総合計画の

ローリング時や予算査定時などに議論されてきま

したが、近隣の児童センターや図書館本館など老

朽化した公共施設の集約化や再整備、その一方で

町中でのにぎわいづくりをどう進めていくかなど、

さまざまな課題がある中での検討となっていると

ころであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、防災について、初めに小項目の１、防災訓練

について、今年度の訓練の評価と課題について申

し上げます。

今年度の名寄市防災訓練は、天塩川上流水防研

修会と合同開催とし、日程の前半部分において垂

直、水平避難訓練及び段ボールベッドの作成訓練

を行いました。避難訓練では、国の避難勧告など

のガイドラインの改定を受けて避難の考え方を即

実行した点、またリードタイム、いわゆる避難に

要する時間の計測を実施し、実践的な課題の検証

を行ったことは有意義であったと認識をしてござ

います。また、段ボールベッド講習会では実際の

避難所でのスタッフ不足を想定し、各町内会ごと

にそれぞれ一斉に組み立てることを通じて自助、

共助の理解が図られ、また楽しみながら取り組め

たものと認識をしているところでございます。さ

らに、水防研修会においては災害図上訓練などを

通じて警戒避難体制の再確認に成果があったもの

と考えているところでございます。これらの訓練

につきましては、８月に名寄市で開催をされまし

た国土交通省の地域防災力向上トップセミナーで

避難に対するより実践的な訓練として御紹介をい

ただいたところでございます。

なお、当日は市民全体を対象に緊急速報メール

を配信し、全市民を対象とした受信の確認もあわ

せて実施をさせていただきました。

また、昨年１０月には総務省総合通信局の協力

により通信途絶訓練を実施いたしました。最近の

自然災害の激化に対する備えとして、移動電源車

並びにＦＭによる臨時災害放送局機器を用いて２

日間実際にＦＭ波を発信し、被災時の電波の受信

状況を確認したところであります。結果につきま

しては、大変良好で、盆地という地形もあり、想

定を超えるＦＭ波の受信が確認でき、一定の成果

が得られたところでございます。また、名寄市の

訓練の成果報告に関しましては、総務省総合通信

局の管内の報告として国の会議で共有されたとこ

ろでもございます。

次に、次年度の訓練の重点と概要について申し

上げます。昨年９月に発生をしました関東・東北

豪雨の被害の反省から、国土交通省の避難を促す

緊急行動が始まってございます。これからは、自

然災害の激化に対応するため、関係機関とより連

携を密にした対応が必要とされており、次年度は

天塩川流域を対象としました水防演習が天塩川砺

波地先で開催される予定であることから、この訓

練を通じて防災力の向上を図ってまいりたいと考

えています。訓練内容につきましては、緊急速報

メールのほか、名寄市立大学の学生と要援護者に

よる避難や住宅浸水防止訓練、土のう積み工法の

訓練などのほか、これまでは浸水に備える訓練と

していたものから、堤防破堤後の訓練も組み入れ

た幅の広いものとして実施をし、あわせて自主防
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災組織のほか、市内在住の北海道地域防災マスタ

ーの参加も予定していることから、自助、共助力

の向上に効果を果たせるものと期待をしていると

ころでございます。

次に、小項目の２、自主防災組織の現状と育成

について申し上げます。自主防災組織につきまし

ては、平成２６年度の北海道全体での結成率は５

３％、名寄市におきましてはこれに準じる町内

会を含んでの数字でございますが、８１町内会中

１８町内会で、組織率につきましては２ ３％と

高い状況ではございません。これは、災害が少な

い地域との意識から取り組みがおくれているもの

でありますが、最近の自然災害の激化に伴い、組

織設立を検討している町内会がふえてきており、

今後の立ち上げも数カ所見込める状況となってご

ざいます。育成支援の方法といたしましては、自

主防災組織設立時に要する防災資機材や人材育成

に要する経費などへの補助制度のほか、市の出前

トークなどを通じまして設立を支援してまいりま

す。

次に、小項目の３、防災マスターの現状と活動

状況について申し上げます。北海道地域防災マス

ターは、地域の防災リーダー育成のため、北海道

が実施している認定制度であり、平成２７年度９

月時点で全道で ８１１人の認定者が登録をされ

ております。名寄市では、昨年度から各地区の防

災リーダーを育成するため、また防災の考え方を

知っていただく機会として、災害時におけるリス

クの高い地区の希望者と市の職員で認定講習に参

加したところであります。活動状況につきまして

は、ボランティアという性質から、できる範囲で

の活動ということになりますが、防災訓練や防災

研修が開催される際には参加案内をさせていただ

いているところであり、市の職員につきましては

出前トークなどで活動を行っているところであり

ます。いずれにいたしましても、市として期待す

るところはいざ避難となった場合に正しい防災と

しての考え方を持った方が各地区に複数存在する

ことにより、自助、共助としての避難行動が的確

にとれる力を備えていただきたいと考えてござい

ます。

なお、防災マスターの拡大に向けましては、今

後とも経費負担の軽減について対応していきたい

と考えているところでございます。

次に、小項目の４、避難所の資機材について申

し上げます。避難所の資機材のうち、冬季の停電

対策としての資機材につきましては、発電機６台、

ストーブ４９台のほか、毛布などの防災資機材の

備蓄を進めているところでございます。大規模停

電時の避難所対応は、第１に自主的な取り組みが

期待されるところであり、平成２６年度の冬季防

災訓練では大規模停電を想定した避難所開設訓練

を東地区連絡協議会が主体となって実施をし、厳

寒期において必要となる資機材を検討し、保温用

の暖房マットや発電機、電池を使用しないライト

などの備えを行ったところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目３、

有害鳥獣について、小項目１、エゾシカ、ヒグマ

対策について、２のアライグマ対策について、３

の箱わなの現状について、関連がございますので、

一括してお答えさせていただきます。

有害鳥獣による農作物への被害防止対策につき

ましては、名寄市鳥獣被害防止計画に基づき取り

組んでおります。対策といたしましては、電気柵

の設置による侵入防止対策やわな及び銃器による

捕獲で対応しております。平成２７年度における

対策の実施状況ですが、電気柵については中山間

地域集落協議会の事業により導入されたものが１

４件で、総延長にして１万 ５５０メートルが設

置されております。

エゾシカの捕獲につきましては、４月１日から

９月３０日までを捕獲期間として設定し、猟友会

の協力のもと捕獲に当たっております。平成２７

年度の捕獲実績は３５４頭となっており、平成２
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６年度に対して２４頭の増加となっておりますが、

平成２４年４１２頭、平成２５年４２２頭、平成

２６年３３０頭と減少傾向であると言えます。ヒ

グマについては、平成２７年度は６６件の出没情

報が寄せられ、ヒグマ駆除隊への出動要請件数は

８１回で、延べ２２０名に出動していただき、捕

獲実績としては６頭となっております。

また、アライグマの対策につきましては、箱わ

なを設置し、捕獲に当たっております。平成２７

年度の捕獲実績は１４頭となっており、平成２６

年度に対して１２頭の増加となっており、急激に

ふえている状況です。

また、箱わなの保有状況ですが、キツネ、アラ

イグマ用の箱わなを１２基保有し、対応に当たっ

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

の有害鳥獣について、小項目４のカラス対策につ

いて申し上げます。

カラス対策につきまして質問をいただきました。

現在名寄市では、カラスを直接駆除するという対

策は講じておりませんが、カラスの巣の駆除、こ

ちらは市民の皆様の被害防止、安全確保の観点か

ら毎年行っております。具体的には、５月から６

月までの繁殖時期が中心になりますが、カラスの

習性でしょうか、ひなを守るための行動になりま

すが、巣に近づく人間への威嚇あるいは攻撃が始

まります。こうなると大変危険な状態であります

から、カラスの巣を駆除することで人間を襲う要

因をなくして、安全を確保しております。

カラスの巣の駆除実績ですが、平成２６年度で

は巣を４３個落としております。この中でひなが

７０羽、卵が３３個、平成２７年度では巣を３８

個落とした中で、ひなが８３羽、卵が１８個あり

まして、それぞれ駆除を行っております。一口に

カラス対策といいましても、地域からカラスを減

らしていくということは非常に難しい問題と考え

ておりますが、１つ誰にでもできるカラス対策が

ございます。それは、カラスに餌を与えない、ご

みを荒らされないようにするというものですが、

こちらは全戸配布したごみ分別ガイドブックにも

掲載をしておりまして、市民の皆さんにも協力を

呼びかけているところでありますが、カラス対策

用の網をかけたり、ごみ収納箱を設置するなどし

てカラスが寄りつかないようにすることが一つの

効果的な対策になると考えております。今後とも

市民の皆様の被害防止、安全確保の観点から、カ

ラスの巣の駆除を継続して実施してまいりますし、

カラスに餌を与えない、ごみを荒らされないよう

にするといった対策につきましても市民周知して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目の４、市道の歩道についてお答えいたします。

初めに、小項目の１、整備の状況について申し

上げます。現在新規の歩道整備は、社会資本整備

総合交付金を活用し、道路構造令に基づき車道整

備工事と一体的に進めております。既存の歩道面

に水がたまる要因は、路面の経年劣化によりひび

割れ等が発生し、凍上を誘発させていることで、

凹凸が発生することによるものと考えます。これ

らの対応としまして、年２回の全市道のパトロー

ルや日常パトロール、市民の皆様からの情報をも

とに市道の凹凸や水たまり箇所において状態の悪

いところから部分的な舗装補修を行っております。

また、歩道の舗装補修で排水勾配を確保すること

が困難な箇所については、排水効果が余り期待で

きないことから、雨水桝を設置することにより排

水機能を改善することで対応しております。今後

も引き続き維持管理に努めてまいりたいと思いま

す。

次に、小項目の２、融雪時期の整備についてお

答えいたします。冬期の除排雪の機械作業や凍上

により路面が持ち上がることで発生する凹凸の影
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響等により、歩道の縁石が外れ、破損することが

毎年繰り返し起こる状況にあります。融雪後の対

応については、市の道路パトロールや除排雪業務

を担っていただいている委託事業者と市担当職員

で舗装や縁石の破損箇所の調査を実施するととも

に、破損箇所を把握し、特に危険な箇所について

は早急に一時対応を行いますが、その他の破損箇

所については道路の凍上している状況がおさまる

５月中旬ごろを目安に破損した縁石の取りかえや

使用可能な縁石の再設置、縁石周りの舗装補修等

を行っております。

次に、小項目の３、点字ブロックについてお答

えいたします。点字ブロックにつきましては、視

覚障害者の安全かつ快適な移動を支援するための

設備として、進行方向を示す線状ブロックと危険

箇所や施設等の位置を示す点状ブロックの２種類

があり、名寄市におきましても市街地の主要な歩

道や交差点、病院、学校周辺に設置しております。

点字ブロックについても歩道の凹凸や破損箇所と

同様に道路パトロールや市民の皆様の情報をもと

に現地を確認し、危険箇所を優先的に修繕で対応

しておりますが、議員から御指摘がありました箇

所については融雪後早々に現地の確認をさせてい

ただき、補修対応してまいりたいと思います。ま

た、点字ブロック等における段差解消に向けて道

路パトロールにおける目視点検を強化し、障害の

ある方も安心して通行できる歩道となるよう対応

に努めてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） それぞれ答弁をいた

だきましたので、通告順に従って再質問をいたし

ます。

豊西小学校は、市民ホールや浅江島公園が近く

にあり、大変環境のいいところであります。その

ため、さまざまな利用が考えられると思います。

校区内の町内会やＰＴＡ、各文化団体やスポーツ

団体等幅広い意見を聞くことが大事だと思います

が、今後の考えを伺います。

また、「みんなの廃校」プロジェクトについて

伺います。登録をして違った目線で意見や考えを

伺うことも大事だと思いますが、いかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいまの再質問で、

利活用について多くの団体等も含めて御意見をい

ただくのと「みんなの廃校」プロジェクトの登録

についての御質問がありました。現在第２次総合

計画の策定に向けて各専門部会での議論が始まっ

たところですので、その中で風連地区の閉校とな

った学校を含め、閉校後の利活用についても引き

続き意見を伺って協議をしてまいりたいというふ

うに思っていますし、議員、その中の教育文化ス

ポーツ専門部会の中には文化協会、スポーツ関係

の方も入っておられますので、そういった方の御

意見も当然いただきながら、利活用についての検

討を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、「みんなの廃校」プロジェクトにつきま

しても登録に向けた準備を進めているところでご

ざいますけれども、全国での廃校した学校が対象

で掲載内容が画一的になっている状況があります

ので、本市の学校の立地条件や特色が十分に伝わ

らない状況も考えられることから、本市のホーム

ページで独自に廃校した学校の情報をアップして

全国に向けて情報を発信していくような手法も今

後検討していきたいというふうに考えているとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） ホームページは大変

いい方法だと思いますので、ぜひ掲載をお願いし

たいと思います。

廃校になることが決定して、かなりの時間が過

ぎています。管理等も考えますと、少しでも早い

時期の意思決定が必要かと思いますが、今後どの

ような予定をしているのか伺います。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 豊西小学校につきま

しては、議員からありましたように平成２３年度

に名寄市街地区公立学校統廃合検討委員会で検討

されて、名寄市市街地区小学校の再編整備によっ

て廃校することが決定して現在に至って、年数が

経過している状況にあります。この間さきに答弁

をしたように、閉校後の利活用につきましては各

方面から意見をいただいたところでありますけれ

ども、このような経過を踏まえた中で立地条件が

よく、さまざまな活用方法が考えられることや他

の用途にも転用する場合に多額な費用をかけての

施設整備というふうになりますので、市民合意を

得られるかなどさまざまな課題もクリアしていか

なければならないところでありますので、現段階

でいつまでに方向性を出せるかというスケジュー

ル的なものについては言える状況にはありません

ので、御理解を願いたいと思います。引き続き総

合計画の専門部会やまちづくり懇談会での御意見

等を賜りながら、市民にとって有効な活用方法を

見出していきたいというふうに考えておりますの

で、御理解を願います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 私は、グラウンドは

雪堆積場でもいいかなと思っています。また、雪

フェスの会場もいいかなとも思っています。近く

に大きな駐車場があって、文化センターも利用で

きますし、それもおもしろいなと思っています。

体育館については、利用を希望する団体もあるや

に伺っていますので、ぜひ有効活用をお願いした

いと思います。校舎については、老朽化や耐震化、

また財政的なことも考えると取り壊しということ

になるかもしれませんが、どうすれば活用できる

かということを主に考えていただきたいと思いま

す。いずれにせよ、できるだけ多くの意見を聞き、

市民の皆さんが納得のできるような結論を早目に

出していただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

次、防災について伺います。自主防災組織の結

成率が２ ３％と余り育成が進んでいない状況だ

と思います。もちろん強制できるものではありま

せんが、防災の意識を持っていただくことが大事

だと思っています。防災マスターの育成は、災害

のときリーダーとなっていただくだけでなく、町

内会等で講話や研修などをしていただくことにな

れば、町内会等の防災意識も高まることと思いま

す。防災マスターをふやすことにより、自主防災

組織もふえることになるのではないかと思います。

市としてもっとＰＲをしていただいて、育成でき

ればよいと考えますが、お考えを伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今防災マスターにつ

いて御質問をいただきました。私どもとしまして

もこの防災マスターという制度、市の防災を進め

る上で非常に有効な手段だというふうに思ってお

ります。先ほど申し上げましたように、自主防災

組織、なかなか組織率が上がっていない部分があ

りますので、当然ここについても効果があるとい

うふうに思っていますし、実際の災害が起きたと

きについても知識を持った方が地域の方に多くお

られることが望ましいだろうなというふうに思っ

ております。これらのことから、今年度も市民の

方に御参加をいただきましたけれども、今年度以

降につきましてもこの防災マスターの認定講習会

について多くの方に呼びかけをして御参加をいた

だきたいなというふうに思っております。

また、参加に当たってでありますけれども、ど

うしても現状の中でいくと開催地が近くて旭川と

いうような状況がありますので、交通費等もかか

るという部分がありますので、ここにつきまして

は名寄市自主防災組織支援事業というのがござい

ます。ここについて今年度改正をして、そういっ

た人材育成にも活用できるようになってございま

すので、ここを活用しながら御負担を減らして、

多くの方にこの制度を活用いただきたい、そのよ

うに考えてございますので、御理解いただければ
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と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 防災マスターは、総

務部危機対策局危機対策課が行っていて、研修を

受講することにより認定をされます。次年度の予

定は決まっていると思いますが、士別市とか美深

町とか上川北部に声をかけ、ある程度の人員を確

保できれば名寄で実施していただくことも可能か

と思います。検討していただいて、道に要望をし

てぜひ近いうちに名寄市近郊で行っていただけな

いものかと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この防災マスターの

認定講習会、昨年は５会場で開催をされていると

いうことであります。先ほど言ったように、一番

最寄りのところについては旭川だったというふう

に認識しておりますけれども、各地区ともそれぞ

れ非常に人気があるというのでしょうか、受講の

希望があるということで、すぐ募集定員に達して

しまうというような状況もあります。実際の開催

については、議員が言われますように北海道のほ

うでの決定をするということになりますけれども、

恐らくこの上川北部の地域においても各自治体の

ほうから相当数の受講希望者が見込めるのではな

いかなというふうに考えております。近隣の自治

体ともぜひ連携をしながら、次年度以降名寄市も

しくは名寄市近郊での開催に向けて北海道に対し

ても要望してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 次に、避難所訓練に

ついて伺いますが、避難所訓練では避難に関する

体験型の訓練が必要ではないかと考えています。

実際に体験することにより、さまざまな問題点も

発見できると思います。その問題点を改善して市

民の皆様が少しでも快適に避難所で過ごしていた

だくことが大事かと思いますが、いかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、身をもって体験するということの重要性に

ついては私どもも認識をしているつもりでありま

す。ただ、厳寒期の訓練となりますと、なかなか

制約もあろうかなというふうに思っております。

議員も御存じかと思いますけれども、北見市の日

赤の看護大学のほうで厳冬期の避難訓練というの

が実施をされているということであります。これ

は、過去数年続けてきているということだと思い

ます。これについては、氷点下１０度以下の状態

で、昨年は段ボールを組み立てて、そこで一晩を

過ごしたということでありますので、他にもこう

した訓練を実施しているところがあると思います

ので、１つとしてはこれら先行して取り組んでい

るところの情報収集に努めさせていただきたいな

というふうに考えております。

一方、市内においてどうかということでありま

すけれども、ここもここ数年実際に体験をいただ

いている訓練もふえてきているところかというふ

うに思っています。名寄市においても今年度冬季

の停電対策として自主的にストーブを購入するよ

うな町内会も新たに出てきております。自助、共

助による自主的な訓練の促進に向けて引き続き支

援をさせていただきたいというふうに思っており

ますし、一方では訓練に当たってでありますけれ

ども、避難所生活は必ずしも良好な環境の中で過

ごせるとは限らない部分もありますので、そうい

った避難所での過ごし方なども含めての情報提供、

あるいは御理解いただく部分も必要かと思います

ので、あわせて実施をしてまいりたいというふう

に考えております。御理解いただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） わかりました。

最後になりますが、昨年９月の関東、東北地方

で起きた豪雨による鬼怒川の氾濫は対岸の火事で

はないと思います。既に昨年の災害の反省は行わ
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れていると思います。避難を促す緊急行動という

のでしょうか、国で行っている取り組みがあると

聞いていますので、全国的な災害の取り組みとし

っかり連携し、特に避難に関しては最善の避難の

ために常に課題があれば見直して、検証して被害

を最小限にすべきと考えます。万が一のときには、

的確な避難ができるよう防災マスター等を含めて

対策を進めてほしいと願っています。この点を求

めて、次に参ります。

有害鳥獣について伺います。市のハンターは、

名寄４２名、風連１０名、合計５２名と聞いてお

りますが、５２名が妥当なのかどうか私にはわか

りませんが、十分な状況なのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） エゾシカの狩猟登録

者は５２名ということでございまして、エゾシカ

については現在５２名ということで登録されてお

りますけれども、内訳につきましては銃器による

ものが４８名、わなによるものが４名となってお

ります。それで、実績といたしまして、平成２２

年度では２５名の許可捕獲者が７０２頭を駆除し

ており、２３年度は３５名、２４年度は４１名、

２５年度以降は３年間は各５２名で、年間３００

頭から４００頭を駆除している状況でございます。

これらの推移を見ますと、年々許可捕獲者がふえ

ており、駆除頭数に変動がないということで、地

域の農地周辺に出没するエゾシカは減少傾向にあ

りまして、現在の人員で十分ではないかというふ

うに考えられます。また、ヒグマについては、駆

除隊２２名が常時出動している状況ではなく、１

回の出動で２名１組を基本として出動していただ

いております。緊急時の追い払いや追跡を行う場

合でも、多くても６名程度の出動であり、市の出

動要請に対応できない事例もなかったことから、

隊員の数は十分ではないかと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） また、平均年齢５８

歳、現在のところ高齢とは言えませんが、６０歳

以上が半分を占める状況だと伺っています。エゾ

シカについては個体数が減少しているとのことで

ありますが、ある程度の人材の確保はしておかな

ければいけません。ハンターの内訳は農業者が多

いのでしょうか。以前は元自衛官も多くいたと思

いますが、そういうところにも声をかけて協力を

していただけばどうかと思いますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） エゾシカの許可捕獲

者５２名の年齢構成を申し上げますと、６０歳以

下が半数近い２５名です。６１歳から７０歳まで

が３割弱の１５名、７０歳以上は２割強の１２名

となっておりまして、今後１０年間は担い手対策

として十分に役割を果たしていただけるものと考

えております。一方、ヒグマ駆除隊２２名の年齢

構成については、６１歳以下が５名、７０歳以下

では６名増の１１名となっており、熟練度を考慮

して後継者の早急な育成が必要と考えております。

また、駆除に当たる５２名の職業別内訳ですけれ

ども、会社員が１３名で２５％となり、続いて無

職が９名で１８％、現役自衛官と自衛隊ＯＢはと

もに５名で各１０％、農業者は７名で１４％とな

っております。許可捕獲者以外にも現役自衛官２

名と自衛官ＯＢ１名の３名が猟友会に入っていた

だいております。

市といたしましては、有害鳥獣の駆除活動を通

じて、狩猟に関する技術が伝承されると期待して

おりまして、特にヒグマについては本年３月から

熟練者と経験の浅いハンターが一緒に活動するヒ

グマ対策技術者育成のための捕獲が始まるところ

でございまして、ヒグマの駆除の技術が伝承され

ることを期待しているところでありますし、注目

もしているところでございます。今後も引き続き

猟友会と情報交換を行いながら、対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 次、箱わなについて

伺います。

キツネ、アライグマ用の箱わなは１２基と伺い

ましたが、現状で十分なのでしょうか。今後ふや

す予定はないのか伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 昨年においてアライ

グマの捕獲頭数が増加したことから、現在保有し

ている箱わなだけではちょっと対応が困難だと考

えておりまして、平成２８年度において鳥獣被害

防止総合対策交付金の活用をさせていただきまし

て、３０基ふやして合計４２基で対応してまいり

たいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 共和町や下川町では、

アライグマの箱わな講習会を開いたそうです。受

講者はわなを仕掛けることができるそうですが、

名寄市でも行っているのでしょうか、伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） アライグマにつきま

しては、特定外来生物に指定されておりまして、

外来生物法による防除実施計画を市町村が策定し、

国の確認を受けて捕獲するということが可能にな

ります。また、必要な講習会を受け、防除従事者

として登録されることにより、わなを設置できる

こととなります。名寄市においては、本年２月２

５日にアライグマ捕獲技術者講習会を開催いたし

まして、農業者４５名を含むＪＡ職員など合計６

９名の方に参加をいただきました。今後のアライ

グマ対策につきましては、市の対応に加え、防除

従事者として登録された方々、防除計画に基づき

所有する箱わなを設置することが可能となること

から、より捕獲体制が強化されるものと考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） わかりました。個体

数を減らすには、駆除すること、捕獲することで

すから、それにはハンターをふやすこと、箱わな

をふやすことだと思います。ハンターは何名が適

当なのかわかりませんが、多くいて困ることはあ

りませんし、急な高齢化にも対処できると思いま

すので、引き続き計画的な育成に取り組んでいた

だきたいと思います。箱わなについても何基が適

切なのかはわかりませんが、アライグマについて

は天敵もおりませんし、繁殖率も高く、１年で五、

六匹子供を産むそうです。これは大変な数字で、

１組のつがいがいるとしますと五、六年で ００

０匹を超える計算になります。お隣の美深町では、

２４年度捕獲したのが３頭だったのが２７年度は

３１頭捕獲をしています。４年で１０倍になって

います。名寄市では先ほど１４頭だと言われまし

たが、捕獲数以上にいることは間違いありません。

少しでも少ないうちに捕獲をしないと大変な被害

になると思いますので、さらなる対策の強化をお

願いいたします。

カラスについては、対策をされているのはわか

りました。いろいろな対策グッズも販売されてお

りますが、その地域を対処しても他の地域に移る

のでしょうから、今のところ餌を減らすことなの

でしょうか。人間の出す生ごみを食べるようにな

って市街地に来るようになったそうです。餌がな

ければ来ないそうですので、さらなるごみの減量

とごみ出しマナーの徹底を図っていただきたいと

思います。

点字ブロックについて伺います。点字ブロック

上の障害物が大変気になっています。自転車が置

いてあったり、看板が置いてあったりするところ

も市街で散見されます。視覚障害者がぶつかった

り、自転車を倒したり、けがをするかもしれませ

ん。市民の皆さんや商店の皆様に協力していただ

くことが重要かと思いますが、どのようにしてい

るのか、また今後どのようにしていくのか伺いま

す。
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〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

ら点字ブロック上に駐輪をしています自転車につ

いて御質問がございました。自転車の関係につい

ては、今雪が降っているということでありますの

で、自転車の利用も少ないという状況があるとい

うふうに思いますので、融雪後に確認をさせてい

ただきたいというふうに思っています。そのほか

の障害物につきましては、私ども先ほど言いまし

たように点字ブロックが設置をされているそれぞ

れの路線のパトロールをしてございますので、そ

の際に看板等が点字ブロックにかかっているよう

な状況があれば、現地確認もしながら指導体制も

していきたいというように考えていますし、あわ

せて市民の皆さんに対する周知として広報等で取

り上げてまいりたいというふうに考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 平成１８年６月に高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律、バリアフリー新法が公布されました。さま

ざまな取り組みをしている自治体もございますが、

名寄市の今後の考えについて伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 市内の市道につ

いて、平成１８年の法施行前に整備をした歩道が

実はほぼ全域を占めているという状況でありまし

て、これを全て改善をするということになります

と相当の事業費もかかるということでございます。

現状としては、法の基準に合わせた状態というふ

うにはなっておりません。ただ、それ以降整備を

した部分については、道路設計時の段階から法の

基準に基づいて整備をさせていただいているとい

うところでございますので、御理解をお願いした

いというふうに思います。今後も引き続き高齢者

の皆さん、あるいは障害を持った方の移動の利便

性、安全性を高めるために、私ども努力をしてま

いりたいというふうに思ってございますし、また

既存の施設についても特にふぐあい、危険が伴う

ような状況であればその都度対応させていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 歩道は、高齢者や障

害者、車椅子の人たちが安全に通れるものでなけ

ればなりません。ふぐあいのある場合は早期に対

処していただきたいと思います。一度整備をすれ

ば長期間使用ができると思います。高齢者や障害

者等が暮らしやすいまちづくりが必要だと思いま

すので、今後もよろしくお願いをして、質問を終

わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川口京二議員の

質問を終わります。

高齢者福祉の推進について外３件を、浜田康子

議員。

〇１番（浜田康子議員） ただいま議長の御指名

をいただきましたので、通告順に従いまして、大

項目４点について質問していきたいと思います。

まず、大項目１、高齢者福祉の推進について、

（１）、市内高齢者施設の運営体制についてです。

毎回高齢者の福祉について質問させていただいて

います。その質問に対して調査研究などのお答え

をいただいていますが、国勢調査によりますと東

京都は人口が増加し、名寄市も速報値で２万 ０

６０人と人口減少の数値が出ています。住みなれ

た地域での生活を支えるためには、まずは要支援

１、２などの支援のために介護予防・日常生活支

援総合事業、いわゆる新しい総合事業を２０１７

年、平成２９年４月から名寄市で実施するために

準備を進めているとお聞きしました。前回お聞き

したところでは、市が中心となって地域実情に合

った住民等の多様な主体が参画し、要支援者等に

対する支援を可能にすることを目的とするとのこ

とでした。要支援者や要介護認定で非該当となっ

た方の支援も新しい総合事業の介護予防生活支援
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サービスに移行されるとのことで、名寄市生活支

援等サービスネットワーク会議を設置し、準備作

業を進めているとのお答えでした。では、要介護

に該当し、在宅や家族やサービス事業所を使いな

がら介護されている方、また訪問介護やデイサー

ビス、短期入所をしながら特別養護老人ホームな

どのあきを待っている方もいらっしゃいます。ま

た、特養のあきを他の施設で待っている方や他の

市町村の老人ホームなどで地元のホームへ行ける

日を心待ちにしている本人や家族も大勢いるので

はと思っています。その入所待ちの方も要介護度

は原則要支援３以上でなければ特別養護老人ホー

ムに入所することなどもままなりません。また、

市内の老人ホームなどでも多数の入所待ちがある

とのお話をお聞きしています。そこで、各施設の

運営実態について、施設待機者の現状と今後の対

応についてお聞かせください。

次に、大項目２、障害者の支援対策について。

２月２７日に名寄市総合福祉センターで行われた

「「障害者差別解消法」のことを知ろう」という

研修の案内をいただきました。私は、昨年の２月

末で社会福祉協議会を退職し、ヘルパーとして障

害者や高齢者とのかかわりを離れて１年が過ぎま

した。いろいろな講演、研修、新年会の案内など

多種多様な集まりに参加してきました。たくさん

いただく案内にできる限り参加し、知識や知恵を

いただいています。そんな中で案内をいただいた

障害者の研修へ行き、こんな研修方法もあるのか

ととても感銘を受けました。６０名余りの参加者

に対し、市役所担当者、ハローワーク担当者、上

川総合支援ネットの担当者の３人がかけ合いのよ

うに障害者の支援についてわかりやすくお話しさ

れていました。そんな障害者の生活を支えるため

には、働きながら地域で生きていくという環境の

整備が必要ではないかと思います。市内には、障

害者施設が道北の中で集中し、設置されており、

市民として働きながら、地域に溶け込み、活躍し

ている姿を見かけています。一つ二つの助けがあ

ればできる仕事があり、障害のない方もその中で

一緒に働くことができているように感じます。

市役所の中でいろいろなところにあった部署を

まとめて、一つのところでサービスの提供を、４

月から基幹相談支援センターを始めるとお聞きし

ました。研修では、市民に対し障害者も働くため

に必要な心遣い、合理的配慮と大多数に配慮され

た場所、少数にも暮らしやすい場所とあり、みん

なが尊重し合える社会をと最後にお聞きしました。

私たち市民ができる尊重し合える社会を目指し、

できることから意識していくためにも、（１）、

基幹相談支援センターの活用方法について、①、

設置に至った経緯と今後の取り組みについて、②、

関係機関との連携について、市民への周知方法に

ついてお聞かせください。

次に、大項目３、名寄市公共施設等総合管理計

画案についてお聞きします。（１）、計画策定の

目的と概要について、（２）、合併後の施設の統

廃合の進捗状況について。名寄市では、昭和４０

年から５０年にかけて社会的ニーズに対応するた

め、多くの施設整備が進められてきました。また、

公共施設だけでなく、インフラと呼ばれる道路、

橋、上下水道があります。これら公共施設等は、

厳しい財政状況が続く中で、国がインフラ長寿化

計画を策定し、地方に対して公共施設等総合管理

計画を推進しています。名寄市公共施設等総合管

理計画案ができ、これからの名寄市の施設のあり

方がある意味示されているのではないでしょうか。

延べ床面積を維持費の削減のためにどうしていく

のか、また合併１０年を迎えるに当たり各施設の

統廃合状況、市民による施設の有効活用について

お聞かせください。

最後に、大項目４、大規模災害発生後における

帰宅困難者に対する支援について、（１）、想定

される対策、支援内容について、（２）、良好な

生活環境を確保するための今後の課題と対応につ

いて。震災が起こったときには、高齢者、障害者

はもちろん、市民の皆さんがそのとき来たときに
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互いの安否と弱者への配慮など何とか連絡をとろ

うと必死になります。しかし、電気、水道、道路

状況などすぐ復旧しないことを東日本大震災で、

北海道の地においてもとてもそのことを感じられ

たことと思います。自分たちが何ができるのか、

東日本大震災、阪神・淡路大震災で学んだことを

どう生かしていけるのか、まずは自分が元気であ

ること、連絡をとれる人たちの安否を確認し、次

にどう行動するかということではないでしょうか。

昨年の９月に発生した関東・東北豪雨では、発

生２週間たった段階でも多くの人が不便な中で避

難生活を送っていました。そのような中でどのよ

うな支援ができるのか。また、大規模災害が発生

すると携帯やスマホがつながりにくくなり、家族

や親戚との連絡も必要となります。しかし、災害

時には一般公衆電話は通信制限がかかることがあ

ります。災害に強いとされている臨時に設ける特

設公衆電話はありますが、東日本大震災では約

０００カ所設置されたとお聞きしています。また、

避難所の郵便についてもどのような対応になるの

か、北海道のこの地で生きている名寄市民として、

自分たちにも災害等が起きることがあるかもしれ

ません。電気の復旧しない中、どのような連絡方

法があるのか、私たちの生活がどうできるのかお

聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 浜田議員からは、

大項目４点にわたり御質問をいただきました。大

項目１と２は私から、大項目３と４は総務部長か

ら答弁させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

初めに、大項目１の高齢者福祉の推進について、

小項目１の市内介護施設の運営体制について、各

施設の運営実態について申し上げます。市内の入

所系高齢者施設は、特別養護老人ホーム２施設、

介護老人保健施設が１施設、認知症対応型グルー

プホームが３施設、ケアハウスが２施設、有料老

人ホームが２施設の合計１０施設となっており、

各施設の入所の定数を合計しますと４４３名とな

りますが、現在の入所者数は４００名であり、４

３名分があき状況となっております。このうち指

定管理で運営委託している市の特別養護老人ホー

ムの２月末現在の状況では、清峰園が１００名の

入所定員に対し９０名の入所、しらかばハイツで

は８０名の入所定員に対し７０名の入所となって

おります。市内各施設のあきの原因は、入退所の

入れかえや入所者の入院のほか、介護職員の不足

も定員を充足できない原因となっているところで

す。市で設置しております特別養護老人ホームで

は、現在清峰園では介護職員の定数６０名に対し

５５名、しらかばハイツでは３７名の定数に対し

３２名となっており、両施設合わせて１０名の介

護職員が不足しております。

市内各施設の個別の賃金実態の全ては把握でき

ませんが、国の制度において介護職員処遇改善加

算が実施されており、居宅サービス、施設サービ

スでそれぞれの事業所から届け出により介護報酬

の加算が実施されております。施設サービス事業

所については、北海道が加算認定の窓口となって

おり、状況を把握できないため、本市において把

握しております居宅サービスのみの額となります

が、処遇改善の額では各事業所が介護職員への処

遇改善を開始する前と比較して総額で平成２６年

度の実績では約 ２７５万円、また見込み額では

ありますが、平成２７年度は約 ６０８万円、平

成２８年度は約 ６５５万円の処遇改善の見込み

となっております。

次に、施設待機者の現状と今後の対応について

申し上げます。先ほど申し上げました５つの施設

の合計で、重複はありますが、３７４名となって

おり、指定管理で運営委託している特別養護老人

ホームの待機者では清峰園が１６５名、しらかば

ハイツが１１５名、両施設を重複して申し込みさ

れている方を差し引きますと、市の特別養護老人

ホームの待機者は１９１名ということになります。
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また、特別養護老人ホームの全体の待機者１９１

名の待機場所の状況につきましては、特別養護老

人ホームが８名、老人保健施設が５６名、病院が

５０名、グループホームが１９名、有料老人ホー

ム等が２２名、在宅での待機者が３６名となって

おり、在宅での待機者３６名のうち介護度４、５

の方は１６名となっている状況です。

なお、特別養護老人ホーム以外の施設では、重

複もございますが、およそ１８０名の待機者がい

るとお聞きをしております。

先ほど申し上げましたが、特別養護老人ホーム

では職員の不足により２０名の方を受け入れでき

ない状況となっているところであります。現在も

引き続き職員の募集を続けているとの報告を受け

ております。介護職員の不足の問題につきまして

は、従来全国、全道的な課題と捉え、それぞれの

段階において施策が実施されてきております。本

市においても名寄市介護・福祉人材確保推進懇談

会において介護事業者だけではなく、児童福祉や

障害者福祉施設も含めた情報交換を行っていると

ころです。しかし、状況を鑑みますと、市内の介

護事業者に特化して事業者と連携協議を図る場を

設け、名寄市段階における課題の把握を行ってま

いりたいと考えております。平成２８年度北海道

予算では、新規事業として介護従事者の離職防止

や再度の就職を促進するために、介護事業所内保

育所の運営支援や潜在的有資格者を介護保険施設

等に派遣し、実際の就業を通じて派遣期間終了後

の直接雇用を実施する事業等が新たに盛り込まれ

ており、北海道とも連携しながら協議の場とあわ

せて必要な情報を事業者に提供してまいります。

次に、大項目２の障害者の支援対策について、

小項目１の基幹相談支援センターの活用方法等に

ついてお答えします。初めに、本市の障害者の方

々の状況と基幹相談支援センター設置に至った経

緯について申し上げます。本市の障害者手帳の所

持者の人数につきましては、平成２６年度では身

体障害者手帳の所持者が ４６５人、療育手帳の

所持者が３４５人、精神障害者保健福祉手帳の所

持者が１７１人、合計で約 ０００人の方が障害

者手帳を所持しております。現在の障害者福祉制

度では、難病の方々も障害福祉サービスを利用す

ることができ、本年３月１日時点では名寄市内の

難病の方は２８５人であり、このほか障害者手帳

を所持していない障害のある方についても考えま

すと、本市にはさらに多くの障害の方がいること

になります。現在障害者版ケアマネジメントであ

ります計画相談の取り組みが本格的に行われるよ

うになっており、市役所内の障がい福祉係、市内

の相談支援事業所４カ所の計５カ所で対応してい

るところです。障害者版ケアプランであります計

画相談の作成状況につきましては、３月１日現在

約９３％の進捗率というところまで進んできてお

りますので、今後も引き続き取り組みを進めてい

くことに努めてまいりたいと考えているところで

す。

障害者の相談の年間件数につきましては、市役

所の障がい福祉係、市内の相談支援事業所４カ所

を合計しますと、平成２７年度は約 ３００件の

相談件数になる見込みです。基幹相談支援センタ

ーの設置に至った経緯につきましては、平成２４

年１０月から障害者版のケアマネジメントであり

ます計画相談が本格的に始まったことを受けて、

地域障害者のケアマネジメントの体制の整備が必

要となり、ケアマネや相談支援を行う相談支援事

業所が市内に４カ所できましたので、相談支援事

業所への専門的な助言を行う必要が出てまいりま

した。さらには、障害者の高齢化、重度化に伴う

複合的な課題を抱える相談や支援困難事例への対

応が増加傾向にある中、障害のある人が住みなれ

た地域で安心して暮らしていけることができるよ

うに、さまざまな支援を切れ目なく提供できる仕

組みである地域生活支援拠点の考え方が国から示

され、この地域生活支援拠点の整備に当たっては、

基幹相談支援センターを中心にして整備を進めて

いく必要も出てまいりました。このような地域の
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状況を踏まえまして、平成２５年度から名寄市障

害者自立支援協議会で協議を行い、基幹相談支援

センターの設置の準備を少しずつ進めてきたとい

う経緯があります。

本年４月から社会福祉課内に設置する基幹相談

支援センターは、地域における障害者の相談支援

の中核的な役割を担う機関として身体障害、知的

障害、精神障害、発達障害等の相談支援に関する

業務をワンストップで総合的、専門的に行う窓口

となります。この基幹相談支援センターの人員配

置につきましては、社会福祉士と障害者のケアマ

ネの資格である相談支援専門員の両方の資格を持

っている専門職員２名を配置し、センター長との

３名体制で運営をしていく予定です。これまでも

市役所の障がい福祉係と市内の４カ所の相談支援

事業所で地域の障害者や障害児の相談の対応を行

ってきましたが、今後につきましては基幹相談支

援センターが地域の相談支援の中心的な役割を担

い、４カ所の相談支援事業所と連携しながら、専

門職員が直接相談を受けながら、より総合的、専

門的な相談支援を実施していく予定です。このほ

か相談支援センターでは、１つには施設に入所し

ている障害者や病院に長期入院している障害者の

方々の地域生活への移行促進の取り組み、２つに

は名寄市障害者自立支援協議会の運営、３つには

障害者の理解促進と啓発活動、４つには障害者が

安心して地域生活を継続できるための地域生活拠

点の体制整備などの業務を行っていく予定です。

次に、関係機関との連携についてでありますが、

現在市内には相談支援事業所が４カ所、障害者の

福祉施設が６カ所、障害者のグループホームが１

６カ所あります。このほかハローワーク、障害者

就業生活支援センター、社会福祉協議会、精神科

の病院、保健所、弁護士事務所、市立大学などの

関係機関も一通りそろっている状況があります。

基幹相談支援センターの設置後につきましては、

これらの関係機関と連携してさまざまな相談への

対応を行っていくことを考えております。

なお、基幹相談支援センターは、障害者虐待の

相談窓口と障害者差別解消法の相談窓口も兼ねて

おりますので、障害者の方々の権利擁護のより一

層の充実にも努めてまいりたいと考えております。

最後に、基幹相談支援センターの市民への周知

につきましては、広報なよろ４月号に掲載すると

ともに、本市のホームページ、フェイスブック等

も活用して周知に努めていきたいと考えておりま

す。また、基幹相談支援センターが利用される市

民の方々から親しみを持っていただけるように、

ぽっけという愛称をつけました。ぽっけとは、ア

イヌ語で温かいという意味です。困っている方を

いつでも温かく迎え、一緒に困り事を解決して、

温かい気持ちになってもらえるようにとの意味を

込めております。今後とも基幹相談支援センター

のことを市民の方々に早く覚えていただけるよう

に、周知活動を継続していきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３及び４について申し上げます。

初めに、大項目の３、名寄市公共施設等総合管

理計画について、まず計画の策定目的と概要につ

いてでありますが、策定の目的といたしましては、

厳しい財政状況が続く中、人口減少、高齢化社会

を迎えており、老朽化が進む公共施設や道路、橋

梁、上下水道といった、いわゆるインフラ施設の

全てを今後とも維持、更新していくことは困難で

あるという現状がございます。これは、本市に限

らず全国的に大きな課題となっており、国はイン

フラ長寿命化計画を策定するとともに、地方に対

しましては平成２８年度までに公共施設等の総合

的かつ計画的な管理を推進するための計画の策定

を求めてきているところでございます。このこと

から、本市におきましても中長期的な視点から公

共施設の更新、統廃合、長寿命化などを計画的か

つ効率的に実施するため、本計画を策定し、取り
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組みを進めていく必要がございます。

次に、本計画の概要についてでありますが、市

長を本部長とします名寄市公共施設等総合管理計

画推進本部を昨年９月に設置をし、計画策定に向

けて調査と議論を重ねてきたところでございます。

まず、計画期間につきましては、平成２８年度か

ら４７年度まで２０年間とし、主な内容といたし

ましては、１つとして人口の減少率などから公共

施設の総延べ床面積を１３％縮減すること、２つ

として新規整備は原則行わず、施策や住民ニーズ

の変化などによって新規整備が必要な場合は１３

％という目標縮減率の範囲内で行うこと、３つと

して施設を更新する際には集約化、複合化などを

検討すること、４つといたしまして公共施設、イ

ンフラ施設とも計画的な維持補修を行い、長寿命

化を推進していくこと、５つとして用途廃止をし

た施設について売却、貸し付けが見込めない場合

には基本取り壊しをしていく、同様にインフラ施

設につきましても利用状況に応じて縮小、廃止を

していくことなどを基本的な考え方としておりま

す。また、このほかにも防災対策として重要性の

高い施設の耐震化を含めた改修、更新、民間活力

の導入、地域住民との協働を基本とした施設の適

正な配置など、これらを基本方針として盛り込ん

でおります。

次に、合併後の施設の統廃合の進捗状況につい

て申し上げます。この３月で新市として１０周年

を迎えようとしておりますが、この間の統廃合に

つきましては平成２５年３月３１日に閉校いたし

ました風連日進小中学校、この３月末に閉校を迎

えます東風連小学校と豊西小学校といった義務教

育施設やふうれん望湖台センターハウス、母と子

と老人の家、生きがいホビーセンターなどについ

て施設の利用者や地域住民の方と協議を行いなが

ら統廃合に取り組んできたところであり、老朽化

の著しい施設等については取り壊しを進めてきた

ところでございます。

続いて、大項目の４、大規模災害発生後におけ

る帰宅困難者に対する支援について、小項目の１、

想定される対策、支援内容について申し上げます。

大規模災害が起き、避難が長引くと、避難者の生

活環境を考慮していく必要が出てまいります。発

災時は命を守る行動を優先していただいて、避難

所生活における制約や環境面での多少の我慢のほ

か、避難された全ての方に公平な対応が行き届く

とは限らないことなども想定がされます。これら

は、いわゆる災害対応の減災の考え方であり、全

ての被害を防ぐことは困難であるため、発災時ま

たは発災時直後の避難形態や避難所対応において

は、まずは命を守ることが優先されるということ

になります。また、災害規模が大きく、帰宅困難

者が生じた場合は、市のみならず、北海道による

支援も対象範囲となってまいります。災害救助法

の適用などさまざまな支援体制が構築されること

になりますが、被災した方にこれらの支援を送り

届けるためには、発災後の災害応急対策を優先さ

せる中、１日から３日程度の日数を要するものと

認識していますことから、しっかりと対応してま

いりたいと考えております。

次に、小項目の２、良好な避難所運営における

今後の課題と対応について申し上げます。災害発

生により自宅に帰れない、いわゆる帰宅困難者が

出た場合は、避難所から仮設住宅というような対

応が想定されます。特に大規模震災などの災害レ

ベルであるときのほか、昨年の関東・東北豪雨に

より家屋が流失し、帰宅できない方が出たときな

どがこれに該当します。避難所運営では、国から

良好な生活環境を確保するための避難所運営につ

いて指針が示されていますことから、地域防災計

画でもこの指針をもとに運営することとしてござ

います。

御質問のありました災害時の通信手段について

でございますが、一般に広く普及している携帯電

話、スマートフォンについては、災害時には通信

制限からつながりにくくなることが想定される一

方で、議員が申されました特設公衆電話について
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は災害時にも優先され、つながりやすいことから、

大規模災害時における貴重な通信手段の一つとさ

れておりまして、避難所での特設公衆電話につい

ては全国で４万カ所近く設置されていると伺って

いるところでございます。現在電話通信事業者に

よる公衆電話の配置については、年々減少してい

る一方で、人々の多く集まる施設では残される傾

向にあり、震災時、災害時に優先的につながる特

設公衆電話につきましては事前の設置を含めて対

応可能とされているところであり、事前に避難所

に回線を引いておくことのほか、発災後の要請に

よる開設を行うことも可能となってございます。

また、避難生活が長期化した場合は、臨時郵便

差し出し箱の設置により郵便物の受領または発送

が避難先から行えるようになっており、郵便事業

者がその任務として支援していただくことが可能

となっております。また、郵便差し出し箱を利用

するためには、避難された方の名簿が必要になる

ため、避難所に入った際には避難者名簿を安否確

認用に使用するため、さらには郵便差し出し箱に

使用する目的で名簿記入をお願いすることとして

準備をさせていただいているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 通告順に従いまして、

質問させていただきます。

まず、高齢者の福祉についてですが、介護職員

が不足しており、その充足が厳しいことは報道な

どからも承知しております。健康福祉部長の答弁

の中で、特養の職員が清峰園としらかばハイツで

１０名不足とのお答えでした。各施設で介護職員

処遇改善加算が実施されているとのことでしたが、

さらに名寄市としては上乗せや別途加算などを行

い、賃金が低いと言われている介護職員へのお考

えはあるのかどうか、いかがでしょうか。

また、そのほかの考えがあればお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員から御指摘いただきました介護職員処遇

改善加算につきましては、賃金改善のほか職員の

資質向上や労働環境の改善などを目的としまして、

平成２３年度から介護報酬の加算として実施され

ているところでございます。介護保険制度につき

ましては、御承知のとおり国民の共同連帯の理念

に基づきまして実施されている制度でございまし

て、介護職員の不足につきましては全国的な課題

であることから、介護報酬に関連するものにつき

ましては本市が独自に介護報酬に加算するのでは

なく、国においてその対策がなされるべきだと考

えているところでございます。本年度北海道市長

会におきましては、積雪寒冷で長距離移動が多い

北海道の地域特性に勘案しまして、訪問介護事業

などにおける介護報酬の評価や介護人材の確保に

つきまして国や道に対して申し入れをさせていた

だいているところでございますが、現状を鑑みま

して本市も従来にも増して意見反映に努めてまい

りたいと考えているところでございます。

先ほど健康福祉部長から答弁がございましたが、

介護者間の連携協議を図る場を設けさせていただ

きまして、名寄市段階における課題把握に今後努

めてまいりたいと考えております。今後現場での

経験豊富な議員からの貴重な御提言をいただけれ

ば大変ありがたいというふうに思っておりますの

で、今後とも御指導いただければと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 少しつけ加えさ

せていただきますと、代表質問で大石議員からも

御質問がございましたけれども、２０１３年版の

賃金センサス調べでは一般の事業所に勤められて

いる職員と介護職員の賃金格差が約９万円である

ということであります。これは、かなり大きな格

差でありますので、この部分については国におけ

る抜本的な対策が必要と考えておりますので、全
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道、全国の市長会を通じながら、国に対して要請

を行ってまいりたいと考えております。

また、介護職員の方は途中で離職されている方

や常に有効求人倍率が１倍を超えているというよ

うなことでありますが、なかなか応募がないとい

うことでございます。一般的に悪い言い方ではあ

りますが、介護は３Ｋ職場というイメージが強く

残っております。若い人やその他の方に対しまし

て現場を見ていただくと。実際に現場を見ていた

だく、体験していただくということが必要である

かと思います。これまでは、学生さんの実習の受

け入れ等、そういったような取り組みでありまし

たが、今後は市内の事業所にも呼びかけまして、

事業所みずからがそういった場を設けまして、体

験していただきまして、やりがいのある仕事であ

るですとか、利用者や家族の笑顔をいただいて、

感謝の気持ちをいただくだとか、実感していただ

くだとか、また自分のこの仕事が社会に役立って

いるという実感をいただくなど、そんなことを取

り組んで就業に結びついていただければというよ

うなことも考えておりますので、これらも含めま

して地域の懇談会、会議の中で御提案させていた

だきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） ありがとうございまし

た。今馬場室長、田邊部長のほうからありました

とおり、今のところ金銭の支援はないですけれど

も、介護職員の方が集まって今の状況を話し合い、

これからの介護支援の現場に方向性について話し

合う機会が設けられるということでしたので、ぜ

ひこれからそのように御尽力いただければいいか

なと思っております。

次に、障害者のことについてですが、４月から

始まる基幹相談支援センターにつきましては、こ

れからのこともありますので、その動きには大変

期待しております。また、答弁の中にぽっけとい

う愛称はとてもいい言葉だと思っていますので、

ぜひ御尽力を願いますようにお願いいたします。

次に、公共施設等総合管理計画案ですが、耐震

化や民間活力の導入など基本計画をお答えいただ

いていますが、３月１０日までに募集されていた

パブリックコメントについては何件の応募があり

ましたか。また、そのパブリックコメントに寄せ

られた意見にはどのような意見があったのかお聞

かせください。また、別紙の中で１３％の目標縮

減率についてもお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま２点にわた

って再質問いただきました。１つ目は、公共施設

等総合管理計画に対する実施したパブリックコメ

ントの募集の応募の状況ということでありますが、

このパブリックコメントについては２月１０日か

ら３月１０日までの期間で実施をさせていただき

ました。提出をいただいた意見については、１件

ございました。内容につきましては、今回の計画

が施設の総延べ床面積１３％の縮減を図るという

目標を掲げておりましたけれども、対象施設の公

表をしてほしいというような要望的なものが意見

としてございました。しかしながら、当該計画に

ついては総体の縮減率をあらわしたものでありま

して、個別の施設の積み上げということではあり

ませんので、残念ながらこの御意見には沿えない

というような形になりますので、そうした方向で

の回答も示させていただければというふうに思っ

ているところでございます。

次に、もう一点ございました。今回の計画の縮

減率の考え方についてということだというふうに

思いますが、まずもってこの計画の実効性を確保

する上では、やはり目標の設定が必要だろうとい

う考え方をさせていただきまして、本計画におい

ては縮減率として１３％という目標を掲げさせて

いただいたということであります。なぜ１３％か

というその根拠についてでありますが、ここは実

は昨年１０月に総合戦略の中で人口ビジョンをお

示しをさせていただきました。ここの中から２０
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年後の名寄市の総人口の推移を拾いますと、１

８％減少するという推計がされているところであ

ります。１つは、この人口推計をもとにしている

というのがございます。それと、合併後の施設総

量を見たときにつきましては、当然でありますけ

れども、増加をしているということでありまして、

この間新規に整備した施設の面積を合併時の施設

総量と比較しますと８％というふうになっており

ますので、もう一点はここを踏まえさせていただ

いたということであります。

それと、考え方のところでありますが、市民１

人当たりの公共施設の面積を維持することにより

まして、現状と変わらない一定の市民サービスの

提供が維持が可能であろうということが基本的な

考え方にあります。一方では、持続可能なまちづ

くりのためには縮減が不可欠であるということも

ありますので、まずは施設総量について合併時の

水準まで戻すというのを一つの目安とさせていた

だきまして、最終的には総人口の減少率１ ８％

考慮させていただきまして、目標年次であります

平成４７年度までの２０年間で１３％の縮減を図

っていきたいという考え方でありますので、御理

解いただきますようよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） パブコメは１件という

ことで、その１３％の中には入っていないという

お話だったので、そのまま受けとめさせていただ

きます。

では、縮減目標を達成するためにも必要である

とは思いますが、計画の中に集約化や複合化とい

った視点も含まれています。それをどのように使

用することによって、使用されなくなった地域の

有効活用をどのように考えているのか、現在もそ

のような施設があればどう活用されているのかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 計画を進めていく上

では、当然利用されなくなる施設が出てくるとい

うことで、この間の取り組みを含めてそういった

施設の有効活用をどう考えていくのかということ

だというふうに思いますが、まず使用されなくな

った施設の扱いについて御説明させていただきた

いと思いますが、通常行政財産という形から、そ

の行政の目的、いわゆる用途を廃止をさせていた

だきまして、行政財産から普通財産に切りかえさ

せていただきます。この手続によって、その施設

の売却ですとか、あるいは貸し付け、取り壊しな

どが可能となるという流れがございます。現在こ

ういった処分の可能となる普通財産についてであ

りますが、施設につきましては約８０施設ほどご

ざいます。施設全体の床面積の割合にしますと、

約でございますが、総体の２％程度を占めている

という状況になっています。

この間の有効利用の例についてでありますけれ

ども、幾つか申し述べさせていただきますと、例

えば閉校等により使用されなくなった旧教員住宅

についてでありますけれども、ここは地域おこし

協力隊ですとか、あるいはお試し移住住宅などと

して定住人口の拡大の施策として活用させていた

だいた部分がございます。あるいは、これらの住

宅について地域の皆様から住民の住宅として利用

したいという申し出に応えるような形で貸し付け

を行ったような事例もございます。このほかにも

旧智北の小学校体育館ですとか、あるいは旧の瑞

穂の小学校校舎、あるいは菊山スキー場のロッジ

などにつきましては、地域の農業団体の皆様から

活用したいという要望などもいただき、それに応

えるような形で農機具格納庫として貸し付けを行

ってきた、そんなような実績もあります。今後に

つきましてもこの計画進めていく中では、一方で

はこういった活用されなくなった施設について老

朽化の度合いなども勘案してということになりま

すけれども、それまで利用されている方の御意見

あるいは地域の皆さんの御意見も聞きながら、民

間事業者の公募なども含めて有効活用に努めてま

いりたいと、このように考えておりますので、御
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理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 今御説明ありましたと

おり、いろんなところで使われているということ

で、ぜひ有効活用できるようにお願いします。風

連にもいろんな施設があるのですけれども、その

施設についても今と同じような考え方で、皆さん

の御意見を聞きながら、ぜひ風連の中でも有効活

用できるようにお願いいたします。

最後に、災害における支援ですが、実際に必要

となった場合はどのような手段で行うのでしょう

か。また、費用の負担はどうなるのかお聞かせく

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど御質問いただ

いた特設公衆電話の申請、あるいはその費用負担

についてという御質問だというふうに思いますが、

市が整備をしています主な公共施設については、

実は職員が防災活動などを行うために災害時に優

先される強い回線として、災害時優先電話という

のを用意をさせていただいているものであります。

この災害時優先電話につきましては、通信事業者

との窓口とも連携がとれておりますので、災害が

あったときにつきましては災害時優先電話を利用

しながら、特設公衆電話の要請をさせていただく

という、そのような流れになるかというふうに思

っています。

この特設公衆電話の費用の負担についてであり

ます。これについては、電話機そのものの費用に

つきましては避難所へ設置をする者、つまり我々

のほうが負担をするということになりますけれど

も、施設までの回線の引き込みについては、これ

は事業者のほうで負担をいただけると。いわゆる

ＮＴＴさんのほうで負担をいただけるというよう

な、そのようなスキームになっております。

なお、この電話の利用に当たっては、避難者の

方は無料で御利用いただけるという、そのような

形になっているということであります。

使用する電話機については、当初特殊な電話機

などの用意も必要かというふうに想定をしていた

ところでありますが、今現在の調査では市が使用

している、あるいは保管している電話機がありま

すけれども、この中でも対応できる部分があるの

ではないかというところが少し見えてきておりま

す。

また、施設までの回線の設置についてでありま

す。これは、先ほど申し上げましたように事業者

のほうの負担ということでありますが、全ての施

設に設置ができるということではないようであり

ます。あくまでも事業者側が一定の条件を定めて

いるようでありますので、この条件がクリアされ

たものについては回線の引き込みがいただけるの

ではないかというふうに今考えているところであ

ります。こういった状況でありますので、避難者

の安否確認等も含めての対応としまして、今後は

事業者と協議をさせていただきたいというふうに

考えております。設置が可能な施設がございまし

たら、そこについてはさらに調査をし、設置に向

けて調査研究をさせていただきたいと思っており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 今のお答えで、これか

ら災害のときにそういう設置、特設電話設置され

たらいいなと思っています。これからあってはな

らない大規模震災ですが、被災された方は大変不

安であり、混乱もします。高齢者の方々も多く、

大変な状況ですが、その際には行政にできる限り

のことをお願いしたいと考えています。自助、共

助でできることも出てくるとは考えますが、市民

へ周知などをしっかり取り組んでいただけるよう

にお願いして、私の質問を終わらせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で浜田康子議員の

質問を終わります。

１５時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時４４分
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再開 午後 ３時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

子ども・子育て支援について外３件を、塩田昌

彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目１、子ども・子育て支援について４点お

聞きいたします。１点目は、昨年１０月２７日に

オープンいたしました愛称ひまわりらんどの利用

状況及び施設の状況についてお知らせください。

２点目は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、

市内の保育所、幼稚園の新制度への移行状況及び

保育料の階層認定と認定に伴う利用者への軽減対

策についてお知らせください。

また、新制度では、保育料の認定に当たり基礎

となる税が所得税から市町村民税所得割課税に変

更になりましたが、認定変更になるケースと保育

料の階層認定業務はどの機関が担当するのかお知

らせください。

３点目は、認定こども園に勤務する職員は保育

教諭となり、職員要件が変わり、幼稚園教諭免許

状と保育士資格の併有が義務づけられました。５

年間の経過措置はあるものの、平成３２年には経

過措置がなくなることから、片方のみの資格者は

もう一方の資格取得が必要となります。一定の要

件をクリアした場合に、幼稚園教諭資格者は４科

目８単位、保育士資格者は５科目８単位の修得で

それぞれ資格取得が可能となります。資格取得の

ための単位修得に係る名寄市立大学としての対策

についてお知らせください。

４点目は、子ども・子育て支援に関する名寄市

立大学の役割についてお聞きをいたします。平成

１９年６月、教育職員免許法の改正に伴い、平成

２１年度から教員免許更新制度が導入され、１０

年間の有効期間が付されたことから、名寄市立大

学を卒業された学生も含め、市内の幼稚園で勤務

する職員等の資格維持のための更新時講習認定校

としての取り組みについてお知らせください。

次に、大項目の２、公共建設工事についてお尋

ねいたします。昨年院内保育所改築工事が延期さ

れました。延期による病院運営への影響について、

また影響を最小限にとどめる対策についてお知ら

せください。

２点目は、公共工事の入札についてお聞きしま

す。昨年１件の入札が不調に終わりましたが、今

後への影響及び影響回避に向けての策についてお

聞きをいたします。

３点目は、よい物づくりと公共工事についてお

聞きをいたします。物づくりは、市民の皆さんの

要望を受けてつくる道路や建物など、利用する方

々が喜んで利用いただけるよう発注者、受注者が

ともども知恵を絞り、よりよいものをつくり上げ

るものと理解をしております。物づくりに向けて

の取り組み、考え方についてお聞きをいたします。

また、公共工事の地元発注がもたらす地域経済

の活性など、効果は大なるものがあり、地元の雇

用の確保、担い手育成確保にもつながると思って

います。したがって、地域経済における公共工事

の役割について考えをお聞かせください。

次に、大項目の３、名寄市行財政改革について

お聞きをいたします。これまで組織機構の見直し、

組織のスリム化など行財政改革に取り組む中、職

場議論を踏まえて適正な人員配置が進められると

し、平成２８年度までの職員の削減目標７３を将

来を見据えた努力目標とする旨の答弁を昨年第３

回定例会でいただきました。平成２６年度には６

９名を達成したものの、国の新制度導入などに伴

う事務量の増加に加え、諸般の事情から平成２７

年度の配置を７名ふやし、本年４月の配置におい

ても数名の配置増を余儀なく進めなければならな

い実情を踏まえ、目標年度の平成２８年度以降に

おける職員の適正配置に向け、組織機構の見直し

を含めた検討についてお考えをお聞かせください。
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また、現状を見ると定年退職に加え、早期退職

の多い状況から、各職場に穴があくことが予想さ

れることを踏まえ、人材の確保と育成に向けての

対策についてお聞かせください。

次に、大項目の４、農業振興についてお聞きを

いたします。昨年ＴＰＰが大筋合意されました。

基幹産業を農業としている名寄市にとってマイナ

ス影響は避けられない状況となります。マイナス

影響を抑制する措置を含め、名寄市が進める平成

２８年度の農業振興重点策と期待されるその効果

について考えをお聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま塩田議員からは、大項目で４点にわたり御質

問をいただきました。大項目１の小項目１と２は

私から、大項目１の小項目３と４は大学事務局長

から、大項目２の小項目１は病院事務部長から、

大項目２の小項目２と３は建設水道部長から、大

項目３は総務部長から、大項目４は経済部長から

の答弁とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

まず初めに、大項目１、子ども・子育て支援に

ついて、小項目１、ひまわりらんどの利用状況と

施設整備の現状について、小項目２、保育所、幼

稚園新制度の状況及び保育料の階層認定と軽減対

策について申し上げます。平成２７年１０月２７

日にオープンいたしましたひまわりらんどは、子

育て世帯から要望が多く寄せられていた常設の子

ども・子育て支援施設として開設することができ

ました。オープン時から多くの親子に御利用いた

だいており、本年２月末では延べ ３４９組、

２４８人の親子の皆様に御利用いただいたところ

です。東保育所内で実施しておりましたさくらん

ぼとの同じ時期での比較では、約２倍近い増加と

なっており、子育て環境の充実に成果を上げるこ

とができたものと考えております。施設の状況で

は、利用者ごとにひまわり型のお名前の掲示を行

っており、壁一面が広大なひまわり畑のような状

況になっているのを見ると、改めまして多くの親

子の皆様に御利用いただいていることを実感でき

るものとなっております。

施設につきましては、１０月オープンというこ

とで、現在初めての冬を経験しております。当初

は、２階への吹き抜け部分の影響で１階がなかな

か暖まらず、暖房、ボイラーの調整やポータブル

ストーブによる補助暖房、吹き抜け部分をビニー

ルシートによる目張りをするなど試行錯誤しなが

ら運営をしてまいりました。冬対策として、今後

吹き抜け部分の対応を検討していかなければなら

ないと考えているところでございます。

また、今後は初めての夏を迎えます。授乳スペ

ースを含めた乳児室にはエアコンを設置しており

ますが、プレールーム等の暑さ対策には施設状況、

利用者の声を聞きながら対応していかなければな

らないことも出てくると想定をしております。雪

に親しめる楽しい冬も終わりに近づいており、デ

ッキに用意しましたプールや芝の張られた所庭で

遊ぶ親子の姿を想像するだけでわくわくする気持

ちでいっぱいになりますが、末永く愛される施設

になるため、皆様には今後とも御助言いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。

次に、小項目２、保育所、幼稚園の新制度移行

状況及び保育料の階層認定と軽減対策について申

し上げます。平成２７年４月から施行されました

子ども・子育て新制度では、認可保育所及び認定

こども園は新制度へ移行することとなっておりま

すが、幼稚園につきましては従来制度の幼稚園と

新制度へ移行する幼稚園の２種類となりました。

現在新制度へ移行した幼稚園は風連幼稚園のみと

なっておりますが、平成２８年度から名寄幼稚園

が新制度へ移行する予定となっております。今後

は、順次新制度への移行が加速するものと想定を

しております。移行につきましては、各園の判断
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を尊重しまして、必要に応じて相談に対応できる

体制を整えており、また利用者に対しましてはひ

まわりらんどに配置しております子育てコンシェ

ルジュを初め、こども未来課窓口での情報提供や

本市ホームページを活用しての情報発信を引き続

き行ってまいります。

本市における保育料の軽減対策についてですが、

新制度施行に伴い保育料の階層判定において大き

く変更された点につきましては、旧制度では主に

保護者の所得税による算定を行っておりましたが、

新制度においては市町村民税の所得割額が算定の

根拠となりました。市町村民税の確定時期が６月

のため、保育料は９月分から翌年８月分までの判

定となり、新制度移行後の平成２７年度の状況で

は平成２６年度市町村民税による４月から８月分

の保育料と平成２７年度市町村民税による９月か

ら平成２８年３月までの保育料となります。従来

制度にはなかった年度途中での再算定作業や新制

度による幼稚園児の算定作業など事務作業が格段

と多くなってきておりますが、担当でございます

こども未来課においてより丁寧な算定作業を行い、

利用者へ御迷惑をかけないよう取り組まさせてい

ただいております。

軽減対策につきましては、平成２７年４月状況

では階層判定根拠が所得税から市町村民税所得割

額へ変更になったことに伴い、階層が上がって保

育料が高くなった幼児数は３１名、逆に下がって

保育料が安くなった幼児数は６０名となっており

ます。保育料が高くなった世帯につきましては、

国の施策でございます経過措置を適用し、保育料

の据え置き措置を実施してきたところでございま

す。また、本市独自の軽減対策といたしまして、

国が示している階層表をより細分化し、保護者の

収入に応じてさらになだらかな階層表を設定して

おります。多子世帯軽減といたしましては、国の

階層表が子供２人と夫婦の４人家族をモデル世帯

として設定をしており、子供が３人以上の場合、

階層が高目に設定される傾向がございました。こ

のことに伴い、新制度施行後でございますが、国

は現在税の控除で廃止されております年少扶養控

除を保育料算定時のみ適用し、仮計算を行う方式

で階層判定をするための新たな階層表を提示いた

しました。こちらは、平成２７年４月時点で前年

度から継続入所している子供のみが対象となって

おりますので、最大５年間の経過措置でとどまっ

ております。本市における多子世帯への軽減措置

といたしましては、全ての世帯に対し子供３人以

上の場合、人数分の年少扶養控除額を控除して再

計算し、新たな階層表を利用せず、当初から示し

ている階層表で判定をさせていただいております。

この手法により、特に低所得者世帯の国が示した

経過措置と比較しまして低い階層判定となる傾向

が強く、より利用世帯に有利な判定結果となって

おります。現在国は平成２８年度の保育料判定に

ついて新たな多子世帯軽減策やひとり親の軽減策

案を示してきております。主に年収３６０万円以

下の世帯が対象となる予定でございますが、詳細

につきましては現在のところ未定でございますが、

今後決定されましたら速やかに対応してまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目１点目の子ども・子育て支援についての小

項目の３、認定こども園の職員要件、保育教諭対

策についての大学としての取り組みについて申し

上げます。

平成２７年４月の就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律の施行によって、幼保連携型認定

こども園への円滑な移行を進めるため、５年間は

幼稚園教諭免許または保育士資格をもって保育教

諭となることができるとする経過措置が設けられ

る一方、経過措置期間中の勤務経験を評価するこ

とにより、もう一方の免許、資格に必要な単位数

を軽減する特例が設けられました。この特例制度
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を利用するには、勤務実績等一定の条件を満たす

ことが必要でありますが、幼稚園教諭が保育士資

格を取得する場合は大学等の指定保育養成施設で、

保育士有資格者が幼稚園教諭免許状を取得する場

合は大学において、それぞれ必要な単位を修得す

ることによって取得することができるものです。

市立大学を初め、多くの大学、短大では両方の免

許と資格の取得が可能とされていることから、こ

れまでは具体的に取り組んでおりませんでしたが、

平成３１年度までの経過措置であることを踏まえ、

今後現職者はもとより現場を離れている有資格者

も視野に入れ、ニーズを調査し、その結果を踏ま

え実施を検討してまいります。

次に、小項目の４、子ども・子育て支援に関す

る市立大学の役割について申し上げます。教員免

許更新制は、教育職員免許法の改正により平成２

１年４月から導入された制度で、導入後に初めて

授与された教員免許状に１０年間の有効期間が付

されたものです。有効期間を更新して免許状の有

効性を維持するには、２年間で３０時間以上の更

新講習の受講修了が必要になっております。更新

講習を開講するには、文部科学省の開講認定を得

る必要があり、小中高校、幼稚園等の免許種類に

かかわらず、全ての受講者が受講する必修領域と

受講者が所有する免許状の種類等によって選択す

る領域、受講者が任意に受講する領域、合わせて

３０時間の構成になっております。道内では、北

海道教育大学が札幌を中心に、そのほか教育大を

設置している地域で必修、選択領域とも開講して

いるほか、複数の私学が共同で必修領域を開講し、

また国立、私立ともそれぞれ選択領域を開講して

いる実態にあります。既に本学は、文部科学省か

らの委託を受けた公益社団法人全国幼児教育研究

協会等が開催する講習に教員を派遣し、道内の幼

稚園教諭養成校と共同で更新講習に協力をしてお

ります。本学の教員が参画した平成２７年度の開

講形態は、講師も受講者も集中しやすい札幌市で

必修領域を行い、選択領域は道内の４地域、岩見

沢、室蘭、旭川、幕別での開催になりました。選

択領域については、受講機会の増を目的に地元名

寄での開催を関係機関に働きかけ、開催に向けて

検討を進めてまいりますので、御理解をお願いし

たいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目２、公共建設工事について、小項目１、

院内保育所改築工事の延期に伴う影響についてお

答えします。

市立総合病院の院内保育所改築工事につきまし

ては、昨年９月に実施した入札が不調となり、そ

の後来年度に工事を延期することとしたところで

あります。理由としましては、年度内に再入札を

行った場合、工程の見直しによる冬期施工分の工

事費増加など、事業収支への影響が避けられなく

なること、また今回の工事は広く一般の市民が利

用する施設などの公共工事とは異なり、事業所内

保育所の改築工事であるため、院内職員へ説明や

周知などを行った上で大きな影響はないと判断し

たことから、延期としたものであります。しかし

ながら、医師や看護職員などの医療スタッフ、特

に看護職員の人材確保には欠かすことのできない

施設でありますので、より安全で利用しやすい保

育環境が整備できるよう来年度の速やかな工事着

工に向け、関係部局と調整を行ってまいりたいと

考えております。また、工事完了後にはできる限

り早期に２４時間保育が開始できるよう準備を進

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２の小項目２、公共工事の入札について及び小

項目３のよい物づくりと公共建設工事についてお

答えいたします。

初めに、小項目２、公共工事の入札について申

し上げます。市の発注する工事は、設計内容を十
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分精査し、予定価格については法令に定められた

方法により積算の上決定し、入札方法や入札参加

資格要件については工事の性格等に応じ適切な入

札方法を入札等審議委員会において審議の上、決

定しております。しかしながら、結果として入札

が不調となった場合は、その影響を最小限にとめ

ることが重要であり、地方自治法施行令に基づき

適正に事務処理を進め、対応策を検討し、再度の

入札を執行することとなります。

なお、入札不調を回避することが円滑な公共工

事の発注においても重要であると認識しておりま

すことから、工事の発注に当たっては現場条件を

考慮した上で適切かつ慎重に行うことが重要であ

り、今後も法令等を遵守した上で最善の努力と工

夫を重ねてまいります。

次に、小項目３、よい物づくりと公共工事につ

いてお答えします。公共工事の発注は、道路、上

下水、建築物など多岐にわたりますが、利用する

市民の立場に立って物づくりを行うことは議員の

言われるとおりであります。施工中は市と施工業

者の間で十分現場協議を行い、利用者を想定して

改善すべき点については改善を行い、施工精度を

上げて品質向上に努めているところです。

また、地域経済における公共工事の役割ですが、

市の発注工事は日ごろからできる限り地元企業が

参加できるよう心がけているところであり、ひい

ては地元労働者の雇用の場の安定確保につながり、

地元経済には有益であると考えております。加え

て議員御指摘のとおり、地元企業における人材育

成等は企業活動の継続性を考えると当然必要なこ

とであると認識しております。労働力確保のため

に市としても引き続き北海道や国に対して事業要

望をするとともに、職業、教育訓練の一環として、

各種技能講習会の受講料や資格取得等の一部支援

を行うとともに、支援策の拡充について検討して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３、名寄市行財政改革について申し上げます。

組織機構の見直しにつきましては、新名寄市行

財政改革推進計画の平成２４年度から２８年度ま

での後期計画の中におきまして、行財政改革推進

実施本部や組織・機構検討部会などのほか、職場

会議等における意見を踏まえながら、組織機構の

見直し及び定員の適正化などを進めているところ

でございます。御質問のありました見直しの検討

経過につきましては、当初平成２１年度から２６

年度までに７３人の削減目標に取り組み、６９人

の削減実績となりましたが、残り４人の削減につ

きましては国や道からの権限移譲や新たな事業に

伴う業務の拡大などを鑑み、目標を２年間延長し

て取り組んでいるところでございます。しかしな

がら、この間の大量の定年退職やスリム化に伴う

急激な世代交代の対応や複雑多様化する市民ニー

ズに応えるためには、適正な人員の確保が必要で

あるため、平成２７年度当初では前年度に比べ対

象部局で７人、総体では６人の増加となっており

ます。平成２７年度の取り組みにつきましても、

最終案を現在調整中ではありますが、制度の改正

に伴う業務量の増大や新たな機構の立ち上げなど

に伴い、定数は若干ふえる見込みとなってござい

ます。

また、平成２８年度以降における職員の適正化

についてでありますが、平成２８年度に平成２９

年度以降の新たな行財政改革推進計画を策定する

予定でございますので、市民サービスと適正な職

員定数のバランスを重視しながら、各職場からの

意見や職場実態を十分に把握をし、将来を見据え

た計画的な人材、人員確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目の３、人材確保と人材育成につい

て申し上げます。世代交代が進む中で、その熟練

した知識とノウハウをしっかりと引き継ぐととも

に、人材を確保、育成し、市民サービスを維持し

ていくことが重要であると考えております。この
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ため定年退職者には、再任用制度等による雇用の

継続や活躍の場を提供してきているところであり

ます。また同時に、優秀な人材の確保及び市内で

の雇用の場を確保する観点から、新規採用職員の

確保にも努めているところですが、少子化による

学生数の減少や景気回復による都市部需要の伸び

などから、学生の意向が都市部などに集中してい

る傾向にございます。このため当市といたしまし

ては、大学訪問やホームページ、フェイスブック

のほか、大手就職情報サイトを利用して全国の学

生へ情報発信を行っているところであります。ま

た、採用試験につきましては、他の自治体より回

数をふやして実施しているほか、民間企業などで

培った知識と経験を活用する社会人枠を設けるな

ど、幅広い人材確保にも努めているところであり

ます。

なお、採用後の人材育成につきましては、新名

寄市人材育成基本方針に基づき、年６回の新採用

職員研修や２年間で１２回の初級職員研修の中で

総合計画や財政、地方税など市役所全般の業務、

知識についての研修のほか、その時折に合った各

種研修も実施しているところでございます。さら

に、北海道研修センターの各種研修に積極的に参

加する取り組みや北海道や北海道経済産業局、地

域活性化センターなど他の機関等への派遣研修を

通じて、知識、経験に加えて幅のある人材育成に

も取り組んでおります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目４、

農業振興について、小項目１、平成２８年度農業

振興重点策と効果についてお答えします。

昨年１０月のＴＰＰ大筋合意を受け、国及び道

から農業分野における影響について公表されてお

り、現在それらを参考に名寄市における影響につ

いて調査研究しているところです。影響を受ける

主なものにつきましては、小麦、てん菜、畜産分

野においては関税等の引き下げによる国内販売価

格の下落により影響が出ることが想定されます。

今後は、引き続き分析を行い、影響額等について

算出してまいりたいと思いますので、御理解をい

ただきたいと思います。

また、影響を抑制するための市としての対応と

いたしましては、経営の安定に向けた国の対策を

求めていくとともに、生産性向上による収益性の

強化や多様な担い手の育成及び販路の拡大に取り

組むことが必要であると考えております。平成２

８年度における主な施策につきましては、１点目

として農業・農村振興計画の策定に取り組み、将

来の名寄市の農業のあり方や振興方針について定

めてまいります。２点目として、人・農地プラン

を活用し、農地の流動化に向けて取り組みを進め

てまいります。３点目として、ＴＰＰ対策として

国の事業を活用して生産性、収益性の向上やコス

トの低減に取り組みます。４点目として、農繁期

における労働力不足が課題となっていることから、

労働力確保に向けて調査研究に取り組んでまいり

たいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁いただ

きましてありがとうございます。持ち時間の範囲

内で再度質問させていただきます。

それでは、先にひまわりらんどについてお聞き

をいたします。ひまわりらんどは、私も何回か現

地へ行って見てきているのですけれども、本当に

多くのお子さん、それから保護者の若いお母さん

がもうそこに集まって和気あいあいと生活をして

いるといいましょうか、非常に好ましい話だなと

いうふうに思います。先ほど数字的にお話をいた

だいたら、それまでのさくらんぼと比べると倍以

上になっているということで、予想以上の利用と

いうふうなことだと思います。その中で先ほども

触れられていたのですけれども、この改修に伴う

分として、吹き抜けというふうなことになってい

るものですから、冬場の利用、外からの外気の寒
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さ、非常に寒いものがあって、玄関あける、それ

から２階につながる階段のところ、そこから風が

来るというふうなことで、ビニールで覆って対応

しているという状況にはあります。それで防いで

いるという状況ですけれども、今後においてはや

はりちょっと見ばえといいましょうか、悪いこと

も含めて何らかの対策を講じなければならないの

かなというふうに思っています。

それとあと、光を受けるといいましょうか、ガ

ラス窓というのが非常に多いのですけれども、空

気の入れかえといいましょうか、これがなかなか

できない状況にあるのかなというふうに思ってい

ます。防炎のための高い位置に位置する窓が若干

何度か開くという、そういうふうな状況、それと

網戸がついていないということも含めて、夏場の

防虫対策だとかいうふうなことを考えると、ちょ

っと不安な要素があるのかなというふうに思って

います。先ほどもお話の中で、まだ冬場の経験し

かないということもあって、夏場これから迎えま

すから、そういう意味でいうとトータルで、１年

サイクルでいろんなことが見えてくるのかなとい

うふうに思いますので、それらに伴う対策につい

て何かありましたらお答えいただきたいなという

ふうに思いますし、それから私自身わからなかっ

たのですけれども、表の部分、広場のほう、生芝

が植わっていて、夏場晴れた日はそこで遊べると。

遊具も配置をするというふうなことですから、非

常にいい環境のもとに行われている部分だなとい

うふうに思います。

その中でもう一つ気になるのは、今現在小さな

お子さんからある程度大きなお子さんまで利用し

ているということで、年齢が違うと動きが全然違

うのです。したがって、年齢の高い子たちの動き

で、小さい子供がぶつかったところは見ていませ

んけれども、そういうことも何か考えられるのか

なというふうに思うことも含めて、今別なところ

で、毎回ではないけれども、これはどこかで大き

な子供たちを見ることにしているというふうなこ

とですし、今現在たしか４人の教員の方、臨職も

含めていらっしゃると思うのですけれども、そう

いうふうなことをあそこの位置だけでなくて別な

ところも利用する、そして夏場の表の部分につい

てもやはり事故があったら困るから、必ず配置を

しなければならないということになると、果たし

てこの４名で大丈夫なのかなという危惧をしてい

ます。そこら辺についてお考えをお聞きしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） まず、

冬場の利用、外気の関係でございますが、これに

つきましてはボイラー、温水ボイラーを使用して

いるということで、急激に暖まるということがで

きなくて、寒冷のときに若干温度が上がりづらい

ということで、先ほど申し上げさせていただきま

したが、補助暖房を使うだとか、あと議員御指摘

のとおり吹き抜けになっているということで、ど

うしても暖気が２階のほうに上がってしまうとい

う関係上、ちょっと今回臨時的にビニールを張ら

せていただいたという状況でございます。この後

夏を迎えるに当たりまして、御指摘のとおり先ほ

ども申し上げましたが、乳児室のほうはエアコン

をつけて、引き違いの戸をつけさせていただいて

おりますので、一定の温度を確保できるというふ

うに思っておりますし、あとプレールームのほう

も一応防炎の窓はついているという状況なのです

が、直射日光が入りづらいように少し奥まった、

へこんだような形の窓になっておりまして、ちょ

うど私ども経験させていただいている中では、親

子お出かけバスツアーで使わせていただいていま

す旧風連日進保育所が同様な形になっておりまし

て、比較的涼しいというか、いい環境の中で使わ

させていただいておりますが、ただ人数が大変多

うございまして、そこら辺のところ十分ふだんか

ら注意深く状況把握に努めながら、対応を検討し

てまいりたいというふうに考えているところでご
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ざいます。また、夏の防虫対策につきましてもそ

のような形で対応というか、状況を確認をさせて

いただければというふうに思っております。

また、先ほど御心配いただきました小さなお子

様から、あと午後やるようになったということで、

幼稚園帰りのお子様もいらっしゃるということで、

従来午前中しかやっていなかったという関係で、

今まで余りいらっしゃっていなかった比較的大き

なお子様が昼からお見えになるという状況になっ

ておりますが、今ほども申し上げましたように乳

児室、比較的小さいお子様が利用するお部屋がご

ざいまして、小さいお子様が遊ぶところは別建て

にはさせていただいているところでございます。

ただ、従来市民文化センターのほうで臨時的に利

用させていただいたときに車遊びの日というのを、

使わせていただいて、車を使って遊ぶというよう

な日を設けさせていただいていたのが、それがあ

そこの場所ではちょっといろんな方がまじるとい

うようなことでできづらいといったこともござい

まして、たしか１２月だったかというふうに記憶

しているのですけれども、月に何回か車遊びの日

というのを設けまして、車遊びのしたいお子様は

そちらの文化センターのほうにそういう日を設定

させていただいて、両方で使えるというような形

をとらせていただいているところでございます。

ただ、議員からお話あったように、この後夏にな

りますと所庭といいますか、庭のほうを御用意さ

せていただきましたので、そちらのほうで遊ぶ機

会というところも出てまいるというふうに思いま

す。そうなってくると、若干職員の目というのも

今よりも必要になってくる部分もあるかというふ

うに思いますので、新年度の事業を現場の職員と

も勘案しながら、必要な人員体制については十分

検討してまいりたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

それで、この新制度に伴う保育所なり幼稚園の

関係でありますけれども、昨日の代表者質問の中

の熊谷議員からの質問でもありました。軽減対策

ということで、国の階層をより細分化して軽減を

図っているというふうなお話をいただきました。

非常に好ましい話だなというふうに思っています。

それとあと、この認定が非常に複雑になったな

という印象があります。所得税ですと４月の段階

で１回で済むものが全部とは言わないですけれど

も、４月に新しく入られる方、それから８月まで

に入ってこられる方、これらの方々については認

定を２回行わなければならないということなのか

なというふうに思うのです。そんなこともあって、

非常に多岐にわたって業務大変だなというふうに

思っています。

それとあと、年少扶養控除が２１年度で廃止を

されて、２２年からなくなったと。国の中でも４

人世帯から３人の子供対策として年少の部分も加

味して認定行為を行うというふうなことで御答弁

いただいたかなと、ちょっと認識違ったかもしれ

ませんが。いずれにしても、名寄市は年少扶養控

除というのはなくなりましたけれども、その後に

ついては同じように受けとめて、軽減対策として

図っていたのかどうなのか、その辺についてお知

らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 今議

員からお話ございましたように、当市の対応とい

たしましては、国のほうでは継続入所をされてい

る方々につきまして、経過措置として年少扶養控

除を適用するというような形をとらさせていただ

いているところなのですけれども、当市の対応と

いたしましては継続入所のみならず全世帯の方を

対象として、子供２人と夫婦４人のモデルでつく

られた当初からの階層表を活用して、子供３人以

上いる世帯につきましては３人目からの人数に応

じて年少扶養控除相当額を控除して計算をすると

いう方式をとらさせていただいているところでご
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ざいますので、御理解いただきますようお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今後ともといいますか、

財政負担にはなるのかもしれませんが、そういう

子供、これからの人口減少の対応としても、やは

り軽減対策というのはとれる範囲内でとっていく

べきだなというふうに思っていますので、その辺

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、大学のほうにお聞きをしたいので

すが、保育教諭にかかわる部分として私質問させ

ていただいたのは、一昨年風連を除く名寄市内の

４幼稚園の実際働いていらっしゃる職員の方々に

アンケートでちょっと内容を聞かせてもらったの

です。これ４大化に伴う部分として一括して独自

の調査をさせてもらったのですけれども、その中

で実際に４６名の方から御回答いただきました。

うち８名が片方しか持っていないのです。という

ことは、幼稚園教諭だけで保育資格持っていない。

その逆もあります。ということで、やはり先ほど

の馬場室長のほうからもあったように、２８年４

月から１園がこの新制度に移行すると。たしか２

９年４月からは幼稚園型の認定こども園に移行さ

れるというふうなことになっているようですので、

そうしますとやはりこういう資格をしっかり、今

の卒業生は両方持っているのですけれども、過去

には片方しか、幼稚園しか持てなかったというと

きもありますし、現実そういう実態もありますの

で、それらに対する対策として、これはたくさん

いるわけではないとは思うのですけれども、そう

いう意味でいうとニーズを把握をしてというふう

なことになろうかと思うのですけれども、この部

分については文科省のほうといいましょうか、認

定だからこの部分は文科ではないのかな。何せ文

科省、それから厚労省と、それから内閣府という

３本立ての対策ですから、その中で必要とする部

分はあるというふうに思っていまして、これらに

ついてもう一度この対応をお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 片方の免

許しか持っていない方の一方を取得するという件

につきましては、隣のまちからもちょうどコミュ

ニティケアセンターができるということで、その

新聞記事が載った次の日にやってほしいというよ

うな御意見もいただいております。先ほど申し上

げましたように、まず市内はもとより周辺も含め

てニーズ調査をさせていただいて、その中で学内

としてできるだけ早くやりたいと思っております

し、このことは本学が目指しているいわゆるリカ

レント教育というものにもかかわってきますので、

そこの部分は総合戦略の中でもうたっております

ので、しっかりとニーズを調査をして実施に向け

て検討してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） もう一つ、実際に私も

これ調べてみて初めてわかったのですけれども、

幼稚園といいますか、教諭免許１０年というふう

なことで、更新をするためには更新時講習を受け

なければならないと。その部分でいうと、先ほど

一定の要件というのはこれあるのでしょうけれど

も……これは一定要件はないか。３０時間の更新

時講習、これは１つとしては教育の最新事情に関

する事項ということで１２時間以上、それから教

科指導、生徒指導、その他教育の充実に関する事

項１８時間以上ということで、合わせて３０時間

というふうにネットで調べたら載っていたのです

けれども、それだけの講習を受けなければ更新し

ていけないというふうなことで、実際に市長もよ

く言っていらっしゃいます市内にしっかり残って

いただくということも含めて、名寄大学としてそ

ういう講習を受講できるような大学になっていた

だきたいというふうな願いというのは、これはも

う多いと思うのです。したがって、先ほどの部分

でいうと３２年から変更になって３１年までの部

分としてやっていくということもありますが、こ
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れはこの部分についてはいち早くというふうな部

分で、実際に文科省のほうに申請をして、そして

認可を受けて、それができる学校にならなければ

ならないという部分はあると思います。いろんな

ことがあるのかなというふうに思いますが、これ

は卒業生も結構いらっしゃるし、必要とする方が

たくさんいらっしゃいますので、何とかこの部分

についても早くに申請をしていただいて、そして

認定校となって、そしてやはり必要とする方、実

際に旭川、札幌に出向くということで、この時間

受講するということになると何泊何日かというふ

うな部分で旅費等も含めて、宿泊含めて結構負担

になる部分でもありますから、それらについては

お願いをしたいと思いますが、その辺もう一度お

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 先ほど申

しましたように、全部で３０時間ということで、

必修領域なんかも含めて自分の選べるということ

で、どうしても札幌に集中するというのは開講科

目からいってもちょっとある意味やむを得ない部

分があるのですけれども、その選択領域の中には

本学の児童学科の教員が何名か既に旭川なり札幌

に講師として行っている実態にあります。御指摘

のありました地元でいわゆる選択領域をやれない

かということにつきましては、３カ月前までに文

部科学省のほうに届け出を終えて認可を得るとい

う必要がありますので、それも含めて新しく社会

保育学科も立ち上がりますので、新年度に先生方

含めて学内でしっかり検討してまいりたいと思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ぜひよろしくお願いし

ます。

それで、公共工事の関係について、先ほど病院

の事務部長からお話をいただきまして、院内でも

そういうふうなことで話をして、影響というもの

はなかったというふうなことで理解をいたしまし

た。ただ、設置をするという、改築をするという

目的を考えると、やはり一日でも早い開設が望ま

れる部分なのかなというふうに思いますので、一

日でも早い工事の着工に向けて関係機関と調整を

図っていただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。

それから、この公共工事の関係について、物づ

くりという部分について非常にありがたいお話を

いただきました。よろしくお願いしたいと思いま

す。

その中で１つ、やはり残念なことが１つはあっ

たというふうなことで、それについて国交省のほ

うから指針という形で、これは２６年１月２４日

にこの取り扱いの関係で指針が出ています。それ

から、２６年１０月２２日、そしてことしの１月

２２日とまた同じように指針も出されているとい

うふうなことで、やはりこの部分についてはいろ

んな、それに至る部分としては、ずれるといいま

しょうか、要件があるのかなというふうに思いま

すけれども、この部分についてしっかり、私は国

がこういう指針を出すということはそういう原因

がいろんなところで見られるのだというふうなこ

とだというふうに認識をしておりまして、それら

も含めて国が出している指針の受けとめといいま

しょうか、その部分でお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 入札の関係ですけれど

も、先ほど御答弁でもありましたが、実際の入札

執行事務におきましては入札等審議会というとこ

ろで諮っております。お尋ねのそれぞれの指針で

ありますけれども、包括的にまとめた指針が資料

として出されておりまして、平成２７年１月３０

日付発注関係事務の運用に関する指針というのが

あります。今議員おっしゃったそれぞれのものが

包括的にまとまって、我々地方公共団体の責務に

ついてまとめているものがありまして、その中に

例えば入札の円滑な執行はもとより、技術者の確

保、あるいは工期も平準化してできるだけスムー
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ズに進むようなということであります。これにつ

きまして２７年度の第１回目の入札等審議委員会

の資料として活用させていただきまして、これを

もとに円滑な執行ということで一回整理をさせて

いただいています。ただ、入札におきましてはい

ろいろ相手もありますので、うまくいかないこと

もありますけれども、この指針に基づきまして名

寄市におきましても十分な形でできるようにと鋭

意努力している次第でありますので、よろしくお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） いろいろあろうかと思

いますけれども、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

それでは、時間がだんだん押してきまして、行

革といいましょうか、適正な人員の配置というふ

うな部分であります。これ先ほどのお話の中でも

実際になかなかそこに至らなかった。だけれども、

前に第３回の定例会のときにお話もいただいたの

ですけれども、これはやっぱり努力目標というの

はしっかり持たないとだめなのだというふうなこ

とで、私も理解をしています。ただ、削減をすれ

ばいいというわけではなく、いろいろと多岐にわ

たる業務がありますから、それに伴ってしっかり

と職場討議も行う中で、先ほど言われていました

行財政改革推進のための計画策定ということで、

２９年度以降の部分これから策定に向けて協議を

なされるということでありますし、実際に合併算

定がえに伴って地方交付税が減額をするというふ

うなこともありますし、いろんな要素がその中で

は考えていかなければならない部分だと思います

けれども、それをしっかり受けとめていただきた

いというふうに思いますが、その中で私もやはり

市民サービスというものはしっかりしなければい

けないというふうに思っていまして、職員の削減

だけれども、削減なかなかうまくいかないという

部分になると、ふえるということは当然職員費が

かさむというふうなことになりますし、いろんな

部分であると思いますけれども、それらを含めて

何か御答弁いただければ。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 組織機構の特に人員

のところについては、この間も適正な配置という

ことで進めさせていただいているということであ

ります。この適正というのは、ある意味では両面

ありまして、１つは効率化の視点から見るという

のが当然あると思います。もう一方では、市民か

ら求められる行政サービスを適正に行っていくと

いう面がありますので、そういった意味では職員

の拡充というところも当然あると思います。めり

と張りがあると思いますけれども、それらをつけ

ながら、全体としては適正な配置をしていきたい

と思っています。そして、この適正な配置をする

上での必要な条件というのがやはりその職場で働

いている人たちの声というのもあると思いますの

で、議員が言われるように職場の声もしっかりと

聞きながら、今後も適正配置、さらには２９年度

以降の新しい計画の策定もありますので、この策

定に当たっても職員の意見等を踏まえた上で策定

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは最後に、農業

の関係について再質問させてもらいます。

２６年度に、これは出し手の意向調査、そして

２７年度には受け手の意向調査が終了したと思う

のですけれども、逆かちょっとわからないですけ

れども、この調査を受けて、今後に向けてどんな

お考え、農地の流動というふうなこと、これから

も出てくる部分だと思いますけれども、それらに

ついてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） それぞれ人・農地プ

ランなど検討を進めてございますけれども、農地

の流動化という部分では近年好調に推移をしてい

ますけれども、流動するものとやっぱり少し考え
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る農地というのが出てきていまして、それは大き

な課題になりつつあるかなというふうに思ってご

ざいます。現在でも不作付の予備的な部分で、地

域の方々が管理していただいている土地も相当あ

るというふうに認識しておりますので、今後それ

らの運営については進めていく上では少し丁寧な

議論というか、そういったことが必要なのではな

いかなというふうに認識しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） やはり農業をする上に

おいて土地は大事なものでありますから、そこら

辺のところをしっかり調査結果を受けて、今後の

取り組みをしていただきたいなと思います。

それから、ＴＰＰについては代表質問や何かで

もお話もありました。この中で、経営安定対策の

中で既存の政策の見直しだとか、改善だとか図る

ような動きというか、そこら辺があるのかないの

かというのと、それともう一つ、これは答弁要り

ませんけれども、お願いとしては、しっかりとし

たやはり今後１０年を見据えた中での農業・農村

振興計画、これは今年度策定をするというふうな

ことでありますから、しっかり議論をして、そし

ていいものをつくっていただきたいと思いますが、

政策の部分についてもしかありましたらお答えい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 経営所得安定対策の

関係では、今現在として国から今の事業を変更す

るとかという考え方は示されてございませんけれ

ども、今後ＴＰＰ対策が進めば、当然総体的な経

営所得安定対策の事業がつくられる可能性もござ

いますので、いずれにしても２８年度に一定の方

向性が出るものと感じております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 東 千 春
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

安心、安全な子育て環境充実について外２件を、

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をしてまいります。

北海道では、全国を上回る速さで少子化が進み、

平成２６年の合計特殊出生率は ２７と全国で下

から３番目となっています。名寄市においては、

まち・ひと・しごと創生人口ビジョンで示された

直近の値が ５２と北海道平均及び全国水準から

すると比較的高い状況にあると報告されています。

いまだ目標値にはありませんが、この状況をよさ

と捉え、産んでよかった、育ててよかったをさら

に実感できる名寄市とするために、大項目１、安

心、安全な子育て環境充実についてお伺いいたし

ます。

最初に、小項目１、児童クラブの有効活用につ

いてであります。名寄市児童クラブ条例で設置さ

れている南児童クラブ及び風連児童クラブの利用

児童数と指導員数の状況についてお聞きいたしま

す。また、南児童クラブでは、新たな専用施設で

の運用となることや名寄東小学校区内での児童ク

ラブが平成２８年度中に開設される予定であるこ

とから、利用状況の改善が大きく期待されます。

開館時間については現状枠の拡大を望む声が強い

ことも含め、管理者として運営についての見解を

お聞きいたします。

次に、小項目２、こども発達支援センター、通

称こどもらんど及び地域子育て支援センター、愛

称ひまわりらんどの有効活用について、利用者数

と利用状況、指導員、相談員等スタッフの状況、

名寄市立大学と市内関係機関との連携についてお

聞きいたします。

続いて、小項目３、公共施設における安全環境

の充実についてお聞きいたします。ふうれん地域

交流センターの避難器具については、現在緩降機

が設置されていますが、実際の避難訓練において

も不安を訴える声が上がっています。昨年第２回

定例会でも質問いたしましたが、一層の安全環境

に配慮した今後の対応について再度お伺いいたし

ます。

また、風連Ｂ＆Ｇ海洋センター及び改善センタ

ーの水回りについてですが、これらの施設はスポ

ーツによる青少年育成に欠かすことのできない施

設として有効活用されています。しかし、プール

に設置されているシャワーは水温調整が難しい状

況にあるばかりか、改善センターの水道水は屋内

にあるにもかかわらず、水温が非常に低く、冬期

間は石けん液での手洗いができないほどの状態に

あります。また、各地域の公園に設置されている

遊具は点検整備により安全性が確保されていると

思いますが、中には撤去されたまま新たに設置さ

れない状況もあります。これら公共施設に対する

安全を担保した上での環境充実にかかわる計画に

ついてお聞きいたします。

次に、大項目２、台湾交流における今後の可能

性についてであります。中学生の親善野球大会参

加や名寄産業高校酪農科学科生徒による農業研修、

また台湾からの教育旅行受け入れなど、昨年は台

湾交流が一層進んだ１年であったと思うところで

あります。
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そこで、小項目１、これまでの成果と課題につ

いての見解をお聞きいたします。

小項目２は、地域経済への影響についてであり

ます。人や物が動くことにより、地域経済にどの

ような影響が生じているのか、農業を中心にした

基幹産業への影響についてもその状況をお伺いい

たします。

次に、小項目３、今後の展望についてでありま

す。名寄市は、国の内外に友好都市及び姉妹都市

があり、そのいずれの都市とも良好な関係を構築

してきています。さらに、台湾交流を通し市民の

国際感覚が刺激され、さまざまな面において生活

に潤いがもたらされることを期待するものですが、

市民が台湾交流をより身近に感じることができる

ような取り組みとして、名寄市を訪れる台湾教育

旅行団の受け入れ態勢についての見解をお聞きい

たします。

最後に、大項目３、スポーツ交流事業とスポー

ツ振興についてであります。平成２８年度教育行

政執行方針の中にも生涯スポーツの振興として期

待される多くの指針が示されました。また、冬季

スポーツのシーズンの終盤に当たり今期を振り返

ると、全国中学校スキー大会ノルディック競技大

会やユースオリンピック冬季競技大会のカーリン

グ競技、混合ダブルスにおける快挙など、名寄市

で生まれ育った中学生、高校生の活躍に大きな感

動をいただきました。

そこで、小項目１、冬季スポーツを中心とした

各種大会及び合宿誘致におけるスポーツ振興の効

果について、課題も含め改めてお聞きいたします。

次に、小項目２、ホストタウン構想についてで

あります。１次登録決定については新聞報道もな

されましたが、台湾を相手国とする１次登録の自

治体は名寄市のほかにも士別市、静岡県掛川市と

複数あること、また東京オリンピック、パラリン

ピック競技大会は夏の種目であることなどを考慮

し、現時点での名寄市の計画概要についてお伺い

いたします。

最後に、小項目３、市民皆スポーツを目指した

取り組みについてであります。スポーツが生活に

もたらす意義は人さまざまですが、健康年齢の延

びにつながるスポーツ振興は個人にとっても社会

にとっても極めて重要であることから、施策の具

現化を推進する上で指導者や地域リーダーの育成

に対する取り組みの計画についてお聞きいたしま

す。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１の小項目１及

び３、大項目３については私のほうから、大項目

１の小項目２についてはこども・高齢者支援室長

から、大項目２については営業戦略室長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、安心、安全な子育て環境充実につい

て、小項目１、児童クラブの有効活用についてお

答えいたします。現在本市における公設の児童ク

ラブは、南児童クラブと風連児童クラブの２カ所

で運営しており、保護者は就労等による昼間家庭

にいない児童に対し遊びや生活の場として安全な

居場所を提供し、子供の健全な育成を図るととも

に、保護者の仕事と子育ての両立を支援している

ところであります。南児童クラブは、３月１日現

在の登録児童数は８１名で、低学年と高学年の２

クラスに分けて活動しております。合同行事等で

は、遊びや体験活動を実施し、学年を超えた交流

を図り、健全育成に努めております。風連児童ク

ラブは、３月１日現在の登録児童数は３７名とな

っており、隣接する風連児童会館を有効活用し、

児童会館に来館する児童とともに活動できるよう

な行事なども行っております。

児童クラブの開館時間については、名寄市児童

クラブ条例で定めており、平日は小学校の下校時

から午後６時３０分まで、土曜日や夏休み、冬休

みなど小学校の休業日は午前８時３０分から午後
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６時３０分となっております。しかし、近年保護

者の就労体系の多様化などにより、朝児童より先

に勤務先に出向く家庭もふえてきており、小学校

の休業日における児童クラブの開館時間を早い時

間に変更してほしい旨、保護者会等で意見が出さ

れております。開所時間を延長する場合において

は、放課後児童支援員の基準がクラスごとに２名

以上の配置となっていることから、勤務時間の延

長に伴い支援員の増員が必要となります。また、

開所に係る施設管理経費も増加するなどから、開

所時間の延長に伴い保護者から徴収している使用

料の増額も考慮しなければなりません。今後児童

クラブを利用している家庭を対象に希望する利用

時間帯等のアンケート調査を実施し、利用者のニ

ーズを把握した上で開設時間の変更を検討してい

きたいと考えております。

次に、児童クラブ職員の配置状況ですが、保育

士や学校教諭の有資格者など、専門的知識を有す

る職員を配置し、南児童クラブでは非常勤職員６

名と臨時職員３名の９名体制、風連児童クラブは

連携した活動を行っている風連児童会館と合わせ

て嘱託職員６名によりシフト制で勤務しておりま

す。児童が活動している時間帯は、その日の活動

内容に合わせて南児童クラブでは５名から６名、

風連児童クラブでは４名から５名が勤務し、児童

の安全対策やさまざまな体験ができる活動などを

行っております。また、放課後児童健全育成事業

の実施に当たっては、平成２７年度から新たな資

格となる放課後児童支援員の有資格者の配置が必

要となったため、資格取得のための研修会を順次

受講することとなります。今後においてもさまざ

まな研修の機会を確保し、職員の必要な知識や技

能の習得など質の向上に努めながら、児童にとっ

て安心で安全な居場所となるよう職員体制の充実

に努めてまいります。

次に、小項目３、公共施設における安全環境の

充実についてお答えいたします。ふうれん地域交

流センターの災害等における避難につきましては、

建物の３階と４階に消防法の基準に基づき避難器

具、緩降機を設置しております。議員御指摘のと

おり、３階と４階に設置しております避難器具は

高所からの避難となり、危険性を伴いますが、緊

急避難時の最終手段としての避難器具であり、避

難訓練時には避難器具の使用方法や安全確保など

の確認を行い、使用する事態が発生した場合には

消防からの指示も受けながら避難作業を行ってま

いります。２階には大人数で利用できる大ホール

がありますので、直接外へ避難できる非常階段も

設置しております。４階までの移動につきまして

は、定員１３名のエレベーターと建物の北側と南

側に防火ドアが整備された２系統の階段が設置さ

れております。災害等の非常時にはエレベーター

は使用できませんが、火災などの発生場所を見き

わめながら安全を確保できる階段を使用しての避

難が基本となります。また、災害の状況や避難の

おくれなどにより階段を使用しての避難ができな

くなり、３階または４階に取り残された場合にお

いては、消防などの救助を待つとともに、人命を

守るということから、先ほど述べたとおり最終手

段として避難器具の緩降機を使用することとなり

ます。

なお、施設を管理しています指定管理者では、

火災等を想定して利用者の安全誘導や避難経路の

確保など避難訓練を年２回実施し、万が一の災害

に備えているところであります。

次に、風連Ｂ＆Ｇ海洋センタープールにつきま

しては、平成元年に竣工し、平成１０年に加温設

備が整備されております。水回りにつきましては、

貯水タンク式で送水ポンプにより水を送り出すシ

ステムとなっており、水の使用量により水圧が一

定していない状況にありました。しかし、送水ポ

ンプの調整により水圧、水量の調整が可能という

ことでありますので、調整と定期的な点検に努め

ながら、利用者が快適に利用できるよう努めてま

いります。温水の使用につきましては、ボイラー

本体の設定温度を熱傷を負わない温度に設定して
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おります。また、配管の関係でシャワーの使い初

めに冷たい水が出ることは御理解いただきたいと

存じますが、循環式のボイラーとなっております

ので、少しの時間で温水が出るようになります。

利用者には、その旨掲示物等でお知らせをするよ

うにしてまいります。

風連農村環境改善センターの水回りにつきまし

ては、事務所横の炊事場に貯湯式のガス湯沸かし

器を設置してありましたが、経年劣化により瞬間

ガス湯沸かし器に変更した経緯がありますが、使

用頻度が少なかったことから、現在はＬＰガスの

契約を取りやめて湯沸かし器を使用していない状

況にあります。今後におきましては、教育委員会

が所管しています施設間で給湯設備を流用し、給

湯できるように整備し、施設利用者の利便性を高

めてまいりたいと考えておりますので、御理解願

います。

次に、公園遊具ですが、公園管理者としての遊

具点検につきましては例年遊具の利用が始まる春

に一斉点検を行い、それ以降は指定管理を委託し

ている公園については指定管理者が行い、街区公

園については高齢者事業団への委託により週１回、

シーズン累計３０回程度の点検を行い、ふぐあい

や要修繕箇所は随時報告を受け、対応していると

ころであります。また、公営住宅団地内の児童遊

園等は、春の一斉点検後については地域の皆さん

からの情報提供により随時点検を行っております。

ふぐあいが確認された公園遊具については、その

都度修繕や補修にて維持、延命を図っているとこ

ろですが、著しい劣化によりこれ以上の使用が危

険だと判断した場合は、速やかに撤去をしている

ところであります。撤去後の遊具の設置につきま

しては、国の事業を活用して計画的に更新を行っ

ているところです。しかし、交付金の対象となる

都市計画の決定がされた公園から優先的に更新を

進めているため、それ以外の児童遊園と呼ばれて

いる公園的機能を持つ緑地や広場については補助

金制度がないことから、遊具の更新が進んでいな

い状況となっております。

次に、大項目３、スポーツ交流事業とスポーツ

振興について、小項目１、冬季スポーツを中心と

した各種大会及び合宿誘致におけるスポーツ振興

の効果についてお答えいたします。冬季スポーツ

につきましては、スキー競技ではノルディック種

目を中心に合宿及び各種大会が開催されてきてお

ります。スキーにつきましては、例年１２月に開

催していますジャンプ大会のほかに日本一を決め

る第９４回全日本選手権大会ノルディックコンバ

インド大会が開催され、ワールドカップ参戦中の

選手も含め８８名の参加で行われました。２月２

日から５日にかけては、第５３回全国中学校スキ

ー大会が開催され、各種目に延べ８３３名の参加

がありました。その大会に向けて新潟県、岩手県

の選手約２０名による夏季合宿も行われ、例年開

催されていますクロスカントリー大会の中学生の

部においては例年より３０名ほど多い参加があっ

たことは、全国中学校スキー大会に向けてコース

の下見とあわせ本番を想定した練習を兼ねての参

加であり、全国大会開催の効果だと認識をしてい

るところであります。また、北海道代表のクロス

カントリー選手、監督、コーチ含め４０名による

事前合宿も行われ、地元の名寄東中学校からも参

加をしてきております。さらに、参加する選手団

によっては開会式の４日前に本市に入り、大会期

間を含めて１週間以上滞在する選手団がいるなど、

全国規模の大会開催は交流人口の拡大に大きく寄

与するものと考えております。また、次年度から

開催が予定されていますＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップにつきましては、中学生、高校生が対

象の大会となり、延べ約８００名以上のコーチ、

監督を含めた参加者の大会となりますので、全国

大会の開催による効果はさらに大きなものと期待

をしております。

次に、カーリング競技では、１月９日から１１

日までの北海道ジュニア選手、コーチを含め約６

０名による名寄合宿がサンピラーパークで行われ、
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コーチには北海道銀行の船山選手、ＬＳ北見の本

橋選手も参加をいただき、トップ選手から直接指

導を受けることができました。また、去る２月１

２日から２１日までノルウェーのリレハンメルで

開催されましたユースオリンピックには、名寄の

合宿に参加をした名寄高校の生徒２名が日本代表

として参加し、スイスの選手と組んだ松澤選手が

混合ダブルスで見事金メダルを獲得し、カナダの

選手と組んだ佐々木選手が４位入賞と健闘し、先

日報告を受けたところであります。今後において

も各種大会を開催するに当たり、今回の全国中学

校スキー大会やジュニアオリンピックカップのよ

うに参加選手の多い大会につきましては地元での

宿泊先の確保という課題がありますが、近隣市町

村と連携し、持続的に開催していけるよう取り組

んでまいります。

また、全国から集まってくる選手や合宿者等に

対する応援や歓迎の体制、市民への情報提供など

十分な対応ができていなかったことにつきまして

は、総合戦略を推進していく中で官民一体となっ

た組織づくりを行いながら、市民や関係者への情

報提供、名寄市市民全体で歓迎する体制などを構

築していくよう努めてまいります。

次に、小項目２、ホストタウン構想についてで

すが、交流する相手国、地域を台湾として申請し、

今回登録されたところであります。申請の概要と

いたしましては、台湾のオリンピック、パラリン

ピック選手の事前合宿の受け入れや市民との交流

を初め、スポーツ交流だけではなく、文化交流も

行い、台湾との交流に対する市民の理解を含め、

市民とともに促進を図り、東京オリンピック、パ

ラリンピック大会を機により一層台湾との交流事

業を推進していこうとするものであります。現在

ホストタウン構想の実施に向けて事業の具体化に

向けての協議や関連する各団体との連絡をとり合

っているところであります。

次に、地域連携ですが、士別におきましても台

湾を交流相手国地域としてホストタウン構想へ登

録され、スポーツ交流についてはウエートリフテ

ィングの事前合宿の受け入れを行うこととしてお

ります。本市におきましては、特に競技を特定す

ることなく、可能な限り全ての事前合宿を行うこ

ととして登録されております。スポーツ施設や文

化施設などを活用し、互いの特徴を生かすような

形での連携を行ってまいりたいと考えております。

次に、小項目３、市民皆スポーツを目指した取

り組みについてお答えします。健康年齢の延びに

つながるスポーツとしては、名寄市体育協会が加

盟競技団体に依頼し、スポーツ教室を実施してお

ります。また、スポーツセンターの利用者等の要

望を受けて軽スポーツ、健康教室等を名寄市体育

協会も実施しており、風連スポーツクラブ「ポ

ポ」においても多世代にわたる各種教室を実施し

ているところであります。さらに、スポーツ推進

員によります軽スポーツ出前講座につきましては、

学校行事や町内会行事など幅広い世代に随時指導

者を派遣し、キンボールやフロアカーリングなど

を実施しているところであります。今後において

は、新たに手軽なウオーキング等の実施について

も行ってまいりたいと考えております。

スポーツ振興施策の推進に係る指導者や地域の

リーダーの育成についてですが、少年団活動に関

しては平成２７年第３回定例会でもお答えをして

おりますが、平成２６年度、２７年度において指

導者の資格取得のための助成を行ってきておりま

す。また、指導者の資質向上のために講演会への

参加費用に対する助成制度も設けてあります。今

後におきましても生涯スポーツ振興のために生涯

学習リーダーバンク制度の周知を図り、地域の中

での人材の発掘をしていくとともに、スポーツ推

進員と連携を図りながら、地域リーダーの育成も

引き続き行ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か
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らは、大項目１、安心、安全な子育て環境の充実

について、小項目２、こども発達支援センター等

の有効活用について申し上げます。

こども発達支援センターの運営と利用状況につ

いてですが、本センターは療育指導の実施により

給付される児童発達支援給付費及び本市、下川町、

美深町、中川町、音威子府村の負担金などにより

運営しているところでございます。事業といたし

ましては、児童福祉法による障害児相談支援と児

童発達支援を実施しております。障害児相談支援

では、保護者の依頼により効果的な支援となるよ

う個別に支援計画を作成しております。この計画

をもとに療育を実施する事業所へつなげることと

なりますが、本市におきましては民間事業所２カ

所とこども発達支援センターの合計３カ所からの

選択となります。各施設の説明をさせていただい

た後、保護者が利用施設を選択し、作成した計画

をもとに各事業所が支援を行うこととなります。

利用については、複数の施設利用も可能となって

おります。

こども発達支援センターの児童発達支援を活用

するお子さんは、本年３月１日現在で６０人とな

っており、うち本市の住民は４９人となっており

ます。本センターでは、市内事業所で唯一の母子

通園型となっており、保護者と一緒にお子さんが

来所し、療育を行うことで、日ごろ保護者がお子

さんとどのような接し方をすればよいのかを含め

て担当指導員が療育に当たっております。

職員配置につきましては、所長１名、相談支援

専門員２名、児童発達支援管理責任者１名、指導

員６名となっており、開設時間につきましては午

前８時４５分から午後５時３０分で、開館日は平

日開館となっております。事業所としては、１日

定員１０人の認可を受けており、療育は１こま９

０分で実施をさせていただいております。指導員

は、健診や幼児教育、保育施設にも出向かせてい

ただき、成長が気になるお子さんの状況確認や保

護者の相談にも対応させていただいているところ

でございます。また、５市町村により運営してい

ることから、構成町村の健診等にも訪問をさせて

いただいております。

また、名寄市立大学との連携につきましては、

月に１度行っておりますケース会議にアドバイザ

ーとして教員に出席いただき、的確な療育につな

がるよう御助言をいただいているところでござい

ます。また、毎月作成している広報紙に児童学科

の教員から寄稿いただき、お子さんの成長を促す

遊び等を紹介させていただいております。

お子さんの就学に向けての連携につきましては、

保護者の了解のもと小学校やことばの教室へお子

さんの状況を引き継ぎし、また教育委員会が組織

いたします特別支援連携協議会及び教育支援委員

会へのセンター職員の派遣や保護者、教育委員会、

学校で行う教育相談に本センターに通園しておら

れますお子さんがいらっしゃる場合、担当職員が

同席するなど、就学に不安を抱えるお子様や保護

者の負担軽減のために取り組みを行わさせていた

だいているところでございます。

次に、地域子育て支援センターひまわりらんど

の運営と利用状況については、昨年１０月２７日

にオープン以来、多くの親子の皆さんに御利用い

ただいております。利用者数につきましては、本

年２月末日現在で ３４９組、 ２４８人の利用

となっており、平成２６年１１月から平成２７年

２月までの東保育所内で実施しておりましたさく

らんぼの利用者数は ８２５組、 １２０人でご

ざいましたので、２倍近い利用をいただいている

ところでございます。開館時間につきましては、

午前９時から正午までと午後１時３０分から午後

４時までの開館といたしております。常設施設に

なったことに伴い、従来では父親の参加がイベン

ト等以外ではごくまれでございましたが、現在は

週１組程度の割合で来館いただいており、効果が

上がっていると実感させていただいているところ

でございます。土日、休日等の開館につきまして

は、本年２月１３日、１４日に南広場で行われま
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した雪質日本一フェスティバルに合わせて臨時開

館をさせていただき、小さなお子様を持つ親子が

安心してイベントへ参加できる環境提供に努めさ

せていただきました。来館いただいた親子から大

変好評だったため、次年度以降も臨時開館等につ

いては検討をしてまいりたいと考えております。

ひまわりらんどの職員配置につきましては、常

勤保育士２名、子育てコンシェルジュ１名、非常

勤保育士１名で運営をしてまいりました。新年度

からは初めて外遊びの季節を迎え、安全確保のた

めに今まで以上に職員が必要となることも想定し

ております。利用者の状況を踏まえ、今後現場職

員とともに職員配置について議論をさせていただ

き、ひまわりらんどの運営体制を確立してまいり

たいと考えております。

また、ひまわりらんどでの大学との連携につき

ましては、大学教員による紙芝居や人形劇等を実

施させていただいており、現在学生とひまわりら

んどのかかわり方につきましては大学教員と協議

をさせていただいているところでありますので、

今後一定程度の方向性を出していただけると考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、台湾交流における今後の可能性について、

小項目１、これまでの成果と課題についてお答え

いたします。

本市では、平成２５年度から国際化の進む社会

のさまざまな分野で活躍できる子供の育成、交流

人口の拡大による地域の活性化を目的に、台湾と

の交流事業を推進しております。本市と台湾との

交流を進めるに当たりましては、平成２５年５月

に官民連携による名寄市・台湾交流実行委員会を

設立し、主に中学生野球交流事業や教育旅行受け

入れ事業に取り組んでまいりました。中学生野球

交流事業におきましては、これまでに市内の中学

生４３名が交流自治体中学生親善野球大会に参加

し、台湾の中学生はもちろんのこと、交流自治体

の杉並区や災害時援助協定を結んでいる南相馬市

などの中学生と野球の試合を通じた交流を行うと

ともに、台湾の文化に触れることで幅広い視野と

国際感覚を養ってまいりました。教育旅行受け入

れ事業においては、これまでに台湾から６県８校

の高校生が本市を訪れ、市内の高校生と授業を通

じた交流やスキーなどのさまざまな冬の生活体験

を行いました。これら本市の地域資源を活用した

教育旅行の受け入れにつきましては、市内の高校

生に国際理解教育や国際交流の場を提供するとと

もに、地域の振興に寄与しております。

また、昨年７月には民間レベルによる交流を促

進するため、名寄日台親善協会を設立し、本年１

月には市内にてまるごと台湾フェア、雪質日本一

フェスティバルにおきましては台湾物産展を開催

するなど、本市と台湾とのさらなる交流の促進が

期待できます。

なお、教育旅行の受け入れ事業におきましては、

台湾の教育旅行では訪問先の高校生との交流が必

須となっておりますが、市内には２校しかないた

め、交流スケジュールの日程調整などに苦慮して

いるのが現状であります。このことからも今後と

も台湾からの教育旅行を受けるに当たりましては、

魅力的な体験メニューの提供も含めて近隣市町村

との連携が必要と考えております。

続きまして、小項目２、地域経済への影響につ

いてお答えいたします。台湾との交流における地

域への波及効果としては、さまざまな効果がある

と認識しております。まず、主な直接的経済効果

におきましては、教育旅行の受け入れにおきまし

て宿泊、食事を初めスキーなどの体験料金に加え、

道の駅での特産品の購入が挙げられます。昨年の

７月には、太保市から黄市長ら約３０名が来名さ

れ、市内の農家や農業施設を視察し、農業技術に

理解を深めたほか、歓迎会では市民との交流を深

めるなど、交流人口拡大による地域経済の活性化

はもちろんのこと、本市と台湾とのさらなる交流
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拡大の契機となりました。

また、間接的な経済効果におきましては、台湾

の高校生を受け入れることは青少年の国際相互理

解が進むとともに、将来のリピーターとなる可能

性があることから、将来にわたる観光誘客への期

待があるほか、受け入れの際にさまざまな御意見

等をいただくことができ、それらをもとに海外か

らの観光客にとって魅力に感じる多様な体験プロ

グラムの整備にもつながっていくと考えておりま

す。

さらには、民間事業者による台湾における販路

拡大の取り組みとして、株式会社もち米の里ふう

れん特産館では、農水省及び北海道経済産業局な

どの事業を活用し、台湾での自社商品の試験販売

やバイヤーとの商談会に参加し、積極的な海外へ

の販路拡大に取り組みました。その結果、ことし

に入ってから高雄及び台中の百貨店での販売を実

現することができ、今月以降も引き続き台北など

で販売を予定しております。

また、中学生野球交流以外の人的交流として、

ことしの１月に名寄産業高校の酪農科学科の生徒

が台湾を訪問し、農業系の高校や農家など台湾に

おける先進的な農業の取り組みを視察するなど人

的交流が広がる中で、経済的な交流も進むことも

期待されております。

続いて、小項目３、今後の展望についてお答え

いたします。訪日教育旅行では、日本人との触れ

合いや経費削減のためにホームステイを希望する

場合があります。しかし、我が国では住居の狭さ、

言語の壁、さらにはお招きするお客に対する日本

と海外での受け入れ姿勢の相違などの理由により、

ホームステイに応じる家庭は多くありません。ホ

ームステイは、日本の家庭生活や文化に触れても

らう上では非常に有効であるとともに、台湾から

の教育旅行受け入れに当たっての今後の課題と認

識しております。また、名寄市グリーンツーリズ

ム推進協議会では、今年度民泊事業を実施するた

めの学習活動に取り組んでおりますが、台湾から

の教育旅行では最低でも三十数人が本市を訪れる

ことから、本協議会による受け入れ実現に向けて

のハードルは高いと認識しており、一般市民も加

えた受け入れ組織体制の確立が必要となっており

ます。

また、本年４月に国際ボランティアを募集する

予定であります。主な活動内容は、リンゼイ、ド

ーリンスク、台湾などの本市における国際交流事

業の際の通訳での協力となりますが、地域資源の

一つである人材の掘り起こしを行い、本市を訪れ

る外国人の利便を図りたいと考えております。現

在のところ国際ボランティアに登録された方に対

しては、参加協力していただきたい国際交流事業

などに関する情報を随時配信する予定であり、台

湾を初めとする外国のお客様と接する機会の創出

に今後とも努め、本市における外国人受け入れ態

勢の確立に向けて取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 丁寧な御答弁いただ

きましたので、時間が気になりますが、何点か再

度質問させていただきます。

まず、大項目１の安心、安全な子育て環境充実

についてでありますが、児童クラブの開館時間に

ついてであります。調査をしたということで言わ

れましたが、このことはもう数年前から保護者の

会で強く要望されていることでありますので、調

査ということについてもかなり進んでいるものと

思います。見通しについて再度お聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 保護者会等で意見等

はお話を聞いていますけれども、実際利用してい

る皆さんからの個別の調査というのはこれからで

ありますので、それを行いながらしっかりとした

開館時間についての対応をしていけるように検討

したいとも考えていますし、現在南児童クラブは

ことしの４月から新たな施設で開館をすることに

なります。それについては、豊西小学校からも入
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学するということで３クラスでの実施ということ

になりまして、現在支援員の増員に向けて募集等

をしていますけれども、ちょっとまだ不足してい

る状況があったり、そういった面では先ほど申し

上げましたように開館時間の延長に伴いまして支

援員の増員も必要となりますので、そういった人

材の育成、人材の確保についてもあわせて検討し

ながら、よりよい形でのサービスを提供できるよ

うに今後進めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 子供たちのことにつ

いては、待ったなしという認識をしていただきた

いと思っておりまして、特に開館時間を３０分早

くしてほしいという要望については、学校の平常

時の登校時間に合わせても必要であると思います

ので、地域にこだわることなくといいますか、同

じ児童クラブの条例で運営されているクラブです

から同じということではなく、それぞれの地域要

望に応じた対応をしていただきたいと思っており

ますが、その点に関していかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 風連児童クラブの保

護者会の中で出ているという話もさせてもらって

いますけれども、当然南児童クラブであったり、

今開設しようとしている東地区の児童クラブにつ

きましても、その子供たち今コロポックルに通っ

ています。コロポックルのほうでは時間延長等も

行っていますので、名寄市全体でのニーズがある

というふうに私どもも捉えておりますので、地域

限定というよりも全体での同様なサービスを提供

していくということで考えながら進めていきたい

というふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） コロポックルという

名前が出ましたが、地域によっては複数選べる児

童クラブのあるところとそうではないところがあ

りますので、ぜひ開館時間８時というのは早急に

実現していただきたいと思っています。長期休業、

夏休み前に実現していただきたいと思っています

が、この見通しについてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほども申し上げて

いますとおり、まずニーズの調査をしながら、時

間についての何時から何時までがいいのかという

ことも含めて検討したいと思いますし、人材の確

保についてもこれは大変重要なことというふうに

考えていますので、そういった部分も含めてどの

ような形でできるか慎重に協議しながら、その対

応を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 長期休業、夏休み前

が無理であれば、やはり特に危険を伴う冬休み前

までにはぜひ実行していただきたいと思っており

ますし、具体的な人員確保ができないのであれば、

現状の中で何とか１０分でも２０分でも早く開館

をという動きについて求めたいと思いますが、い

かがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げまし

た利用者へのニーズ調査を行って、どれぐらいの

人が必要としているのか、今ありましたようにそ

れが８時２０分でいいのか、３０分でいいのか、

ややもすれば７時半からという要望もあるかとい

うふうに思いますが、そういった要望なんかに全

て応えるかどうかはその状況の結果を見なければ

わかりませんけれども、そういったものをしっか

り調査をしながら、ニーズ把握をして、私どもと

してできる対応を進めていきたいというふうに考

えていますし、議員おっしゃるとおりすぐ対応し

てもらいたいというニーズがあるというふうにも

理解していますので、準備が整い次第そういった

対応ができるように、その辺も含めて検討を進め

てまいりたいというふうに考えていますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。
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〇２番（山崎真由美議員） ぜひ有効な手段を講

じていただきたいと思いますが、声を上げてこら

れている保護者の中には何年も前から声を上げて

いるけれども、対応について聞かされていないと

いう、そういう思いの方もいらっしゃいますので、

その経過については丁寧な説明をしてあげていた

だきたいということを求めておきたいと思います。

次に移らせていただきます。ひまわりらんどに

ついてでありますが、先ほど雪質日本一フェステ

ィバルのときに休日開催というお話が出ました。

これについては、大変重要であると思います。な

ぜならば、平日働いていらっしゃる、特に御両親

での利用が休日だと可能になるということであり

ます。以後定期的にそういう半日開催でもいいと

思うのですが、日曜日の半日開催についてのお考

えはありますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ひま

わりらんどにつきましては、先ほども申し上げま

したように、専門職といいますか、保育士も含め

た職員を配置をさせていただいている状況もござ

いまして、ことし雪質日本一フェスティバルがち

ょうど敷地の横でやっているというようなことも

ございまして、一応対応させていただいたところ

でございます。ただ、前の１２月の議会のときに

も御答弁させていただいたかと思いますが、実は

２月に利用者さんのニーズ調査を行わさせていた

だいておりまして、現在集計を行っているところ

でございます。その傾向とか結果も含めて、開催

につきましてはそのアンケートを見て検討をさせ

ていただきたいと考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） リピーターの方も多

いと思うのですが、使い切れないでいる方もいら

っしゃるということもありますので、その辺の地

域のニーズをしっかり把握していただきたいと思

っております。よろしくお願いしたいと思います。

それから、ふうれん地域交流センターの緩降機

についてですが、先ほども御答弁いただきました

が、救助袋の設置というのはお考えの中にないの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁をいたし

ましたとおり、避難器具の緩降機につきましても

消防の基準に基づいて設置しているものでありま

すので、現在のところ避難袋でしたか、の設置に

ついては検討はしておりません。緩降機によって

最終手段としての避難をしていきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 私自身も緩降機で滑

りおりてみましたが、それはとても危険なもので、

最終手段というお言葉はありましたけれども、最

終手段としても使い勝手のいいものではないもの

を平然と設置されていますというのはいかがなも

のかと思っております。救助袋というのは、布製

でできたトンネル型の滑り台のような形になるも

のですので、ぜひその計画を入れていただきたい

と思っておりますが、そういう話題が出たことは

ございませんでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 救助袋、図書館にも

設置をしてあって、ただ図書館のほうは途中穴が

あいて、使用はしていなかったのですけれども、

使えなくなったという。そして、私もちょっと避

難しているところを見ましたけれども、風が吹く

と筒が風に揺れてやっている人がなかなか滑りお

りれなかったり、あと本当に同じように全てそれ

が安全かというと、気象状況によりますし、その

ときの状況によって本当にどうなのかというのは

ありますけれども、先ほどから申し上げています

けれども、災害時で３階、４階に取り残された場

合、よくテレビ等で見ますけれども、煙が襲って

きていち早く避難をしなければならぬという状況

で、人命をやっぱりしっかり守らなければならぬ
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というのは大事だと思います。そういった面では、

緩降機については高所からの避難でありますから、

危険性というか、不安もありますけれども、やっ

ぱりスピード感を持って避難をさせるという部分

では有効な器具だというふうに考えていますので、

そういった面では最終手段ということで話をさせ

ていただいております。基本的には、北側と南側

の階段がありますし、それは防火扉で仕切られて

いますので、１階全体が火災と言われれば避難は

できませんけれども、基本的にはどちらかの階段

は使えるというふうに判断していますけれども、

そういった面ではしっかりとしたふだんからの避

難誘導の訓練を行いながら、また消防からの指示

も受けながら、やっぱり安全に利用者が避難でき

るような、そういった対策も講じながら進めてい

きたいと考えていますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 成人の方が避難訓練

を実際に行われたときに不安の声が上がっており

ましたので、これを幼児がというふうに考えたと

きにとても不安があるということはお伝えしてお

きたいと思います。ですので、今の状況であった

としても、必ず定期的な避難訓練を実施していた

だきたいということを求めて、次に移らせていた

だきます。

台湾交流について、先ほどホームステイの可能

性についてのお話がありましたが、私はぜひこれ

については親善協会も立ち上がっていることであ

りますし、行けなくても交流人口の交流に参加で

きて、交流人口拡大に寄与できるものと思ってお

りますので、この点につきまして具体的に進めて

いただけるようにお願いしたいと思っております

が、もう少し詳しく具体的な計画についてお聞か

せいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今台湾交流の際

のホームステイの受け入れの可能性ということな

のですけれども、今までにも台湾に限らず、リン

ゼイやドーリンスクの中の受け入れ事業において

もホームステイを実施してきておりました。実際

の部分につきましては、ホームステイの受け入れ

がなかなか厳しい中で実施したわけなのですけれ

ども、先ほどもお話しさせていただきましたよう

に、今４月から外国人の外国ボランティアという

のも地域の、本市の、名寄の中の人材の発掘とい

うことも含めて、外国人ボランティアの募集など

も行っていこうと考えています。それも先ほど答

弁の中で通訳だけ、通訳の主な取り組みの内容の

協力ということで考えておりましたけれども、そ

の中にもホームステイの受け入れなども含めてお

手伝い願えればなということも考えています。ま

た、先ほどグリーン・ツーリズムの中でも民泊事

業を行う、今事業の検討をしているということも

ありますので、そういったいろんな団体と市民と

交えてホームステイの受け入れの可能性について

さまざまな点で考えていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひ進めていただき

たいと思いますが、余りハードルを上げないで、

言葉がまだ未熟であったとしても、この部分でこ

んな活動をしてください、こういう交流ができま

すということについて広く市民に周知していただ

きたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

それから、最後大項目３で質問させていただき

ました中身についてですが、ゴールドメダリスト、

阿部雅司氏の招聘が２８年度から嘱託職員として

決まっておりますが、阿部雅司氏が地域のスポー

ツ振興にかかわられる部分があるのかないのか、

その計画についてお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今阿部雅司氏の地域

のスポーツ振興にかかわれるかどうかという話で

ありますけれども、この間お話ししていますよう
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に、今回の招聘に当たりましては名寄市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の施策の推進に基づいて

招聘するものでありまして、先日開会日に予算の

ほうも承認をいただいていますけれども、地方創

生加速化事業で冬季スポーツの拠点化推進事業と

して進めていくこととなっています。そういった

面では、これから大会の誘致や合宿の誘致、さら

にスポーツの拠点化、冬季スポーツに限っての振

興、ジュニア育成も含めてですけれども、そうい

った面ではそういったものの経験なり知識、技能

を有している人がやっぱり必要だというふうに考

えていますし、特に大会、合宿の誘致については、

これは全国に人脈を持っている方が必要だという

ふうに思っていますので、そういった意味では阿

部氏が来ていただいて活躍する場が大いにあるか

と思いますし、そういった話を今阿部氏のほうと

もしていますので、４月に赴任後阿部氏の考え方

も聞きながら、お互い役割分担をしっかり持ちな

がら、何が効果的で効率的に進めるかということ

を具体的に話をして進めていきたいというふうに

思っていますし、阿部氏については御存じのとお

り退職してきますから、長期にわたっての市の職

員として活動してもらいますので、そういった面

では長期的なスパンの計画も来年立てながら進め

ていきたいなというふうに考えているところであ

りますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 阿部氏におかれまし

ては、決心していただいたことに対して心から感

謝を申し上げたいと思いますし、私も３度講演を

聞いたことがありますけれども、本当にいい指導

者を名寄市に招いてくださったものと心から期待

しているところであります。でも、合宿誘致、大

会誘致ということについては、やはり一般的に捉

えまして、どうも外に対しての意識、イメージが

強く持たれるところであります。ぜひスポーツ振

興ということで、青少年に対してのかかわりを強

く持っていただきたいと考えるところであります

が、その点に関していかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 当然スポーツの振興

については、子供たちといいますか、少年団の育

成強化が大変重要だというふうにも考えていると

ころであります。先ほどノルディック競技やカー

リングの報告もさせてもらいましたけれども、世

界に羽ばたくような選手も出てきている状況もあ

りますし、阿部氏自身につきましても今回やめて

名寄に来るという一番の思いというのは、やっぱ

り自分が育ててもらった恩返しも含めて、次の世

代の子供たちをつくり上げたい。世界を見据えた

選手を育てたいという思いが一番強い状況にあり

ますので、当然名寄市のスポーツ振興については

先ほど申し上げましたとおりに次年度については

欠かせない状況でありますので、そういった思い

も酌みながら、やっぱりそのためにはどういう形

にできるかということも相談しながら進めていき

たいというふうに考えておりますので、御理解を

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） スポーツ少年団を中

心としたジュニア育成についてのお考えを伺いま

したが、先ほどの今期冬季スポーツの振り返りの

中でもありましたけれども、大きな大会が名寄市

でございましたけれども、そこに名寄市の子供た

ちの歓声はなかったと思います。やはり子供たち

が自分の知っているお兄ちゃんやお姉ちゃんが目

の前で活躍している、それに対して大きな声で声

援を送ることができる、その環境整備がもう一つ

整っていない点があるのではないかと思います。

その点に関して、スポーツ少年団は体協の参加団

体ということではありますが、名寄市の生涯スポ

ーツを振興する上で、市としてのお考えをお伺い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回全国中学校スキ

ー大会開催されまして、私もびっちりは行ってい
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ませんでしたけれども、会場を見に行ってちょっ

と応援もしましたが、地元の選手が出ても地元の

応援がなかったり、全国から来ていますから、地

元の選手が出ていなくても歓迎という意味では多

くの市民が応援に行くということがやっぱり大切

なことというふうに思っています。そういった面

では、スポーツ振興として情報発信ができなかっ

た部分で、それに行くためのアクセスの部分を含

めて、そういった対応ができなかったというのは

十分今回反省をしているところであります。４月

以降には、大会なり合宿の誘致受け入れに向けて

の民間との官民一体となった組織も立ち上げよう

というふうに思っていますので、その中ではやっ

ぱりしっかりした歓迎ムードで、ちょっとピヤシ

リのほうは遠いですけれども、名寄市民が足を運

んで応援する、当然地元の子には応援する、その

少年団の関係者はもちろんですけれども、もっと

多くの皆さんが応援する環境をつくる、そういっ

た情報発信体制をつくっていきたいと思いますし、

ジュニアオリンピックカップにつきましては複数

年の開催を予定していますので、その中でしっか

りとした受け入れ、歓迎、応援体制をつくれれば

というふうに思っていますので、その点につきま

しては今後も皆様からの御意見を賜りながら、よ

りよいものにしていけると思っていますので、よ

ろしくお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今の小川部長から御

答弁いただきました言葉に大いに期待しながら、

今回の質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

商工業の振興について外３件を、東川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問をしてまいります。

最初に、商工業の振興についてお伺いいたしま

す。当市は、２００６年３月に旧風連町と旧名寄

市が合併してことしで１０年という節目を迎え、

今月の２７日には名寄市制施行１０周年記念式典

も計画されております。今までに国の施策におい

て明治、昭和、そして平成の大合併が行われ、道

内も２１２市町村から現在は１７９市町村へと減

少しております。市町村の合併においては、メリ

ット、デメリットという言葉が聞かれますが、当

市においてはこの１０年間先人の方が築いてこら

れたそれぞれの歴史、有形、無形の財産、文化を

引き継ぎ、合併特例債を有効に活用しながら、風

連地区市街地再開発、市立天文台、駅前交流プラ

ザ、ＥＮ―ＲＡＹホールなどハード面での大型事

業に加えて、ソフト面では住民生活の利便性の向

上、市民福祉の向上、そしてサービスの高度化な

どさまざまな事業が着実な実績となってあらわれ

ていると思います。しかしながら、当市に限った

ことではありませんが、合併当初の人口は３万

２１２人であったのが昨年１０月に実施されまし

た国勢調査の人口速報集計では２万 ０６０人と

人数で １５２人、率で ９％減少しております。

人口減少に加えて、２００８年には大型店の進出

もあり、このことにより人の流れも大きく変わり、

中心市街地の商店街の皆様はさまざまな努力を行

っているも厳しい実態にあると考えます。

そこで、小項目の１番目、中小企業への支援策

でありますが、現状を確認する上で平成１８年の

合併以降商業、工業、それぞれの事業所数、就業

者数並びに年間売上高、工業にあっては製品出荷

額の推移についてお伺いいたします。あわせて、

商業者の年齢構成並びに後継者等の実態について

もお伺いいたします。

また、現行制度を基本とした中で、中小企業振

興条例を改正する考え方が提案され、この振興条

例改正に伴い中小企業支援制度検討部会において

数回の会議が持たれております。答申に至るまで

の協議並びに議論経過についてもお伺いいたしま

す。

次に、小項目の２番目、事業承継、人材育成に
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ついてお伺いいたします。前段の質問と関連する

内容となりますが、まち・ひと・しごと創生総合

戦略で計画されております創業、事業承継に対す

る支援策についてお伺いいたします。

また、定例会初日の市長市政執行方針の中で、

総合戦略において創業というキーワードで新たな

施策を登載されたとの説明を受けました。その中

でＵターン、いわゆる名寄市内の出身者が戻って

きて就職をする、Ｉターンは都会の人が地方へ転

居して就職するというＵＩターン支援制度の考え

方についてお伺いいたします。

次に、大項目の２番目、交流人口の拡大につい

てお伺いいたします。小項目の１番目、ふえ続け

る外国人観光客についてでありますが、平成２４

年に策定されました名寄市観光振興計画では、平

成２７年度から２８年度は収穫期と位置づけされ

ています。その中にあって最近は、外国人観光客

が異常なペースでふえ続けており、各地域におい

ては受け入れ態勢についての課題もあると聞いて

おります。当市においても外国人観光客がふえて

きております。当初の観光振興計画には、外国人

受け入れにかかわる具体的な事業は確認できませ

んが、現状の対応と今後の見直しに当たりどのよ

うな施策を検討されているのかお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、交流事業推進に向けて

の具体的な施策についてお伺いいたします。この

項目については、先ほど山崎議員と重複する内容

があることを御理解をいただきたいと思います。

当市は、冬季スポーツ大会を開催する上でスキー

場、ジャンプ台、クロスカントリー、カーリング

場など施設は充実しており、昨年末からことしに

かけて全国大会の行事を含めて数多くの事業が行

われました。さらには、２月２１日にノルウェー

リレハンメルで開催されました冬季ユース五輪で

は、カーリング混合ダブルスの部門で名寄カーリ

ング協会所属の松澤さんとスイスの男子選手との

ペアが金メダル、佐々木さんもカナダ選手とのペ

アで４位入賞と輝かしい成績をおさめられました。

この快挙は、本人の喜びはもちろんでありますが、

名寄カーリング協会、そして名寄市の名前を世界

に広めていただいたことは、知名度向上に加えて

今後の冬季スポーツ振興に大きな弾みになると考

えます。市長も冬季スポーツの振興は交流人口拡

大の一つの柱として位置づけられております。そ

こで、今後の冬季スポーツ大会の誘致はどのよう

に考えておられるのかお伺いいたします。

また、台湾との交流事業でありますが、昨年は

中学校の親善野球大会、道北農業担い手育成対策

協議会が主体となり、産業高校生徒の研修会、台

湾修学旅行生の受け入れなどを行い、交流は着実

に深まっていると考えますが、今後の施策につい

てお伺いいたします。

さらに、地方創生加速化事業で既に予算化され

ておりますノルディックスキー金メダリストの阿

部選手を招聘されますが、具体的配属先並びに基

本的な業務についてどのような構想を考えている

のかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、ＥＮ―ＲＡＹホールの

活用についてお伺いいたします。ＥＮ―ＲＡＹホ

ールは、昨年の５月９日の開館以降、コンサート、

映画、記念事業など多くのイベントに利用されて

おりますが、開館以降の利用状況と利用人数はど

のような実績になっているのかお伺いいたします。

また、ＥＮ―ＲＡＹホールは多くのジャンルで

利用されており、一部の利用者から残響について

の課題があるとの話を聞いておりますが、現状の

評価はどのように捉えているのか、あわせてお伺

いいたします。

次に、大項目の３番目、住宅リフォームの創設

についてお伺いします。小項目の１番目、具体的

な事業の推進についてでありますが、このテーマ

につきましては昨年９月の定例会においても議論

となっており、商工会議所の強い要望もあり、昨

年の１１月をめどに検討を進めていくとの回答を

伺っております。まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中で住宅関連事業者の人材育成、技術、技能
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の促進に向けて新築、リフォームを行った場合の

助成制度を創設すると明示されております。平成

１９年から平成２２年まで期限つきで実施された

住宅リフォーム促進助成についても、市内経済の

活性化に大きく寄与されたと聞いております。そ

の成果を踏まえて、今回創設されます住宅リフォ

ーム助成制度の創設目的と創設時期の目安はいつ

ごろを考えているのかをお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、空き家等のリノベーシ

ョンについてお伺いいたします。今定例会初日に

名寄市空家等対策協議会条例が可決され、今後具

体的な検討が行われていくものと考えます。そこ

で、現状の空き家軒数と連絡先を含めた所在はど

のように把握されているのかお伺いします。

また、空き家等の利用促進に向けて将来におけ

るまちづくりでコンパクトシティーを進めるに当

たり、高齢者のまちなか居住で発生する空き家住

宅の流動化を図るために、付加価値を高める必要

があると考えます。そこで、助成規模も大きくな

り、予算措置との関係もあるとは思いますが、リ

フォームの創設に加えてリノベーション、いわゆ

る既存の建物に大規模な改修を行い、用途や機能

を変更して性能を向上させる取り組みも重要と考

えますが、現段階での考え方についてお伺いいた

します。

次に、大項目の４番目、１８歳選挙権導入に向

けての対応についてお伺いいたします。小項目の

１番目、教育現場における対応についてでありま

すが、昨年６月の公職選挙法の改正により、選挙

年齢が１８歳まで引き下げられ、全国では１８歳

から１９歳まで約２４０万人の有権者がふえ、日

本で選挙権が広がるのは実に７０年ぶりの改正で

あります。将来を担う若い世代が早い時期に社会

の構成員として政治にかかわれる機会が創出され

たことは、自覚を持つことが期待され、よいきっ

かけができたと考えます。しかしながら、選挙権

の年齢を与えられるということは、有権者として

の義務、いわゆる権利と責任を負うことにもなり

ます。選挙年齢の引き下げに伴い、高等学校並び

に市立大学において選挙制度の周知や啓蒙活動は

どのようになっているのかお伺いいたします。

また、校内、校外での選挙活動範囲はどのよう

に進められようとされているのか、あわせてお伺

いいたします。

次に、小項目の２番目、教職員に対する指導に

ついてお伺いいたします。今回の選挙制度改革に

向けて高等学校の一部の生徒、市立大学において

は学生全員が対象になると認識をしております。

教育基本法では、教育の政治的中立性について多

数のものに対して強い影響力を持ち得る教育に、

一党一派に偏した政治的主義、主張が持ち込まれ

てはならないと明示されております。しかしなが

ら、教育者自身が自制をしても、教育に大きな影

響力を持つ外部勢力がそのような教育を実施させ

ようとする場合には、教育の政治的中立性の確保

が困難になると予測されます。そこで、選挙制度

改正に向けて教育の政治的中立性を鑑みた教職員

への指導はどのように行われているのかお伺いい

たします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 東川議員からは、

大項目４点にわたり御質問いただきました。大項

目１と大項目２の小項目１、大項目３の小項目１

については私から、大項目２の小項目２と３につ

いては教育部長から、大項目３の小項目２につい

ては市民部長から、大項目４については総務部長

からそれぞれ答弁させていただきます。

まず初めに、大項目１、商工業の支援策につい

て、小項目１、中小企業への支援策についてお答

えいたします。合併以降の商業の推移についてで

すが、平成１９年の商業統計では卸売業と小売業

合わせて事業所数は３９５、従業員数は ４５３

人、年間商品販売額は６０７億 ８００万円でし

たが、平成２６年の商業統計においては事業所数

が２７６となり、１１９事業所の減、従業員数は
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１２５人となり、３２８人の減、年間商品販売

額は６０２億 ９００万円となり、５億９００万

円の減となっております。工業の推移につきまし

ては、平成１９年の工業統計では事業所数は３４、

従業員数は５１１人、製造品出荷額は１９３億

２９５万円でしたが、平成２５年の工業統計にお

いては事業所数が２４となり、１０事業所の減、

従業員数は４９６人となり、１５人の減、製造品

出荷額は１４９億 ４９９万円となり、４４億

７９６万円の減となっており、商業、工業とも大

きく減少が続いております。

次に、商業者の実態についてですが、把握して

いる名寄地区、風連地区それぞれの商店街の状況

についてお答えいたします。平成２６年１２月に

実施した名寄地区の商店街経営動向調査によりま

すと、商店街の経営者８８人のうち６０代と７０

代は合わせて５２人となり、全体の約５９％とな

っております。後継者がいる経営者は２９人で、

全体の約３３％となり、約３分の２の店舗が後継

者がいないという結果になっております。続いて、

平成２７年９月に実施した風連地区での調査にお

きましては、経営者４４人のうち６０代と７０代

を合わせて３１人となり、全体の約７０％となっ

ております。後継者がいる経営者は１２人で、全

体の約２７％となり、７割以上の店舗において後

継者がいない状況となっております。

このように大変厳しい本市の商工業情勢、とり

わけ商業事業者に対してこれまでも市では名寄市

中小企業振興条例を基本にその時代の課題に対す

る対策を考慮し、さまざまな支援を行ってまいり

ました。しかし、減少していく市内事業所に歯ど

めをかけるためには、今まで支援の対象者は市内

で事業を営む中小企業者について行っておりまし

たが、人口減少等中小企業を取り巻く環境は依然

として厳しい状況の中で、新たに市外から本市で

事業を営む創業、起業者、さらには既存事業所の

承継など新たな視点を持った対策が必要不可欠で

あることから、昨年５月、名寄市中小企業振興審

議会に支援制度の見直しとそれに伴う同条例の改

正について諮問させていただきました。当審議会

では、新たに委員以外の市民も含めた中小企業支

援制度検討部会を設け、商工業者の減少の状況や

雇用されている従業員の実態、現行の支援制度の

課題や必要な支援内容について議論されました。

さらには、昨年策定した総合戦略にかかわる商工

業に関する具体的な施策についても御意見をいた

だくなど、多岐にわたり検討を行ったことから、

最終的には７回の部会を開催したところでありま

す。検討部会の議論の中で、建設関連や介護福祉

関連での著しい人材不足の状況、特に建設技術者

の不足や技能の継承などが大きな課題として挙が

り、さらには国も小規模事業者に対する支援に取

り組むことから、本市でもそれらに連動する支援

内容の見直しが必要であるなどの支援制度及びそ

れに伴う条例改正の方向性についてまとめ、本年

１月８日に答申をいただいたところであります。

続きまして、小項目２、事業承継、人材育成の

取り組みについてお答えいたします。これまで創

業、事業承継について、本市では具体的な支援事

業に取り組んでおりませんでした。しかし、小項

目１の答弁でも申し上げましたとおり、この１０

年間での商工業の減少は著しく、市の産業を守る

上でも既存の事業者の事業継続に向けた支援とと

もに、創業、事業承継に対する支援も取り組むべ

き事業の一つとなっております。御質問の創業や

事業承継に対する支援策については、大きく分け

て２つの意味合いの支援がございます。１つ目は、

創業に対する国の支援制度が確立されたことから、

この国の制度を活用できる環境を整備する取り組

みでございます。国では、新たに創業する者に対

する助成や事業承継を機に新たな分野での事業を

展開する第２創業に対する助成制度を創設いたし

ました。この制度を利用するためには、今年度か

ら申請者が創業などを計画している市町村におい

て産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を

策定し、その計画の認定を受け、市町村が申請者
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の創業計画づくりのサポートを行うことが条件と

なっており、この事業計画の認定を受けていない

市町村においては国の支援を受けることができま

せん。本市におきましては、さきに創業支援事業

計画を策定している旭川市、鷹栖町、東川町、東

神楽町の計画に名寄市を初め道北５市が新たに加

わる形で国に申請し、昨年１０月２日に認定を受

けたところであります。この事業計画の認定に伴

い、商工会議所及び商工会と連携しながら、創業

や第２創業を考えている方に寄り添いながら、事

業計画作成のサポートを支援していくこととなり

ます。また、この国の助成を受けるためには、金

融機関や税理士など国が指定した認定支援機関に

よる事業計画の確認を受けることも必要となって

くることから、今まで以上に金融機関などとも連

携した取り組みが必要となってきます。

２つ目は、市としての創業に対する支援策でご

ざいます。昨年策定された総合戦略の中でも大き

な目的となっております地域の人口減少に歯どめ

をかけるための施策として、事業承継とあわせて

取り組むことが必要と考えております。特に創業

につきましては、本市への移住者に対する市独自

のインセンティブ策の一つとしても活用でき、移

住相談の際に関心事として相談件数が多い仕事に

関する解決策の一つとして、市外からの移住者が

本市で新たに事業を創業する場合の支援も必要と

考えております。さらには、先ほども述べました

が、国の支援策が採用された場合の上乗せ支援な

どの可能性についても検討してまいりたいと思い

ます。

続いて、大項目２、交流人口の拡大について、

小項目１、ふえ続ける外国人観光客についてお答

えいたします。平成２７年の訪日外客数は過去最

高の ９７３万 ０００人で、名寄市観光振興計

画を策定した平成２４年の訪日外客数８３６万

０００人と比較すると２倍を超える伸びとなって

おります。今後さらに外国人観光客の増加が見込

まれるなど、国際観光を取り巻く社会情勢は大き

く変化しました。昨年１０月に策定した総合戦略

では、具体的な施策としてＪＮＴＯ認定外国人観

光案内所の整備、ワイファイ環境の整備、免税店

の設置の推進を盛り込みました。また、今年度中

には多言語パンフレットも完成する予定でありま

す。国や北海道でも滞在型観光の推進やインバウ

ンドの強化が重要な施策として挙げられておりま

すので、本市においても今後の観光を考える上で

念頭に置かなければならないと認識しており、次

年度に行う観光振興計画の見直しの際には外国人

観光客を対象とした滞在型観光の推進や外国人観

光客の受け入れ態勢の強化などについて議論して

まいります。

続いて、大項目３、住宅リフォームの創設につ

いて、小項目１、具体的な事業の推進についてお

答えいたします。住宅リフォーム助成事業は、多

くの関係者及び市民から事業の復活を求める要望

が寄せられております。要望にかかわる目的は、

景気浮揚策としてのものが多く、そのほかに恒常

的に事業を行うことにより、技術や技能の継承を

図るための内容や空き家の利活用対策、さらには

移住促進のための施策としての利用など多岐にわ

たっております。このことからも総合戦略の中で

も具体的な施策の一つとして掲載されており、住

宅関連事業者における人材育成や移住、定住の推

進、今後は増加が見込まれる空き家の有効利用と

いう観点など複合的な効果が得られる事業を目指

すことが求められております。現在これらの内容

を踏まえて具体的な事業内容の検討を進めており、

中小企業支援策としての制度化を目指しておりま

す。検討の中では、技能、技術の継承など人材育

成を図るためにはこの事業により一定の仕事が創

出されることが必要であり、かつさまざまな目的

の効果が得られる仕組みが必要であることから、

それらを達成するための制度設計を進めておりま

す。また、事業創設の時期につきましては、中小

企業振興条例の改正と連動しながら、事業が実施

できるよう努めてまいりたいと思います。

平成２８年３月１５日（火曜日）第１回３月定例会・第４号



－167－

平成２８年３月１５日（火曜日）第１回３月定例会・第４号

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、初めに大

項目２、小項目２の今後の具体的な施策について

お答えいたします。

冬季スポーツ大会の開催、誘致状況ですが、ス

キーノルディック種目を中心に各種大会が開催さ

れ、合宿も含め市外から多くの選手関係者が訪れ

ております。スキー競技につきましては、１２月

に国内開幕戦として開催していますジャンプ大会

２連戦のほかに日本一を決める第９４回全日本選

手権大会ノルディックコンバインド大会が開催さ

れ、ワールドカップ参戦中の選手も含め８８名の

参加がありました。２月２日から５日までは、第

５３回全国中学校スキー大会が開催されました。

このことにより、新潟県、岩手県の選手約２０名

による夏季における事前合宿も行われ、また例年

開催されています１２月のクロスカントリー大会

では例年より中学生の部に約３０名ほど多い選手

が参加をしてきているところであります。全国、

全道規模の大会誘致では、平成２８年度より複数

年の開催を予定しているＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップのスキーノルディック競技が決定して

おり、参加対象の中学生、高校生、コーチ、選手

を含めた延べ８００名以上の参加が期待されてい

るところであります。また、北海道知事杯カーリ

ング大会も開催を予定しておりますし、平成２９

年度以降の全国、全道規模の大会誘致につきまし

ても各競技団体等々においても協議が進められて

いるところであります。

なお、昨年の第４回定例会で議員から御質問が

ありました道立サンピラーパークカーリングホー

ルへのカメラ及びモニター等の設置については、

北海道段階で協議が進められているところであり

ます。設置後は、全国規模のカーリング大会の誘

致も可能になると考えております。今後も冬季ス

ポーツにおいては関係する競技団体や体育協会な

どと連携しながら、合宿誘致とあわせて大会の誘

致活動に取り組んでまいります。

次に、台湾との交流で今後予定されている事業

についてですが、次年度は今年度に引き続き台湾

の中学生などとの野球を通じた交流、台湾訪日教

育旅行促進事業による視察訪問団の受け入れ、名

寄産業高等学校酪農学科の生徒を台湾に派遣する

農業研修などを予定しており、人と人とのきずな

を大切にしながら、着実に交流事業を推進してま

いります。昨年７月に設立した名寄日台親善協会

では、市民にもっと台湾の食文化等を知ってもら

うために、１月１７日にまるごと台湾フェアを駅

前交流プラザよろーなで開催し、さらに雪質日本

一フェスティバルにおいても台湾物産展を実施し

たところであります。また、２月６日未明に起き

た台湾南部での地震に対しましては、市民などか

ら義援金を受け付け、台北駐日経済文化代表処札

幌分処に義援金を届けたところであります。本市

といたしましては、市民レベルでの交流がより一

層促進されるよう今後とも日台親善協会の活動を

側面的に支援してまいります。

次に、阿部雅司氏の招聘についてですが、配属

先は名寄市教育委員会のスポーツ振興を担当する

部署に所属し、名寄市特別参与、スポーツ振興ア

ドバイザーとして総合戦略の取り組みであります

地方創生加速化事業の一つである冬季スポーツの

振興や拠点化の推進などの業務を担っていただく

ことと考えております。

次に、小項目３、ＥＮ―ＲＡＹホールの活用に

ついてですが、５月９日の開館以降こけら落とし

の名寄の第九を皮切りにＥＮ―ＲＡＹホールを初

めホワイエ、ギャラリー等も活用された自主事業

を含むさまざま事業が行われてきております。自

主事業に関しては、本年度２０件、提携事業５件

を実施しており、事業内容に関しては質の高い芸

術文化の鑑賞機会の提供とあわせ、可能な範囲で

市民が参加、交流できる事業づくりを進めてまい

りました。

施設の利用状況ですが、２月末現在におけるＥ
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Ｎ―ＲＡＹホールでの集客事業については６７件、

リハーサル等舞台のみの利用も含めた稼働日数は

１６３日となっております。また、ＥＮ―ＲＡＹ

ホールでの事業に伴う演者、スタッフを含めた来

館人数は既に３万人を超えており、音楽スタジオ

等の貸し室についても約 ５００人の利用をいた

だいているところであります。今後におきまして

も市民文化センターが市民を初め多くの方々に訪

れていただき、利用されるように適切な施設管理

及び事業の実施に努めてまいります。

次に、ホール残響の評価ですが、ホールの残響

時間、響きの長さにつきましては、ホールの利用

目的、またホール容積に応じた最適値が推奨され

ており、ＥＮ―ＲＡＹホールにおいてはマイク、

スピーカー等の拡声設備を用いるイベント、ピア

ノや吹奏楽、合唱のコンサートなど演目内容に適

した残響時間となるよう舞台内を幕設備形式と音

響反響板形式に転換でき、響きと反響音の調整が

可能な舞台機構の形式をとっております。具体的

な測定数値で申し上げますと、空席時において音

響反響板がない状態での残響時間は約 ４秒、音

響反響板を出した状態では約 ９秒、満席時にお

いては音響反響板がない状態での残響時間は ２

秒、音響反響板を出した状態では約 ６秒となっ

ております。この測定値につきましては、おおむ

ね設計計画の目標範囲であり、演目に応じて音響

反響板の使用など舞台形式を変化させることでそ

れぞれの演目に良好な数値であると認識しており

ます。

残響音については、さきに述べたとおり 数秒

の中での数値でありますので、ホールの客席の人

数や室温、湿度、季節によって微妙な変化が生じ

てきます。また、客席内の座る場所によっても音

の聞こえ方が多少異なります。ＥＮ―ＲＡＹホー

ルは、これまで実施した事業の中で出演いただい

たピアニストや管楽器奏者等の皆様から、大ホー

ルの響き、また演奏時のストレスの少なさなどに

ついて大変すばらしいとの好評をいただいている

ところであります。しかしながら、マイク、スピ

ーカー等拡声設備を利用する場合については、そ

れら音響設備の調整により音の聞こえ方は大きく

変化し、また人それぞれ心地よい音の範囲も違い

ますので、全ての皆様が同じ印象を持たれている

ことが少ないと思いますが、建物が年数を重ねる

ことにより、現状よりもさらによい状態になって

いくことを期待しているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

の住宅リフォームの創設について、小項目２の空

き家のリノベーションについて申し上げます。

空き家の所在と把握につきましては、平成２５

年３月に市営住宅を除く７３の町内会の御協力を

いただきまして、空き家の戸数についてのアンケ

ート調査を実施しております。結果につきまして

は、３５７戸の空き家があるということでありま

すが、その後特に近隣住民に悪影響を及ぼす可能

性のある管理不全の空き家を把握するために、平

成２６年１２月には空き家の屋根の積雪状況等も

あわせて調査をしたところで、雪おろしなど適切

に管理がされていないと思われる空き家が８１戸

に上りました。現在は、この調査結果をもとに所

有者情報等の調査を行い、危険な空き家について

データベースを作成しております。必要に応じて

所有者に対する適正管理の依頼等を行っていると

ころであります。

これまでは、どうしても生活安全の観点から、

危険な空き家の対策が中心となっておりましたが、

これからは空き家の利活用といった新たな視点が

必要になるということで、庁内組織である名寄市

空き家等対策庁内検討委員会の中で名寄市空き家

バンクの取り組みについて検討をしているところ

ですが、この空き家バンクの事業は個人が所有す

る住宅に供する土地、建物あるいは空き地等、売

却や賃貸など希望する情報を空き家バンクに登録

していただいて、市のホームページ等で公開する
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ことで、購入希望者等との接点、マッチングの場

にしようとするものでありますが、民間事業者と

の連携、この場合契約の仲介等宅地建物取引事業

者等の御協力をいただきながら、スムーズな取引

ができるシステムにしたいと考えております。

リフォーム助成制度の創設に加えて、リノベー

ションへの取り組みはということで質問をいただ

きましたが、まだまだこれからの取り組みという

ことでは庁内検討委員会の中で検討をしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目４、

１８歳選挙権導入に向けての対応につきまして、

名寄市選挙管理委員会事務局として申し上げます。

まず、小項目の１、教育現場における対応につ

いてでありますが、昨年６月１９日に公布をされ

ました改正公職選挙法によりまして選挙権年齢が

１８歳以上に引き下げられ、本年７月２５日の任

期満了に伴います参議院議員通常選挙から適用さ

れる見込みとなりました。御存じのとおり、選挙

への対応につきましては国と地方自治体あるいは

各級の選挙管理委員会が連携をしながらそれぞれ

の役割のもとに進められており、今回の法改正の

対応につきましては国が主体的に進めるものとの

認識を持ってございます。

お尋ねの高等学校及び市立大学における選挙制

度の周知や啓発活動についてでありますが、まず

高等学校におきましては総務省と文部科学省が連

携をして選挙制度に係る副教材を作成をいたして

おります。この副教材の活用によりまして、選挙

制度に対する必要な知識と判断力の習熟を図れる

教育が進められるものと考えてございます。また、

北海道選挙管理委員会では高校生を対象に選挙の

仕組みや投票参加の意義について理解を深め、将

来の政治参加を促すきっかけとすることを目的と

しまして、選挙啓発高校生出前講座を実施してお

ります。本市の２つの高等学校におきましても、

この間この出前講座が３回にわたり実施をされて

いるところでございます。

次に、市立大学の学生への対応についてであり

ますが、４年制大学である市立大学におきまして

は、法改正前から既に半数程度の学生が選挙権を

有しておりますので、今回の選挙関係につきまし

ては選挙権を有する学生の拡大という認識をさせ

ていただいているところでありまして、名寄市選

挙管理委員会として高等学校と同様の出前講座な

どの取り組みは想定をしておりませんが、これま

で実施をしております投票啓発ポスターの学内へ

の掲示や大学隣接地へのポスター掲示場の設置に

加えまして、大学ロビーなどへの選挙公報の配置

や不在者投票、期日前投票についての説明文の作

成、配布など学生が必要とする情報提供の強化に

向けまして大学事務局と連携し、取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、校内、校外での選挙活動の範囲について

でありますが、文部科学省では平成２７年１０月

２９日付で「高等学校等における政治的教養の教

育と高等学校等の生徒による政治的活動等につい

て」を通知しておりまして、本年１月にはこの通

知に関するＱアンドＡも発出されたところでござ

います。この通知等によりますと、高等学校など

の生徒による政治的活動等は関連法令等から必要

かつ合理的な範囲内で制約を受けるものと解され

るとともに、基本的に学校内の選挙運動や政治的

活動は学校の政治的中立性の確保などの観点から

困難であるとされております。また、学校外にお

ける活動につきましては、家庭の理解のもと生徒

が判断し、行うものとの見解が示されており、あ

わせて地域との連携も示唆がされているところで

ございます。

次に、小項目の２、教職員に対する指導につい

て申し上げます。教育基本法第１４条第２項にお

いて「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、

又はこれに反対するための政治教育その他政治的
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活動をしてはならない」と規定しておりまして、

政治的中立性を確保することを求めております。

また、公職選挙法第１３７条では「教育者は、学

校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を

利用して選挙運動をすることができない」と規定

しているほか、教育基本法、教育公務員特例法な

どの法令により、学校及び学校の教員にかかわる

政治的活動の禁止などが規定をされているところ

であります。文部科学省では、今回の法改正にあ

わせ先ほど申し上げた通知などにより改めてこれ

らの規定を学校及び教職員に周知し、指導してお

りますので、御理解いただきますようお願い申し

上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ詳細な御答弁

をいただきまして、大変ありがとうございます。

答弁をいただいた中で、限られた時間ではありま

すけれども、何点か改めて再質問をさせていただ

きたいと思います。

質問順に再質問させていただきたいというふう

に思います。まず１点目に、中小企業への支援策

の中で、平成１８年からの実態については先ほど

御説明をいただいた中で理解をさせていただきま

した。それぞれの店舗数、あるいは働いている方、

売り上げ金額が減少している、またその経営者が

非常に高齢化をしている、あるいは後継者がいな

いというふうな実態については理解をさせていた

だきました。ただ、この中小企業の支援策の中で、

地域経済をつくっていく、あるいは支えていくと

いう形の中で中小企業の基本条件である当市の理

念、先ほどの御説明の中でどうも自分の理解不足

なのか、改めてこの基本理念といいますか、いわ

ゆるここの部分について再度お伺いをしたいとい

うふうに思います。

あわせて、今後振興条例改正をされていくわけ

ですけれども、せっかくいろんな制度がつくられ

ていっても、利用する方がその内容をいかに早く

いろんなものを周知あるいは理解をするかという

点で、今後それができた時点で利用される方にタ

イムリーに情報を提供するという形の中でどのよ

うな施策を考えておられるのか、この２点につい

て改めてお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

きました、まず中小企業の振興条例に係る基本的

な理念というか、考え方につきましては、基本的

には今までも中小企業者の自主的な努力を基調と

しているということで、今まではどちらかという

と一定規模以上の設備投資など、そういった事業

拡大に取り組む事業者に対して支援していたとい

うのが考え方でありました。今国も変わりまして、

中小企業者よりさらに小規模な事業所ということ

で、今までそういった小規模事業者が一定以上の

設備投資をしないと支援していなかったのですけ

れども、ある程度のハードルを下げて少額といい

ますか、そういった設備投資にも国も積極的に支

援していくという考え方に立ちました。そういっ

たことからも、本市におきましてもそういった国

の目線と同じように下げて市内の従業者に対する

取り組みが必要だということの考え方が必要では

ないかということで考えております。また、今ま

では、市内で事業所を営む者のみ対象としていた

ということの基本的な考え方です。先ほども答弁

させていただきましたように、今後新たに創業や

そういった創業に対して市外から創業する者に対

してのものとか、初めて市内において事業を始め

る住民なども支援の対象としていくことも必要で

はないかということで、そういった新たに支援の

対象の拡大などを市の施策を総合的に推進するこ

とにより、中小企業の振興を図ることが基本とい

うことで考えております。

また、そういった情報の提供の部分についてで

すが、先ほどお話しさせていただいた支援制度の

検討部会の中でも支援制度について知らなかった

といった意見の声も聞かれました。これまでも市
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のホームページや関係機関と連携し、市内の各事

業所への周知に努めておりましたけれども、実際

には情報の送り側と受け側との間には伝達のぐあ

いの開きがあったということを再度認識したとこ

ろであります。このことからも今まで取り組んだ

周知方法に加え、商工会議所や商工会、さらには

市内の金融機関と連携した各事業所への周知方法

の改善なども今後検討していき、支援策が利用さ

れるよう努めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今までの制度、一定規

模以上からハードルを下げて利用する範囲が広く

なったということで、その意味については理解を

いたしました。また、情報提供についても今るる

御説明をいただきました。せっかくつくったいろ

んな制度を多くの方がきちっと利用されるという

ものには、やはり内容をしっかりと情報を伝達を

するというのが非常に重要だと思いますので、先

ほど御説明のありました情報の発信する側あるい

は受ける側との今後の対応をよろしくお願いをし

たいというふうに思います。

さらに、もう一点なのですけれども、事業承継、

人材育成という取り組みの中で、先ほど経済団体、

金融機関との連携を行い、事業を推進をされてい

くということでありましたが、実際にこの施策に

ついてどのように検討されているのかお伺いをい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した経済団体や金融機関との連携の取り組みの具

体的な考えている、検討している内容ということ

の御質問でありますけれども、特に金融機関にお

きましては日常業務の中でそれぞれ事業所が身近

に相談できる立場として、事業所が抱えるさまざ

まな課題に対応しております。このようなことか

らも先ほども申し上げましたように、市内の金融

機関も含めた情報交換及び連携ができる体制が求

められているのではないかということで考えてお

ります。今までの本市における相談を受ける仕組

みにつきましては、行政を初め各関係機関がおの

おの市内の事業所から相談を受けておりました。

実際国や道などさまざまな商工関係機関から毎日

大量にいろんな情報が流れてくる現状の中で、ど

の機関に相談しても同じ情報が得られる、そうい

った体制がまず必要でないかということで考えて

おります。先ほども話の中でもありました中小企

業者への支援については、補助金の支援も当然必

要でありますけれども、そういった連携のことを

考えますと、各事業者に対する最適な相談サポー

ト体制を提供することも商業支援策として重要で

あるということで考えておりますので、これらの

システムの構築に向けて関係機関と連携して取り

組んでいきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ今御説明があった

形の中で推進をしていただくことを要望しまして、

次の質問に移らせていただきます。

時間が少ないので、交流人口の拡大について何

点かお伺いをします。先ほど外国人観光客の受け

入れ態勢のお話がありましたが、実際２７年度当

市を訪れた外国人観光客、実績として捉えている

のであればその人数を教えていただきたいという

ふうに思います。

それと、先ほどの山崎議員の質問ともちょっと

重複するかもしれないのですけれども、今回全国

規模の大会の誘致等、実際に実施がされたわけで

すけれども、先ほどもありました。全国規模の大

会を当市で受け入れるという形の中では、市民あ

るいはいろんなところの団体、やっぱり迎える姿

勢、おもてなし、本当に全国大会を名寄市に迎え

ているのですよというふうな歓迎の姿勢がいまい

ち不足なのかなというふうに考えております。今

後のいろんな行事についても先ほどもお話しされ

ましたけれども、当然こういうふうな大きな大会

を誘致をするということになれば、宿泊施設はも
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ちろんですけれども、いろんなところへの経済の

波及効果があるというふうに考えます。オール名

寄で取り組むという姿勢の中では、歓迎、おもて

なし、競技だけでなくてやっぱり名寄市のよさを

知っていただく、あるいは名寄にはこういうとこ

ろがあるのだというふうな、全体で取り組みを進

めるという中で、今後どのような姿勢で取り組み

を考えておられるのか、あわせて２点お伺いをし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） まず、私のほう

から外国人宿泊客数の状況ということについてで

すが、外国人の宿泊客数につきましては市内の宿

泊施設の協力を得て調査させていただいていると

ころであります。本年度の上半期につきましては

１６２人となっておりまして、多くがアジア圏の

方々が占めているということで、下半期につきま

してはまだ統計、３月終わっておりませんので、

具体的な数字は来ておりませんけれども、台湾か

らの教育旅行や国際雪像彫刻大会ジャパンカップ

などにかかわって名寄に来られた方もいらっしゃ

いますので、今現状としては先ほどの上半期の１

６２人より上回るという数字ということでお聞き

しておりますけれども、２７年度の下半期の分に

ついてはまだ出ておりませんけれども、上半期は

１６２人ということの状況になっております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 全国規模の大会等の

受け入れ、歓迎の体制づくりということでありま

すけれども、昨年の１２月１９日に民間団体の皆

様に集まっていただきながら、総合戦略の施策の

説明、今年度の大会の開催状況についてお話をさ

せていただきました。その後そういった会合をす

ぐ持てばよかったのですけれども、持てないまま

きている状況にありまして、その後の情報発信な

り体制づくりがちょっと滞っていた部分がありま

す。先ほどからお話をさせていただきますけれど

も、官民一体となった組織が必要だという、これ

は当然でありますので、言われていますように体

育協会や各競技団体との連携についてはもちろん

でありますけれども、観光関係、宿泊関係、商工

関係など関連する団体と連携を図りながら、体制

づくりをしながら、それぞれの役割をきちんと認

識しながら、それぞれが自主的な取り組みができ

るような仕組みづくりも含めて推進をしていきた

いというふうに考えていますし、当然全国から多

くの方が訪れる状況でありますので、本市の農産

物や加工品など農業関係の皆さんとも連携しなが

ら、名寄のブランドの情報発信にも努めていきた

いというふうに考えていますので、御理解をお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひよろしくお願いを

したいと思います。

観光施策ちょっと何点かまだ考えていたのです

けれども、時間がないので、ＥＮ―ＲＡＹホール

について２点ほどお伺いをしたいと思います。先

ほど３万人近く利用されているというふうな御説

明をいただきました。多くの方が利用されている

ということなのですけれども、施設を利用される

方が具体的に使用されるに当たって、現在の利用

の窓口の対応の時間的な制約、こういうのもあっ

て、利用者の方からすぐその場でこの日がどうな

のか、あるいはこれが利用できるのかというふう

な迅速な対応に向けて、今エフエムなよろもあり

ますけれども、そことの連携を含めた中でどのよ

うに考えているのかお伺いをしたいというふうに

思います。

もう一点は、地域文化の創造に向けてというよ

うなことで、ＥＮ―ＲＡＹホールでのイベントも

非常に重要であると思いますけれども、新しい接

点を求めてアウトリーチの活動、これも非常に重

要かなというふうに思っていますので、ちょっと

時間がなくて恐縮ですけれども、この２点お願い

をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） １点目に、文化セン

ターの窓口業務ということの質問であります。文

化センターにつきましては、新しくできました西

館も含めまして全体の予約受け付け、使用料等に

関する事項についてはこれまで同様教育委員会の

ほうで担当しているところであります。新築棟の

西館の事務室には、一部業務委託をしています事

務所が入居しておりまして、窓口業務としてはホ

ール事業等の場内案内、チケット販売、ホール業

務としては音響、照明、設備機構等のホール運営

の技術的なものを担当していただいているところ

であります。施設の予約状況等につきましては、

委託業者とも連携をしながら施設利用者には適切

な対応に努めているところでありますけれども、

議員からありましたように利用者にとっては事務

所といっても違いがわからない状況がありますの

で、しっかりと受託業者との情報共有をきちんと

しながら、ある程度のものはお互いが対応できる

ような仕組みをつくりたいと思いますし、初めて

利用される方についてはわかりやすいような説明

なり案内をするような形で今後努めてまいりたい

というふうに考えているところであります。

もう一点、アウトリーチについての御質問にな

りますけれども、主に学校や福祉施設を対象に行

ってきているところであります。プロの指揮者や

ホルン奏者による中学校の吹奏楽部への公演、札

幌交響楽団員による地元中学生、高校生のための

管弦楽器のクリニックや施設慰問、落語や演劇の

ワークショップ、ピアニストによる福祉団体での

ミニコンサートなどＥＮ―ＲＡＹホールで開催し

た公演の翌日にアーティストの協力のもとアウト

リーチを行ってきているところであります。今後

におきましても市民の芸術文化に対する意識の向

上、参加交流の機会づくりとあわせて広く市民に

そういったものを伝える意味ではアウトリーチに

積極的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

除排雪のあり方に関して外２件を、佐久間誠議

員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま議長から御

指名をいただきましたので、通告順に従い発言を

させていただきます。

まず、大項目１、除排雪のあり方に関してであ

ります。昨年からの雪の降り方は、例年と異なり、

年前はそれほど積もらず助かったものの、１月、

２月と雪が降り続け、３月に入っての吹雪なども

あり、除排雪に携わった委託業者の皆さんを初め

所管部局である建設水道部の皆さんの御苦労も多

かったのではないかと御推察いたすところであり

ます。通常の年と異なる降り方となったため、実

際の降雪量統計とまた別の豪雪感を持たれている

方が多いのではないかと感じております。とりわ

け市民の皆さんからは、雪処理に関してもっと予

算をとってでも何とかならないのかとの声が寄せ

られております。冬期間における安全で快適な道

路網の確保と環境整備は、市民生活や経済活動を

営む上で極めて重要な課題であり、特別豪雪地帯

に指定されております本市にとっても最も優先す

べき基本的な行政サービスであります。高齢化社

会を迎えた中での雪処理のあり方は、定住人口の

動きに大きく影響するものと考えます。

そこで、小項目（１）、高齢者宅前の除雪制度

の拡充についてお伺いいたします。現在当市の高

齢者を対象とした除雪に関する支援制度の内容、

実績、利用人数についてお知らせください。

次に、小項目（２）、近隣自治体と比較した除

排雪体制について伺います。今冬期は、さきに触

れたように通常雪の降る時期、余り降らなくなる
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時期のずれからか、排雪のおくれが目立ちました。

市民の皆さんからは、あそこの市ではあれだけき

れいにしているのに、何で名寄はこんなにひどい

のかとのお叱りも受けているところであります。

そこで、名寄市の委託業者の持つ除雪機械の数に

ついて伺いたいと思います。市から貸与している

もの、業者の持っているもの、作業従事人数につ

いて通常時と排雪作業時でどの程度稼働している

のかお知らせください。

小項目（３）、除排雪体制の抜本的な改善策に

ついてであります。当市には、名寄の冬を楽しく

暮らす条例がありますが、利雪親雪推進市民委員

会での議論状況について、どのようなテーマが取

り上げられているのか、特徴点について幾つかお

知らせください。

また、除排雪対策については議会でも何度とな

く取り上げられてはいますが、改善が図られない、

市民の目からも改善の動きが見えづらいことから、

総体的な検討が必要だと思います。私は、除排雪

予算の面、機械力とオペレーター確保、業務委託

先の関係、除排雪の方法、市民の協力、例えば道

路に雪を出さない、あるいは建築確認申請時に雪

処理方法と堆積場所を確保させるなど、行政と市

民双方で努力し、考えるべきことがあると思いま

すから、抜本的な改善策についてたたき台を練っ

た上で雪処理対策の検討委員会を設置してはどう

かと思うわけですが、考え方について伺いたいと

思います。

大項目２、ＴＰＰ大筋合意と農畜産業支援につ

いてお伺いいたします。御案内のように、ＴＰＰ、

環太平洋経済連携協定は、物品やサービス、知的

所有権、投資、労働など２１分野の交渉パネルが

あり、農産物はその中の一つであります。農業を

基幹産業とする当市にとって最大の影響を受ける

のが農業分野に関連することでありますので、そ

こに絞ってお聞きいたします。私は、現在の流れ

を見ておりまして、国のＴＰＰ対策事業は強い農

業に収れんし、小規模農家など弱者が切り捨てら

れるのではないかと危惧しております。そうした

ことにならないように、何点か農畜産業支援につ

いて当市の考え方をお伺いいたします。

小項目（１）、畑作の基盤整備事業についてで

すが、畑作における農地の基盤整備事業について、

どのような計画になっているか伺います。特に平

成２３年から２７年までの５年間、北海道で取り

組まれた農業者が必要な基盤整備に取り組めるよ

う農家負担率の軽減を図ったパワーアップ事業に

ついて、本年度も継続されると聞くわけですが、

本事業の助成対象及び補助率は従前と変わらない

と理解してよいかどうか伺いたいと思います。

また、国の事業としては、産地パワーアップ事

業が創設され、本年度から実施されると聞いてお

りますが、本事業の概括的内容についてお知らせ

ください。

小項目（２）の近年の集中豪雨による圃場被害

防止対策についてですが、災害が少ないと言われ

てきた本市においても油断できない大雨が降るよ

うになってきました。集中豪雨から農業生産物の

被害を防ぐための暗渠整備、かんがい、排水計画、

河川の護岸整備等の状況はどうなっているかにつ

いてお知らせください。

小項目（３）、畜産業への支援策について、Ｔ

ＰＰ関連でダメージを受ける畜産農家に対する経

営安定対策について、国の動向等で把握している

対策事業などについてお伺いいたします。

大項目の３、通学児童の安全確保についてです

が、当市の小学校全般における通学時の安全対策

で父兄や学校から出されている要望と講じられた

対策について、どのようになっているのかお伺い

したいと思います。

小項目（１）、豊西小学校閉校に伴う通学区変

更での安全対策について、万全な安全対策が求め

られているところですが、現在まで協議されてい

る状況についてお伺いしたいと思います。

（２）、冬期の歩道の確保と信号機、標識等の

設置の考え方について、とりわけ豊西小学校が閉
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校し、４月から通学路が変更になることにより、

児童の通行する箇所の冬期の歩道の確保が栄町通

浅江島公園側にも必要と思いますが、考え方につ

いてお伺いしたいと思います。

また、信号機、横断歩道、標識、表示等の増設

等の考え方についてお伺いいたします。さらに、

歩道に関してはこの場所のみならず、学校周辺に

ついては特段の配慮をし、両側の歩道を確保すべ

きではないか、このように考えておりますが、御

見解をお示しいただきますようお願いしまして、

壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま佐久間議員からは、大項目で３点にわたり御

質問いただきました。大項目１の小項目１は私か

ら、小項目２と３は建設水道部長から、大項目２

は経済部長から、大項目３は教育部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

最初に、大項目１、除排雪のあり方に関して、

小項目１、高齢者宅前の除雪制度の拡充について

申し上げます。本市の高齢者を対象とした除雪支

援制度につきましては、名寄市高齢者自立支援事

業条例に基づき、名寄市除雪サービス等助成事業

を実施しております。本事業の対象者につきまし

ては、７０歳以上の高齢者世帯、障害者世帯を対

象として収入基準を設け、基準額以内の世帯を対

象として実施しており、その収入基準につきまし

ては就学援助制度を参考として、生活保護費の

３倍としているところではございますが、平成２

６年の消費税の改定に伴った生活保護基準が改定

のときにはその影響が利用者に不利益にならない

よう平成２４年の基準を使いながら事業を進めて

いったところでございます。

また、制度を合併特例期間終了に伴い、名寄地

区と風連地区との統合に対する緩和措置を平成２

３年より段階的に進めておりましたが、平成２８

年度からは同一の基準で進めることとなります。

助成の方法といたしましては、市が指定した事業

者と利用者の契約を結び、使用することとなりま

すが、平成２７年度から金額を拡充いたしまして、

機械による除雪サービスは１シーズン２万 ００

０円、風連地区のみになりますが、手作業による

除雪は１シーズン ０００円として実施をしてい

るところでございます。また、生活保護世帯に対

しましては、市が除雪を委託しておりますが、平

成２７年１０月からは生活保護基準が改正され、

除雪費が支給されることとなったため、生活保護

費から支給される除雪費用を除く額について支給

することといたしました。

平成２６年度の除雪サービス等助成事業の利用

者の実績といたしましては、除雪助成券の利用者

が名寄地区で１７０件、風連地区で１００件、合

計２７０件となっており、生活保護世帯に対する

除雪サービスでは名寄地区が３１件、風連地区が

６件の合計で３７件でございまして、両除雪サー

ビスを合わせますと３０７件の利用実績となって

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目１、除排雪のあり方に関しての小項目２と３に

ついてお答えいたします。

初めに、小項目２、近隣自治体と比較した除排

雪体制について申し上げます。名寄市においての

除雪出動は、その日の朝までの降雪量がおおむね

１０センチに達するとの気象情報や降雪状況など

を見きわめて判断しております。また、幹線道路

の排雪作業は積雪がおおむね５０センチとなりま

すと周りの状況を見ながら判断しております。

今年度名寄市の除排雪作業に使用している機械

については、全台数では１６４台となっておりま

す。また、これらの機械を稼働させるためのオペ

レーターと運転手及び助手を含めて除排雪の作業

員数は約１９０人であります。機械の保有台数と

機種の内訳としましては、市が保有して業者へ貸
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与している機械が除雪トラック４台、ドーザー５

台、グレーダー４台、歩道ロータリー１台、大型

ロータリー２台の計１６台、また業務委託先各業

者が自己保有している機械が除雪トラック３２台、

ドーザー３４台、グレーダー３台、歩道ロータリ

ー７台、大型ロータリー８台の計８４台と排雪ダ

ンプが６４台を合わせると１４８台となっており

ます。除排雪の作業別としましては、除雪作業で

の稼働台数は８４台で、機種の内訳では除雪専用

トラックが３５台、ドーザー３７台、グレーダー

４台、歩道ロータリーは８台となっており、これ

以外に市直営の歩道ロータリーが１台参入しまし

て、朝８時半までには作業を終わらせる体制とし

ています。また、排雪作業での稼働台数は最大８

０台で、４班の体制としており、１班当たりの機

種の内訳では大型ロータリー１台、グレーダー１

台、ドーザー２台、排雪ダンプは１１台から最大

１６台で編成しています。名寄地区は最大３班、

風連地区は１班が編成され、幹線道路はシーズン

最大４回、生活道路はシーズン１回の作業を行っ

ている状況であります。

続きまして、小項目３、除排雪体制の抜本的な

改善策について申し上げます。初めに、利雪親雪

推進市民委員会につきましては、名寄の冬を楽し

く暮らす条例を推進することを目的に設置されて

いるところです。活動や議論状況といたしまして

は、雪や寒さに親しむ暮らしづくりを推進する活

動が中心となりますが、市民の模範となる利雪・

親雪にかかわる活動を行っている団体などを推奨

するホワイトマスターの候補者について市に提言

を行っているほか、冬カレンダーの作成、また講

習会やイベントなどの企画を行うなど主に冬や雪

を生かした暮らしづくりの推進にかかわる議論を

行ってきているところです。

次に、除排雪体制の総体的な検討について申し

上げます。これまでも道路交通の確保や安全性を

維持するため、除排雪体制の見直しを行ってきま

した。最近では、平成２４年度の大雪であったシ

ーズンの検証を踏まえて、平成２５年度から幹線

道路の排雪回数を最大４回にふやし、緊急道路と

して常に一定の道路幅員を確保することとしまし

た。また、生活道路では車道が狭くなり不便をお

かけしていることから、雪堆積が可能な場所での

積み上げ除雪により車道を拡幅するなどの除排雪

体制を見直したところです。これらの作業に係る

経費として約 ０００万円を増額し、よりよい道

路環境の整備に努めてまいりました。

除排雪体制の全体的な検討として、予算の面と

機械力、人員の確保につきましては、これまでの

除排雪の事業費は決算ベースで過去５年間では４

億 ０００万円前後で推移しております。市内業

者の自社機械保有状況は、経営体力的に厳しくな

っており、市が貸与する除排雪機械をふやすこと

により機動力の維持、増強を図っていかなければ

なりません。また、排雪作業の組織体制を強化、

拡大することにより、生活道路の複数回排雪も可

能にするための手法を模索しているところです。

市民との協働や行政の支援によって町内会から積

極的な協力が得られることなどについても研究を

進めているところです。今後の課題としては、毎

年市民から寄せられている意見や要望の課題を解

決していくための検討委員会を設置することもこ

れからの除排雪体制を確立させていくための手段

として検討し、市民合意による除排雪体制の確立

を目指してまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

ＴＰＰ大筋合意と農畜産業支援について、小項目

１、畑作の基盤整備事業についてと小項目２、近

年の集中豪雨による圃場被害防止対策について、

関連いたしますので、一括してお答えいたします。

畑の基盤整備事業については、過去に昭和５０

年から平成２０年までに智恵文地区で３回、平成

１０年から平成１３年には風連日進地区で１回、

補助事業を活用し、事業を実施しております。一
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般的な事業の流れとしては、地域の要望を受け、

その内容を市町村の農業農村整備事業管理計画に

盛り込みまして、道営事業の新規採択地区として

実施していくこととなっております。現段階では、

智恵文地区が整備後３０年から４０年が経過し、

老朽化による排水不良が生じております。あわせ

て近年の集中豪雨に対する排水能力の改善につい

ても地域要望として出されており、平成２７年度

に智恵文地区全域を対象としまして、区画整理、

暗渠排水、除れき、用排水路、幹線排水路等の総

合的な整備に向けて農業農村整備事業管理計画に

掲載し、新規地区として採択していただけるよう

北海道と協議を進めております。

また、北海道独自で実施しています農家負担軽

減措置、通称パワーアップ事業ですが、平成２８

年度から５年間継続していく予定と聞いておりま

すので、名寄市においても今まで同様取り組んで

まいります。パワーアップ負担率についてはまだ

北海道より提示されていませんが、平成２７年度

までと同様の負担軽減率となるように北海道に要

望していきたいと考えておりますので、御理解願

いたいと思います。

次に、産地パワーアップ事業につきましては、

国のＴＰＰ対策として平成２７年度補正予算によ

り基金化され、平成２８年度より事業実施となる

ものです。概要につきましては、地域の営農戦略

として産地パワーアップ計画を策定し、計画に基

づき意欲ある農業者等が高収益な作物や栽培体系

へ転換を図るために必要な機械や機器のリース及

び施設整備に対し２分の１の補助が受けられるも

のです。産地パワーアップ計画では、販売額の１

０％以上向上または生産コストの１０％以上低減

を達成目標とすることが条件となっており、今後

北海道から示される方針に沿ってＪＡなど関係機

関、団体と協議の上、契約策定に当たっていく予

定です。

集中豪雨から農業生産物の被害を防ぐための河

川の整備については、市の管理している普通河川

改修については補助事業等に該当するメニューが

ないため、市の単独事業により整備を行っており

ます。河川周辺の農地や道路を冠水被害から守る

ために、洗掘された川岸については布団かごや土

のうを積んで整備を行い、また河川の機能を改善

するために川底に堆積した土砂や流木の除去を行

っております。集中豪雨等の災害による川岸崩落

については、国の公共災害復旧事業により補助事

業として護岸復旧工事を行っております。また、

国や北海道が管理する河川については、河川整備

や維持についての要望書を提出しており、毎年予

算の範囲内で改修事業を実施していただいている

状況でございます。

次に、小項目３、畜産業の支援策について申し

上げます。国によるＴＰＰ関連政策大綱に基づく

対応として、平成２７年度補正予算と平成２８年

度当初予算で措置された支援策のうち、当市の畜

産業に大きなかかわりを持つものは畜産・酪農経

営安定対策、草地整備の推進、畜産クラスター事

業の拡充の３点が挙げられます。畜産・酪農経営

安定対策につきましては、通称牛マルキン、豚マ

ルキンと呼ばれているもので、肉用家畜における

枝肉売り払い価格が生産コストを下回る場合にそ

の差額に対して補填される制度です。牛肉、豚肉

ともに従来の補填率８割から補填率９割に引き上

げられるとともに、補填金の原資となる積立金の

負担割合が従来の国と生産者が５０％ずつであっ

た豚マルキンが牛マルキンと同率の国７５％、生

産者２５％に拡充されるという内容であります。

草地整備の推進につきましては、既存の農業開発

公社による草地整備事業の活用を含め、生産者が

より優位に草地整備が進められるよう事業採択の

指導に当たってまいりたいと考えております。

畜産クラスター事業の拡充につきましては、地

域で作成する畜産クラスター計画に基づく機械の

リース導入、施設整備、家畜導入等に対する支援

策となっており、今回予算の増額と合わせ基金事

業として拡充をされました。現在施設整備及び機
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械のリース導入に対する事業要望を上げていると

ころですが、基金化に伴い、年に数回の要望取り

まとめが行われることとなり、今後においても関

係機関との連携を図り、地域課題に即した事業実

施に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

通学児童の安全確保についてお答えいたします。

小項目１の豊西小学校閉校に伴う通学路変更で

の安全対策についてですが、まず初めに豊西小学

校においてＰＴＡ関係者や安全安心会議関係者と

ともに名寄南小学校と名寄西小学校への新たな通

学路の設定をしていただき、それをもって名寄警

察署などの関係機関と協議を進めてきました。そ

の中で通学路の設定において横断歩道や標識等の

設置が必要な箇所がありましたが、さきの定例会

でも答弁したとおり、横断歩道を設置する要件と

しては横断歩道の両側に歩道が整備されているこ

とや冬期間に歩道の除雪がなされ、一年を通して

利用が可能であることなどであります。この要件

を満たしていないために、学校が考えていた通学

路が一部変更された箇所はありましたが、冬期間

に一定期間の除雪をするなどの対応をとることに

よって、新たに通う学校への通学路が確保できる

見込みになっております。ただし、横断歩道につ

いては新年度当初からの設置が不可能なことから、

当面は女性交通安全教育指導員の方々などに協力

をいただき、街頭指導を行いながら安全対策を進

めていきたいと考えておりますので、御理解願い

ます。

次に、小項目２の冬期の歩道の確保と信号機、

標識等の考え方についてお答えいたします。通学

路変更に伴う冬期の歩道確保については、教育委

員会、名寄警察署等の関係機関との協議により新

たに設定される通学路の歩道除雪を進めてまいり

ます。西１２条の豊栄通においては、新たに中央

通から南２丁目、リンゼイ通までの浅江島公園側

を歩道除雪により確保いたします。学校周辺の歩

道は、両側の除雪を行うべきではないかという意

見につきましては歩道除雪は歩行者の安全を確保

するため、主に通学路、幹線道路等は歩道除雪を

実施しております。歩道の除雪では、車道側へ雪

を堆積するため、車道と歩道の間で雪山が高くな

り、交差点付近では見通しが悪くなることから、

車道部の交差点排雪作業時で雪山の上部切削を行

っております。両側に歩道が設置されている路線

におきましても冬期間は車道の雪の堆積スペース

として利用し、車道幅員の確保を行っております。

また、車道の除雪を行った際に交差点の横断歩道

付近に雪が堆積する状況が発生することから、除

雪後のパトロール等により現地確認の上で除雪処

理を行ってまいりますので、御理解願います。

次に、信号機、標識等の設置につきましては、

これまでも町内会やＰＴＡ連合会から要望があり、

名寄警察署へ信号機や横断歩道の設置、速度制限

等の要望書を提出してきておりますが、設置には

至っておりません。今後におきましても設置に向

けて粘り強く対応してまいりますので、御理解願

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 申しわけありま

せん。先ほど小項目２のところで、業種別の台数

とか報告をさせていただいて、その後除雪の関係

で朝７時半まで作業を終えるところを８時半とい

うふうに間違って報告してしまいましたので、訂

正したいというふうに思います。よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、可能な限り順を追って再質問

させていただきます。

まず、除排雪のあり方に関しての高齢者宅前の

除排雪制度の拡充の関係についてです。先ほどお

答えいただいたのですが、それぞれ名寄の中でも
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高齢者に対する配慮としてさまざま事業がされて

いるところなのですが、先ほど御説明ありました

関係では、所得制限があって、これが壁になって

７０歳以上でも利用できないというところがたく

さんあるのです。それで、私もいわゆる近隣のと

ころではどうなっているのかということで調べて

みたのですが、特に豪雪地帯の美唄市、ここでは

間口除雪条例をつくって住民サービスを行ってい

るということでありまして、ここは美唄市の間口

除雪条例の特徴としては、７０歳以上の高齢者宅

について無償と、それから有償、お金を払ったら

利用できますよということで、車道除雪後の間口

の残雪を除雪しているという事例があります。生

活保護世帯では無償なのですけれども、４段階あ

りまして、低所得者は低所得者なりに配慮があっ

て、そして市民税課税世帯では２万 ０００円払

ったら同じサービスを受けられるということで、

ただ要望者は、希望者を募りましてのことであり

ますけれども、タイヤショベル等での除雪をした

場合に堆積場所があるかだとか、それから歩道除

雪路面に面していないかどうかということなどが

審査の対象になるわけであります。例えばこれを

名寄でやった場合に市民税課税世帯での希望世帯

がどの程度あるかというのは、これまた少し試算

しなければならないのですが、美唄市でいいます

と市の一般財源からの持ち出しが年間で２００万

円程度とのことであります。それで、平成２０年

で見ますと総利用者が１９３件、生活保護世帯１

２件、８０万円以下の低所得者が１０７件、非課

税が３６件、課税３８件の内訳になっているとこ

ろであります。そこで、高齢者に対する公平感の

観点から、せっかく健康で頑張って何とか楽しみ

を持ちたいなと。しかし、やっぱり体も弱ってき

て、置かれていく雪はちょっときついなという人、

そういう、だけれども所得の面で対象にならない

と。課税世帯であっても、例えば美唄市で見ます

と２万 ０００円払って、そして間口除雪をやっ

てほしいなと、このように言う方もおられるとい

うふうに思うのです。それで、今のままではまち

を通ったときに苦労して除雪されている方や何か

含めて声もかけられないということでありますの

で、ぜひお年寄りに対して当市でも優しいまちづ

くりということで検討してはいかがかということ

でお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 今御

質問いただきました美唄市さんの間口除雪事業条

例につきましては、私どもといたしましても担当

者のほうに確認をさせていただいたところ、事業

の対象はおっしゃるとおり一戸建ての住居に居住

されております７０歳以上または身体障害者手帳

をお持ちの１、２級の方と伺っております。また、

平成２７年度お聞きした段階では１７２件の申請

があるとお聞きしているところでございます。名

寄市の平成２７年度の現在の助成件数といたしま

しては、合わせまして２８１件となっておりまし

て、これは地区の民生委員さんの皆様の多大な御

協力により、必要な方の声かけだとか申請のお手

伝いをいただいたたまものでございまして、大変

感謝しているところでございます。

本年２月末現在の御自宅にいらっしゃる７０歳

以上のみの世帯の方々は、おおむね約 １５０世

帯ほどと見込まれておりますけれども、その全て

を対象といたしまして、ごく粗い計算となります

が、現在助成制度の機械除雪で試算をした場合、

約 ２００万円ほどとなりまして、現状より ３

００万円ほど増加すると見込まれるところでござ

います。高齢者の皆様への除雪サービス等事業に

つきましては、合併前には旧名寄市において間口

除雪のみ実施してきたという経緯がございますが、

平成１８年の合併により名寄地区では現在の利用

者の多様なニーズに対応できる助成券方式をとら

せていただき、平成２０年度からは対象年齢と収

入金額を設けた現在の方式とさせていただいてい

るところでございます。平成２４年度には、風連
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地区におきましても名寄地区の制度と統合して実

施をしている経過がございますが、個々の契約状

況全て把握していないので、全ての実態がわかり

かねる部分ございますが、業者との契約の中では

間口除雪のみを御契約され、降雪は御自身で除雪

されている方だとか、間口も含めて玄関口付近ま

で契約されて、除雪助成券に御自身で料金を追加

して依頼をされているという方もいらっしゃると

お聞きしております。現状では、御自身で選択が

できる本市の方法を継続させていただきたいと考

えておりますので、御理解いただきますようお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 除雪の関係全般的に

関係するものですから、今室長がお答えいただい

たことについて予算の関係も含めて、希望者がど

の程度あるかはまた別ですけれども、ただこれだ

ったら住み続けられるという名寄市としての環境

整備が私はどうしても必要だというふうに思うの

です。特に間口除雪の推進を初めとする冬期の環

境整備というのは、人口減や流出に歯どめをかけ

られる一手法だというふうに思いますから、この

後ちょっと除雪制度全般について御質問、ほかの

課題でやりますので、ぜひここら辺も検討してい

ただきたいということをまず要望したいと思いま

す。

それで、次に移りたいと思うのですが、近隣自

治体と比較した除排雪体制について、先ほど機械

の台数等々について中村部長のほうからお答えい

ただきました。それで、特に市民の皆さんから先

ほども言いましたように名寄の除雪体制について

どうなっているのかという疑問の声が上がってお

りまして、よく比較されるのが隣まちの士別市な

のです。それで、私も一番雪の多い２月中旬に士

別に調査しに行ってまいりました。それで、見て

みますとやっぱり町中の除雪が大変行き届いてい

るのです。そこで、私は機械力の差かなと、当初

はそういうふうに思ったわけなのですが、先ほど

いただいた回答をお聞きした限り、委託業者が所

有する除雪機械も合わせたら名寄の保有台数のほ

うが多いということであります。名寄は合計１６

４台、ちなみに士別は合計１１５台です。ただ、

市が業者に対して貸与している機械数が名寄はか

なり少ないということです。士別が２２台貸与し

ているわけです。それで、名寄は１６台、パーセ

ントでいうと除排雪作業に使用している除雪機械

のうち市貸与の機械が委託業者の持つ機械を含め

た総数に占める割合が名寄市が ７５％、士別は

１ １％ほどになるわけです。特に名寄市が業者

に貸与している歩道ロータリーで見ますと６台少

なく、大型ロータリーでは３台貸与のものが少な

いということになるのです。それで、排雪ダンプ

などはそれを見ると圧倒的に名寄が確かに多く所

有しているわけであります。そこで、先ほども少

し触れられていたのですけれども、ロータリー車

は冬期排雪のほかに夏場の仕事での転用ができな

いということから、名寄の業者の設備投資に対す

る多大な努力がなされているということが見てと

れると。一方で、市が貸与する機械台数が少ない

ということは委託業者の負担につながっていない

かと。そしてまた、除雪にかかわる仕事を希望す

る新規参入業者の障壁になってはいないかという

ことであります。そこで、労働力不足の解消だと

か、それから安定した除排雪体制を構築する上か

ら、市の保有する除雪機械、業者への貸与台数は

少ないのではないかというふうに思うのですが、

適正かどうか、この辺についての考え方をお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 市からの貸与す

る除雪機械の台数が適当かどうかということの御

質問ですけれども、今現体制、名寄市の除排雪体

制の中では機械が特に不足をして除排雪の体制に

影響しているという状況にはございません。ただ、

機械がどうしても老朽化をしてきていまして、各

市内の業者のほうでは時期を見ながらぜひ更新を
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していただきたいという機械についてはお話は聞

いてございますけれども、現体制の中では特に私

どもが業者にお貸しをする台数について少ないと

いうようなふうには思っておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは次に、近隣

の札幌市では小型除雪機械、これを町内会に貸与

し、狭隘になった生活道路を市民の協力を得て道

幅の確保に努める市民協働事業をスタートさせて

おります。そして、帯広市や旭川市なども、他の

自治体においても町内会や自治会、住民による自

発的な除雪を支援するために除雪機械の貸与、そ

れから操作講習会、除雪用機械の運転免許取得費

用の補助、あるいは除雪機械の維持管理費や作業

実費の助成、防災知識の普及など、自助、共助の

積極的な取り組みをサポートしているわけであり

ますが、これらの取り組みを名寄でも制度化でき

ないかどうかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほども少しお

話ししましたけれども、除排雪の体制については

多くの市民の皆さんから御意見をいただいており

ます。たしか先ほど申し上げましたけれども、２

４年度に大雪がございまして、それを受けて２５

年５月から「なよろの除雪」というチラシを毎月

出させていただいておりまして、市民の皆さんに

少しでも除雪のことについて関心を持っていただ

きたいということも含めまして発行させていただ

いております。たしか２５年７月に無作為で市内

の ０００人の皆さんにアンケートをとった結果

などについても「なよろの除雪」の中でお知らせ

をしたりしてきているところであります。

また、実際に交差点の関係について見にくいと

いうようなこともありまして、交差点排雪につい

て２６年度からさらに少し力を入れているという

状況にもあります。除排雪の体制については、議

員おっしゃるとおり行政が全てをやるということ

はなかなか難しいというふうに考えています。こ

れは、財政的な部分も当然ありますし、その年、

年によっては雪の降り方も違いますので、市民の

皆さんにぜひ御協力いただく部分については、こ

れまでも御協力をいただいておりますけれども、

さらに他市町村の先ほど議員から提言がありまし

た内容について検討させていただきながら、でき

る部分については取り入れていきたいというふう

に考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 町内会に小型除雪機

械を貸与する方法なども、市が通常の除雪やって

もその後に、これはモラルの面もあるのですけれ

ども、やっぱりまた道が狭くなると。交差しなが

ら通行ができないというようなこともありますか

ら、ぜひ小型除雪機械のそういった公の団体など

に準備して貸し出すことも含めて、全体の協力で

町内の狭隘になった道を除雪する方法も、これは

またやっぱり考えていくべきではないかなという

ふうに思っております。

それから、決定的な士別と名寄市の除雪の差と

いうことですけれども、士別はいわゆる１次除雪

においてロータリー車も一緒に走らせていること

なのです。だから、かき分け除雪は一緒なのです

が、かき分け除雪をした後に士別はロータリー車

を追っかけて走らせている。だから、積み上げ除

雪をその後やっているから、かなりその意味では

道幅の確保、それから置かれた雪の一定の解消に

なっているということがうかがわれます。それで、

昨日市長のほうから民間会社的発想で最少のコス

トで最大の効果が上げられるようにとのお話があ

りました。市民の血税を預かっているわけですか

ら、そのお金を大切に使って、どう振り向けてい

くのか、特に福祉の充実に効果を上げていくとい

う意味合いで川村議員とのやりとりがなされたと

いうふうに理解しているのですが、これは大変す

ばらしいことだと、私はそのように思っています。

そこで、除雪の話に戻りますけれども、除雪に
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かかわる士別市の平成２７年度の予算は３億 ０

００万円であります。名寄と同じく１０センチ降

ったら出動、それで士別地区、朝日地区それぞれ

委託、士別環境整備事業協同組合、朝日地区環境

維持協同組合が対応しておりまして、朝４時から

起きて車道、歩道合わせて６１１キロメートルや

っているということです。名寄市は、車道、歩道、

排雪の総延長は６５ ７キロメートルというふう

に私理解しておりますから、それほど変わらない。

平成２６年度決算で名寄は４億 ８００万円使っ

ているわけです。これをキロコストに直しますと、

士別は５７万 ８３１円、これワンシーズンであ

りますけれども、名寄は６８万 ３７９円という

ことになるわけです、同じワンシーズン。そうす

ると、キロコストで約１１万円違うと。総予算で

すと、ざっと先ほどの大体あらあらですけれども、

名寄の使っている除雪費用が ８００万円多いと

いうことになるわけです。総延長としては４１キ

ロ長いですけれども、キロ単価コストでやっぱり

１１万円多いというのは、保有した除雪機械を貸

すのと、それから業者が持つ機械でやるのと単価

が違うからだというふうに思うのですけれども、

しかしこれなら暫時機械を一定数ずつふやしてい

くほうがいいのではないかと。しかも、民間業者

の負担も抑えられると。しかも、ロータリー車も

一緒に走らせることによって市民の満足度もこれ

は上がるのではないかと考えるわけですが、いか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今佐久間議員の

ほうから具体的な除排雪にかかわる金額も含めて

士別との比較ということでございました。私ども

が押さえている金額とは大分開きがあるのかなと

いうふうに思っております。それをどうこうとい

うことではないですけれども、人口割でいいます

と名寄市のほうが実は経費がかかっていないのか

なというふうに押さえています。このことだけち

ょっと申し上げたいというふうに思いますけれど

も、今お話がございました民間のそれぞれの委託

先についての機械等については、先ほども申し上

げましたけれども、民間の皆さんに負担がかから

ないように今後も対応を考えていきたいというふ

うに考えています。既に委託先の業者のほうから

は、２６年度に除排雪に入る前の時期に要望が名

寄、風連それぞれありまして、老朽化している機

械についての更新ということでお話がございまし

た。これについては、名寄市が貸与する、あるい

は事業先、委託先のほうで機械を購入をする、そ

の際に助成をというような、いろいろな方法があ

るということで、これは今後また協議をさせてい

ただきたいというふうに考えているところです。

ちょっと答弁全部ではなかったかもしれません

けれども、以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 私も同じ年度で比較

できるように調べればよかったのですが、ちょっ

とそれは今ほど部長が申されたところは後でさら

に精査して、お互いにまた議論したいというふう

に思うのですけれども、いずれにしても１つロー

タリー車をつけることによってかなり住民生活に

とって大きく改善が図られるということについて

は、私はこの場では強調しておきたいというふう

に思います。

それと、先ほど名寄の冬を楽しく暮らす条例と

いうことで、条例のお話がありました。議論状況

を伺ったのですが、私はこの名寄の冬を楽しく暮

らす条例、これにやっぱり冬期の予算を、除雪の

いわゆる余った予算から何割かをこの条例に、改

正して基金として積み立てるような形をつくって

はいかがというふうに考えているわけであります。

それで、千葉県の市川市、ここは１％条例という

ことで、この制度は地域づくりの主体であるボラ

ンティア団体あるいはＮＰＯなどの活動に対して

個人市民税納税者が支援したい団体を選んで個人

市民税額の１％相当、これを支援できると。これ

は、団体の事業費の２分の１が上限ですけれども、
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さらには地方自治法の２４１条の基金の項目、こ

こも一つの目的を持って基金を積み立てると。特

に私は、市の持つ機械が９％ぐらいというのはや

っぱり非常に少ないと思うのです、保有台数が。

そしてまた、これお金の支払い方私詳しく聞いて

いないのですけれども、これも時間ないですから

ここでやりとりしませんけれども、やっぱり持ち

出しの機械を貸与して、業者に貸与してやること

によってコストも削減できるというふうに思いま

すから、ぜひ先ほどいただきました検討委員会の

設置等々の中でまた議論をさせていただきたいと

いうふうに思います。

それで、大項目２のＴＰＰ大筋合意と農畜産支

援の関係でありますけれども、１つは先ほど御答

弁いただきましたパワーアップ事業について、こ

れ北海道でやっているものですけれども、ぜひ助

成対象及び補助率について道の予算がついた段階

で詳細をお知らせいただきたいと思います。

それと、畑作地帯のほうから道路の側溝が浅い

と。農地からの排水が流れ切れないという声があ

ります。また、橋の前後の取りつけが悪くて苦労

しているという声を聞きます。整備状況はどうな

っているかについてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

らございました道路の側溝がだんだん土砂で浅く

なってきて、なかなか農地からの排水が流れ切ら

ないだろうという御質問かなというふうに思って

います。郊外地における排水路施設がほとんど農

業排水を兼ねた整備が行われておりまして、どう

しても集中豪雨がございますと農地に降った雨が

農地の保水限界を超えた時点で道路排水のほうに

流れ込むというのが状況になっております。道路

事業のほとんどが補助事業によって実施をしてい

る関係もございまして、どうしても排水の断面等

補助事業であるがゆえに一定の基準がございます。

道路排水ということですので、なかなか大雨に対

応した断面ということの設計ができなくてという

のが実態でございます。流れないところを土です

とか取ればいいのですけれども、下げていけばい

いのですけれども、なかなかその水の流れを幹線

排水だとか河川まで引き込むということになれば

傾斜が必要ですから、一定の深さでその幹線まで

床下げをしていかなければならないということも

ありますし、断面が狭いということになれば、広

げるということであれば農地あるいはこれ場所に

よるのでしょうけれども、宅地に係るような場合

も当然あります。その意味では事業費が大変多く

なるということで、なかなか現状としては難しい

のかなというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ちょっと時間がなく

なりました。それで、残った部分は予算審議の中

でやらせていただきたいというふうに思います。

ＴＰＰの対策、私は１１日に熊谷議員から基本

的なお話あったというふうに思いますから、重複

避けますけれども、このままではやっぱり農業が

立ち行かなくなるのではないかというふうに思い

ますので、ぜひこの問題については地域主義の立

場を理事者の皆さんには貫いていただきたいとい

うことを時間オーバーですけれども、お願いしま

して、私の質問を終えます。ありがとうございま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１６日から３月２

３日までの８日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１６日から３月２３日までの

８日間を休会とすることに決定をいたしました。

平成２８年３月１５日（火曜日）第１回３月定例会・第４号
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〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたしたいと思

います。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 塩 田 昌 彦

平成２８年３月１５日（火曜日）第１回３月定例会・第４号
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平成２８年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年３月２４日（木曜日）午後１時３０分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１９号 平成２８年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２０号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２１号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２２号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２３号 平成２８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２８年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２６号 平成２８年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２７号 平成２８年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第３３号 公益的法人等への名寄

市職員の派遣等に関する条例の一部改

正について

日程第４ 議案第３４号 名寄市児童クラブ条例

の一部改正について

日程第５ 議案第３５号 名寄市中小企業振興条

例の一部改正について

日程第６ 議案第３６号 名寄市消費生活センタ

ー設置条例の一部改正について

日程第７ 意見書案第１号 貸切バス事業への

「規制緩和」見直しと運転手の労働条

件改善を求める意見書

意見書案第２号 子どもの貧困対策の

抜本的強化を求める意見書

意見書案第３号 奨学金制度の充実等

を求める意見書

意見書案第４号 地方交付税の安定的

確保を求める意見書

意見書案第５号 介護職員の人材確保

を求める意見書

意見書案第６号 地域の中小企業への

支援充実を求める意見書

意見書案第７号 ＴＰＰ協定大筋合意

に関する意見書

意見書案第８号 ヘイトスピーチ根絶

のため法規制を求める意見書

意見書案第９号 児童虐待防止対策の

抜本強化を求める意見書

日程第８ 報告第２号 例月現金出納検査報告、

監査報告について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１９号 平成２８年度名寄市一
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般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２０号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２１号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２２号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２３号 平成２８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２８年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２６号 平成２８年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２７号 平成２８年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第３３号 公益的法人等への名寄

市職員の派遣等に関する条例の一部改

正について

日程第４ 議案第３４号 名寄市児童クラブ条例

の一部改正について

日程第５ 議案第３５号 名寄市中小企業振興条

例の一部改正について

日程第６ 議案第３６号 名寄市消費生活センタ

ー設置条例の一部改正について

日程第７ 意見書案第１号 貸切バス事業への

「規制緩和」見直しと運転手の労働条

件改善を求める意見書

意見書案第２号 子どもの貧困対策の

抜本的強化を求める意見書

意見書案第３号 奨学金制度の充実等

を求める意見書

意見書案第４号 地方交付税の安定的

確保を求める意見書

意見書案第５号 介護職員の人材確保

を求める意見書

意見書案第６号 地域の中小企業への

支援充実を求める意見書

意見書案第７号 ＴＰＰ協定大筋合意

に関する意見書

意見書案第８号 ヘイトスピーチ根絶

のため法規制を求める意見書

意見書案第９号 児童虐待防止対策の

抜本強化を求める意見書

日程第８ 報告第２号 例月現金出納検査報告、

監査報告について

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第10 委員の派遣について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員
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１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第１９

号 平成２８年度名寄市一般会計予算、議案第２

０号 平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計

予算、議案第２１号 平成２８年度名寄市介護保

険特別会計予算、議案第２２号 平成２８年度名

寄市下水道事業特別会計予算、議案第２３号 平

成２８年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別

会計予算、議案第２４号 平成２８年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第２５号 平

成２８年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２６号 平成２８年度名寄市病院事業会計

予算、議案第２７号 平成２８年度名寄市水道事

業会計予算、以上９件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、大石健二委員長。

〇予算審査特別委員長（大石健二議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会におい

て予算審査特別委員会に付託されました議案第１

９号 平成２８年度名寄市一般会計予算及び議案

第２０号から議案第２７号までの各特別会計予算

並びに各企業会計予算の９件につきまして、委員

会の審査の経過と結果について御報告を申し上げ

ます。

第１回委員会は、２月２９日に開会し、直ちに

正副委員長互選を行い、委員長には私大石が、副

委員長には高野美枝子委員がそれぞれ選任されま

した。

第２回委員会は、３月１８日に開会し、審査日

程を３月２２日、２３日、２４日の４日間と定め、

実質審査に入りました。

審査期間中は、加藤市長を初めとする関係する

職員の出席を求め、それぞれ説明並びに答弁をい

ただき、慎重に審査を行いました。

その経過につきましては、詳細に報告を申し上

げるところでございますが、当委員会は全議員を

もって構成された委員会ですので、これを省略さ

せていただき、審査の結果のみ御報告を申し上げ

るところでございます。

議案第１９号 平成２８年度名寄市一般会計予

算及び議案第２０号 平成２８年度名寄市国民健

康保険特別会計予算につきましては、採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定を

いたしました。

また、議案第２１号から議案第２７号までの平

成２８年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

７件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。

以上報告を申し上げて、簡単ではございますが、

予算審査特別委員会の審査結果の御報告とさせて

いただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１９号

外８件については、全議員をもって構成いたしま

した特別委員会でありましたので、この際質疑を

省略し、直ちに採決を行います。

議案第１９号 平成２８年度名寄市一般会計予

算について委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１９号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２０号 平成２８年
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度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２０号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２１号 平成２８年度名寄市介護

保険特別会計予算から議案第２７号 平成２８年

度名寄市水道事業会計予算までの７件について委

員長報告のとおり決定することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号から議案第２７号までの

７件は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第３３

号 公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 公益的法

人等への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、公益的法人等への一般職の地方公務員

の派遣等に関する法律第２条に基づき本条例第２

条第１項別表で定めている職員を派遣できる団体

に社会福祉法人名寄市社会福祉協議会を加えるた

め、本条例の一部を改正しようとするものでござ

います。

名寄市社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき

全ての市民が明るく安心して暮らせるまちづくり

を進めるために行政や関係機関と一体となって地

域福祉活動を推進することを目的とした組織であ

りまして、市としては福祉施策推進の中核的役割

を担う団体と位置づけ、職員を派遣することによ

り実務レベルで連携を図るとともに、組織の機能

強化につながり、もって本市の福祉行政の推進に

資するものと考えております。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第３４

号 名寄市児童クラブ条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 名寄市児

童クラブ条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

現在名寄市南児童クラブは、名寄南小学校の空

き教室を利用し、開設をしておりますが、校舎の

改築に伴い、新たな専用施設での運営を行おうと

するものでございます。

また、小規模校を除き市街地区において児童ク

ラブが設置されていない名寄東小学校区に名寄市

東児童クラブを開設をし、運営を行うために本条

例の一部を改正をしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

平成２８年３月２４日（木曜日）第１回３月定例会・第５号
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〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） では、何点か目的外

使用についてのことをお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。

この児童クラブ、私はもう賛成ですし、いいの

ですけれども、名寄消防団の行政財産としてあり

まして、無償譲渡でこれを引き渡して学校の行政

財産として使用するということになります。本当

に行政財産ということなものですから、他使用の

部分では大変厳しい制約を受ける可能性もあるの

で、そのことを含めちょっと御質問させていただ

きます。今回の東児童クラブに際しまして、消防

団の幹部、そして第１分団の幹部を含めてお話を

させていただいて、ぜひこの児童クラブでこの場

所を使ってほしいということでお話しになりまし

た。そして、行政財産を変更してこれを進めるわ

けなのですけれども、新聞等で見ますと平日は午

後の授業終了後から６時半まで、そして土曜日と

長期休暇期間、春休み、夏休み、冬休みになって

おります。その中で日曜日がないのですから、何

とかなると思うのですけれども、消防団の活動と

しまして毎月の１０日、１１日、そして春の演習

または秋の演習等で日曜日全く使用します。そし

て、この夏休み、春休み、冬休みの関係でいえば、

ひょっとしたら火災、集中豪雨による水災、そし

てタケノコとりの人命救助等々で使用する可能性

が大変出てくることがあります。その部分で災害

になった場合、使用しようとする場合、条例には

そういうふうに書いておりませんけれども、目的

外使用に関する経過措置として規約に、規則に書

かれておりますが、この消防団の使用する場合に

は子供たちの安全面等々の関係上どうなるのか、

そして２階をもし児童クラブが使用しているとな

ると、かっぱだとか、安全具だとか、全部そちら

のほうにしまっている場合があります。そういう

体制が整えられているのか。そして、消防車もあ

そこには搭載されております。児童クラブになっ

たから、消防車は別に移動するのでなくて、あそ

こが第１分団の消防車を抱えているものですから、

下の部分、上の部分を使用している場合、そして

この規約、規則の経過措置の部分、しっかりと譲

歩されるのかどうか、ちょっとそれを２点を確認

させていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 御質問は、大きく２

点だったかと思います。後段にあった質問のほう

の消防団の活動が担保されるのかという部分が１

つありましたので、そちらのほうについて私のほ

うから申し上げたいと思います。

議員が言われましたように、今回の提案の中の

附則の２項のところで、実はこの消防団の活動に

ついては担保するというところをうたわさせてい

ただきました。ちょっと括弧が多いので、そこを

飛ばして読まさせていただきますと、４月以降に

おける消防組織法に基づく名寄消防団の使用に関

しては、この附則で定めるところにより地方自治

法第２３８条の４第７項の規定に基づき従前と同

様に無償で使用できるというふうにしてございま

すので、議員が言われたように行政財産の使用等

については多くの制限がありますが、地方自治法

の制限の中で認められる範囲の中で消防団の活動

はこれまで同様に担保するものでありますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうから消防団

の消防活動についての利用についてお話をさせて

もらいます。

まず、議員からありましたように、事前にあそ

この施設を利用するに当たって消防団の皆さんと

も御協議をさせていただいたところ、快く快諾を

していただきながら準備を進めていい旨の報告を

受けて、大変ありがたく思い、それを受けてこの

間準備を進めてきたところであります。今ありま

したように、とりあえず行政財産に移りますけれ
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ども、基本的には消防分団の財産であり、そこの

使用が優先的なものだというふうに考えていると

ころであります。ただ、日常的には児童クラブの

ほうで使用させてもらうということでありますけ

れども、今ありましたように消防活動における災

害も含めた必要な部分については優先的に使用で

きるということで、基本的には１階と２階をふだ

んは利用しているところでありますけれども、消

防団のほうで使う分については２階は使用しない

で１階のみの使用というふうな点、また緊急、災

害時においては消防車の出動なりもありますので、

そのときの安全対策を講じる旨については規則の

ほうで明記をしながら対応させてもらいたいとい

うふうに考えているところであります。特に緊急

時におきましては、児童の安全対策が何よりも大

事というふうに私ども考えていますので、開設前

には消防署並びに消防団とどのような安全対策が

必要か事前協議をさせてもらいたいというふうに

思いますし、毎年避難訓練を行っていますので、

そのときには消防署、消防団の皆さんとも連携を

図りながら、避難訓練の指導を受けながら実施を

して、安全対策に努めてまいりたいというふうに

考えています。特に緊急時の場合の連絡方法等も

今後相談させてもらいながら、速やかに児童が安

全な場所に移動できる、そういった対策もとりな

がら進めてまいりたいと思いますので、よろしく

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。本当

に私たち消防団もこの東児童クラブ大変に喜んで

賛成させていただきました。ぜひ子供たちの安全

面を全面的に考慮していただいて、早急に開設で

きるように頑張ってください。よろしくお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第３５

号 名寄市中小企業振興条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３５号 名寄市中

小企業振興条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本市は、これまで市内経済の発展と雇用環境の

充実を図るために本条例を制定をし、本条例施行

規則に基づき助成等の支援を行ってまいりました。

近年市内経済や中小企業を取り巻く環境が大きく

変化をし、新たな課題に対応した支援制度の見直

しが急務なことから、昨年５月、名寄市中小企業

振興審議会に現在の中小企業が抱える課題などを

踏まえた支援制度の見直し及び制度の見直しに伴

う本条例の改正について諮問をし、本年１月８日

に答申書が提出をされました。また、昨年１０月

には名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略が策

定をされ、施策の中で創業、事業承継の支援など

これまで本条例で想定をされていなかった新たな

施策が登載をされております。答申及び総合戦略

を踏まえて、創業、事業承継など新たな課題に対

応するとともに、総合的に中小企業の振興施策を

推進することにより、地域経済の活性化を図るた
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めに本条例を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第３５号は、経済建設常任委員会に付託を

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３６

号 名寄市消費生活センター設置条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３６号 名寄市消

費生活センター設置条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

高齢者を中心に深刻化をする消費者被害を防止

をし、消費者の安全、安心を確保するため、消費

者安全法の一部が改正をされ、市町村が設置をす

る消費生活センターの組織及び運営等について条

例で定める事項が示され、本年４月１日施行とす

る政令が公布をされたことから、本条例について

必要な改正を行おうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 意見書案第

１号 貸切バス事業への「規制緩和」見直しと運

転手の労働条件改善を求める意見書、意見書案第

２号 子どもの貧困対策の抜本的強化を求める意

見書、意見書案第３号 奨学金制度の充実等を求

める意見書、意見書案第４号 地方交付税の安定

的確保を求める意見書、意見書案第５号 介護職

員の人材確保を求める意見書、意見書案第６号

地域の中小企業への支援充実を求める意見書、意

見書案第７号 ＴＰＰ協定大筋合意に関する意見

書、意見書案第８号 ヘイトスピーチ根絶のため

法規制を求める意見書、意見書案第９号 児童虐

待防止対策の抜本強化を求める意見書、以上９件

を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外８件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外８件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外８件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 報告第２号

例月現金出納検査報告、監査報告についてを議

題といたします。

本件につきましては、報告書がお手元に配付さ

れておりますので、これをもって御了承をお願い

いたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 委員の派

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定をいたしました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 １時５４分

再開 午後 １時５５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

以上で今期定例会に付議されました案件は全て

議了いたしました。

ここで、青木名寄市立大学長より発言を求めら

れておりますので、これを許します。

青木名寄市立大学長。

〇市立大学学長（青木 紀君） 皆さん、こんに

ちは。最初にして最後の議場に入るということで

緊張しておりますけれども、こういう時間を与え

ていただいたことを光栄と思い、感謝申し上げま

す。

大学と議会の関係につきましては、それまでず

っと国立大学にいたものですから、ほとんど議会

のことについては考えたこともなかったのですけ

れども、こちらに赴任しまして議会がいかに大切

なものかということを最初に感じまして、今思い

出しますと２０１０年に赴任いたしまして、その

年の１１月に、たしか３日、文化の日だと思いま

すけれども、今後の名寄市立大学の行方を考える

ということで公開シンポジウムを開催するという

話になったきに、ぜひその後の懇親会は議員の先

生方とうちの教員と仲よくしてほしいということ

で、意識的に配置も考えて懇親会をやったことを

覚えております。そんなことも成果があったかど

うかわかりませんけれども、その後図書館の建設、

それから児童の４大化、社会保育学科の設立とい

うところまで進みまして、これも議員の先生方の

おかげだというふうに思っております。ありがと

うございました。

また、その後最後の１年になりまして、やはり

大学が地域振興をやっていく、それだけではなく

て大学のために、大学の教育の発展のために、大

学の研究の発展のために、さらに地域と大学を結

びつける機関として何か欲しいということでコミ

ュニティケア教育研究センターというものを立ち

上げることになりました。学長選とも絡んで少し

難産でございましたけれども、４月１日に発足と

いうことが決まりまして、ほっとしております。

いろんなことを思い出すわけですけれども、本当

に小さな大学で、また小さな自治体が設置してい

るという非常に特異な条件の中で、議会が大学に

与える役割というのはすごく大きいというふうに

考えております。大学というのはどこの組織でも

同じですけれども、一旦ある程度の要求が満たさ

れたとき、特に中の要求をもとにして、外に向か

って自分たちの要求が実現された後、組織という

のはついつい内向きになります。さらにだけれど

も、こういう大学が発展をしていくというふうに

考えたときに、やはり外に向かってさらに教育研

究あるいは地域の実践というものを発展させてい

く必要があります。そのためには、ぜひ議会の先

生方の御協力、御意見が本当に私は必要だと思っ

ています。ですので、本当にどんどんむしろ大学

の側に注文をつけていただきたいというふうに考
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えておりますので、よろしくお願いいたします。

簡単ではございますけれども、お礼の挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 青木学長には、長い間

大学の発展に御尽力をいただきました。議会を代

表してお礼を申し上げます。大変御苦労さまでし

た。

〇議長（黒井 徹議員） これをもちまして、平

成２８年第１回定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時００分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 佐々木 寿

平成２８年３月２４日（木曜日）第１回３月定例会・第５号



－195－

質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２８年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 大 石 健 二 １．加藤市長の市政執行に関して

（Ｐ ４８） (1) 加藤市政推進の基本的な考え方から

① 市政推進の基本的な考え方の具現化について

② 合併からの１０年を顧みて

③ 第２次総合計画の策定について

ア 第１次総合計画の成果と課題について

(2) 平成２８年度当初予算案と取り組みから

① 予算案の概要と基本的な考え方について

② 「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関する事業につ

いて

③ 地方創生加速化交付金の獲得について

④ 地域経済活性化に関する予算について

⑤ 財政健全化の取り組みについて

２．市政運営に関して

(1) 高齢者対策事業から

① 介護待機者急増の背景とその対応策について

② 高齢者の食育と健康管理について

(2) 北海道縦貫自動車道「士別市多寄町～名寄市間」の早期着工から

① 現況および課題と今後の対応について

３．経済産業施策に関して

(1) 活力ある商工振興策等から

① 商店街等の活性化への取り組みについて

(2) 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）対策から

① 基幹産業等への影響とその対応について

(3) 観光振興計画から

① 現状分析と今後の課題について

４．教育政策に関して

(1) 名寄市立大学の中長期の展望から

① 新学長に市長が期待することは
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(2) 教育行政執行方針から

① 教科書選定過程等について

ア 現況の課題と今後の対応について

② 家庭教育の推進から

ア 「早寝・早起き・朝ごはん」の生活習慣について

５．市民の声から

(1) 今冬の雪害と除排雪対策について

① 除排雪事業の中間総括について

② 屋根の雪下ろし対策について

２ 熊 谷 吉 正 １．平成２８年度市政執行方針について

（Ｐ ６９） (1) 安倍政権と名寄市政との関わりについて

(2) 市政執行方針の基本姿勢について

(3) 今後の財政展望について

２．市民が主役のマチづくりについて

(1) 合併１０年後の住民自治確立について

(2) 市民力、職員力について

(3) 今後の負担とサービスのあり方について

３．保健・医療・福祉行政について

(1) 子ども子育て支援について

(2) 障がい者、高齢者福祉及び介護保険事業等について

(3) 信頼、安心の医療体制について

(4) 新たな国民健康保険制度について

４．経済・建設行政について

(1) 地域経済に必要な人材・雇用確保と安定した公共工事確保につい

て

(2) 名寄の冬を楽しく暮らす条例と除排雪体制の見直しについて

(3) ＴＰＰ大筋合意の影響と今後の農業振興について

(4) 賑わいと商工業等の振興について

(5) 公契約条例制定に向けた今後の取り組みについて

５．教育行政について

(1) 教育行政執行方針の基本姿勢について

(2) 教科書採択の現状と課題について

(3) 名寄市立大学の当面の課題について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２８年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 高 橋 伸 典 １．国土強靱化地域計画の策定に向けた本市の取り組みについて

（Ｐ ９４） (1) 国土強靱化地域計画の策定について

(2) 計画内容の考え方について

２．地域で取り組む「ひきこもり」の社会復帰支援について

(1) ひきこもりの実態調査について

(2) 在宅のひきこもり者・不就労者の対策について

(3) 本市の相談体制について

３．子育て応援アプリの推進について

(1) 「利用者支援事業」の取組状況について

(2) 子育て応援アプリの導入について

２ 川 村 幸 栄 １．市政推進の基本的な考え方について

（Ｐ１０５） (1) “職員一人ひとりが強いコスト意識を持つ”とは

(2) “市民主体のまちづくり”とは

(3) “スケールの大きなまちづくり”とは

(4) “「市民力」を活かす”とは

２．台湾との交流について

(1) 今後の交流の方向性について

(2) 語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）の活用

について

３．風連日進・望湖台の自然を生かした取り組みについて

(1) 地域を生かした健康づくりについて

(2) 旧風連日進小中学校校舎の活用について

４．学校給食費無料化の考え方について

(1) 学校給食に対する考え方について

(2) 子どもの貧困に対する考え方について

３ 川 口 京 二 １．閉校後の利活用について

（Ｐ１１６） (1) 豊西小学校について
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① 庁内での協議の回数と内容について

② 市民の意見はどのような内容であったのか

２．防災について

(1) 防災訓練について

① 今年度の訓練の評価と課題について

② 次年度の訓練の目的と概要について

(2) 自主防災組織の現状と育成について

(3) 防災マスターの現状と活動状況について

(4) 避難所の資材確保について

３．有害鳥獣について

(1) エゾシカ・ヒグマ対策について

(2) アライグマ対策について

(3) 箱わなの現状について

(4) カラス対策について

４．市道の歩道について

(1) 整備の状況について

(2) 融雪時期の整備について

(3) 点字ブロックについて

４ 浜 田 康 子 １．高齢者福祉の推進について

（Ｐ１２６） (1) 市内介護施設の運営体制について

① 各施設の運営実態（賃金・職員数等）について

② 施設待機者の現状と今後の対応について

２．障がい者の支援対策について

(1) 基幹相談支援センターの活用方法等について

① 設置に至った経緯と今後の取り組み内容について

② 関係機関との連携について

③ 市民への周知方法について

３．名寄市公共施設等総合管理計画（案）について

(1) 計画策定の目的と概要について

(2) 合併後の施設の統廃合の進捗状況について

４．大規模災害発生後における帰宅困難者に対する支援について

(1) 想定される対策、支援内容について

(2) 良好な避難所運営における今後の課題と対応について
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５ 塩 田 昌 彦 １．子ども・子育て支援について

（Ｐ１３６） (1) ひまわりらんどの利用状況と施設の状況について

(2) 保育所・幼稚園の新制度移行状況及び保育料の階層認定と軽減対

策について

(3) 認定こども園の職員要件「保育教諭」対策について

(4) 子ども・子育て支援に関する名寄市立大学の役割について

２．公共建設工事について

(1) 院内保育所改築工事の延期に伴う影響について

(2) 公共工事の入札について

(3) 良い「ものづくり」と公共建設工事について

３．名寄市行財政改革について

(1) 組織機構見直しの検討経過について

(2) 平成２８年度以降における職員の適正配置について

(3) 人材確保と育成について

４．農業振興について

(1) 平成２８年度農業振興重点策と効果について

６ 山 崎 真由美 １．安心安全な子育て環境充実について

（Ｐ１５０） (1) 児童クラブの有効活用について

(2) こども発達支援センター等の有効活用について

(3) 公共施設における安全環境の充実について

２．台湾交流における今後の可能性について

(1) これまでの成果と課題について

(2) 地域経済への影響について

(3) 今後の展望について

３．スポーツ交流事業とスポーツ振興について

(1) 冬季スポーツを中心とした各種大会及び合宿誘致におけるスポー

ツ振興の効果について

(2) ホストタウン構想について

(3) 市民皆スポーツを目指した取り組みについて

７ 東 川 孝 義 １．商工業の振興について

（Ｐ１６２） (1) 中小企業への支援策について

(2) 事業承継・人材育成の取り組みについて

２．交流人口の拡大について

(1) 増え続ける外国人観光客について
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(2) 交流事業推進に向けての具体的施策について

(3) ＥＮ―ＲＡＹホールの活用について

３．住宅リフォームの創設について

(1) 具体的な事業の推進について

(2) 空き家等のリノベーションについて

４．１８歳選挙権導入に向けての対応について

(1) 教育現場における対応について

(2) 教職員に対する指導について

８ 佐久間 誠 １．除排雪のありかたに関して

（Ｐ１７３） (1) 高齢者宅前の除雪制度の拡充について

(2) 近隣自治体と比較した除排雪体制について

(3) 除排雪体制の抜本的な改善策について

２．ＴＰＰ大筋合意と農・畜産業支援について

(1) 畑作の基盤整備事業について

(2) 近年の集中豪雨による圃場被害防止対策について

(3) 畜産業への支援策について

３．通学児童の安全確保について

(1) 豊西小学校閉校に伴う通学区変更での安全対策について

(2) 冬期の歩道の確保と信号機、標識等の設置の考え方について
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平成２８年２月２９日～平成２８年３月２４日 ２５日間

本会議時間数 １５時間３５分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平 成 2 7 年 第 4 回 27.11.30 28. 1.20 28. 2.29

定例会 名寄市空家等対策協議会条例の制定について 市 民 福 祉 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

付 託 議 案 第 2 号

名寄市簡易水道事業の名寄市水道事業への統 ― ― 28. 2.29

第 １ 号 合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定 ― ― 原 案 可 決

について

― ― 28. 2.29
第 ２ 号 名寄市議会基本条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市パブリック・コメント手続条例の一部 ― ― 28. 2.29
第 ３ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の ― ― 28. 2.29
第 ４ 号

整備に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市人事行政の運営等の状況の公表に関す ― ― 28. 2.29
第 ５ 号

る条例等の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に ― ― 28. 2.29
第 ６ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一 ― ― 28. 2.29
第 ７ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ ― ― 28. 2.29

第 ８ 号 の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市立食肉センター条例の一部改正につい ― ― 28. 2.29
第 ９ 号

て ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 28. 2.29
第 １ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 28. 2.29
第 １ １ 号

正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 28. 2.29
第 １ ２ 号

算（第４号） ― ― 原 案 可 決

平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２７年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 28. 2.29
第 １ ３ 号

予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 28. 2.29
第 １ ４ 号

業特別会計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会計補 ― ― 28. 2.29
第 １ ５ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 28. 2.29
第 １ ６ 号

補正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 28. 2.29
第 １ ７ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 28. 2.29
第 １ ８ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 １ ９ 号 平成２８年度名寄市一般会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計予 28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ ０ 号

算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ １ 号 平成２８年度名寄市介護保険特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ ２ 号 平成２８年度名寄市下水道事業特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２８年度名寄市個別排水処理施設整備事 28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ ３ 号

業特別会計予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２８年度名寄市食肉センター事業特別会 28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ ４ 号

計予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２８年度名寄市後期高齢者医療特別会計 28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ ５ 号

予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

28. 2.29 28. 3.24 28. 3.24
第 ２ ６ 号 平成２８年度名寄市病院事業会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

28. 2.29 28. 3.23 28. 3.24
第 ２ ７ 号 平成２８年度名寄市水道事業会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

― ― 28. 2.29
第 ２ ８ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

名寄市財産の交換、譲与、無償貸付等に関す ― ― 28. 2.29
第 ２ ９ 号

る条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の策定に ― ― 28. 2.29
第 ３ ０ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 2.29
第 ３ １ 号 新市建設計画の変更について

― ― 原 案 可 決

名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正 ― ― 28. 2.29
第 ３ ２ 号

について ― ― 原 案 可 決

公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関す ― ― 28. 3.24
第 ３ ３ 号

る条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 3.24
第 ３ ４ 号 名寄市児童クラブ条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

28. 3.24 ― 28. 3.24
第 ３ ５ 号 名寄市中小企業振興条例の一部改正について

経 済 建 設 常 任 委 ― 閉 会 中 審 査 決 定

名寄市消費生活センター設置条例の一部改正 ― ― 28. 3.24
第 ３ ６ 号

について ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 28. 2.29
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 28. 3.24
例月現金出納検査報告、監査報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 貸切バス事業への「規制緩和」見直しと運転 ― ― 28. 3.24

第 １ 号 手の労働条件改善を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 子どもの貧困対策の抜本的強化を求める意見 ― ― 28. 3.24

第 ２ 号 書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 28. 3.24
奨学金制度の充実等を求める意見書

第 ３ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 28. 3.24
地方交付税の安定的確保を求める意見書

第 ４ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 28. 3.24
介護職員の人材確保を求める意見書

第 ５ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 28. 3.24
地域の中小企業への支援充実を求める意見書

第 ６ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 28. 3.24
ＴＰＰ協定大筋合意に関する意見書

第 ７ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ヘイトスピーチ根絶のため法規制を求める意 ― ― 28. 3.24

第 ８ 号 見書 ― ― 原 案 可 決

平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 ― ― 28. 3.24
児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書

第 ９ 号 ― ― 原 案 可 決

― ― 28. 3.24
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 28. 3.24
委員の派遣について

― ― 決 定

平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会


	目次
	平成28年２月29日（月曜日）第１回定例会・第１号
	議事日程
	本日の会議に付した事件
	出席議員
	欠席議員
	事務局出席職員
	説明員
	開会・開議宣告
	日程第１ 会議録署名議員指名
	日程第２ 会期の決定
	日程第３ 平成27年第４回定例会付託議案第２号 名寄市空家等対策協議会条例の制定について
	日程第４ 平成28年度執行方針
	市政執行方針
	教育行政執行方針

	日程第５ 議案第１号 名寄市簡易水道事業の名寄市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
	日程第６ 議案第２号 名寄市議会基本条例の一部改正について、議案第３号 名寄市パブリック・コメント手続条例の一部改正について
	日程第７ 議案第４号 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正について
	日程第８ 議案第５号 名寄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正について
	日程第９ 議案第６号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第７号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第８号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について
	日程第10 議案第９号 名寄市立食肉センター条例の一部改正について
	日程第11 議案第10号 平成27年度名寄市一般会計補正予算（第５号）
	日程第12 議案第11号 平成27年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
	日程第13 議案第12号 平成27年度名寄市介護保険特別会計補正予算（第４号）
	日程第14 議案第13号 平成27年度名寄市下水道事業特別会計補正予算（第３号）
	日程第15 議案第14号 平成27年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補正予算（第２号）
	日程第16 議案第15号 平成27年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）
	日程第17 議案第16号 平成27年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
	日程第18 議案第17号 平成27年度名寄市病院事業会計補正予算（第２号）
	日程第19 議案第18号 平成27年度名寄市水道事業会計補正予算（第２号）
	日程第20 議案第19号 平成28年度名寄市一般会計予算、議案第20号 平成28年度名寄市国民健康保険特別会計予算、議案第21号 平成28年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第22号 平成28年度名寄市下水道事業特別会計予算、議案第23号 平成28年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計予算、議案第24号 平成28年度名寄市食肉センター事業特別会計予算、議案第25号 平成28年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第26号 平成28年度名寄市病院事業会計予算、議案第27号 平成28年度名寄市水道事業会計予算
	日程第21 議案第28号 専決処分した事件の承認について
	日程第22 議案第29号 名寄市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について
	日程第23 議案第30号 名寄市過疎地域自立促進市町村計画の策定について
	日程第24 議案第31号 新市建設計画の変更について
	日程第25 議案第32号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正について
	日程第26 報告第１号 専決処分した事件の報告について
	休会の決定
	散会宣告

	平成28年３月11日（金曜日）第１回定例会・第２号
	議事日程
	本日の会議に付した事件
	出席議員
	欠席議員
	事務局出席職員
	説明員
	開議宣告
	日程第１ 会議録署名議員指名
	日程第２ 代表質問
	大石健二議員
	熊谷吉正議員

	散会宣告

	平成28年３月14日（月曜日）第１回定例会・第３号
	議事日程
	本日の会議に付した事件
	出席議員
	欠席議員
	事務局出席職員
	説明員
	開議宣告
	日程第１ 会議録署名議員指名
	日程第２ 一般質問
	高橋伸典議員
	川村幸栄議員
	川口京二議員
	浜田康子議員
	塩田昌彦議員

	散会宣告

	平成28年３月15日（火曜日）第１回定例会・第４号
	議事日程
	本日の会議に付した事件
	出席議員
	欠席議員
	事務局出席職員
	説明員
	開議宣告
	日程第１ 会議録署名議員指名
	日程第２ 一般質問
	山崎真由美議員
	東川孝義議員
	佐久間誠議員

	休会の決定
	散会宣告

	平成28年３月24日（木曜日）第１回定例会・第５号
	議事日程
	本日の会議に付した事件
	出席議員
	欠席議員
	事務局出席職員
	説明員
	開議宣告
	日程第１ 会議録署名議員指名
	日程第２ 議案第19号 平成28年度名寄市一般会計予算、議案第20号 平成28年度名寄市国民健康保険特別会計予算、議案第21号 平成28年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第22号 平成28年度名寄市下水道事業特別会計予算、議案第23号 平成28年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計予算、議案第24号 平成28年度名寄市食肉センター事業特別会計予算、議案第25号 平成28年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第26号 平成28年度名寄市病院事業会計予算、議案第27号 平成28年度名寄市水道事業会計予算
	日程第３ 議案第33号 公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部改正について
	日程第４ 議案第34号 名寄市児童クラブ条例の一部改正について
	日程第５ 議案第35号 名寄市中小企業振興条例の一部改正について
	日程第６ 議案第36号 名寄市消費生活センター設置条例の一部改正について
	日程第７ 意見書案第１号 貸切バス事業への「規制緩和」見直しと運転手の労働条件改善を求める意見書、意見書案第２号 子どもの貧困対策の抜本的強化を求める意見書、意見書案第３号 奨学金制度の充実等を求める意見書、意見書案第４号 地方交付税の安定的確保を求める意見書、意見書案第５号 介護職員の人材確保を求める意見書、意見書案第６号 地域の中小企業への支援充実を求める意見書、意見書案第７号 TPP協定大筋合意に関する意見書、意見書案第８号 ヘイトスピーチ根絶のため法規制を求める意見書意見書案第９号 児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書
	日程第８ 報告第２号 例月現金出納検査報告、監査報告について
	日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出について
	日程第10 委員の派遣について
	市立大学学長退任あいさつ
	閉会宣告

	質問文書表
	議決結果表

